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令和７年第７回中城村議会定例会（第１日目） 

招 集 年 月 日 令和７年12月12日（金） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  会 令和７年12月12日  （午後１時34分） 

散  会 令和７年12月12日  （午後３時25分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 小橋川 恵 美 ９ 番 大 城 常 良 

２ 番 玉那覇   登 10 番 欠   員 

３ 番 欠   員 11 番 仲 松 正 敏 

４ 番 桃 原   清 12 番 金 城   章 

５ 番 新 垣 貞 則 13 番 新 垣 博 正 

６ 番 安 里 清 市 14 番 新 垣 善 功 

７ 番 新 垣   修 15 番 石 原 昌 雄 

８ 番 屋 良 照 枝 16 番 伊 佐 則 勝 

欠 席 議 員     

会議録署名議員 14 番 新 垣 善 功 15 番 石 原 昌 雄 

職務のため本会議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 比 嘉   保 議 事 係 長 辰   さおり 

地方自治法第121

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 比 嘉 麻 乃 こ ど も 課 長 比 嘉 昌 子 

教 育 長 比 嘉 良 治 企 画 課 長 金 城   勉 

総 務 課 長 大 湾 朝 也 都市建設課長 呉 屋 克 行 

住民生活課長 新 垣   忍 
産 業 振 興 課 長 兼 
農業委員会事務局長 仲 村 武 宏 

会 計 管 理 者 照 屋 郁 子 上下水道課長 下 地 良 和 

税 務 課 長 比 嘉   聡 教育総務課長 我 謝 慎太郎 

福 祉 課 長 照 屋   淳 生涯学習課長 渡久地   真 

健康保険課長 島 袋 かおり 教育総務課主幹 永 川 幸 徳 
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議 事 日 程 第 １ 号 

日  程 件              名 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 行政報告 

第 ５ 議案第65号 中城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

第 ６ 議案第66号 令和７年度中城村一般会計補正予算（第５号） 

第 ７ 議案第67号 令和７年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

第 ８ 議案第68号 令和７年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

第 ９ 議案第69号 令和７年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

第 10 議案第70号 令和７年度中城村下水道事業会計補正予算（第３号） 

第 11 議案第71号 令和７年度南伸３号道路改良工事（１工区）の変更契約について 

第 12 議案第72号 吉の浦公園ごさまる陸上競技場管理棟事務備品等購入業務契約について 

第 13 議案第73号 吉の浦公園ごさまる陸上競技場管理棟トレーニング器具等購入業務契約に 

       ついて 
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○議長 伊佐則勝 皆さん、こんにちは。ただ

いまより令和７年第７回中城村議会定例会を開

催します。 

 これから本日の会議を開きます。 

（１３時３４分） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定

により、14番 新垣善功議員及び15番 石原昌

雄議員を指名します。 

 日程第２ 会期の決定の件を議題といたしま

す。 

 お諮りします。本定例会の会期は本日12月12

日から12月18日の７日間にしたいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、本定例会の会期は本日12月12日

から12月18日の７日間に決定しました。 

 日程第３ 諸般の報告を行います。 

諸般の報告について 

 令和７年９月12日より令和７年12月11日まで

の諸般の報告を下記のとおり行います。 

記 

１ 例月現金出納検査の報告について 

  村監査委員より、令和７年９月、10月、11 

 月の例月現金出納検査の結果報告がありまし 

 た。お手元に結果報告書をお配りしてありま 

 すので、御参照ください。 

２ 一部事務組合議会及び南部広域行政組合議 

 会・介護保険広域連合議会及び後期高齢者医 

 療広域連合議会、中部広域市町村圏事務組合 

 議会の報告について 

  それぞれの議会議員より、各議会における 

 議事の経過及び結果の報告がありました。お 

 手元に報告書をお配りしてありますので、御 

 参照ください。 

３ 各所管事務調査の報告について 

 ○建設常任委員会 

 ・10月７日（火）都市建設課課長はじめ課職 

  員より令和７年度の事業概要の聞き取り調 

  査を行っております。 

 ○文教社会常任委員会 

 ・10月６日（月）から９日（木）まで岩手県 

  釜石市、秋田県東成瀬村、横手市へ、各自 

  治体において取り組んでいる事業制度につ 

  いて県外所管事務調査を行っております。 

  また、11月17日（月）に村長に対し所管事 

  務調査の報告を行っております。 

  なお、提出された各報告書については、事 

 務局で閲覧してください。 

４ 陳情・要請・意見書等の処理について 

  期間中に受理した請願、陳情、要請、意見 

 書等については10件受理し、12月８日の議会 

 運営委員会で協議した結果、請願１号『津覇 

 駐在所の運用再開を早期に求める陳情書に関 

 する請願書』については総務常任委員会、陳 

 情第12号及び第13号は文教社会常任委員会へ、 

 陳情第15号については総務常任委員会へ、陳 

 情第16号については建設常任委員会へ付託し 

 ます。 

  また、陳情第10号及び第11号、14号、17号、 

 また18号については資料配付にとどめ、各議 

 員へ配付いたします。 

  なお、請願１号については、請願者より正 

 誤表が提出されておりますので、配付資料の 

 確認方よろしくお願いします。 

５ 沖縄県町村議会議長会並びに中部地区町村

議会議長会関係について 

 ○10月３日（金）中部地区町村議会議長会定 

  例会が本村にて開催され、議長及び事務局 

  長が参加しております。 

 ○10月７日（火）には沖縄県町村議会議長会 

  定例総会が自治会館にて開催されました。 

 ○10月８日（水）には沖縄県町村議会議長会 

  議員研修会が西原町で開催され、多くの議 

  員が参加しております。 
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  県外・県内研修をはじめとするその他の日 

  程については別紙を御参照お願いします。 

６ 中部広域市町村圏事務組合議会について 

 ○10月31日（金）に中部広域市町村圏事務組 

  合議会が開催され、議長が出席しておりま 

  す。 

７ その他 

  その他の日程については別紙を御参照くだ 

 さい。 

  各会議等における資料については事務局で 

 閲覧してください。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程第４ 行政報告を行います。 

 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 ハイタイ、グスーヨーチュ

ーウガナビラ。皆さん、改めましてこんにちは。 

 それでは、行政報告を行います。 

 令和７年８月から令和７年10月までの村長及

び教育長の主要事項日程等につきましては、資

料を御覧ください。 

 今議会におきましては、１点の行政報告を行

います。 

 まず、中城村役場周辺地区地区計画について

でございます。 

 本村の現状といたしましては、村道の約92％

が市街化調整区域となっているため、共同住宅

の立地や企業誘致、民間企業が参入しづらく、

人口流入、地域活性化の支障となっている状況

でございます。本計画は総合計画に位置づけら

れているタウンセンター地区において、これま

で保全されていた集落環境、自然環境、景観と

調和しながら地域特性に応じた土地利用の規制

緩和を目的に策定された計画でございます。 

 ９月定例会において、関係条例が可決され、

その後は運用開始に向けて広報紙等により住民

への周知を行ってきました。 

 12月１日より都市計画決定及び条例施行を開

始し、新たな居住者の受皿となる良好な住環境

の整備と周辺の自然環境の調和、維持、保全を

図り、そこに住む方々も来訪する方々も心地よ

いと感じる空間づくりに資するまちづくりを推

進していく地区計画でございます。 

 以上、行政報告といたします。 

 数ページほどめくっていただきますと、次に、

令和７年度の主要施策の執行状況調書第３四半

期分の令和７年９月から令和７年11月分につき

ましては御参照ください。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 以上で行政報告を終わりま

す。 

 日程第５ 議案第65号 中城村国民健康保険

条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、議案第65号 中

城村国民健康保険条例の一部を改正する条例に

ついて御提案申し上げます。 

 

 

議案第65号 

 

   中城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 中城村国民健康保険税条例（昭和47年中城村条例第71号）の一部を別紙のとおり改正したいの

で、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年12月12日提出 
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中城村長 比 嘉 麻 乃 

 

提案理由 

 国・県の方針に基づく保険料（税）の統一に向けた取り組み及び、本村の国保財政における赤字

解消を目的とした保険税率、保険税額等の改定が必要なため、中城村国民健康保険税条例の一部を

改正する。 
 

 

    中城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  中城村国民健康保険税条例（昭和47年中城村条例第71号）の一部を次のように改正する。 
  

改正後 改正前 
  

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の

税率） 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の

税率） 

第５条 保険税の税率は、次のとおりとする。 第５条 保険税の税率は、次のとおりとする。 

 (1) 所得割額 100分の8.10  (1) 所得割額 100分の7.90 

 (2) 被保険者均等割額 １人につき 24,900

円 

 (2) 被保険者均等割額 １人につき 22,200

円 

 (3) 世帯別平等割額  (3) 世帯別平等割額 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

23,100円 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

24,000円 

  イ 特定世帯 11,550円   イ 特定世帯 12,000円 

  ウ 特定継続世帯 17,325円   ウ 特定継続世帯 18,000円 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支

援金等課税額の税率） 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支

援金等課税額の税率） 

第５条の２ 第２条第３項に規定する国民健康保

険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の税率は次のとおりとする。 

第５条の２ 第２条第３項に規定する国民健康保

険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の税率は次のとおりとする。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 被保険者均等割額 １人につき 8,600円  (2) 被保険者均等割額 １人につき 6,700円 

 (3) 世帯別平等割額  (3) 世帯別平等割額 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 

7,800円 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 

8,300円 

  イ 特定世帯 3,900円   イ 特定世帯 4,150円 

  ウ 特定継続世帯 5,850円   ウ 特定継続世帯 6,225円 

２ （略） ２ （略） 

 （介護納付金課税被保険者に係る税率）  （介護納付金課税被保険者に係る税率） 

第５条の３ 第２条第４項に規定する介護納付金

課税被保険者に係る介護納付金課税額の税率

第５条の３ 第２条第４項に規定する介護納付金

課税被保険者に係る介護納付金課税額の税率
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は、次のとおりとする。 は、次のとおりとする。 

 (1) 所得割額 100分の2.20  (1) 所得割額 100分の2.15 

 (2) 被保険者均等割額 １人につき 9,000円  (2) 被保険者均等割額 １人につき 7,600円 

 (3) 世帯別平等割額 １世帯につき 5,900円  (3) 世帯別平等割額 １世帯につき 5,300円 

２ （略） ２ （略） 

 （保険税の減額）  （保険税の減額） 

第17条 次の各号に掲げる保険税の納税義務者に

対して課する保険税の額は、第２条第２項本文

の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が650,000円を

超える場合には650,000円）同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が

240,000円を超える場合は240,000円）並びに同

条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が170,000円を超える場合には170,000円）

の合算額とする。 

第17条 次の各号に掲げる保険税の納税義務者に

対して課する保険税の額は、第２条第２項本文

の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が650,000円を

超える場合には650,000円）同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が

240,000円を超える場合は240,000円）並びに同

条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が170,000円を超える場合には170,000円）

の合算額とする。 

 (1) 法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、430,000円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得を有する者（前年中に法

第703条の５第１項に規定する総所得金額に

係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28

条第１項に規定する給与所得について同条

第３項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する給与等の

収入金額が550,000円を超える者に限る。）

をいう。以下この号において同じ。）の数

及び公的年金等に係る所得を有する者（前

年中に法第703条の５第１項に規定する総所

得金額に係る所得税法第35条第３項に規定

する公的年金等に係る所得について同条第

４項に規定する公的年金等控除額の控除を

受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当

該公的年金等の収入金額が600,000円を超え

る者に限り、年齢65歳以上の者にあっては

 (1) 法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、430,000円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得を有する者（前年中に法

第703条の５第１項に規定する総所得金額に

係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28

条第１項に規定する給与所得について同条

第３項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する給与等の

収入金額が550,000円を超える者に限る。）

をいう。以下この号において同じ。）の数

及び公的年金等に係る所得を有する者（前

年中に法第703条の５第１項に規定する総所

得金額に係る所得税法第35条第３項に規定

する公的年金等に係る所得について同条第

４項に規定する公的年金等控除額の控除を

受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当

該公的年金等の収入金額が600,000円を超え

る者に限り、年齢65歳以上の者にあっては
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当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を

超える者に限る。）をいい、給与所得を有

する者を除く。）の数の合計数（以下この

条において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては、430,000

円に当該給与所得者等の数から１を減じた

数に100,000円を乗じて得た金額を加算した

金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を

超える者に限る。）をいい、給与所得を有

する者を除く。）の数の合計数（以下この

条において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては、430,000

円に当該給与所得者等の数から１を減じた

数に100,000円を乗じて得た金額を加算した

金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて 17,430円 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて 15,540円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 16,170円 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 16,800円 

   (イ) 特定世帯 8,085円    (イ) 特定世帯 8,400円 

   (ウ) 特定継続世帯 4,042円    (ウ) 特定継続世帯 4,200円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 6,020円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 4,690円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 5,460円 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 5,810円 

   (イ) 特定世帯 2,730円    (イ) 特定世帯 2,905円 

   (ウ) 特定継続世帯 1,365円    (ウ) 特定継続世帯 1,452円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 6,300円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 5,320円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について 4,130円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について 3,710円 

 (2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金  (2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金
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額及び山林所得金額の合算額が、430,000円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、430,000円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に100,000円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき295,000円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前号に該当するものを除く。） 

額及び山林所得金額の合算額が、430,000円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、430,000円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に100,000円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき295,000円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前号に該当するものを除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて 12,450円 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて 11,100円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 11,550円 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 12,000円 

   (イ) 特定世帯 5,775円    (イ) 特定世帯 6,000円 

   (ウ) 特定継続世帯 2,887円    (ウ) 特定継続世帯 3,000円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 4,300円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 3,350円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 3,900円 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 4,150円 

   (イ) 特定世帯 1,950円    (イ) 特定世帯 2,075円 

   (ウ) 特定継続世帯 975円    (ウ) 特定継続世帯 1,037円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額、介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 4,500円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額、介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 3,800円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平   カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平



─ 9 ─ 

等割額 １世帯について 2,950円 等割額 １世帯について 2,650円 

 (3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、430,000円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、430,000円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に100,000円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき545,000円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。） 

 (3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、430,000円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、430,000円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に100,000円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき545,000円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて 4,980円 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて 4,440円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 4,620円 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 4,800円 

   (イ) 特定世帯 2,310円    (イ) 特定世帯 2,400円 

   (ウ) 特定継続世帯 1,155円    (ウ) 特定継続世帯 1,200円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 1,720円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 1,340円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 1,560円 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 1,660円 

   (イ) 特定世帯 780円    (イ) 特定世帯 830円 

   (ウ) 特定継続世帯 390円    (ウ) 特定継続世帯 415円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額、介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額、介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人
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について 1,800円 について 1,520円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について 1,180円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について 1,060円 

２ 保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に

達する日以後の最初の３月31日以前である被保

険者（以下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課する被保険

者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未

就学児につき算定した被保険者均等割額（前項

に規定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額を減額して得た額とする。 

２ 保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に

達する日以後の最初の３月31日以前である被保

険者（以下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課する被保険

者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未

就学児につき算定した被保険者均等割額（前項

に規定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額を減額して得た額とする。 

 (1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

 (1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

  ア 前項第１号アに規定する金額を減額した

世帯 3,735円 

  ア 前項第１号アに規定する金額を減額した

世帯 3,330円 

  イ 前項第２号アに規定する金額を減額した

世帯 6,225円 

  イ 前項第２号アに規定する金額を減額した

世帯 5,550円 

  ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した

世帯 9,960円 

  ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した

世帯 8,880円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

12,450円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

11,100円 

 (2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 

 (2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 

  ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した

世帯 1,290円 

  ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した

世帯 1,005円 

  イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した

世帯 2,150円 

  イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した

世帯 1,675円 

  ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した

世帯 3,440円 

  ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した

世帯 2,680円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

4,300円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

3,350円 



─ 11 ─ 

３ （略） ３ （略） 
  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の中城村国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以降の年度分の国民健康保険税について

適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 提案理由といたしまして、国・県の方針に基

づく保険料の統一に向けた取組及び本村の国保

財政における赤字解消を目的とした保険税率、

保険税額等の改定が必要なため、中城村国民健

康保険条例の一部を改正するためでございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、議案第65号

について質疑をいたします。 

 まず、本改定については、11月５日に全員協

議会の中で説明が行われました。そしてその後、

11月19日には住民説明会ということで開催した

ことに対しては評価をしたいと思います。 

 その上で、今回、これは説明の中で将来的な

国保税水準を県内で統一することが目標とされ

ているという文言が入っているんですけれども、

その中で、将来的とは大体いつ頃を見込んでい

るのか。そして、目標とあるんですけれども、

これが達成できない場合、あるいはペナルティ

ーとか罰則がついてくるのか。 

 そして２点目が、令和10年までの赤字解消を

目的とした改正で進んでいると思うんですけれ

ども、現在の物価高騰等を鑑みた場合、一定の

配慮が私は必要ではないかというふうに思って

いるんですけれども、そのあたり、２点お聞き

したいと思います。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり お答えいたしま

す。 

 中城村の赤字解消の目標年度は10年度として

おります。厚生労働省から出ている統一の目標

年度は15年となっており、遅くとも17年という

ふうに、完全統一がそのようになっています。 

 昨今の物価高騰を受け、当初、令和８年度で

赤字を解消する予定でしたが、急激な変動を避

けるために、８年度と10年度、２回に分けて、

今回改正をしたいというふうに考えております。 

 赤字が達成できない場合は、補助金の減算に

なったりしますので、中城村の補助金にも影響

が出ますし、運営責任主体が沖縄県となってお

りますので、県のほうにも影響が出るものだと

考えております。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 １点目、15年度が目標

ということで考えてよろしいですね。ちょっと

待ってね。そして、ペナルティーに関しては、

これは15年度までにやらないとペナルティーが

発生するのか、これは将来的にですよ、目標が

達成できなかった場合に。 

 そして、これ２点目の物価高騰については、

８年度と10年度に、できるだけ段階を置いて上

げていくという予定になっているかと思うんで

すけども、その点については、これは二、三年

前から急激な物価高騰の中で、令和６年度にも

保険税が引き上げられたと。その場合に約

4,000万円の一般会計からの財源が減少したと
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いうことになっているんですけども、そのあた

りも加味した時点で、少しは先延ばししてはい

いんではないかというふうな考えはないのか。

そのあたりはいかがですか。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり 赤字解消は、中

城村は10年度を目標年度としておりますが、国

の、赤字ではなくて完全統一ですね。国保税の

水準の完全統一が15年度を目標としております

ので、それとはちょっとまた分けて考えていた

だかないといけないかと思います。 

 ペナルティーのほうも、赤字であれば減算さ

れてしまうので、15年からということではない

です。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 私としては、これ一部

見直しということで改定が出てきているんです

けども、やはり国保というのは最終的な保険の、

命の保険を入っている方たちの問題だと思うん

で。これが確かに２割、５割、７割の軽減措置

は入っているんですけども、その上でも今の状

況を鑑みると、やっぱり値上げ、あるいは増額

するのは厳しいんではないかというふうに思っ

ているもんですから。そのあたりをもう少し憂

慮できないのかなというふうに私は思っている

ので、取りあえずは、この議案については少々

考えたいなというふうに思っております。以上

です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第65号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第65号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 議案第65号 中城村国

民健康保険税条例の一部を改正する条例に対し

まして、私は反対の立場で討論をしたいと思い

ます。 

 本条例は、これは先ほども言ったとおり、令

和６年度にも改定、増額を行い、その中で約

4,000万円の一般会計からの繰入れが減少した

と。あと、低所得者が多い国保の成り立ちを考

えた場合に、さらに赤字解消分ということで、

全て保険税、それから増額で対応するのは、国

保加入者の生活を一段と圧迫するものであり、

物価高騰が続く現状の中では、今回の改正は到

底容認できません。 

 なお、社会保険等の保険は、会社と本人が折

半になっていることから、私は国保税について

も、一般会計からの繰出しは一定程度の村民の

理解が得られるんではないかというふうに感じ

ております。 

 以上のことから、物価高騰が少し落ち着くま

での間、改定することに反対をいたします。以

上です。 

○議長 伊佐則勝 次に、本案に賛成者の発言

を許します。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 発言がないようですので、

採決に入りたいと思います。 

 この採決は起立によって行います。本案は原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。 

（起立多数） 

○議長 伊佐則勝 着席ください。 

 起立多数です。したがって、議案第65号 中

城村国民健康保険税の一部を改正する条例は原

案のとおり可決されました。 

 日程第６ 議案第66号 令和７年度中城村一
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般会計補正予算（第５号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、議案第66号 令

和７年度中城村一般会計補正予算（第５号）に

ついて御提案申し上げます。 

 

 

議案第66号 

 

   令和７年度中城村一般会計補正予算（第５号） 

 

 令和７年度中城村一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ277,274千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ16,320,882千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（一時借入金の補正） 

第２条 一時借入金の借入れの最高額に4,200,000千円を追加し、一時借入金の借入れの最高額を

6,000,000千円とする。 

 

  令和７年12月12日 提出 

中城村長 比 嘉 麻 乃 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

13 分担金及び負担金  1,746 △424 1,322 

 ２ 負担金 1,746 △424 1,322 

15 国庫支出金  5,921,263 115,179 6,036,442 

 １ 国庫負担金 1,909,857 113,548 2,023,405 

 ２ 国庫補助金 4,001,993 1,357 4,003,350 

 ３ 委託金 9,413 274 9,687 

16 県支出金  1,545,095 61,739 1,606,834 

 １ 県負担金 752,013 54,954 806,967 

 ２ 県補助金 740,671 6,785 747,456 

18 寄附金  52,002 154 52,156 

 １ 寄附金 52,002 154 52,156 

19 繰入金  604,621 100,253 704,874 
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款 項 補正前の額 補正額 計 

 ２ 基金繰入金 601,527 100,253 701,780 

21 諸収入  210,202 373 210,575 

 ４ 雑入 206,665 373 207,038 

歳  入  合  計 16,043,608 277,274 16,320,882 
    

 

（歳 出）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 議会費  108,507 △2,337 106,170 

 １ 議会費 108,507 △2,337 106,170 

２ 総務費  1,378,804 △8,835 1,369,969 

 １ 総務管理費 1,109,120 △9,741 1,099,379 

 ２ 徴税費 140,661 1,544 142,205 

 ３ 戸籍住民基本台帳費 97,926 265 98,191 

 ４ 選挙費 17,676 △782 16,894 

 ５ 統計調査費 11,945 △121 11,824 

３ 民生費  4,714,834 216,995 4,931,829 

 １ 社会福祉費 2,042,964 191,369 2,234,333 

 ２ 児童福祉費 2,671,870 25,626 2,697,496 

４ 衛生費  1,394,804 5,280 1,400,084 

 １ 保健衛生費 733,254 5,260 738,514 

 ２ 清掃費 661,550 20 661,570 

６ 農林水産業費  170,719 1,897 172,616 

 １ 農業費 146,506 3,371 149,877 

 ３ 水産業費 20,888 △1,474 19,414 

７ 商工費  126,884 0 126,884 

 １ 商工費 126,884 0 126,884 

８ 土木費  684,798 4,725 689,523 

 ２ 道路橋梁費 396,583 4,479 401,062 

 ４ 都市計画費 65,915 246 66,161 

10 教育費  6,621,324 52,887 6,674,211 

 １ 教育総務費 377,475 24,562 402,037 

 ２ 小学校費 5,002,326 330 5,002,656 

 ３ 中学校費 82,871 2,269 85,140 

 ４ 幼稚園費 181,432 23,753 205,185 

 ５ 社会教育費 304,061 △634 303,427 

 ６ 保健体育費 673,159 2,607 675,766 



─ 15 ─ 

     

款 項 補正前の額 補正額 計 

12 公債費  472,783 6,662 479,445 

 １ 公債費 472,783 6,662 479,445 

歳  出  合  計 16,043,608 277,274 16,320,882 
    

 

 本案補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億

7,727万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ163億2,088万2,000円とす

る。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によ

る。 

 第２条、一時借入金の補正。 

 一時借入金の借入れの最高額に42億円を追加

し、一時借入金の借入れの最高額を60億円とす

る。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、議案第66号、

一般会計補正予算（第５号）について３点ほど

お伺いします。 

 まず、28ページです。 

 ８款土木費の１、道路維持管理費の中で工事

請負費パシフィックシティ排水整備工事180万、

防犯灯設置工事198万なんですけれども、ちょ

っとこの内容について詳細的な説明と、排水の

場所です、それと防犯灯の設置場所と詳細を教

えていただきたいと思います。 

 続きまして、33ページ、10款教育費の１、幼

稚園費の中で、今回、施設型給付が2,375万

3,000円あるんですけども、この施設型給付が

どの施設のほうに充当されるのか、それと内容、

その施設のどういった内容に給付、一般財源が

充てられていますけども、その辺の詳細を教え

てください。 

 あと、３点目です。34ページです。 

 10款教育費の中の２目文化財保護費の、これ

は委託料ですね。まず、城跡整備事業委託料

……、これなんですけど、当初予算が440万だ

ったのかな。そして基本計画作成委託料が当初

予算が480万で、今回、整備事業のほうが増え

て、委託料のほうは減額になっていますけども、

その内容と、それとこの中城城跡基本設計作成

委託料に関してなんですけど、これは城跡の基

本整備計画の中で、こういった何か詳細的なマ

ップとかそういう資料を作成しているのかなと

いうように認識するんですけども、これがまず

設計図書の完成がいつ頃になるのか。そして、

基本計画、設計図書のほうが我々のほうで閲覧

できるものなのか、その２点ほどよろしくお願

いします。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 それでは、新垣 

修議員の８款２項１目14節の工事費についての

質問についてお答えいたします。 

 パシフィックシティ排水整備工事につきまし

ては、パシフィックシティ内にある護岸に一番

近い公園部分、今、パシフィックシティと公園

の間にある側溝から県の護岸に集水ますがあり

ますので、そこまでつないで、今１か所しかな

い排水を２か所に増やして、できるだけ海岸に

流して冠水を低減できるようにということで計

上しております。 

 防犯灯設置工事につきましては、要望のあっ

た箇所から当局のほうで必要とみなすところを

抜粋しまして、15基新設工事として計上してお



─ 16 ─ 

ります。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 33ページの負担金、

補助金及び交付金の施設型給付2,375万3,000円

の補正額につきましては、１号認定の幼稚園部

分の国からの単価改定によるものの増額でござ

います。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 10款５項２目文化財保護費の委託料に関して

ですが、まず、中城城跡整備事業の委託料に関

しましては、幾つか委託はあるんですが、その

中の遺構測量と言いまして、発掘で出てきた石

積みなどを記録として残していく委託になりま

す。こちらのほうが当初予算よりは単価の入替

え等でちょっと値上がりしまして、不足してお

りますので、こちらを増額していきたいと思っ

ているところです。 

 続きまして、中城城跡の整備基本計画作成委

託料に関しましては、これは実は中城城跡の整

備基本計画というのは平成６年度につくって、

25年度に１回改定しています。そこからまた大

分たって、周辺で公園の整備事業などが始まっ

て、ちょっと状況が変わってきておりますので、

２回目の改定で作成をしているところです。こ

れは令和７年、今年度から始まりまして、２年

間かけて、令和８年度に完成する予定です。 

 これはマップというよりは、今後、年次的に

こういう整備をしていきますとか、整備基本方

針はこういうものですよというような定めてい

くための計画となっております。 

 こちらのほうは完成しましたら、もちろん護

佐丸歴史資料図書館にも置きまして、一般の方

も閲覧できますし、もちろん議員さんも見てみ

たいというんでしたら、うちの課で閲覧は可能

となっております。 

 それと、この中城城跡整備事業と、あと基本

計画の作成委託というのは、実は文化庁の補助

事業のメニューとしては一緒の中に入っている

ものでして、ただ、ほぼ基本整備計画の入札残

を足りない分補塡するというか、組替えみたい

な形となっていますので、総額自体変わるとい

うことはございません。 

○議長 伊佐則勝 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 まずは都計課長のほう

で、防犯灯に関しては全体的な配置というか、

要望があったところ全て網羅しているというこ

とですよね、15基ということは。村内というふ

うに理解していいわけですよね。この15基に関

しては。 

 パシフィックシティのほうは早期の対応をし

ていただきまして、ありがとうございます。い

つ何どき起きるか分からない災害に備えて、い

ろいろと調整していただいて、少しでも被害が

出ないよう、尽力を尽くしてほしいと思います。 

 生涯学習課長のほうでは、これ私が知りたか

ったのは、村では平成６年につくっていますけ

れども、県の中城公園の我々が持っているのが

ちょうど七、八年前です。議員なりたてに、最

初に県の構想の基本プランというのか、マップ

をもらいまして、そこにいろいろと公園の整備

計画みたいなものがあって、その後いろいろと、

生涯学習課でも基本計画作成を構想を練ってい

ますけども、それがどういうふうな差異がある

のかというのを把握したかったもんですから、

今質問したんだけれども。できればこの冊子が

できましたら、議員図書館、我々一人一人、予

算が大変であれば、議員図書館がありますよね。

そちらのほうにも２部ほど配置していただけれ

ば、こちらでもそれをまた参考にしながら、こ

れからまたその公園計画にもいろいろと、この

構想も出るのかなと思いますので、その辺、ひ

とつよろしくお願いします。 

 単価改定による高騰は理解できました。 

 こども課の比嘉課長に再度、１号認定の単価
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改定によるというお話というふうに理解してい

いわけですよね。これは、単価改定によるもの

ですので、今、１号認定のところが何か所ある

かちょっと分からないけれども、１号認定とい

うのは、だから、どれなのか。その辺をちょっ

と知り得たかったんですよ。もし分かるんであ

れば。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 今回、１号認定のお

子さんの幼稚園費の単価改定のみならず、22ペ

ージの施設型保育給付費負担金1,542万7,000円、

そして地域型保育型給付費負担金781万という

ことで、２号、３号も全て単価改定、国のほう

から示されておりますので、その分の補正増と

なっております、全てですね。 

 １号というのは３歳以上の教育目的で入って

いるお子様で、保育に欠けていない、分かりや

すくいうと保護者が家にいて保育には欠けてい

ないんだけれども、教育目的で３歳以上のお子

さんが入っているというのが１号。２号、３号

が保育に欠けている方の保育園とか認定こども

園とかの給付費となっております。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、ちょっと

何点か教えていただきたいと思います。 

 まずは７ページのデジタル田園都市構想の減

の理由です、１目32節の126万9,000円の。 

 それと15ページの３節職員手当が、会計年度

職員が大分減になっていますけれども、その理

由。 

 そして16ページの13節使用料及び賃借料の

151万8,000円のイメージ管理サービス使用料の

減の、どういったものなのか。 

 30ページの10款２目17節の通学バス購入費で

すけど、これはまた運転手の時間数も教えてい

ただきたいと。何時間勤務しているのかどうか。 

 それと、32ページの10款１目14節工事請負費

176万9,000円、これの説明。以上、お願いしま

す。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、金城 章議

員の質問にお答えをいたします。 

 まず、歳入の７ページです。 

 デジタル田園都市国家構想交付金につきまし

ては、歳出のほうで14ページ、議会インターネ

ット中継使用料、こちらは入札残が出ておりま

すので、その分に対する歳入の調整になってお

ります。このデジタル田園都市国家構想交付金

を活用しておりますので、その分の歳入の調整

ということになっております。 

 次に、歳出の15ページ、職員手当等期末手当、

会計年度任用職員の減につきましては、まず報

酬のほうで、会計年度任用職員の報酬が減にな

っております。こちらにつきましては、当初、

障害者雇用ということで総務課、一般管理費の

ほうで予算を計上しておりました。４月に入り

まして、採用につきましては総務課以外の採用

になっておりますので、そちらのほうで予算措

置をしておりますので、その分の減です。報酬

及び手当等の減というふうになっております。 

 総務課は以上です。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 バスの運転手は現在３名いまして、運転時間

に関しては、日によって若干ばらつきがありま

す。基本的には労基を遵守して、それ以内で運

転を、休憩時間も剪みながら運行している状況

となっています。 

 就業時間、基本的には私たちと同じ7.75時間

にしないといけないですので、その間、休憩を

取ってもらって運行しています。以上です。 

○議長 伊佐則勝 税務課長 比嘉 聡。 

○税務課長 比嘉 聡 金城 章議員の御質問

にお答えします。 
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 課税資料イメージ管理サービス使用料、こち

らのほうは今年度、ＴＫＣのほうでガバメント

クラウドを構築して、申告のとか、事業所から

出てくる給与支払報告書、確定申告書等をイメ

ージ化して、10年間、このセンターのほうで保

管していただくというサービスがあったんです

が、今回このガバメントクラウドの開発のほう

が先延ばしになったものですから、今回その部

分で先延ばしになったので、今回この委託費が、

サービスも利用できないですので、委託費自体

を全額減額にしたということになります。ごめ

んなさい、16ページです、すみません。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 大変申し訳ござ

いません。答弁漏れがありました。 

 32ページ目の工事請負費、支給品空調機設置

工事につきましては、この支給品というのは、

現在、中城小学校を解体しているんですが、そ

ちらのクーラーのほうを中学校に移設するため

の工事費となっています。支給品と書いている

のは、基本的には分かりやすく言うと中古品と

いう扱いになっています。４台を今、移設する

ための工事費と、それに伴う電気工事の費用を

計上しているところです。 

○議長 伊佐則勝 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 ちょっと再質問、も

う一度。 

 総務課長、これ会計年度任用職員、課ごとの

減だという話ですけども、これ人数も減になり

ましたかね。 

 それと、各課ごとで少なくなっているんです

けれども、会計任用職員報酬が少なくなるのは

あれですけれども、９月議会にまた会計年度職

員の報酬の条例もありましたけど、その関連と

かもあるのかなと思って質問しましたけど、そ

こもあるのかどうか。人数減があるのかどうか。 

 正職員も大事ですけれども、会計職員も一生

懸命頑張っているので、そういうことを鑑みな

いとどうしようもならない現在ですから。ここ

はあまりにも減にすべきじゃないと私は思うん

ですけれども。その考えですね。 

 それと今、教育委員会の10款のバス購入費で

す。１年後に１台増やすという説明、全協でも

説明ありましたけど、このバスの運転手の時間

数が知りたいんですよ。休憩時間を挟んで、朝、

何時間運行、運転手の人が勤務して何時間休み

があるのか。 

 それと全協で課長は、事業次第では、この通

学バスも運行できるという説明でしたので、事

業をつくったら説明できるのか。全協でもお話

ししましたとおり、通学バスの空き時間に吉の

浦会館、役場等とかから出発して、城跡の往復

の時間が、３台もありますので、取れるかどう

か。事業化して、そういうものできるかどうか

の答弁と、同じ教育委員会で生涯学習課もまた

城跡、観光課も扱っています。その城跡までの

バスがないということで、観光にも資すると思

いますので、これもできるかどうか。せっかく

の多額の購入費ですので、そういう事業ができ

るかどうか。 

 それとこの空調費、中古品を使うとおっしゃ

るんですけども、新築のところに中古品を使う

んですか。もう一度だけ。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、金城 章議

員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、一般管理費の中の会計年度任用職員に

つきましては、総務課内の会計年度任用職員に

なります。総務課の会計年度任用職員につきま

しては、総務課であったり、人事係、あとは各

課の産休、育休の代替の予算を計上していると

ころでございます。先ほど金城 章議員がおっ

しゃられた人数的には変わってはいないです。

減っていることはないです。ただ、職員の体調

管理であったり、メンタル面の管理をする保健

師の配置が遅れた分が補正減の中には入ってい
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るところで、現在は配置をしておりますので、

人数的なものについては変更はございません。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 では、お答えい

たします。 

 １番目の質問の運転手の運転時間の配分とい

うかスケジュールですけど、現在ちょっと私の

ほうでは一人一人の運転手の時間帯、把握して

おりませんので、後ほど時間帯が分かるものが

提供できれば、そういった資料をお渡ししたい

と考えています。 

 ２点目の事業をやるとバスが利用できるかと

いう件なんですけど、基本的には、これまでも

祭りだとかイベント等については貸出し、要す

るに運行してきております。現在の３人の運転

手でもって新たな事業をつくるということにつ

いては、恐らく増員をしなければ、この辺はで

きないというように考えています。 

 ３つ目の質問の空調機の移設につきましては、

今、解体している小学校、解体する前に直近に

整備したクーラーを全部取り外して、４台を中

学校に移設します。その費用として４台分を計

上しています。それに伴い、電源の工事も必要

となっていますので、その２点を計上している

ところです。 

○議長 伊佐則勝 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、村長、担

当課長じゃなくて村長、少し。このバス購入が

ありますよね。これ確かに今、通学バスでいっ

ぱいで、乗りきれないのを私も見ています。そ

こで購入するには反対ではありません。 

 ただ、バスが１台増えて、空き時間がどうに

か利用できないのかどうなのか。本当に課をま

たいでぜひ相談していただきたいと。せっかく

高額な費用で購入するのを、通学と帰宅のそこ

の逆の空き時間があるはずなんですよ。別の市

町村では、通学バスを利用した村民のサービス

とか住民のサービスも行っている箇所もありま

すので、そこをぜひ検証してみてください。 

 それと、このクーラーですね。新品を買うよ

りは耐用年数というのが要するにもっと、耐用

年数が結構長いこともつ予定で中古を中学校に

利用するのか、そこをもう一度。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 今回移設する４台の空調設備につきましては、

直近の故障により整備した空調を、使用可能な

分を、そこの部分を移設します。ですので、将

来的には中学校もあと３年半で取壊しとなりま

すので、この使用可能なものを移設したという

形になります。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、議案第66号

について質疑いたします。 

 15ページです。 

 これは２款の総務費、一般管理費になるんで

すけれども、17節の備品購入、これをちょっと

説明を求めます。 

 ２点目に、これ28ページ、土木費の道路維持

費の下のほうに公有財産購入費。これどこを購

入していくつもりなのか。この２点、お答えく

ださい。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 大城常良議員の質問がありました備品購入費

につきましては、防災用無線機器の購入８台分

を予定しております。本体とバッテリー、あと

は附属品のマイク等を予定しております。こち

らにつきましては、石油貯蔵施設立地地域対策

交付金ということで、補助を受けて購入を予定

しております。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 それでは、８款２
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項１目16節公有財産購入費についてお答えいた

します。 

 こちらは北上原の民地に水路が通っていまし

て、重要な水路敷となっていますので、そちら

の用地購入費となっております。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 今回の補正についてな

んですけれども、全てが備品購入費ということ

で、その文言だけ入っているもんですから、そ

れの後ろに括弧づけで、何を購入したと、短い

文言でもいいですので、分かりやすいようにや

れば、我々も、あこれ買ったんだなということ

で、一目瞭然ですぐ判断つきますので、一々全

部見て備品購入と言われても、全てを聞きたい

んだけれども、何を買ったのかということが分

かればね、たやすいことですので。ぜひその文

言を付け加えていただきたいなと要望します。

以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第66号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第66号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第66号 令和７年度中城村一般

会計補正予算（第５号）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第66号 令和７年度中城村一

般会計補正予算（第５号）は原案のとおり可決

されました。 

 休憩します。 

休 憩（１４時２８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時４０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 日程第７ 議案第67号 令和７年度中城村国

民健康保険特別会計補正予算（第３号）を議題

とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、議案第67号 令

和７年度中城村国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）について御提案申し上げます。 

 

 

 

議案第67号 

 

   令和７年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和７年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ29,811千円を増額し、歳入歳出予算の総額を

2,388,463千円と定める。 



─ 21 ─ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和７年12月12日 提出 

 

中城村長 比 嘉 麻 乃 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

４ 県支出金  1,675,388 29,648 1,705,036 

 １ 県補助金 1,675,387 29,648 1,705,035 

６ 繰入金  283,303 163 283,466 

 １ 他会計繰入金 283,302 163 283,465 

歳  入  合  計 2,358,652 29,811 2,388,463 
    

 

 

（歳 出）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 総務費  59,085 163 59,248 

 ２ 徴税費 20,467 163 20,630 

２ 保険給付費  1,570,054 29,648 1,599,702 

 １ 療養諸費 1,321,437 29,648 1,351,085 

歳  出  合  計 2,358,652 29,811 2,388,463 
    

 

 本案補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

2,981万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額

を23億8,846万3,000円と定める。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によ

る。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第67号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第67号は委員会付託を省略し

ます。 
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 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第67号 令和７年度中城村国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）を採決し

ます。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第67号 令和７年度中城村国

民健康保険特別会計補正予算（第３号）は原案

のとおり可決されました。 

 日程第８ 議案第68号 令和７年度中城村後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、議案第68号 令

和７年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）について御提案申し上げます。 

 

 

議案第68号 

 

   令和７年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和７年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ250千円を増額し、歳入歳出予算の総額を

246,131千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和７年12月12日 提出 

 

中城村長 比 嘉 麻 乃 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

５ 諸収入  1,144 250 1,394 

 ２ 償還金及び還付加算金 901 250 1,151 

歳  入  合  計 245,881 250 246,131 
    

 

 

（歳 出）                                  （単位：千円） 
     



─ 23 ─ 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 総務費  6,340 0 6,340 

 ２ 徴収費 4,884 0 4,884 

３ 諸支出金  1,454 250 1,704 

 １ 償還金及び還付加算金 901 250 1,151 

歳  出  合  計 245,881 250 246,131 
    

 

 本案補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25

万円を増額し、歳入歳出予算の総額を２億

4,613万1,000円と定める。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によ

る。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第68号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第68号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第68号 令和７年度中城村後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を採決

します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第68号 令和７年度中城村後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は原

案のとおり可決されました。 

 日程第９ 議案第69号 令和７年度中城村土

地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）を

議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、議案第69号 令

和７年度中城村土地区画整理事業特別会計補正

予算（第２号）について御提案申し上げます。 

 

 

議案第69号 

 

   令和７年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和７年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 
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第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ32千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

207,514千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和７年12月12日 提出 

 

中城村長 比 嘉 麻 乃 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

２ 繰入金  205,407 32 205,439 

 １ 基金繰入金 205,407 32 205,439 

歳  入  合  計 207,482 32 207,514 
    

 

 

（歳 出）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 土地区画整理事業費  207,481 32 207,513 

 １ 南上原土地区画整理事業費 207,481 32 207,513 

歳  出  合  計 207,482 32 207,514 
    

 

 本案補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万

2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ２億751万4,000円と定める。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によ

る。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、ちょっと

教えてください。 

 議案第69号の３ページ、ちょっと説明をお願

いします、その３万2,000円の説明。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 それでは、お答え

いたします。 

 こちらは、会計年度任用職員の引っ越しのた

めの交通費の増となっております。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第69号は、会議規則第39条第３項の規定
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によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第69号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第69号 令和７年度中城村土地

区画整理事業特別会計補正予算（第２号）を採

決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第69号 令和７年度中城村土

地区画整理事業別会計補正予算（第２号）は原

案のとおり可決されました。 

 日程第10 議案第70号 令和７年度中城村下

水道事業会計補正予算（第３号）を議題としま

す。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、議案第70号 令

和７年度中城村下水道事業会計補正予算（第３

号）について御提案申し上げます。 

 

 

議案第70号 

 

   令和７年度中城村下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

第１条 令和７年度中城村下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 （収益的収入及び支出） 

第２条 令和７年度中城村下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正する。 

 

                   収  入 

       （科目）     （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

 第１款  下水道事業収益    307,942千円     300千円    308,242千円 

  第１項  営業収益      109,428千円     300千円    109,728千円 

 

                   支  出 

       （科目）     （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

 第１款  下水道事業費用    298,063千円     300千円    298,363千円 

  第１項  営業費用      267,386千円     300千円    267,686千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第３条 令和７年度中城村下水道事業会計予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次の
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とおり補正する。 

 

                   収  入 

       （科目）     （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

 第１款  資本的収入      420,365千円    △300千円    420,065千円 

  第２項  補助金       178,580千円    △300千円    178,280千円 

 

                   支  出 

       （科目）     （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

 第１款  資本的支出      470,677千円    △300千円    470,377千円 

  第１項  建設改良費     350,157千円    △300千円    349,857千円 

 

  令和７年12月12日 提出 

 

中城村長 比 嘉 麻 乃 
 

 

 第１条、本案補正予算は、次に定めるところ

による。 

 第２条、収益的収入及び支出。 

 令和７年度中城村下水道事業会計予算第３条

に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のと

おり補正する。 

 収入、第１款下水道事業収益、第１項営業収

益、既決予定額が１億942万8,000円、補正予定

額が30万円、合計が１億972万8,000円。 

 支出、第１款下水道事業費用、第１項営業費

用、既決予定額が２億6,738万6,000円、補正予

定額が30万円、合計で２億6,768万6,000円。 

 次のページをお開きください。 

 第３条、資本的収入及び支出。 

 令和７年度中城村下水道事業会計予算第４条

に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のと

おり補正する。 

 収入、第１款資本的収入、第２項補助金が既

決予定額が１億7,858万円、補正予定額が30万

円の減、合計が１億7,828万円。 

 支出が第１款資本的支出、第１項建設改良費、

既決予定額が３億5,015万7,000円、補正予定額

が30万円の減、合計で３億4,985万7,000円。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第70号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第70号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 
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 これから議案第70号 令和７年度中城村下水

道事業会計補正予算（第３号）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第70号 令和７年度中城村下

水道事業会計補正予算（第３号）は原案のとお

り可決されました。 

 日程第11 議案第71号 令和７年度南伸３号

道路改良工事（１工区）の変更契約についてを

議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、議案第71号 令

和７年度南伸３号道路改良工事（１工区）の変

更契約について御提案申し上げます。 

 

 

 

議案第71号 

 

   令和７年度南伸３号道路改良工事（１工区）の変更契約について 

 

 令和７年度南伸３号道路改良工事（１工区）について、次のように請負契約の変更契約を締結し

たいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１．契約の目的       令和７年度 南伸３号道路改良工事（１工区） 

２．変更契約金額      金 53,908,800円 

３．変更による増額     金  7,774,800円 

  うち取引に係る消費税 

  及び地方消費税の額   金  5,390,880円 

４．契約の相手方      中城村字屋宜829番地１ 

              株式会社仲真設備工業 

              代表取締役 永 山 美 由 紀 

 

  令和７年12月12日 提出 

中城村長 比 嘉 麻 乃 

 

提案理由 

 令和７年度南伸３号道路改良工事（１工区）の変更契約の締結については、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を必要とする。 
 

 

 提案理由といたしまして、令和７年度南伸３

号道路改良工事の変更契約の締結については、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定により、議会の
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議決を必要とするためでございます。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、議案第71号

の変更契約について質問させていただきます。 

 まず、変更増額が777万余りの金額で、少し

金額的にも割と大きいんではないのかなという

ふうに考えますけども、まず、変更契約の中に

２枚の契約書と、この議会へ求める文書２枚し

かなくて、内容が我々のほうでは精査できない

というふうに考えます。この金額が数量による

ものなのか、それとも設計変更によるものなの

か、そういった詳細を、やはり一緒に添付して

出すべきなのではというふうに思いますけれど

も、まず内容的なもの、我々が理解できる範囲

内でいいんですけれども、説明のほうをよろし

くお願いします。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 それでは、新垣 

修議員の質問にお答えします。 

 この議案第71号について、数量等の添付資料

が抜けている部分については、申し訳ございま

せん。 

 内容については、この南伸３号道路改良工事

というものが沖縄自動車道の側道としてある南

伸線のこちら中城パーキングエリアの外部駐車

場の付近が終点となっております。当初の計画

では、この中城パーキングエリアの外部駐車場

まで入っておりませんでしたが、次期工事との

兼ね合いも考慮して、この中城パーキングエリ

ア外部駐車場の側溝の延長と舗装工事の増額を

今計上して、この額となっております。 

○議長 伊佐則勝 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 今、頭の中で、この新

垣のあのトンネルを通って右側に曲がって、そ

こなのかなと、その工事している場所は見かけ

たことがあるんですけども、今言うパーキング

エリアの内側駐車場……、その辺をですね、こ

れが７万とか70万だったら、そうですねという

お話もできると思うんですけども、やはり今後

なんですけれども、こういった詳細を持って、

できればこちらのほうには提出願いたいと。 

 また、後でもいいんですけども、改めてその

内容を示してほしいなと、場所、エリアですね。

今、変更、要は側溝が外部パーキングエリアと

どうのこうのというその辺、分かるような添付

資料を後で提出をお願いします。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第71号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第71号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第71号 令和７年度南伸３号道

路改良工事（１工区）の変更契約についてを採

決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第71号 令和７年度南伸３号

道路改良工事（１工区）の変更契約については

原案のとおり可決されました。 

 日程第12 議案第72号 吉の浦公園ごさまる
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陸上競技場管理棟事務備品等購入業務契約につ

いてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、議案第72号 吉

の浦公園ごさまる陸上競技場管理棟事務備品等

購入業務契約について御提案申し上げます。 

 

 

 

議案第72号 

 

   吉の浦公園ごさまる陸上競技場管理棟事務備品等購入業務契約について 

 

 吉の浦公園ごさまる陸上競技場管理棟事務備品等購入業務について、次のように物品購入契約を

締結したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、議会の議決を求

める。 

 

記 

 

１．契約の目的       吉の浦公園ごさまる陸上競技場管理棟 

              事務備品等購入業務 

２．契約の方法       指名競争入札 

３．契約金額        金 22,854,800円 

  うち取引に係る消費税 

  及び地方消費税の額   金  2,066,800円 

  うち非課税商品の額   金   120,000円 

４．契約の相手方      浦添市字港川458番地 

              株式会社 オキジム 

              代表取締役 新 里 哲 郎 

 

  令和７年12月12日 提出 

中城村長 比 嘉 麻 乃 

 

提案理由 

 吉の浦公園ごさまる陸上競技場管理棟事務備品等購入業務契約の締結については、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を必要とす

る。 
 

 

 提案理由といたしまして、吉の浦公園ごさま

る陸上競技場管理棟事務備品等購入業務契約の

締結については、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規

定により、議会の議決を必要とするためでござ

います。 
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○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 それでは、議案第72

号について質疑を行います。 

 この吉の浦公園ごさまる陸上競技場管理棟事

務備品等購入業務契約についてというタイトル

なんですけどね、次に審議します73号はトレー

ニング器具等購入業務契約についてということ

で類似するような契約ではあるんですけれども、

タイトルのつけ方がそういうふうに違うのには

何か理由があるのかどうなのかをお答えくださ

い。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 議案72号に関しましては、主に事務備品の購

入となっておりまして、それで、事務備品等購

入業務契約というふうにしてございます。 

 73号に関しましては、主にトレーニングルー

ムの専用器具等がメインになっていますので、

こちらのほうがトレーニング器具等購入業務契

約というふうになっております。 

○議長 伊佐則勝 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 議会始まる前に契約

書の写し、差し替えでテーブルのほうに置かれ

ていますが、そこのタイトルは両方とも物品購

入契約書というタイトルで２本ともなっている

んです。非常に用語が紛らわしいところがある

ので、違いがあるのか、それとも同じような意

味なのか分かりにくい。その辺は統一できるの

であれば、統一するほうがよろしいかなと私は

思ったりするんですけれども、統一できないよ

うな理由があるのか、それとも統一したほうが

いいのかどうなのかをお答えください。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えします。 

 契約書のかがみの物品購入契約書というのは、

この契約書のひな形でこういうタイトルになっ

ています。 

 名称のところがちょっと先ほど言いましたよ

うにトレーニング用と事務用というふうに入札

を分けておりますので、そういう名称で違いが

出てきているということになります。 

○議長 伊佐則勝 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 次に聞くべきかなと

も思いながら、関連するのでお聞きしますけれ

ども、じゃトレーニング器具というのは物品に

は該当しないというような捉え方になるんでし

ょうか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 トレーニング器

具はもちろん物品にはなります。 

 入札結果調書のほうを御覧になっていただき

たいんですが、事務備品関係は主に事務機など

の事務機器を取り扱っている業者さんを業者選

定しておりまして、トレーニング器具に関しま

しては、そういった専門のトレーニング器具を

扱っている業者さんを選定しておりますので、

そういうふうに一応中身を分けております。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１５時０９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時１０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第72号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第72号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 
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（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第72号 吉の浦公園ごさまる陸

上競技場管理棟事務備品等購入業務契約につい

てを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第72号 吉の浦公園ごさまる

陸上競技場管理棟事務備品等購入業務契約につ

いては原案のとおり可決されました。 

 日程第13 議案第73号 吉の浦公園ごさまる

陸上競技場管理棟トレーニング器具等購入業務

契約についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、議案第73号 吉

の浦公園ごさまる陸上競技場管理棟トレーニン

グ器具等購入業務契約について御提案申し上げ

ます。 

 

 

議案第73号 

 

   吉の浦公園ごさまる陸上競技場管理棟トレーニング器具等購入業務契約について 

 

 吉の浦公園ごさまる陸上競技場管理棟トレーニング器具等購入業務について、次のように物品購

入契約を締結したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、議会の

議決を求める。 

 

記 

 

１．契約の目的       吉の浦公園ごさまる陸上競技場管理棟 

              トレーニング器具等購入業務 

２．契約の方法       指名競争入札 

３．契約金額        金 28,600,000円 

  うち取引に係る消費税 

  及び地方消費税の額   金  2,600,000円 

４．契約の相手方      沖縄市諸見里３丁目６番３号 

              合同会社 中頭スポーツ 

              代表者 島 田 裕 之 

 

  令和７年12月12日 提出 

中城村長 比 嘉 麻 乃 

 

提案理由 

 吉の浦公園ごさまる陸上競技場管理棟トレーニング器具等購入業務契約の締結については、議会
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の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を必

要とする。 
 

 

 提案理由といたしまして、吉の浦公園ごさま

る陸上競技場管理棟トレーニング器具等購入業

務契約の締結については、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定により、議会の議決を必要とするた

めでございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、議案73号、

トレーニング器具購入業務についてお尋ねいた

します。 

 器具の明細がありますけども、器具そのもの

についてがプロ仕様の筋力を増強する、こうい

ったアブドミナルクランチとかね、これファン

クショナルトレーナーとか、もう本当、専門の

スポーツジムが使っているような、専門なんで

すけど。これ聞いていいかどうか分からないけ

れども、実際、利用対象者、今、生涯学習、体

育館のほうにも村民が利用ができる場所があり

ますけれども、同じような形で、今、中城村民

の中でも陸上競技場で常にランニングしている

方もいますけども、プロ仕様の器具なもんだか

ら、もしかしたら村民対象にも使えるのかなと

いう見方をするんですけど、利用対象者、村民

も使えるのかどうか、この１点お願いします。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 このトレーニングルームの器具に関しまして

は、もちろんサッカーのプロチームとかからの

意見も聞きながらではあるんですが、もちろん

一般の方も使えるようにということで、開放し

ていくという感じで考えております。 

 体育館側の器具に関しても、かなり古くなっ

てきておりますので、部品もないということで、

そちらをちょっと、今後検討なんですが、廃止

して、できれば管理棟に集約できたらなという

ふうにも考えております。 

○議長 伊佐則勝 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 そうしたら、今はトレ

ーニング器具なんですけど、この施設を利用す

るに当たって、先ほどは備品購入でしたよね。

この中に券売機とかあるのかなというのと、多

分、利用するとなると、今の体育館と同様に券

売機、そういったものを置きながら村民に開放

するのかなというふうに考えるんですけども、

この辺のちょっと整合性というか使い方、考え

ている内容を教えてください。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えします。 

 券売機はもちろん置く予定でして、券売機で

購入して利用していただくと。券売機に関しま

しては、先ほどの議案72号のほうに入っていま

す。 

 運営に当たりましては、今も体育館側では、

かなり危険性もあるので、器具の使い方も説明

もありますので、体育館では１人、必ず臨時の

人がつくようになっております。もちろん新し

くできる管理棟のトレーニングルームに関しま

しても同様な形で１人置いて、一般の方が来て

も使い方、やさしいような使い方などの説明を

行っていく予定です。 

○議長 伊佐則勝 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 すばらしいことだとい

うふうに高く評価します。こういったトレーニ

ング器具を使いながら、村民の皆さんが健康増



─ 33 ─ 

進を図れるように、そういった面からもうまく

利用できるようにお願いいたします。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 ６番 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 ６番 安里でございま

す。 

 議案第73号について確認をしたいと思います

けれども、たくさんのトレーニング器具を購入

されるということで計上されておりますけども、

そのことについて、何か利用されている方々と

か中学校の関係者とか、小学校の体育の関係者

の方とかの意見を聞かれたのか。それから、要

は吉の浦スポーツクラブとかいろんな皆さんが

活動されているんですが、そこら辺についてち

ょっとお願いします。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えします。 

 前の議会でも新垣 修議員のほうからも質問

あったんですが、そういった利用団体の意見と

いうのは、細かい点までは、その器具に関して

は伺ってはいないという状況です。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 今回この整備をすると

いうことが、これからあとまた20年、30年、こ

の施設がある限り、そしてこのトレーニング器

具が使える限りはあるわけですね。だから、そ

ういうようなことについて、この議会でもいろ

いろ議員のほうから、ハードルが足りないんじ

ゃないかとかいろんな御指摘がありながら来て

いる状況の中で、これを聞かずに進めていると

いうことについて、例えばこの補助金を頂いて

施設を造る、いろんな備品ですか、そういうも

のもそういう対象なのかとは思うんですが、そ

ういうような中で、こういうものを置かないと

いけないという基準に基づいてだけ作業された

のか、そこら辺お願いします。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 これは、管理棟を造った特定推進費、内閣府

の補助事業であり、ましてサッカーチーム誘致

するという名目で造ってはいるんですが、そう

いったのもありまして、備品購入はそういった

プロ仕様も入れてございます。ただ、今後、陸

上の備品であったり、そういうものは、そうい

った利用団体からも意見を聴取して購入は検討

していきたいと思っております。 

 あとは倉庫の容量も、実際、物を入れてみて、

空きがどのぐらいあるのかなども含めて、今後

そういった足りないものに関しましての購入は

考えていきたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 空きがなければ空きを

つくりながら、ぜひこれまで要望のあったよう

な器具も含めて整備計画の中で準備を進めてい

ただいて、中城村からオリンピック選手を出そ

うというふうなことをおっしゃる議員もいらっ

しゃいますので、ぜひその要望に応えるように、

この間は中城村の中学校女子駅伝、それから男

子の駅伝も非常にいい成績を出しております。

そういった意味でも、現場でやっているような

方々の意見等も踏まえて整備に頑張っていただ

きたいと思います。終わります。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第73号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第73号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 
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○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第73号 吉の浦公園ごさまる陸

上競技場管理棟トレーニング器具等購入業務契

約についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第73号 吉の浦公園ごさまる

陸上競技場管理棟トレーニング器具等購入業務

契約については原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会します。御苦労さまでした。 

散 会（１５時２５分） 
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○議長 伊佐則勝 おはようございます。これ

より本日の会議を開きます。 

（１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は答弁を含めず30分以内とします。

それでは通告書の順番に従って発言を許します。

最初に、９番 大城常良議員の一般質問を許し

ます。 

 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 皆さん、おはようござ

います。12月定例会、最初の一般質問者になり

ました。９番、大城常良でございます。議長の

許可が出ましたので、通告書に従って一般質問

を始めます。 

 その前に、９月定例会から導入されたインタ

ーネット中継が始まりまして、議員の意見や議

会と行政のやり取り、それが生で配信されてお

り、今まで見えなかった部分、それが新たに見

られるようになったと。新しい試みということ

で、私のほうにも、議会、それから行政の透明

性が上がって非常にいいというお褒めの言葉を

いただきました。それに関わった行政の皆さん、

予算組みをしていただきましたことに対して高

く評価をするところであります。 

 また、日曜日に福祉まつりが行われまして、

大多数の人が参加したところで、大変盛況で終

了しました。その中で、朝早くから、寒い中、

関係課、こども課、それから福祉課の方々、大

変一日中、お疲れさまでした。本当にそのほう

もいい取組だということで住民の方からありま

して、行政としても大変良かったんではないか

なというふうに思っております。 

 それでは、質問のほうに入っていきます。 

 大枠１番、救急医療情報キットの配布はとい

うことで、①今年６月定例会において情報キッ

トの配布を提案しました。その中で、村長は前

向きに検討していくと答弁しましたが、その後

の進捗状況を伺います。 

 大枠の２番、待機児童・待機学童ゼロへの取

組は。 

 ①保育園及びこども園入所申請の令和７年度

と令和８年度の児童数の増減を伺います。 

 ②エンパワーサポートとの連携協定により

様々な取組が行われ、成果も出ていると思いま

す。その上で、保育士確保の状況はどうなって

いるのか伺います。 

 ③学童クラブ入所申請の令和７年度と令和８

年度の増減を伺います。 

 ④学童クラブ保育施設について、中城小敷地

内での建設予定はあるか。また、津覇小におい

ても学校敷地内での建設は可能か伺います。 

 大枠３番、南上原糸蒲公園で発生した窃盗事

件の対策は。 

 ①公園内でリュックサックやランドセルの窃

盗事件が相次いで発生しているが、犯罪を抑止

する対策は行われているのか。 

 ②警察や関係機関との連携はどうか伺います。 

 大枠４番、物価高騰対策について。 

 ①物価高騰がまだまだ続いている中で、村民

は非常に厳しい暮らしを余儀なくされています。

そこで、村民の負担を少しでも軽減できるよう、

令和４年度に実施された村民生活支援事業、こ

れはごみ袋の配布事業ということで、それと同

等の政策を取り組む考えはないか、村長の見解

を伺います。 

 大枠５番、教育行政について。 

 ①ラーケーション、家族休暇制度の概要及び

本村の取組状況を伺います。 

 ②令和８年度小中学校給食費無償化事業の取

組を伺います。 

 以上、答弁を求めます。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、改めましておは

ようございます。 

 大城常良議員の一般質問にお答えいたします。 

 救急医療情報キットの配布についてでござい
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ますけれども、現在、令和８年度内での実施に

向けた検討を担当課にて進めております。主な

検討内容といたしましては、財源の確保、配布

対象となる範囲や実施方法、継続性、効率的な

実施方法、中北消防や消防組合に属する北中城

村との調整となっております。 

 続きまして、待機児童・待機学童ゼロへの取

組についてでございますが、令和７年度の入所

申込者数は1,173名、令和８年度の申込者数に

つきましては、現在審査中のため正確な数字が

把握できておりませんので、増減数につきまし

てはまだお答えできない状況でございます。 

 続きまして、②のエンパワーサポートの連携

協定後の保育士確保の状況でございますけれど

も、10月より、潜在保育士と保育施設とのマッ

チング実証実験を実施しております。１か月間

の村内認定保育園での就労件数は37件ございま

した。また、登録保育士の中から正規１名、パ

ート１名の採用につながっており、成果は着実

に出ていると認識しております。 

 しかしながら、村全域の保育士不足の解消は

まだできておらず、引き続き保育士確保に努め

てまいります。 

 続きまして、学童クラブ入所申請の令和７年

度と令和８年度の増減でございますけれども、

令和７年度の入所申込者数は765名、令和８年

度の申込者数は756名でございまして、９名の

減となっております。 

 続きまして、④学童クラブ設置については、

中城小学校敷地内で建設予定はございます。ま

た、津覇小学校の敷地内での建設に向けても進

めているところでございます。 

 それでは、大枠３の南上原糸蒲公園で発生し

た窃盗事件の対策についてでございますけれど

も、宜野湾警察署へ問合せを行い、糸蒲公園内

で発生した窃盗事件の被害届が４件出ていると

確認しております。 

 犯罪対策といたしましては、特別な対策を行

っていないのが現状でございます。 

 続きまして、②警察や関係機関との連携につ

いてでございますけれども、個別の事件や事故

ごとに内容や件数に関して、その都度連絡が来

るわけではございませんが、必要に応じて、こ

ちらのほうから警察へ問合せを行っております。

現在、宜野湾警察署におきましてもパトロール

を強化し、公園等での声かけを行っていると確

認しております。引き続きパトロール等の要望

を行ってまいります。 

 続きまして、大枠４、物価高騰対策について

お答えいたします。 

 政府の物価高対策といたしまして様々なメニ

ューが提起されております。議員おっしゃると

おり村民の負担を少しでも軽減できる、村民の

暮らしにより効果的な支援につながるよう取り

組んでまいります。 

 大枠５につきましては、教育委員会でお答え

いたします。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 おはようございます。 

 大城議員の御質問にお答えします。 

 大枠５の教育行政について、①のラーケーシ

ョンの取組については、既に教育委員会会議、

校長会、村長・副村長とも話合いを行いました。

いずれの話合いでも賛成でしたので、令和８年

度から村立の小中学校で導入する予定で進めて

います。 

 ②令和８年度の学校給食無償化事業において

は、国や県の動向及び事業実施するための財源

確保を踏まえ、村としての事業の実施方法を現

在検討しているところです。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、再質問に入

りたいと思います。 

 まず、大枠１番の情報キットのほうなんです

けれども、これは令和８年度に進めていくとい

う予定でありまして、私のほうでもいろいろと
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調べてみたんですけれども、やっぱり課題があ

る中での取組になるのかなというふうに思って

いたもんですから、一定期間は必要ではないか

というふうに思っていたんですけれども、村長

の答弁にあるとおり、令和８年度からは様々な

関係機関と取り組んでいくということで、令和

８年度、いつ頃になるのかは分かりませんけれ

ども、しっかりやっていくという答弁でありま

すので、大変期待をしております。 

 その中で、担当課長のほうにお聞きしますけ

れども、大体いつ頃がめどになるのか、４月か

らすぐやっていくのか、あるいは年度途中に対

してやっていくのか、そのあたり調整というの

は大体どのように考えていらっしゃるのか。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 大城議員の質問にお答

えします。 

 村長とも先日もお話をしているんですけれど

も、４月はちょっと厳しいなというところを感

じております。消防との調整、北中城村との調

整が少し時間がかかりそうな一面があるという

ことと、あと、やっぱりやるからにはちゃんと

続く事業、効果があるように実施しないといけ

ないと考えておりますので、しかしながら、懸

念されるのが、消防のほうからもあったんです

けれども、情報の更新が適正にされるのかとい

うのが一番、担当課としても気になります。ど

うしてもそこに役場、行政が関わったりしちゃ

うと、かなり時間、手間、またこれに係る村民

のフォローというところがすごく時間がかかる

と。そうするとほかの業務に影響が出るんじゃ

ないかとか、一番その辺を懸念しております。 

 ほかの市町村でも、やはり配布するだけでは

あるんですが、そこの部分がどの消防において

も懸念されていると。うちの消防からも更新さ

れるのというところをすごい懸念しているとい

うところがありましたので、その辺がうまい方

法がないのか。今、他県で行われているのもい

ろいろ私のほうでも調査しておりますので、そ

ういったことも踏まえながら、できるだけ10月

スタートできるように準備はしていきたいなと

思っております。今段階の予定で、10月をめど

に考えているというところだけをお伝えしてお

きます。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 今、課長の答弁があっ

たとおり、いろんな課題があって、すぐにはで

きない状況でもあるということは私も理解して

います。これは継続してできるような体制をつ

くってから始めないといけないということもあ

るもんですから、そのあたりもしっかりクリア

して、例えば消防で大変課題があるということ

であれば、そこを調整をして、消防といえば北

中城村との両方の村にまたがっているもんです

から。そのあたりもしっかりやっていってくれ

れば、10月からでも私としては、その年でやっ

ていただければいいというふうに思っているん

で。 

 そこも詰めていって、村民の負担がないよう

に、そして村民がいつでも使えるような状態、

やっぱりこれも周知しないとできないような体

制になっていきますので。そのあたりもしっか

り踏まえて、担当課は大変厳しいかもしれない

ですけれども、現要員で対応せざるを得なくな

るような体制でということになる場合には、非

常に業務的にも大きなことになるのかなという

ふうにも考えているので。始めるまでは大変厳

しいと思うんですけれども、始めていけばそれ

なりにしっかり対応していくということで期待

をしておりますので、しっかりこれは整えて、

10月ぐらいからでもやっていけるように配置の

ほう、それから担当課が非常に仕事面でオーバ

ーワークにならないような体制も築きながら進

めていってください。しっかりやってください。 

 次、大枠２番のほうです。待機児童・待機学

童ゼロへの取組ということで、①のほうです。
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これは村長の答弁でも1,173名、令和７年度、

令和８年度はまだ申請の段階で、まだ分からな

いということなんですけれども。これ申請手続

は一定程度終わっているとは思うんですけれど

も、そのあたり前年と比べての人数の差という

のは大体見積もってどれぐらいなのか。そのあ

たりは計算はできますか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 保育の入所の申込み

につきましては、申込みを終了した後に入力作

業がございまして、その入力作業を今、担当課

でみんな手分けしてやっているところで、最終

的な人数が、今月中には何名ですということは

お伝えすることはできますけど、今のところは

集計中ということで、正確な人数はお答えでき

ませんが、ほぼ例年どおりではないかなという

ふうに見ております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 例えば例年どおりだと

いうことであるんであれば、これは今、弾力受

入れというのは毎年行われているんですけれど

も、それもさらに継続して受入れはやっていく

という予定でいるのか。そのあたりいかがです

か。プラス５名を弾力受入れやっていますよね。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 学童に関しては弾力

受入れは実施していますが、保育に関しては、

保育の先生方と定員、受け入れることが可能な

お子さんというのは決まっておりますので、弾

力運営は考えておりません。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 例えばこれ児童数、②

に入っていくんですけれども、エンパワーサポ

ートとの連携ですね。新聞に大きく出ていたん

ですけれども、これは12月いっぱいで一旦終了

というような報道がなされているんですけれど

も、先ほど村長は、継続して保育士に関しては

探していくという段取りになっていると思うん

ですけれども、そのあたりは、今度は村独自で

進めていくのか。そのエンパワーサポートの連

携はもうこれで一旦終了して、完全に終わると

いうことになっているのか。そのあたりいかが

ですか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 今回の実証実験は10

月１日から12月15日ですので、まさに本日まで

が実証実験の期間でお話が進んでおりまして、

１月以降、園のほうが、保育施設のほうが継続

するのかしないのかというのを判断することと

なります。 

 現在のところ、２園が継続して利用したいと

いう意向があるということは把握していますが、

また今後さらなる、増えるのか減るのかという

のはまた保育施設とも相談しながら把握してい

きたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 今まで担当課のほうも

頑張って、この園を回ったりね、バスツアーと

か、そういうものも含めて一生懸命やられてい

るんですけれども、先ほど村長の答弁で正職員

が１人増えたと、パートも１人増えて、今２名

の方々が正規職員として働いていると思うんで

すけれども。その中でもいろいろと取組が非常

に活発に行われていると私は思っているんです

けれども、今、担当課のほうでもいろいろ面接

したり、あるいは申請があったりとかというの

もあると思うんですけれども、その他で何名ぐ

らいが来て、その方向性というのかな、やって

もいいよと。これ見てみたら、ちょこっと保育

とかですね、時間的な部分の、一、二時間、あ

るいは３時間ぐらいの採用を園ではやっていく

予定があるのか。それともこれはもう行政とし

ての時間単位での発信をしているだけなのか。

そのあたりいかがですか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 今回、単発、短時間
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で働いてみたいという意向を言っていただいた

方が34名いらして、そして実際、就労した件数

が37件ということでありますので、今日までが

実証実験ですので、今後また、このアプリの登

録を継続して使いたいというのは事業者、保育

の施設のほうが今後また利用したいか、したく

ないかということを決めていただくことになり

ますので、今のところは２園が継続して利用し

たいという意向を出しておりまして、またさら

に増えていくというのをまたこちらとしても把

握していきたいと思っています。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 担当課としては本当に

頑張っていると私は思っています。 

 その中で、私、６月定例会で次年度どうです

かと、もう待機児童いないですよと、ゼロにな

りますねと言いました。今回こういった取組が

行われて、正社員も１人入って、パートからも

１人増えたということであれば、恐らく次年度

はもう大丈夫だろうという楽観的な立場にいる

もんですから、いま一度、今年最後の質問であ

るもんですから、しっかりした答弁を課長のほ

うから、次年度、令和８年度は確実にいないで

すよということを聞きたいもんですから。そこ

はどうですか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 私のほうも願ってお

ります。すみません、待機児童ゼロを願ってお

ります。以上です。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 ６月よりちょっとトー

ンが下がってしまっているな。課長、もう少し、

できるはずですので、これだけ一生懸命頑張っ

ているし、保育施設も充実しているし、あとは

保育士の問題。 

 今、課長、もう少し願っているという答弁で

すけども、その中で、やっぱり保育士を採用す

る段階で、園と行政と本人との間で、この処遇

改善というのがしっかりやらないと、入ったけ

ども、辞めてしまうと。やっぱり他が高ければ、

みんな少しでも高いところに就職はしていきま

すので。そのあたり、園との調整、あるいは本

人と行政、園との仲立というのはいろいろやっ

ておられるのか。処遇の面だから、もうこれは

園と本人との間の問題だというように思ってい

らっしゃるのか。そのあたりの村としての立ち

位置というのはどういう状況ですか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 これまでも保育士確

保のための施策、応援給付金でありますとか、

引っ越しのための費用を助成するでありますと

か、今年度は休暇代替の保育士を確保した場合

の補助金でありますとか、県や国の補助金も活

用しながらいろいろ施策を進めているところで

すので、園長会にもそういういろんな処遇改善

であったり、休みやすい環境を整えるようなメ

ニューも準備をしておりますので、そこをまた

園と一緒に情報交換しながら、いろんな制度を

活用しながら確保に努めてまいりたいと思って

おります。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これは今、潜在保育士

を発掘するに当たり、一生懸命検討して、前向

きにいろいろな取組されていると私も思ってい

ますけども、潜在保育士からの例えば話とか、

ちょっとやってみたいなとか、そういった方々

はいらっしゃるのか。いるんであれば、大体何

名ぐらいが潜在保育士から新たにまた保育士と

してやってみたいなと、今の村の取組に対して

同調していただいている方々がいるのか、その

あたりはいかがですか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 ほかの仕事をしてい

た方が保育士に戻った場合の、潜在保育士の応

援給付金に関しては、今年度支出をした、利用

した実績がありますが、ちょっと戻ってみない
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とはっきりした答えはないんですけれども、２

件か３件だったと思います。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 子供たちの数もそれほ

ど変わらないんであれば、私はもう課長がさっ

き言った、願っているではなくて、できるとい

うことを非常に期待しているもんですから。な

ぜかというと、本村は平成27年に子ども・子育

て支援制度というのが始まりまして、その中で

前村長が一丁目一番地ということで、その保育

の取組をして、待機児童ゼロを目指していくん

だということを私も当初から応援していたつも

りで、いろいろと勉強してきまして。これが一

旦は、二、三年前にゼロになったということで、

非常に喜んでいました。今度は保育士が不足し

ている状況で、また発生してしまったという状

況でありますので、そこをしっかり、担当課と

して保育士を集める。周りもあちこちで待機児

童ゼロというのがちらほら聞こえてきています

ので、他市町村でですね。我々が本当は率先し

て待機児童ゼロにして他市町村に案を示すとい

うのが一番よかったんですけれども、それが持

続してこなかったもんですから、そこをしっか

り踏まえて、中城村は子育て日本一を目指して

いるんだという、その気概でぜひ来年はゼロに

していただきたい。ぜひしてください。これは

非常に私のほうで願っていることであるし、私

も願っていますので、課長は願わないで達成し

てください。よろしくお願いします。 

 それでは、次、待機学童の件に入っていきま

す。 

 これは申請数が前年より９名減少したという

ことで、先ほど言ったんですけれども、次年度

もこれは、さっき言った弾力受入れを実施して

いって、それをカバーしていくという流れにな

っていくのか。そのあたりはどうですか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 学童クラブにつきま

しては、弾力受入れが可能となっておりますの

で、例えば120定員の事業所ですと約10名ほど

弾力受入れをしていただいたりとか、そういう

ことの努力をしていただいて、現在の、先ほど

申しました756名の方……、違いますね、756名

は申込者です。受入れに関しては645足す67人

が受入れしている状況です。ちょっと待ってく

ださい、足し算します。すみません、受入れは、

712名が受入れです。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 例えばの話なんですけ

れども、私ちょっと聞いたんですけれども、や

っぱり低学年、１、２年生を優先的に入れてい

こうという、これは村の前からの判断であるん

ですけれども、やっぱり１人では子供を家に残

せないというところも含めて、そういうことに

なっているんだろうと思うんですが。やっぱり

高学年であっても、例えば３時半から６時、７

時ぐらいまで１人でお家に待機させるというの

はちょっと厳しい、家庭にしてはですよ、厳し

いんではないかというふうに思うんですけれど

も、全員やっぱり申請して入所したいという子

供がいれば、６年生までの子供がいるんであれ

ば、しっかりした対応を取って入れていくべき

だと私は思うんですけれども、担当課としては、

これは待機児童になり得ることだと思うんです

けれども、そういうところの解消はできている

のか、そのあたりはいかがですか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 先ほど712名が受け

入れることができまして、44名の不承諾のお子

さんがいますが、低学年はほぼいなくて、高学

年のほうが不承諾。低学年で不承諾になったお

子さんもいらっしゃいますが、そちらの場合は

お母さんが育休中であるとか、保育に欠けてい

ない状況がありますので、１年生でも不承諾と

いうお子さんは少なからずいるのが現状でござ

います。 
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 高学年に関しては、部活動であるとか習い事

であるとか、自分の時間を使うマネジメントと

いうのを中学校に向けて、そういうことも考え

なきゃいけない年だと思っていますので、５、

６年生の不承諾については特に考えているわけ

ではございません。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 やっぱり父母の方々が

ね、どうしても入れたいという話があるんであ

れば、しっかり聞いて、できるところ、あるい

はさっき言った弾力受入れでできるところがあ

れば、そういうところも含めて対応していただ

きたいなと思いますので、そのあたりもしっか

り、まずは全部決まってから調べてみて、父母

の関係も調べて、この方たちは入れたいという

のがあるんであれば、しっかり対応していただ

きたいと思います。 

 次、④のほうです。施設についてなんですけ

れども、村長、中小はこれから施設を造る予定

があると、津覇小は進めているということなん

ですけども、これ状況としてはどういう状況な

のか。中小についてどの辺りにやる、あるいは

津覇小についてはどこをどういうふうに進めて

いくという詳細を伺いたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 中城小学校につきま

しては、現在プールがある場所に建設できるよ

うに進めております。 

 津覇小につきましては、津覇小の敷地内とい

うことで、まだ場所は決定しておりませんので、

そちらのほうは調整中でございます。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 中小についてまず話を

伺いますけども、プール跡地ということで進め

ている状況なんですけれども、これは例えば教

育総務課、学校の敷地内になるもんですから、

そのあたりの了解というのはしっかり取ってい

るのか。そこはどうですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 中城小学校につきましては、以前からこども

課とも調整してきています。どうしても敷地内

ということでしたので、現在プールの跡地を解

体して、こども課のほうに、そこに設置できる

ように進めているところであります。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 担当課、こども課と教

育委員会がしっかり連携して、確かにプール跡

地を解体しないといけないという状況もあると

思うんですけれども、やっぱり体育館と児童館

ですか、そこの２拠点で今、子供たちはやって

いるもんですから、保育されているもんですか

ら、そこはしっかり調整して１か所にまとめて、

80名余りの子供たちが入る施設ですので、早急

に調整、計画をつくってできるようにやってい

ただきたいと。 

 中小については何も心配はしていないので、

そこはしっかり進めていってください。 

 津覇小についても今検討中ということで、今、

津覇小は学校も建設中ですし、その敷地内とい

うのは限られてはくると思うんですけれども、

そのほうも検討中ということですので、さっき

言ったように教育総務課、教育委員会、あるい

はこども課と綿密な協議を経て、どこら辺が一

番いい場所というのを含めてですね。これ小学

校敷地内に造ってもらえれば、今後、この敷地

という話は一切出てこないと私は思っています

ので、２拠点を中心にした学童も１か所でみん

な集まってできると。安全性、それから父母の

送り迎えも非常にしやすくなるという観点から

も、ぜひ進めていただきたいと思いますので、

そのあたり課長、もう一回、津覇小について、

大体のめどとして、学校が来年の３月には津覇

小も開校します。その次に運動場も調整に入る

と思うんですけれども、そのあたりで一緒にで
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きるのか。それとも運動場をしっかり造ってか

らの話になるのか。できれば一緒のほうが私は

調整はしやすいと思うんですけれども、そのあ

たりはどうですか。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１０時３７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時３７分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 津覇小学校内における学童の設置につきまし

ては、こども課とも場所を選定しているところ

です。どうしても村有地にしか造れないという

状況がありますので、場所は限られてきていま

す。ただし、学校運営と学童の運営、両方利便

性がよく設置しないといけないと考えています

ので、場所についてはまだ確定していません。 

 ただし、先ほど議員がおっしゃられたように、

２月末ではもう学校が完成し、引渡しが行われ

ます。４月からは新校舎での授業が開始してい

きまして、その後、グラウンド整備、外構工事

が入ってきます。ですので、教育委員会として

は、こども課にも早めにこの場所の選定及び事

業方法を検討していただかなければならず、そ

のほうを今、早急に進めているところです。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これは重要な話になる

もんですから、しっかり教育委員会とこども課、

さっきも言ったとおり連携していただいて、早

急に建設できて、子供たちが安心して入れるよ

うな施設をぜひ造っていただきたい。そのほう

も私非常に期待していますので、本当に造って

いただければ、これで学童の下地区の子供たち

は大まかには安全に暮らせるだろうなと。登下

校もしっかりできるだろうというふうに思って

いるんで、しっかり進めてください。 

 次、大枠３番のほうに入っていきます。 

 これは南上原の公園で発生した窃盗事件です。

そのほうは、さっき村長が答弁していただいた

４件で、それについての抑止する対策を行われ

ていないということなんですけれども、これ担

当課として何もしていないのか、あるいはいろ

いろ考えている途中なのか。何もやらないでそ

のままスルーしていくのか。そのあたりはどう

ですか。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 新垣 忍。 

○住民生活課長 新垣 忍 お答えします。 

 パトロールの要請はもちろんしていきますけ

れども、それと併せて公園内にそういった窃盗

に関する注意喚起の看板が設置できないかとい

うことで、公園管理をしている担当課と今後調

整していきたいというふうに考えております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これについては、防犯

カメラも２台ほどついていると思うんですけれ

ども、そのあたりでもちょっと画面が弱くて見

えないというふうな話もあるんですが。防犯カ

メラを増やしたり、あるいは担当課でパトロー

ル、この３時から４時ぐらいの間を強化したり、

今言った看板を設置したりと、いろいろな対策

は村でも取れると思うんですが。やっぱり取ら

れた方々は非常に心配で、今後も続くんではな

いかなというような心配も抱えているもんです

から、そのあたり、村独自でやる予定があるの

か、そのあたりどうですか。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 新垣 忍。 

○住民生活課長 新垣 忍 お答えいたします。 

 公園内に防犯カメラ２基設置ありますけれど

も、ちょっと不具合があって、動作不良という

ことで作動していないところもあったりするん

ですけれども、今、カメラの更新に向けて、取

替え工事の業務を発注していますので、今年度

中にはこちら完了する予定ですので、防犯カメ

ラの更新はしっかり対応していきたいと思って
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います。 

 おっしゃっていたパトロールとかについては、

住民生活課の環境係内の業務も確認しながら対

応を検討したいと思います。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 やっぱり防犯カメラは、

防犯するためのカメラですので、いざ窃盗が行

われた、そのカメラが見られないというような、

これは本当に言えばぶざまな格好ですよ。ある

んだけれども、中身が全然見えないというよう

になってしまったら、もうないに等しいような

感じですので。しっかり見えるような、高性能

のカメラでもいいですよ、しっかりつけて、二

度とこういった窃盗が公園内で起こらないよう

に体制をつくっていかないと、同じところで、

全てあずまやの中から取られたという話であり

ますので。そこを重点的にカメラを設置して、

そこに向けていくというのも一つの手ではない

かなと思うんで。やっぱり二度とこういった窃

盗が起こらないような対策を立ててもらわない

と。村民が被害を受けているもんですから、そ

こを十分、担当課として認識して、しっかり対

応して、こういったことが起こらないように十

分対応していただきたいなと思います。 

 あと、警察との連携については、パトロール

等やっていくということなので、そこは引き続

き、少しでもこっちから、向こうから来ないん

であれば、こっちから電話して、どうですか、

どうなっていますかというような聞き取りもや

ってもらいたいなと思うんで。向こうから何も

来ないからそのままだよというんではなくて、

これはしっかりやってください。 

 あと７分しかないんで、前に進んでいきます。 

 次、大枠の４番です。物価高騰対策について。 

 これは村長は取り組んでいくということで答

弁していただいたんですけれども、当面の話と

して、村で独自でやるという考えは持っていな

いと。例えば今、国会でいろいろと、衆議院で

も通過したんですけれども、補正予算が。その

中で物価高騰対策として重点支援地方交付金、

そういうものを使ってやっていく予定なのか。

そうであれば、それは今年いっぱいに参議院も

通過すると思うんですが、それが決まってから

始めていくのか。あるいは今のうちにいろいろ

な対策について考えているのか、そのあたりは

どうですか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 重点支援地方交付金に

つきましては、閣議決定を受けて実施するとい

うことが決まっておりますが、実際の市町村配

分額についてがまだ示されておりません。しか

しながら、もう既に閣議決定されていることか

ら、本村におきましては、各課に交付金の使途

の募集を行っておりまして、幾つかの案が上が

っており、それを中心にできれば今月中には実

施する施策も決め、今月中には多分額も示され

ると思いますので、今月中にはその案を固めて、

１月に臨時議会を開かせてもらって承認してい

ただけたらなというふうに考えておりまして、

既に交付金を使った施策として、実施する方向

で進めております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これは国からの補助金、

交付金ということになるんですけれども、私が

最初に言った村独自での対応というのは、もう

予算の都合、あるいはいろいろな面からできな

いという考えでいらっしゃるのか。そのあたり

はいかがですか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 答弁漏れ、失礼いたし

ました。 

 そうですね、気持ちはあるんですが、さすが

に財政的に厳しい状況でございまして、村も住

民の方も同じような状況で、村単費で出す余力

がございません。申し訳ないんですが、国のこ

の交付金に頼った施策の展開ということで考え



─ 46 ─ 

ております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 村からは持ち出しがど

うしてもできないという状況、私も一応理解は

しているんですけれども、やっぱりこうして重

点支援地方交付金が閣議決定されて出てくるん

であれば、金額も出てくるんであれば、これを

早急に全庁一丸となって、何をどうするんだと。

早めに配布するためには何が一番必要だと。今、

国会ではお米券とかいろいろそういうのもある

んですけれども、そういったものではなくて。

早急に各家庭に配れるような体制を整えて、１

月いっぱいにはぜひこれが配れるような体制を

築いていっていただきたいと思いますので、こ

こはしっかり企画課、担当は大変だと思うんで

すけれども、予算の都合、今から新年度予算も

始めないといけない中で、気持ちは分かります

けれども、ぜひ進めていって、少しでも村民に

還元できるということであれば、早めにやって

いただきたいと思います。課長、大変だけど、

頑張ってくださいね。 

 次、大枠の５番です。教育行政について。 

 ラーケーション、教育長、令和８年度から導

入予定ということなんですが、導入するに当た

っての課題とか、あるいはどういうふうな取組

でやっていくのか。取組というのは、与那原町

等もやっている３日間を前提にしたやり方でや

っていくのか、それとも違う方向性があるのか。

そのあたりはどうですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 永川幸徳。 

○教育総務課主幹 永川幸徳 お答えいたしま

す。 

 課題につきましては、まだ現時点では具体的

な課題というのは想定はしておりません。 

 取組につきましては、現在、県立学校が実施

しておりますので、その取組と同じ内容で取り

組むという予定でおります。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 ラーケーションについ

ては、まだまだ家庭での周知が多くはないんで

はないかなと私は思っておりますけれども、そ

のため各家庭への周知、あるいは子供たちとど

ういうふうにやりますよといった中身の問題。

そのあたりはどういうふうに各家庭に周知して

いくのか。そこはどうですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 永川幸徳。 

○教育総務課主幹 永川幸徳 周知につきまし

ては、次年度から導入予定ですので、年度前に、

今年度で周知する予定であります。 

 周知の方法につきましては、文書の配布につ

きましては、メールの送信等を中心に保護者へ

説明をしていきたいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 最初に言った、保護者

が大体は理解していない内容だということも踏

まえれば、メールでの送信で理解を十分してい

ただけるのか、保護者に対して。あるいは学年

で集まったときに説明をするのか。そういうこ

とも考えているのか。メールで十分対応できて

いるというような取組になるのか。 

 やった場合に、学校、あるいは学校事務とし

て、そのあたりの取組が、課題はさっきないと

おっしゃったんですけれども、大丈夫なのか。

そういうところは問題ないですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 永川幸徳。 

○教育総務課主幹 永川幸徳 取組に向けまし

て課題がないということではなくて、まだ現時

点では具体的な課題ということは想定しており

ません。 

 周知に関しましては、議員がおっしゃるとお

り、メールのみではなく、やはり学校説明会等、

対面で説明する機会があれば、そういったこと

も繰り返し周知していく必要があると思います。 

 また、年度始まりましても繰り返し、学年、

学校全体、メールを通して、様々の機会を設け

て周知をする必要があると考えております。 
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○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 教育委員会の中でも協

議した結果、導入しても問題はないだろうと。

私としても大変これはいい試みで、やっぱり家

族一緒になって行事をする、あるいはどこかに

出かけていくというところは、今の時代、重要

ではないかなと思っているんで、ぜひ新年度か

ら取り組んでいくんであれば、しっかり説明を

していただいて、混乱のないよう前向きに対応

していただきたいというふうに思っております。 

 次給食のほうです。 

 課長、現在検討中ということで、やっぱりこ

れも国会の中でいろいろ今議論されている状況

で、小学校の給食費も無料になるんじゃないか

と。しかしながら、４分の１は県、あるいは市

町村に負担させるんではないかなというところ

が今取りざたされているんですけれども。そう

いったところを踏まえて、４月からの体制とし

てはいろいろと検討して、どういう方向性でい

くんだというようなことがあればお伺いしたい

なと思います。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えします。 

 学校給食費につきましては、現在、国や県の

動向を注視しているところです。それとは別に、

教育委員会としては、学校給食費の値上げにつ

いても今現在検討しているところです。令和６

年、令和７年、２か年連続で値上げを行ってき

ておりますが、現状的にまだ物価上昇が続いて

おり、給食の調理の状況としてはかなり厳しい

状況です。今この額の引上げをどの程度まで上

げるのか、今現在、給食センターとは物価高騰

に対応する分で、もし可能であれば栄養価取得

の部分までについて値上げができないかという

のを２つの方向性から考えております。 

 それに伴い、国からの財源、無償化の報道が

11月に出まして、去った12月にも報道がなされ

たんですが、現在、国のほうとしてもこの補助

の部分については、まだ明確にできていないと

ころから、今、教育委員会としてもどこまでで

きるのかというのをすごく検討しているところ

です。 

 国から示されているのは、小学校からについ

ては2023年の調査のときの学校の平均額として

4,700円程度としています。その額で補助を決

定された場合に、私たち現在の給食費につきま

しても、小学校は4,900円で200円の補塡が必要

となります。この部分につきまして、今後値上

げを含めるとさらに財源が必要となることから、

ここを一般財源で行えるのか、もしくはさらに

今年利用した物価高騰に係る重点支援交付金等

を活用できないかというところを今、財政との

調整しているところです。 

 なので、リミットとしてはかなり短い、厳し

い状況です。教育委員会としては12月内には給

食費を早めに決定して、１月にはもう財源の確

保に向けて取り組んでいきたいというふうに考

えています。現状、令和７年度につきましても

様々な交付金を活用し、様々な給食費の補助を

行ってきていますので、実際、次年度の私立な

どの支援もできるか、そこも含めて現在早急に

検討しているところです。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員、時間ですの

で、まとめてください。 

○９番 大城常良議員 もう少しですね、１分

以内で終わりますから。 

 今の課長答弁で、新しくまた値上げの話があ

るということなんですが、現状は今、中学校が

国と県で折半というよりは両方で無償化してい

ると。小学校については村のほうで今、値上げ

分の400円でしたか、それを賄っているという

ことなんですけれども、これを上げてしまった

場合には、本末転倒だなと思うんですけれど

も……、これは次回にしますので、値上げにつ

いてもどういう調整でやっていくのか分からな

いんですけれども。企画課といろいろ、財政に
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ついてぜひ議論してください。しっかりできる

ように対応してください。 

 最後に、今後、本村の財政状況は一段と厳し

さを増してきます。その中でも住民サービスは

しっかり対応していかないといけません。その

中で、歳入を上げて歳出を精査していく。費用

対効果及びＰＤＣＡサイクルをフルに活用して、

事業をしっかり進めていただきたい、そのよう

に思っていますので、ぜひ各課、各担当、頑張

っていただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で大城常良議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。11時10分より再開します。 

休 憩（１０時５７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時１０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、６番 安里清市議員の一般質問

を許します。 

 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 ハイサイグスーヨー、

チューウガナビラ。おはようございます。議席

番号６番、安里清市でございます。これより質

問を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 大枠の１番ですが、ペリーの旗立山の保全に

ついて。 

 今年、2025年10月末頃に住民から旗立山の岩

が動いているとの情報があり、10月27日に現場

を確認しました。岩の土台部分、岩と土の間に

隙間が見られましたので、その旨を都市建設課

に連絡しました。 

 ①その後の対応を伺います。 

 ②以前に、10年ほど前だったかと思うんです

が、崩壊防止のための措置を行っていますが、

岩と岩との間の間隔や測量基準点などからの距

離などの資料は保管されていますか。 

 ③です。さきの資料と照らし合わせれば岩の

動きが判明すると思われますが、照合は実施さ

れましたでしょうか。 

 ④新垣、登又、サンヒルズの３自治会長連盟

でのペリーの旗立て岩崩落危機対処についての

要請に対する回答がなされていないのはなぜで

しょうか。 

 文字の訂正があります。自治会長連盟のメイ

が名前のメイというふうになりますので、お願

いします。 

 ⑤村民が安心して生活するために、この案件

に対する今後の対応を伺います。 

 大枠の２です。学校における防災教育の実施

について。 

 児童生徒の発達段階において、防災に関する

知識と救急に関する知識を持つことは、将来の

ために重要なことと思います。防災教育を長い

年月をかけて実施することにより、全村民が防

災と救急の知識を持つことはすばらしいことで

あります。そのきっかけになればと思い、伺い

ます。 

 ①救急講習会実施の場合の消防組合との連携

の在り方は。 

 ②防災教育を年間の学校カリキュラムの中に、

学年ごとの目標を定めて取り組んでいただきた

い。 

 ③救急講習会を含む防災教育に係る費用につ

いて、教育委員会所管の予算で負担することは

可能でしょうか。 

 ④令和５年度版「中城村の教育」の冊子で、

学校安全、防災教育の推進として児童の危険回

避能力の育成が挙げられておりますが、現状で

はどのような事柄が実施されていますでしょう

か。 

 ⑤宮城県石巻市立大川小学校の津波避難訴訟

確定判決を機に強化された学校防災水準につい

て、過去、2021年のマスコミ報道によると、中

城村は実施予定となっておりますが、その進捗

を伺います。以上です。お願いします。 
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○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、安里清市議員の

一般質問にお答えいたします。 

 ペリーの旗立山の保全についてでございます

が、私も先日、生涯学習課と共に現地を確認い

たしましたが、形状がどうであったのか判断が

難しいため、岩の観測のため、測量びょうを設

置し、今後の動きを測定してまいります。 

 次に、④の要請についてでございますが、関

係機関と調整を行っておりますので、調整を終

え次第、御回答する予定となっております。 

 次に、⑤の今後の対応についてでございます

が、岩の隙間の開きが広がっていないか確認す

るためびょうを打っており、月に１回、定点観

測を実施いたします。その結果によりまして、

対策工事などを検討を行ってまいります。 

 ②、③につきましては、教育委員会がお答え

いたします。 

 続きまして、大枠２の学校における防災教育

の実施についての①、これまで村内小中学校の

児童生徒を対象に実施したことはございません

が、今月の12月19日に津覇学童クラブ児童を対

象に防災講和を実施予定でございます。 

 ②から⑤につきましては、教育委員会がお答

えいたします。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 安里議員の大枠１につい

てお答えします。 

 先週12月９日に村長、生涯学習課長、担当と

一緒に現場を確認してきました。②の資料に関

しては、保管されています。③の照合は、現段

階では実施していません。 

 大枠２の学校の防災教育についてですが、私

も常に校長会、教頭会で学校は安全で安心して

過ごせる場所がベースでないと駄目だという話

をしております。 

 ②の各学校では、全学年を対象に安全教育、

防災教育の指導計画を作成し、指導を行ってお

ります。 

 ③予算の負担は、可能です。 

 ④危機回避能力の育成は、日常的に指導を行

っております。生活安全としては、休み時間や

部活動、登下校の交通安全、あるいは遠足など

校外学習時での安全指導、それと緊急時におけ

る避難訓練等、自分で自分の身を守ることの大

切さを指導しております。 

 ⑤学校防災水準についてですが、構成要素が

多岐にわたっており、防災教育、避難訓練等は

年間計画に沿って実施をしていますが、人的組

織的側面においては、地域との連携の面で課題

が残ります。また、物的施設的側面においては、

学校が避難所となった場合の食料や水などの備

蓄に関しては課題があります。現段階で水準を

満たしていませんが、中城小学校と津覇小学校

には備蓄倉庫を備えています。今後も中学校の

新築において水準を満たしていく努力をしてい

きたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 御答弁ありがとうござ

います。 

 何点か再質問を行います。 

 これは①のほうですけれども、10月17日に都

市建設課、呉屋課長のほうには御連絡をさせて

いただいております。現場の視察等について、

どうも現場に赴かれた様子がないねというよう

なことを思いました。それで、私も連絡を受け

て現場に行かれたのはいつだったのか、その件

と、それから、その後に起きた伊集の山の上で

の崩落事故です。これへの対応でペリーの旗立

山に視察に行かれるのが遅れたというようなこ

とがあったのかなかったのか、この２点でお願

いします。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えいたします。 

 この質問はペリーの旗立て岩に隣接する大岩

の件だと思います。その視察に行くのが遅れた
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とは思っておりません。一応、視察に行って、

その状況とかそういうのを確認、どういう状況

が今危ないと思われているのかというのは確認

いたしました。岩とその周辺の土の隙間が大き

くなっているということだったと思うんですけ

ど、その危険だと思われるものが。それと、う

ちが都市建設課として、その下の地滑りの兆候

が見られないかということで、中部土木事務所

の計画調査班にも依頼して、地滑りの調査をで

きないかという要望を行って、先週、計画調査

班が現地に来ております。その結果を基にまた

回答というのも出そうと思っております。 

 今、隙間というものを現地で見る限り、私の

判断としては、この大岩に関して、樹木などに

も覆われており、樹木の亀裂等も見られず、隙

間というものが、以前がどうだったというもの

がちょっと分からないのでですね。ただ、現地

の形状から見ると、その隙間というのは、雨な

どにより洗堀された可能性もあるので、実際、

岩と、また近くに似たような岩がありますので、

そちらに測量びょうを設置して隙間の距離を測

っております。これを１か月に一度程度、観測

しながら、今後これが開きがあるならまた対策

工事も検討できるのではないかと思っておりま

す。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１１時２３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２３分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 私が現地で確認し

たという、正確な日にちは把握しておりません

が、後ほどスケジュールなど見て、確認して報

告いたします。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 私が連絡をして、その

後、旗立て岩自体が生涯学習課に関係するよう

なことだというふうなことで、生涯学習課の職

員の方と都市建設課の職員の方で、２つの課の

合同で現場へ行かれているというふうにお聞き

したんですが、どうもこういうようなものに対

して、少し対応が後手というか、あまり速やか

な対応をされていなかったというふうに思うん

ですが、そこら辺については何かそうじゃない

とか、そうだったとかいうふうなお考えはない

でしょうか。私が連絡をして１週間以内ぐらい

の範囲では行っていないと思うんですが。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 一度、都市建設課

と生涯学習課で現地に行って、どういう状況か

というのを報告するために行っております。そ

のときには私はおりませんでした、一緒には行

っておりませんでした。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 非常にサンヒルズタウ

ンの方々と、それから新垣の一部の方々も大変

危ないんじゃないかというふうな話が大分飛び

交いましたので、今回の質問もさせていただい

ているんですが、やっぱりそうなると、頼るべ

きものは行政のほうしかありませんので、そう

いうことについてはもっと速やかな対応がされ

るべきではなかったのかなと思ってお聞きいた

しました。 

 それから、10年ほど前に崩落防止の措置のた

めに事業を行っているんですが、そのときの細

かな資料が残っていらっしゃるというふうなこ

とではありますが、この資料の中では、例えば

今この３自治会から出されている要請書は、課

長がおっしゃっているように表面から見える大

岩の２つ以外の後ろ側の大きめの岩です。あれ

のことについて要請の文書は出ているんですが、

この残されている資料で見ると、表面的に表側

から見える２つの石の間隔というものについて

の動きというものは分からないものでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 
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○生涯学習課長 渡久地 真 お答えします。 

 議員がおっしゃっている岩というのは、ペリ

ーの旗立て岩の本体の北側にある大岩のことを

おっしゃっているんでしょうか。保全に関して

は、宜野湾側に切り立った、あの細い大きな岩

に関しましては平成25年度に保全対策ですね。

まず、根元のほうに鉄筋挿入工、アンカーみた

いに10本ほど打ち込んで、岩自体には亀裂がた

くさん入っていたので、そこにモルタルを流し

込んで接着するというような工事はしておりま

す。 

 奥のほうの岩に関しましては、特に大きく、

その時点では動いているというような判断がで

きなかったので、実施しておりません。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 お尋ねしているのは、

表側から見えている大きめの岩と、それからそ

こに立っている、ちょっと小ぶりの岩です。こ

れとの間隔についての資料があるのかないのか

です。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 当時の工事など

に伴う測量、成果品は保管しております。測量

の成果品は残っておりますが、ただし、そこか

ら測量ポイントというのが、大きな岩と離れた

岩を適切に測量できるような視点での測量では

なかったので、今すぐその測量ポイントが使え

るかといったら、ちょっと今それは厳しい状況

にあります。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 分かりました。 

 平成25年ですか、その接着工事みたいなもの

を行っているんですが、そのときには看板が立

っている側から見ての２つの岩の間隔について

の正確な資料はないということでよろしいです

ね。そのときにやっておけば、現在どういうよ

うになっているのか分かったかと思うんですが、

そういうことではちょっと残念なことではあり

ます。 

 この大岩が転がると、今２つの岩の後ろ側に

またちょっと小ぶりの岩があるんですが、この

岩が崩れる、あるいは転がることで、非常に住

民の方々が恐怖感を持っている、このような大

きな岩ですので、転がり始めると歯止めのつけ

ようもないわけで、せっかく建てた住宅等が全

壊する、場合によっては人的な被害も大いに予

想されるようなことなんですけれども、こうい

うことについて、何らかの早急に、住民向けに

何かするとかいうようなことをお考えでしょう

か。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えします。 

 今のところは、住民に対する説明というのは

特には考えていないんですが、地域のほうから

要望ありましたら、それは検討はしていきたい

と思います。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 不安をあおり立てて混

乱を招くというふうなことがまた予想されます

ので、慎重に、先ほどおっしゃっていた測定び

ょうが今回設置をされて、月一で観測をされる

というふうなことですので、この２つの岩の後

ろにある岩についてだと思うんですが、表立っ

て見えている２つの大きな岩なんです。その間

隔についての測定について、可能なのかどうか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えします。 

 12月３日に都市建設課と私ども生涯学習課の

ほうで大岩２か所に定点観測するためのポイン

トを設けております。こちらに関しましては月

一ぐらいとか、あと臨時的に大雨が降った後と

かいうときは生涯学習課のほうで毎月計測を記

録していきたいと考えております。こちらのほ

うで何らかの動きがあれば、そのときはそれな

りの対応をしていきたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 
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○６番 安里清市議員 ありがとうございます。 

 監視を強化していただいて、村民、近くに住

んでいる方々に不安がないように、安全安心と

いうふうなことがよく言われるんですが、どこ

をどうすれば安全なのかというようなことがち

ょっと今の段階では非常に不透明な気がします。

この測定の結果、半年、１か年、これで観測を

続けながらいけば、どの時期にそういう住民に

対する広報で危険ですよというようなことが言

えるのか、そして安全ですよというふうなこと

が言えるのか、そこら辺の判断については大変

難しいものがあると思うんですが、ぜひ頑張っ

て測定はしていただきたいと思います。 

 この件については、先ほどの自治会長会３名

の会長の皆さんが連名で出している要請文書に

おいても、崩落の危険性があるんであれば、適

切な措置を講じてほしい旨を記載されているわ

けであります。これは現場の状況から見ると、

適切な措置というと、これ岩を破砕して細分化

する以外にないのかと思うんですが、何かその

ような対処法についてお考えになったことがあ

りますか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えします。 

 この大岩２か所につきましては、国の史跡指

定範囲内となっておりまして、簡単にはちょっ

と岩を破砕したりとかいうことができません。

一応定点観測しながら変位状況を見ながらやっ

ていくしかないんですが、それとはまた別に、

もう既に県の文化財課とかを通して、まず文化

庁の方にも視察、まず現状を見ていただくよう

にお願いしております。そのときに、今後どう

いった対応していくかというのは、はっきりは、

そのときはできないと思うんですが、相談させ

ていただく予定ではあります。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 村の持てる力では少し

対応が困難な事例かなと思いますので、やはり

国、あるいは県を挙げて、必要であれば対策に

乗り出していただきたいと思います。 

 今後の対応としては、やっぱり監視の強化で、

岩の動きを観察しながら、明らかに危険だとい

うような判断をされた場合には、あらゆる安全

措置を講じていただきたいと思います。 

 この旗立て岩は、御承知のようにペリーが開

国を求めて浦賀に来た1853年に沖縄のほうにも

立ち寄って、県内調査をした。その中で旗立て

岩に星条旗を立てたというようなデザイン、ス

ケッチが残されていることから、私たちはそう

いうように呼んでいるんですが、これそういう

ふうなことで、歴史的にも文化的にも非常に価

値のあるところであるんだというふうに思いま

す。これを生かして、今後また中城村の観光に

資するとかいうようなことも考えられますので、

なお一層、監視強化に向けてはご尽力をお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

 あと、大枠の２のほうで、学校における防災

教育について取り上げさせていただきました。 

 消防組合等の連携の在り方についてお伺いを

しましたけれども、基本的な応急措置の仕方等

について、現役の消防隊員の方から直接学ぶ機

会を児童生徒が持つというのは非常に貴重な体

験になると思います。応急措置を学ぶ救急講習

等について、ぜひ取り組んでいただきたいと思

いますが、お考えをお伺いいたします。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 永川幸徳。 

○教育総務課主幹 永川幸徳 お答えいたしま

す。 

 救急救命を含む安全教育については、小学校、

また中学校のほうで指導する内容としてござい

ます。例えば中学校のほうで、中学校の保健体

育では心肺蘇生法など応急手当の意義、手当て

の方法や実習などの内容について指導がありま

す。子供たちに対してのものはそういった教科

等で学びますが、消防隊員による講習というの

は現時点では行われておりません。 
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○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 御回答ありがとうござ

います。 

 この件については、今の消防のほうに相談を

というか、現状をお聞きしたんですが、現在、

非常に人的な問題で消防組合のほうが苦慮して

いるというようなことで、職員の派遣はままな

りませんというようなことはおっしゃっていま

す。そうであったとしても、やはり何らかの形

で、この一、二年というふうなこともあるんで

すが、こちらから出向くというわけにはいかな

いはずですから、子供たちのことですので。ど

うにかして呼んでいただいて、救急講習の実施

をしていくというふうなことができれば、今後、

非常に有意義なことになるのかなと思います。

何とか追求をしていただきたいと思います。 

 先ほど主幹のほうからおっしゃっていました

中学校で保健体育を利用した救急講習ですか、

教育というふうなこともお伺いしました。ちょ

っと脱線するんですが、先月、議会の文教社会

常任委員会というところで、岩田県の釜石市の

ほうに視察に参りました。向こうは地震とか津

波が常襲地帯みたいなところですので、向こう

の防災教育の中では、小学校低学年、中学年、

高学年、そして中学校というふうに、そういう

枠づけをしまして、低学年のほうでは防災の基

礎知識を学ぶんだと。それから３、４年生の中

学年では災害への対処方法について学ぶ。そし

て５、６年生、高学年では災害から地域を守る

というふうな観点から学ぶと。中学校では避難

した後の行動を考えるというふうな、そういっ

たふうな段階づけをした防災教育を行っており

ます。学年別・教育目的別防災カリキュラムと

いうふうに呼んでいるみたいですが、これらを

策定して取り組んでいるというふうなことであ

ります。 

 中城村は幸い、この何十年ですか、津波被害

というようなことはないんですが、災害の種類

として私ちょっと気にしているのは、常日頃か

ら頭上を飛び交っている軍用機等の墜落に対す

る措置についても少し御検討の中に入れておく

べきではないのかなと思います。現に沖縄国際

大学にヘリが墜落した事故がありましたけれど

も、あれからもう20年ぐらいたつんでしょうか。

幸いにも人的な被害がなくて済んだんですが、

これが小さな小学校、中学校の子供たちのとこ

ろにというふうなことについて、どういうふう

な避難をするのかというふうなことも頭の片隅

に起きながら、防災について考えていただけた

らと思います。 

 学校防災水準ということについて状況をお伺

いしました。これが、大川小学校で約80名ぐら

いの子供と先生を含めて亡くなられたことで、

学校が持っているハザードマップが不備だった

のではないかということから、裁判で責任が問

われるようなことで、裁判所は、学校側の責任、

行政側の責任を認めて、川から津波が遡上して、

何ですか、川上のほうまで行って、その学校の

安全だと思われていたところまで達してしまっ

て、たくさんの子供たち、先生が亡くなった。

これについて、やはり訴訟を起こされて判決が

下りた。その判決を受けて、文部省は学校防災

水準ということについての通達を出していると

思われますけれども、油断することなく、防災

については頑張って取り組んでいただきたいと

思います。 

 このような防災水準についての作成マニュア

ル等については、基本的な対処を定めたもので、

実際の災害に対しては被害を軽減していくため

に避難訓練を重ねていくということも必要なこ

とだと思います。また、防災教育につきまして

は、児童生徒が楽しく興味を持って、その課題

に取り組めるような工夫をしていくということ

も、子供たちが積極的に取り組むことにつなが

ると思いますので、御検討の際には御考慮をお

願いしたいと思います。 
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 本日、２点について質問させていただきまし

た。自分たちというか私のほうが、学校で行わ

れているそういう防災教育について、あるいは

その他のいろんなことについて、どうも地元の

ことについて不明な点が多いというふうなこと

がまた改めて分かりました。今後、私自身もな

お一層勉強してまいりたいと思います。 

 質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で安里清市議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１１時４９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、12番 金城 章議員の一般質問

を許します。 

○１２番 金城 章議員 皆さん、こんにちは。

お昼どき、眠たいかと思いますけど、よろしく

お願いします。 

 毎回の質問ですけれども、質問の前にちょっ

と、午前中、朝市の話が議員の控室でありまし

て、少し朝市の話をしてから質問に移りたいと

思います。 

 昨日、中城のあたいぐゎー朝市が開催されま

した。朝市では、島にんじんの日に合わせて12

月12日前後の日曜日に、朝市の開催日に島にん

じんと島野菜、中城村産の野菜を使ったスープ

を提供しております。そのときに、通常より

100名以上の来客者が見えます。そこで島にん

じんを売っていないかということで聞かれまし

た、昨日ですね。そうしたら２名ほど、朝市の

会のメンバーはニンジンを提供していますが、

すぐ売り切れて、後で来た来客者には行き届き

ませんでした。今日は産業振興課長いませんけ

ど、ぜひ産業振興課が島にんじんの農家に対し

ては、朝市でも売りに来ていただけないかなと

思って、そこを産業課長にお願いしようかと思

ったんですけれども、いらっしゃらないんです

が。そのことについても少しまた村長、触れて

いただければ。 

 この島にんじんの日のイベントだけじゃなく

て、その旬には提供しないといけない。わざわ

ざ朝市に買いに来た人も、昨日のスープもおい

しいスープを作って盛況でしたけど。こういう

のはトップからいろいろ指導して、ぜひ参加し

てくださいよ。またあしたも朝市のことで質問

する議員がいますけれども、ぜひ考えていただ

ければと思います。 

 それでは、通告書を読み上げて一般質問に代

えます。毎回の質問ですので、ぜひすばらしい

答弁があることを願っております。 

 大枠１、道路行政についてであります。 

 宜野湾横断道路の進捗状況は。 

 ②西原バイパスの中城地区の進捗はどうか。 

 ③中城小学校、校舎完成しましたが、東側の

里道があります。そこの改修計画、これは先ほ

どの、各課テーブルには資料１枚ずつしか配ら

れていませんが、これを見たら分かるはずです

けれども、後でまた再質問しますので。 

 大枠２、中小、津覇小、中城新中学校の建設

です。それについて。 

 ①中城小の進捗状況と校舎施設設備はどうか。

新校舎の使用上の不具合はないかどうか。 

 ②中小南側、これは先ほどの資料パイプです

ね、里道です、大枠１の。南側里道の排水パイ

プの位置処理が工事業者との打合せはちゃんと

行ってああいうパイプの施工になったのか。資

料写真を撮ってきてありますので。 

 ③新中学校の進捗状況と周辺整備計画は終え

ているか。また、地域説明会はどうか。以前の

答弁では年内に行うような答弁でしたけど、ま

だ連絡ないですが、どうなのか。 

 ④です。新中学校の災害時の避難道と計画場

所は。午前中も安里清市議員から質問がありま

したけど、やはり学校等は避難道も周辺整備と
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一緒に考えていただきたくて、この質問を出し

ております。 

 大枠３、中城城跡共同管理協議会と観光協会

について。 

 ①今年度の６月議会でも９月議会でも質問し

ました。各観光協会について、北中城村との統

合、その話合いを行ったかどうか。また、管理

協議会はなくし、観光協会への管理委託の考え

はないか。 

 ②は、同じですね。ちょっと削除しましょう

ね。 

 次の③です。管理協議会の予算と観光協会の

予算、事務費、管理費、人件費等、状況はどう

か。観光協会に管理委託にて予算はどう変わる

かです。ぜひよろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、金城 章議員の

ご質問にお答えいたします。 

 章議員のほうから、冒頭、島にんじんの販売

についての要望ということでしょうか、協力願

でしょうか、ありましたけれども、本当に毎月

２回、朝市あたいぐゎー市場、盛り上げていた

だきまして、本当にありがとうございます。 

 この12月12日に制定しまして、私のほうにも

あちらこちらから島にんじんはどこにあるんだ

ということで、先日は沖縄市の友人から連絡が

ありまして、沖縄市のほうまでは全然入ってこ

ないのでということで、中城まで買いに行った

ということで、購入先はごさまるしぇのほうで

購入をしましたというふうな報告がありました。 

 村としても島にんじんは特産品、自慢の特産

品でもありますので、今後、産業振興課ですと

か、あと農家の皆さんが販売できるようにして

いきたいというふうに思っております。 

 また明日、昌雄議員からの朝市の話がありま

すので、そのときに質問されましたら答弁させ

ていただきます。 

 それでは、まず大枠１、道路行政についての

①宜野湾横断道路の進捗についてでございます

が、宜野湾横断道路は、中部土木事務所におい

て、道路予備修正設計及び橋梁予備設計を実施

しており、景観及び地滑りに関する有識者の意

見を踏まえて、今年度中に成果を取りまとめる

予定と伺っております。 

 早期事業化の要望といたしましては、中部土

木事務所、県土木建築部へ毎年要望を上げてお

り、また昨年はサンライズ推進協議会に加盟す

る３町村と共に県主催の大型ＭＩＣＥと関連し

た会議の場におきまして、ＭＩＣＥ計画に貢献

する道路であるということを確認いたしました。 

 そのほかに、中部市町村会と連携して総合事

務局、開発建設部や県選出国会議員及び政府関

係機関へ要望活動を行っております。 

 早期事業に向けましては、行政のみならず議

員の皆様のお力もお借りしながら進めていけれ

ばと思っております。 

 次に、②西原バイパス中城地区の進捗につい

てでございますが、３月の説明会で話があった

とおり、用地幅くいの設置及び用地測量業務を

行っていくという報告がありました。具体的に、

基準点測量と幅くい設置測量を行っております。 

 次に、③中城小学校東側里道の改修工事計画

につきましては、現在のところは計画はござい

ません。 

 大枠２につきましては、教育委員会がお答え

いたします。 

 続きまして、大枠３の中城城跡共同管理協議

会と観光協会についての①統合の話合いは行っ

たか、管理協議会はなくし、観光協会へ管理委

託の考えはないかという質問でございますが、

両村の今後のスタンスも現在ははっきりしてい

ない状況でございますので、中城村、北中城村

の観光協会の統合の話合いは現在のところは行

っておりません。それに伴い、現時点での管理

協議会を観光協会へ委託することは考えており

ません。 
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 続きまして、②、先ほど削除ということでは

ありましたけれども、両村の観光協会の考えが

統一するのであれば、選択肢の一つではないか

というふうに考えてはおります。 

 ③管理協議会予算と観光協会予算、事務費、

管理費でございますが、それについてお答えい

たします。 

 管理協議会予算といたしまして、令和６年度

決算支出済額の事務費につきましては1,680万

4,000円、管理費につきましては1,812万8,000

円。 

 次に、観光協会の予算といたしましては、事

務費につきましては1,658万1,000円、ただし、

令和６年度に関しましてはナイトコンテンツ、

リミサを含めますと１億9,084万3,000円でござ

います。管理費は847万6,000円でございます。

以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 皆さん、こんにちは。 

 金城議員の大枠２についてお答えします。 

 ①中城小学校は９月16日より新校舎で授業を

開始しており、現在、グラウンド整備及び外構

を整備するため、旧校舎を解体しているところ

です。新校舎において、天井からの雨漏り箇所

がありましたが、改修しています。 

 ②雨水の配管位置は、村が設置したコンクリ

ートますに流しているため、特に協議は行って

おりません。 

 ③中学校建設は基本設計を進めており、周辺

整備が必要な箇所については関係部署と協議を

行い、整備を依頼します。地域説明会は令和８

年２月に実施します。 

 ④避難経路及び避難場所の選定については、

学校長や関係課とも協議して選定していきたい

と考えております。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、毎回の答

弁、あまり進捗がないようですので。 

 道路行政は、宜野湾横断道路とバイパスはま

た次にしますので、中小の東側の里道の改修で

す。なしという答弁ですが、先日見回って写真

を撮ってきました。資料ナンバー①と書いてあ

る所です。ここは南側からの、出口ですか、入

り口ですか、そこのところから撮った写真です。 

 この水です。これ里道が、水びたしです。そ

この手前まで農道舗装で舗装されています。そ

れが舗装されていないところで、こんな状態な

んですよね、資料１番の。これは中小からの、

この擁壁からの排水が全部漏れている、こんな

状況です。 

 それとこの資料２番の車が止まっている所も。

この方も、この後ろの畑の方なんですけど、こ

のパレットも、水で地盤が悪くて、歩くために

設定したような感じです。 

 それとこのパイプです。これ村が設定した排

水路につけても、この様につけるのかなと思っ

て、それで質問をだしました。 

 別の民間が、住宅建設にて説明するときには、

皆さん方、排水はちゃんと処理してくださいと

いうことで指導はありますよね。都計課長、よ

く指導していますよね、こういう指導はね。こ

れどなたがお答えするか分からんけど、どう思

いますかね。この資料写真の状況を見て、１番、

２番、それとこの３番のちょうど車の搬入時期、

この日は３回目に行ったときに撮ったもので車

が入っていますが、そこは少し乾いています。

湿った状態では車が入れなくて、これパレット

を置いている。この状況を見て、どう思います

か。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 一番最初に議員が指摘されているこの水のぬ

れている箇所については、壁からの水というこ

となんですけど、基本的に壁から水はそんなに

出ていない状況です。実際これは雨が降ったと



─ 57 ─ 

きに、こちらの場所については北側と南側から

のこの里道の面を通って、水がそこにたまって

きている状況です。グラウンドの水も壁のほう

の穴から幾分は出るんですけど、こちらのほう

に全部水がたまってしまっているためにぬれて

いる状況になっているというふうに調査してい

ます。というのは、北側のほうのその面につき

ましては、同じように雨水を出す穴があります

けど、そちらのほうは全然ぬれていませんので。

全体的にここの場所だけが集中している状況で

す。 

 今回、小学校の建設において、新たに雨水の

パイプを、露出の状態でありますけど、こちら

のほうに設置してあります。こちらの部分につ

きましては、既存の集水ますのほうに位置づけ

ているんですけど、勾配の関係上、このような

形で露出する形になりました。 

 ３番目の点につきましても、上から見た状況

ということですので、晴れが続いている日につ

いては若干その部分はなくなっているというふ

うに認識しています。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 課長、ちょっとこの

１番の写真を見てください。 

 この水が抜ける穴から漏れているのがありま

す、見えますか。２番の穴は、これは雨が止ん

だときに撮ったやつです。これもこの水を抜く

穴からの雨水垂れが地下水から出ているのが見

えませんか。 

 それとね、資料４番の写真は、これは農道舗

装されたところから撮りました。こことの段差、

この農道から行くということはまずないですね、

考えても。全部校舎からの水なんです。それと、

これだけ里道が広くなったら、やっぱり周辺は

利用しますよ、これ。里道計画もないけれども。 

 こういうことが要するに実際執行部の方々、

教育委員会のほうも学校を造るときに、これ周

辺整備も一緒にいろんなことをやらないといけ

ないということだと思うんです。周辺の状況を

改善しながら、この施設はどうしてもやらない

と。今、課長がこの校舎からつくったから水漏

れていない、雨水だと言っていますが、これだ

けたまっているんですよ。雨降っているときに

撮っていないですよ、これ。雨の後、２日後に

撮ったんです。 

 この２番目は、ちょっと大分晴れが続いた段

階。それでも側溝の周辺は全部ぬれているじゃ

ないですか、それでもまだ、水たまりあります。

側溝を造っても、またこの１番のところは、側

溝も造られていないんですよ。 

 ちょっと都計課長に伺います、都計課長。民

間の住宅の建築の場合、この水処理の側溝とか

もしない場合は、どの様に指示していますか、

どんなふうに、この雨水改善しなさいというこ

とを指導しますでしょうか。この処理はどうい

うふうに処理していますか。指導していますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えいたします。 

 基本的に雨水に関しては敷地内で浸透させる

とか、そういう処理を依頼しているところです。

ただし、それで処理できない部分を接続とかそ

ういう感じで協議しているところでございます。 

 今のこの小学校の擁壁については、この小学

校の改修事業で、小学校の建築工事で設置した

擁壁ではありません。平成28年でしたかね。グ

ラウンドのハブ防除工事で擁壁を設置しており

ます。そのときに、やはり擁壁からは水抜き穴

から水は出てくるものなので、そのときに、ハ

ブ防除工事の擁壁を設置したときに側溝を設置

しております、調べたところですね。 

 この舗装されているところ、舗装されていな

いところ、この違いは、こちら里道として法定

外道路になっているんですけど、そこからまた

北側のほう、２軒ぐらい住宅があるんですけど、

そちらは舗装されております。この学校からま

た農道までの間、反対側の農道までの間も舗装
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されております。今、舗装されていないところ

は畑になっているところでございます。畑に関

して、畑を使うために都市建設課のほうで舗装

工事、そういうものはやはりできないので、今、

畑になっている以上、都市建設課のほうではこ

の舗装などを行えない状況でございます。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 課長、僕はね。この

学校工事、今、もう確かにこの擁壁は運動場の

改修工事にハブよけで造ったことを理解してい

ます。ここ造った段階で、反対側は、農地側に

は側溝がありますよね。ここはもう側溝もない。

この水、二、三日してもまだ水たまりがあると。

こういう状況はどうなのかと。だから、学校を

造るときにこういう周辺のことまで考えていろ

んな整備事業を入れてほしいんですよ。そこを

望んでいるわけ、僕は。 

 それで、住民から、畑であるからということ

ですけども、皆さん方、この４番の写真、この

農道を舗装して、農道からこの出入口している

んですよ、逆を言えば。都計課長もそういう考

えで話したら、違いますね。農道からの出入口

は皆さん方、住宅建設でもオーケー出さないで

しょう。 

 ぜひね、こういうことはちょっと考えていた

だきたい。建築に関して、副村長がよく御存じ

ですので、このパイプとかこういう状況という

のを副村長、どう考えますか。 

○議長 伊佐則勝 副村長 新垣 正。 

○副村長 新垣 正 お答えします。 

 先ほど都市建設課長からもお話ありましたけ

ども、この擁壁については平成28年度、ハブ対

策事業で入れた擁壁で、確かに背後の里道は２

メーターから３メーターぐらいあります。ただ、

予算的に今の里道を整備することができなかっ

たもんですから、恐らく、これは教育委員会で

整備していますので、今現在になっていると思

います。 

 まず里道を整備するには、それ農林事業とか

いろんなものが考えられますので、その辺を担

当課にあるかどうか、ないか、それも含めて今

後やっていければなと思っています。以上です。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 今日、産業課長がい

らっしゃらないからまたあれでしょうけれども。 

 ぜひですね、農道でもいい、ここに排水を造

らないといけないと思うんですよね、この擁壁

の隣。１番のところは。 

 ２番は設定したので、１番は設定していない。

水の量がないから設定していない。この隣地の

畑の方は、ここから。これ僕が最初に行ったと

きは、この一番の入り口のところに車止めて、

奥まで入らず、そこから荷物を運んでいるんで

すね。 

 幾ら道路とかは、農業で使うのと、皆さん方

生活で使うのと法律的には分かれているかもし

れませんけど、基本的には村民が使う道路なん

ですね、農道も普通の生活道路も。そこを改善

しないと、どんな考えかなと分からないです僕

は。ぜひこの公共施設でもいろんな造る段階で

は、この周辺整備をぜひ考えていただきたいと。 

 それと大枠２番です。この周辺整備。これね、

僕は小学校を見にいったときにそう思ったんで

す。中学校の件でも周辺整備、まだまだですよ

ね。皆さん方、農道の代わりに、上に代替の農

道を造ってくれと、西側の新中学校の、計画し

なさいとお願いしているのにできないというこ

と。安里のムラガーは、安里郷友会というもの

も持ち物なんですよ。そして、この皆さん方、

中学校建設のときに、１つは拝所の土地も皆さ

ん方が協力して郷友会が協力して買うことにな

ったと思います。そこのムラガーの入り口は道

路を造ってほしい。何度も言いますけれども、

拝みの人が意外と多いです。また皆さん方が学

校敷地内から入って通るほうが近いですよとい

うことですけど、これが一々許可を取ってまた
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入らないといけないことになる。 

 もう一つ、そうしたら副村長、この農道代替

地というのは、産業振興課長もいませんけど、

２つの農道を潰しますよね。この代替地という

のはどんなですか。この北側、西側に２筆、ま

だ農地が残っていますよ。どんなですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 現在、移転予定地区である地区には、今２つ

の農道が入っているのは私たちも承知しており

ます。今回の土地を全て買上げしておりますの

で、こちらについては農地がないために、配置

替え等については考えておりません。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 課長、違うんですよ

ね。１筆でも使う、１人でも使う農民がいたら、

農道をなくすことできないんじゃないですか。

代替でも造っていただかないと、どうしようも

ならないですよ。皆さん方、公共事業をするか

ら、住民が要するにもう不便な状態で大丈夫だ

と思いますか。村長、これどう思いますか。住

民が不便かかっても、公共工事はそのまま進め

るべきかな。 

○議長 伊佐則勝 副村長 新垣 正。 

○副村長 新垣 正 お答えします。 

 先ほど教育課長から話がありましたけれども、

今回の農道付け替えというのは、あくまでも土

地改良区の農道だと思うんですよ。それで、そ

の辺は全部用地買収も終わって、それから農地

の付け替えの農道というのは学校敷地内ではで

きないんじゃないかなということで、僕も教育

課長とも話は何回かしたことがあります。 

 今、章議員の話では、１人でも農業をする人

がいれば、農道の代替地は必要じゃないかとい

う話をするんですけど、それは、今からその人

とも会って、本当に必要かどうかも議論しない

と。今、章議員が言っているだけで教育委員会

もなかなか動かないと思うんですよ。今、教育

委員会の中では、正門から入っていって拝みに

行くという計画を持っていますので。あとはこ

れをまた住民説明会がありますので、その辺で

議論を高めればいいんじゃないかと思っていま

す。以上です。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 前議会でもお話しし

ましたけれども、皆さん方、不審者情報、今度

も出ましたよね、先週ですか。不審者情報。こ

れ保護者からよく来るんです、また不審者情報

が出ましたとかいうの。許可をもらって行きな

さい、そこを通りなさいって、相当矛盾してな

いかなと思うけど。この拝みがあるときは、そ

の日に限って、日曜日でもなんでも、祝日でも、

通らんといけないわけです。そのときどこで許

可をもらうんですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 安里のムラガー

への進入については、校門のほうから入ること

は可能です。土日の運用につきましては、今後、

学校ともいろいろ調整していくんですが、今回、

小学校においても中学校においても、地域開放

された施設ということで、土日はなるべく、こ

の区間については、休みの期間でも交流ができ

る場として活用していきますので、そのような

対策を講じていくというふうに考えています。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 課長、地域交流も要

するに考えていらっしゃいますよね。しかし、

この地域のことをもっと考えていただけないか。

いちいちね、要するに管理、入っていいですか、

許可をもらうのにどんなするのかなと思って。

この沖縄の独特で井戸を拝んだり、拝所も拝む

のは、この人とっぴにいらっしゃるんですね。

今日、この拝所、鍵を開けてくれんとかね、す

ぐ急に来るんですよ。学校内に入る許可はどん

なして取りますか、すぐその日。その日でもす
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ぐ皆さんオーケー出すんですか。しかし、メー

ルには、学校の生徒の保護者には、不審者情報

も気をつけてください、迎に来てくださいとか、

そういうメールが最近多いんですよ。それは、

以前から言うようにどう振り分けするのか。こ

の敷地は教育委員会が買いましたけど、同じ村

のじゃないですか。これは全部、中学校の建設

資金は全部補助金ですか。何％ですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 パーセントというのは、ちょっと比率は事業

費が確定していないので持っていませんが、基

本的には学校校舎と体育館、建物については補

助が適用する部分、できない部分がありますの

で、それに応じた補助金を申請してまいります。 

 あとは、外構につきましては、グラウンド整

備のみとなりますので、外構については補助金

は活用できません。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 何か一般財源からゼ

ロ％で、どのぐらい、大まかでいいですよ。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 一般財源については、今後、補助金申請と起

債が入ってきます。あと、中城小学校につきま

しては、建設基金のほうも一部充当してきてい

ます。なので、一般財源については、これまで

も申しているとおり、建設事業でなるべく負担

をかけないように、現在ある補助金、あと起債、

基金を活用していきたいということを考えてい

ますので、今何％ぐらいというのは直接申し上

げられませんが、なるべく低く抑えていきたい

というふうに考えて整備を進めていくところで

す。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 そうしたらもう一度

だけ。 

 僕が望んでいる農道の代替地というのは、そ

こは要するに財源は別として造れないというこ

とですよね。どうして造れないのかだけ。補助

金とかその対象に係るからなのかどうなのか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 現在、基本設計

を進めている段階において様々な面から協議し

て来ています。金城議員がおっしゃるように、

校舎の中からの進入口にするのか、外構からな

のかとかいうのも様々な角度から検討していま

す。代替地を回すとなると、維持管理の面にお

いて、こちらに道路を設定すると、教育委員会

のほうでは整備ができないとか様々なものがあ

ります。あと、今後の利用活用も含めて今現在、

中を通すほうが経費的に、あとは維持管理にお

いても重機も入れるような設定をつくっていま

すので、そこのほうが利活用ができるというふ

うに考えて今進めています。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 では村長、今の答弁

聞いてね、副村長でもよろしいですよ。何か別

の考えないかどうか。これ教育委員会の施設だ

から道路管理できない、都計課もあるじゃない

ですか。同じ村ですよ。管理を分けないといけ

ないの、道路管理は。都計課で済むことだと。

それか産業振興課がどっちかでしょう。農道の

代替地なら産業振興課かもしれませんよ。村長、

副村長、どちらでもいいですよ、どうしてでき

ないのか。 

○議長 伊佐則勝 副村長 新垣 正。 

○副村長 新垣 正 お答えします。 

 できないんじゃない、できるんじゃないかと

いう話があるんですけど、今回のこの計画、全

体計画を見ながら、今、基本設計も入れながら、

教育委員会のほうでやっていますので、農道を

開けようと思えば、それはできないことはない

です。ただ、そこには、さっき課長からもあっ
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たように、維持管理、それから年に何回こっち

にムラガーに行くか分かりませんけど、その辺

の維持管理がすごくかかるんじゃないかなとい

う懸念もありますので、今のところは農道の代

替地というのは、そこをするのは厳しいと私の

ほうは考えます。以上です。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 副村長、管理は同じ

村でしょう。どの課がやろうがあまり変わらな

いと僕は思っていて、そこの通り道を開けて、

校舎内からも通り道を開ける。何が違うのかな。

ちょっと僕は理解できないですね。あるいは施

設内でフェンスで囲って、ここは中学校の校舎

内ですよと、これ敷居があるから、ないからな

のか。近くに通る道路の管理をそこで教育委員

会が管理上難しい、維持管理が難しい、都計課

か産業振興課に任せればいい。 

 後ろ側にこの用地は、前でも開けるとおっし

ゃっているのに何が変わるのかな。理解できな

いんです、僕は。もう一度ちょっと説明できま

すか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 今、基本設計の

段階でいろいろ案を検討しています。こちらの

ほうにつきましては、２月の説明会でも、その

ように十分に説明できるように検討していると

ころです。現状況とか、あと財源面、いろいろ

考えたときに、維持管理も含めてですが、今は

この形のほうがベターというふうに考えて進め

るために、その方向で今進めているところです。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 課長ね、毎回そうい

う答弁しますけど、計画出来上がる前に、僕は、

それで要請、毎回毎回質問を出すんですよ。皆

さん方、計画だからこれでいいですかというと

多数決だけ。出来上がった後にまた区民から苦

情あったら、僕はもう区民にまた申し訳ないと

思って毎回質問するんですよ。 

 そこに道路通れるように、先ほど答弁では重

機も通れるような通り道を造るとおっしゃって

いるのに、何が違うか分からないですよ。村長、

違いが分かりますか、今の説明で。この道路の

説明、課長の説明で。重機も通れるような設定

に中学校にすると。しかし、管理上、教育委員

会ができないと。何が違うのかちょっと、答弁

聞いて分かりますか。村長に聞いている。課長

が答弁しても一緒だよ、村長に…… 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 金城議員がおっ

しゃっている部分につきましては、こちらの設

計上でも、中での維持管理もいろいろ対策とし

て必要ですので、両方に道を造るというのが今

厳しい状況です。面積的にもグラウンドと体育

館を基準を満たすために、今、面積を取ってい

ますので、外側に道路を造ると敷地内面積が減

ります。その部分を確保していくことも考えつ

つ、そこをそのような形で計画しているところ

です。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 議長、僕は村長にも

ちょっと答弁願いたい、今の件で。担当課長か

らは全く同じ進まない。考え方が違うから村長

に求めているんだよ。 

○議長 伊佐則勝 副村長 新垣 正……、村

長答えますか。 

 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 先ほどから議員と、あと担

当課とのやり取りを聞いておりましたら、私も

教育総務課長の考えのほうが合っているのでは

ないかなというふうに思います。以上でござい

ます。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 今の説明で、もう教

育総務課長が合っていると。もう執行部だから

そういう考えで。本当に今の答弁聞いて、村長、

この道路の管理で、校舎内にフェンスの１枚、
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中にあって、管理上できる。同じ村の施設です

よ。産業課なのか都計課なのかただ違いだけで。

維持管理上、この不備があると。重機の通れる

道も設定するという答弁ですよ。それでそうい

う教育総務課長が答弁しているから、そういう

ことで考えるんですか。もう一度だけ、そうい

う考えなんですか。議長、村長に。 

○議長 伊佐則勝 違うよ、ちゃんと説明して、

もう一度。 

 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 私たちの学校建

設についてはいろんなケースを想定してやって

います。今現状として、配置については、運用

面と資金面も考えつつ、あと、今後の部分も考

えると、今現在進めている案のほうが効果的と

いうふうに考えていますので、そちらを進めて

いきたいというふうに考えています。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 今の中学校施設内に

郷友会の持ち物の土地がありました。そこは先

ほど話したように協力して買っていただけた、

そのままね。これ差し戻すことできるの、そう

したら。お金返せば、要するにこの郷友会の敷

地、買戻しできるかどうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 基本的に買い戻

すことはできないというふうに考えています。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 この人たちは今の村

長じゃなく、前村長からの引継ぎでありますけ

れども、買う人はそういう相談も乗っている人

がいるんですよ、この施設は。皆さん方はもう

縦社会で、横とつながり何もなくて、そこでど

うしようもないとおっしゃるけど、地域のこと

を考えないと、何で僕が中城小学校のこの新設

の中小のことを見にいったかで、この中学校建

設もこういう、いろんな苦情が出ないうちにい

ろんな周辺整備をすべきだと思う。計画立てた

から、皆さん、変更できないとしか言わないで

すよ。そこをぜひもう一度考えてください。土

地を提供した地主さんからは、そういうことが

あるんですよ、農道は。買ってしまえば、自分

たちが校舎勝手に造るとかいう。地域の住民の

声を聞いて公共施設は造ったほうが理想的なも

のですよ。 

 村長、公共施設は、執行部が総意があれば勝

手に進めていいということを考えていますか。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 もちろん計画が進んで、勝

手に進めていいというわけではございません。

先ほどからありますように維持管理の面ですと

か、あと費用の面を考えますと、今の計画のま

まで進めていきたいなというふうには思ってお

ります。章議員には章議員の意見、またこちら

のほうでは、もちろんいい環境をつくるために

やっておりますので、それが私の意見でござい

ます。以上です。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 村長、地域住民が反

対したら、公共施設造れないんですよ。僕は、

僕の考えだけでこれ進めていると、村長、そう

いう今の答弁ですけど、そうじゃないですよ。

この地区に住んでいる地域の方々がそう望んで

いるから僕は話しているんですよ。計画が進ま

ない前に、それで議会でやっているんですよ。

担当課長と進めてもらちあかんし。ちゃんと議

事録に残すためにこれやっている。 

 もう一度、そうした計画、地域説明会、２月

と教育長は答弁しましたけど、中学校の実際の

計画案、これ出来上がった段階で変更できるか

どうか。それと、何月からまた中学校着工の予

定なのか。図面は、ちゃんとした図面がいつ出

来上がるのか。 

 それと河川計画はどうなるか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 現在、中学校の
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建設につきましては基本設計を進めています。

今月から12月にかけて、もう基本設計を固めて

いきます。その段階でおいて、２月に住民説明

を行っています。その際に、地域の方たちにも、

この学校の施設及び外構についても納得できる

ように説明をしていきたいと考えています。 

 あと、変更できる部分につきましては、内容

に応じて、もし不備だとか問題がある場合につ

いては検討していきたいというふうに考えてい

ます。実際、実施計画に入らないと……、向け

て決めないと形ができませんので、今それを進

めています。 

 河川計画につきましても、現在、中学校の真

ん中のほうにますを設置して、水路を流す計画

というのは確認しております。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、この河川

計画でね、課長、中学校建設の上の河川があふ

れれば、この今の僕が言っているムラガーのほ

うにずっと流れていくんです。そこもムラガー

の末端からはちゃんと中学敷地内に入って、小

さい側溝ですか、そこが河川があると思います。

周辺整備のところね。そこもちゃんと整備しま

すか。これ側溝はそこに入っていないのかどう

か。ムラガーの毎回あふれて出る水の処理、側

溝ですけれども、ここはどうなのかな。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 今回の学校建設

におきまして、議員がおっしゃっている箇所の

排水のほうにつきましても若干整備をしていき

ます。というのは、今現在通っている水路の改

修も行いますので、ボックスのタイプを入れま

すので、そちらの整備を行うときには一時的、

そちらのほうに水を少し流さないといけないの

で、そういうのも含め、こちらのほうも整備し

ていく予定です。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 前に進まないですね。 

 それでは次、避難道については計画はまだだ

とお話でしたけれども、ここは上の山、安里地

区の山のほうに逃げる予定だと考えますけど、

今の正門からの予定なのか、また裏門というか、

今、僕が求めている、そこに花屋さんがありま

すよね。そこのほうに逃げる、329が近いんで

すけど、どこのほうがいい案か。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 現在、避難経路と避難道につきましてはいろ

いろ、今後、学校長とも調整をしていくことに

なっていきます。実際、学校長との協議が重要

であり、現段階では安里地区のほうを通る方向、

もしくは奥間とか当間のほうに逃げるのかとい

うのを、避難経路とするのかというのも考えて

いかないとというふうに考えています。 

 あと、その津波の到着時間によっても、この

避難経路についていろいろ検討していないとこ

ろがありますので、こちらのほうも十分協議し

ていきたいというふうに考えています。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 今、答弁では各課で

いろいろ協議を重ねるという、本当に周辺整備

は各課で早めに進めるのかどうか。計画が出来

上がって、先ほどの小学校みたいに周辺の人が

使い勝手が悪いようなものになっては困る。ぜ

ひこの件は考えていただきたいと。逆にこの計

画に対しては、ほとんどの地域住民も一緒にな

って計画してほしかったですね。課長たちはも

う一方的なもので進めていくとしか僕は感じな

いから。 

 もう一つね、この番号の資料４番です、この

写真の。この左側の電柱がありますよね。これ

も新校舎を造るために新しく立てた電柱だと僕

は思っています。新たにコンクリートを打ち直

していますよね。この電柱を支える横線のこの

黄色いカバーがついたやつ。これこちらから入
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っていくときに相当邪魔なんですよ、反対に出

るときも。車の擦れ違いも支障を来すところ。

電気を引っ張って、この電力は引っ張るかもし

れませんけれども、この入り口に対してそうい

うささいなものも全然気がつかないから、大き

い中学校、60億もかけて中学校を造る割には周

辺に関して配慮がない。こういうことがもっと

起こってくるだろうと思う。周辺整備にかけて

はもっと検討してほしいですね。 

 以上ですけど、僕が言ったことはもう住民説

明会に全部出ますよ。僕は住民からの意見でい

ろいろとしゃべっていますから。 

 ここはもう前に進まないから、１分ですけど、

村長、もう一度だけ。 

 村長、北中とスタンスが、考え方が一致すれ

ば観光協会を一緒にしてもいいという話、答弁

でしたけど、どうですか、今度話し合って、管

理協の予算も減るし、観光協会に任せて。城跡

の入場料とか、そこは観光協会に任せば、収益

を上げても大丈夫だと思うんですよね、外郭団

体ですから。それもぜひ考えていただきたいと。 

 もう一つ残っていた。是非、これは考えて、

考えられる、どうですか。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 北中城村と中城村の観光協

会統合ということなんですけれども、確かに削

減にはなるとは思うんですが、今後お互いの会

員もおりますので、事務局長、会長含めてよく

協議をしていきたいというふうに思っておりま

す。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員、時間ですの

でまとめてください。 

○１２番 金城 章議員 課長、この資料５番、

６番、これに対して何か感じることないかな。

６番は、このすぐ入り口の上です、このひび割

れは。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 ５番については給食の搬入、６番につきまし

ては、こちらは多分、小学校の水漏れがあった

箇所の補修だというふうに見ています。 

○１２番 金城 章議員 補修は終わったかど

うか。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 補修は終わって

います。 

○１２番 金城 章議員 ここまでちょっと質

問が間に合わなかったんですけど、この給食の

搬入ももっと考えていただきたい。校舎を造る

には考えていただきたかった。造ったばかりで、

このクラックも出ている状況ね。もう今度、検

査して、どこに何があるかちょっといろいろと

調べていただきたいと。ぜひお願いします。 

 これで一般質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で金城 章議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１４時２６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時４０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、２番 玉那覇 登議員の一般質

問を許します。 

 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 皆さん、改めまして

こんにちは。ただいま議長のほうから許可を得

ましたので、一般質問をしたいと思います。２

番 玉那覇 登でございます。 

 それでは、大枠１、水道管老朽化の対策につ

いて。 

 本島北部の水道管が破裂して漏水する事故が

24日、大宜味村内で発生し、本島中南部の17市

町村で断水のおそれがあると発表されましたが、

本村においては断水はなかったと聞いています。

本村の水道事業は、昭和43年に供用開始してい

ますが、57年も経過した水道管は老朽化し、漏
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水や道路陥没のおそれがあります。老朽化や更

新対策について伺います。 

 大枠２、ハラスメント対策について。 

 近年、全国の自治体で首長の不祥事が相次い

でいます。内容はハラスメントのほか、学歴詐

称など様々です。中でもパワーハラスメントや

セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメ

ント等が多く、社会問題となっております。 

 どちらかというとパワハラやセクハラは内的、

内側なハラスメントで、カスハラは外的、外側

からなハラスメントと考えております。それの

対応をお伺いいたします。 

 大枠３、物価高騰対策について。 

 政府は、28日経済対策の裏づけとなる2025年

度補正予算を閣議決定しました。12月上旬の臨

時国会に提出し、年内成立を目指すとあります。

経済対策の柱である物価高騰対応に子供１人当

たり２万円一律給付、電気・ガス料金補助等、

また、自治体が自由に使える重点支援地方交付

金がありますが、本村ではどのような施策を行

うかお伺いします。 

 大枠４、中城村の祭りの実施について。 

 本村が主催、協賛、助成している祭りの種類、

予算、場所、来客数等をお伺いします。 

 以上であります。よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、玉那覇 登議員

の御質問にお答えいたします。 

 大枠１番、水道施設の老朽化・更新対策につ

いてでございますが、議員御指摘のとおり、中

城村水道事業でも水道施設の老朽化は深刻な問

題でございます。水道管の耐用年数は40年とさ

れておりますが、本村の水道管の中には50年余

り経過したものもございます。そのため漏水調

査などの点検業務を実施するとともに、優先度

の高い施設の更新工事を実施しているところで

ございます。 

 続きまして、大枠２のハラスメント対策につ

いてでございますが、中城村職員のハラスメン

トの防止等に関する規定により、セクハラ、パ

ワハラを代表するハラスメント防止のための措

置に関する必要事項を定め、ハラスメントの防

止対策、ハラスメントの理解を深めてもらうた

めの研修会の実施や管理職研修において、ハラ

スメントに関する内容を充実させるなど対策を

講じているところでございます。 

 そのほかにハラスメントに対する相談員や対

策委員も、職員及び外部機関から選任しており、

相談環境の構築も行っております。 

 カスハラ対策につきましては、令和８年１月

に研修会を実施する予定で、窓口業務の多い職

種を中心に受講していただく予定でございます。 

 現時点でカスハラに対する規定やマニュアル

等がないため、今後の研修会等を活用し、知識

と理解を深め、規定の整備等検討してまいりま

す。 

 続きまして、大枠３、物価高騰対策について

でございます。 

 現時点では、中城村への配分額が示されてお

りませんので、現在は各課からの事業提案を募

っている段階でございまして、今月中に決定す

るよう進めてまいります。 

 続きまして、大枠４、中城村の祭り実施につ

いてお答えいたします。 

 村が主催、協賛、助成している祭りの種類、

予算、場所、来客数等でございますが、産業ま

つりが予算が100万円、うち村の補助金は20万

円でございます。場所は吉の浦会館及び駐車場、

来客数が約3,000名となっております。 

 昨日も福祉まつりが行われまして、玉那覇議

員は保護司としてＰＲ活動、寒い中ではありま

したけれども、されておりました。昨日も結構

多くの皆さんが集まっていたのではないかなと

思います。 

 続きまして、護佐丸まつりが予算2,380万円、

場所は中城城跡、来客数が7,646名。 
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 続きまして、中城産業まつりが予算が1,000

万円で、場所は中城村公共駐車場で2023年開催

の来場者は6,511名でございました。 

 続きまして、生涯学習フェスティバルが予算

が約42万円、場所は吉の浦会館と村民体育館、

来場者は約1,000名でございました。 

 護佐丸の響きでございますが、予算は約70万

円、そのほかに研修費もこれには含まれており

ます。場所が吉の浦会館、来場者数が約300人

となっております。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 ありがとうございま

した。 

 令和６年度の決算で第７次拡張事業が平成29

年から令和８年までの10年間で行われて、南上

原ポンプ場関連工事とか老朽化の更新工事等を

行ってきたとありますが、県内や県外での漏水

や道路陥没など起きていますけれども、やっぱ

り新聞報道なんかでもよく見られるように、事

前の点検では問題はなかったと記事があります。

12月４日にも沖縄市の比屋根で漏水が発生して

いますね。 

 老朽化した管は、いつ破裂するか分かりませ

んので、そこでお伺いします。50年以上たって

いる管もあるとありましたが、この質問もあり

ますので。 

 本村の水道管の延べ距離数と、それに関わる

更新工事を行ったりとか耐震工事とかも含まれ

ると思いますが、それは大体何％ぐらい完了し

ているのかお伺いします。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 下地良和。 

○上下水道課長 下地良和 玉那覇 登議員の

御質問にお答えします。 

 本村の水道管の総延長は140.8キロメーター

に上ります。そのうち耐用年数を超えた、40年

を超えたものは29.9キロ、パーセントで言いま

すと21.2％になります。 

 更新の度合いということなのですが、今直近

５年程度の平均の更新している延長としては、

年間１キロ程度しか更新ができていないという

状況であります。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 ありがとうございま

した。 

 耐用年数が40年と言われていますが、これを

超えている管が29.9キロですかね、21.2％ある

というふうなことでありましたが、ちょっとま

たさらに村長の答弁で、50年以上の管もあると

いうことでありますが、これも何キロぐらいあ

るかどうか、大体どの辺、場所とかももし分か

ればお願いします。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 下地良和。 

○上下水道課長 下地良和 50年以上超えた水

道管に関しては、ちょっと具体的な数字はお示

しできませんが、場所として、こういったとこ

ろが多いというのは、国道の横断箇所になりま

す。今現在、泊の横断の工事をしているところ

でありますので、今後、国道の横断箇所を重点

に整備していく予定であります。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 分かりました。 

 それともう一つ、有収率というふうなことが

ありますよね。令和６年度の決算では、本村の

有収率は94.22％というふうに出ておりますが、

これは当然のこと、配水量から有収水量を引い

た値が約13万8,911立方メートルになっており

ますね。これが要するに言わば94.22％になっ

ているということですけど。13万8,914立方メ

ートル、これは言わば漏水なのか、原因が分か

らない水だというふうに解釈されますけれども、

大体この容量に対して、水道料金に換算すると

幾らぐらいになりますでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 下地良和。 

○上下水道課長 下地良和 ただいま有収率の

お話がありました。約５％強程度が、水道の入

れている水の５％程度が逃げているという状況
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であります。ですので、恐らく1,830万前後程

度の、本来得るべき収益が逃げているような状

況であります。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 言わばこの水が年間

1,830万程度の無駄な税金が流れているという

ふうなことになりますよね。それをやっぱりな

くさんといけないんですけれども、この７次拡

張事業が来年の８年度で終わりますけれども、

次はまた、次は８次計画というのをこれから立

てていって、そういった更新の計画とかそうい

ったのを立てられるということになりますんで

しょうか。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 下地良和。 

○上下水道課長 下地良和 玉那覇議員の御指

摘のとおり、今後また８次計画では、７次で着

手できなかった箇所も一部ありますが、ほとん

どは老朽化の更新であったり、耐震化の更新、

そういったものを進めていく計画であります。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 1,830万の水が流れ

ているということで、水を大切に８次計画でや

ってほしいと思います。 

 ちなみにこの断水をしたときの新聞記事に、

オピニオンという投稿がありましたけど、ちょ

っと私もこれを見てびっくりしたんですけれど

も、45歳の投稿者でありましたけれども、蛇口

をひねれば水が出ることは当たり前のことだと

思っていたと。県内で水道水が出なくなるなん

て想像することもできなくてびっくりしたとい

うふうなことで、改めて水の大切さを知ったと

いうふうなことが新聞に載っていましたけれど

も、私たち、今60代、70代、80代の人たちとい

うのは、断水というのは毎年当たり前のように

経験して、節水をするように県からもあったり

とか、断水というのは慣れていた状態で。今の

若いのというのは断水のことも分からないと。

経験もしたこともないんだろうなということで、

この記事を見てちょっとびっくりしたんですけ

ど、改めて水の大切さを知ったというふうなこ

とがありました。 

 そういった意味では、しっかりまた、昔とい

うか前はどの家でも、建てるときにはタンクを

設けていたんですけれども、最近はもう断水と

いうのもないもんですから、ほとんどの新築と

か家を建てる場合は、タンクなしの直結という

ふうなことでやっていますのでね。やっぱりそ

ういった漏水で断水等が起こりますと、また不

便を来しますので、ぜひまた今後、そういった

老朽化の対策に取り組んでいってほしいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 続きまして、大枠２のハラスメントについて

です。 

 規定が設けられて、パワハラ、セクハラとか

規定が設けられて、これのように対処をしてい

ると、研修もしているというふうなことであり

ました。非常にいいことだろうと思っておりま

す。 

 皆さん御存じのとおり、先月の新聞報道で、

どこの自治体とは言わないんですけど、ある自

治体のアンケート調査が掲載されていました。

２年以内にハラスメントを受けたことがあるの

かの問いに、回答者の４割が「受けたことがあ

る」というふうに回答しております。４割がパ

ワハラを受けていると、ハラスメントですね、

ごめんなさい。加害者については、係長以上全

ての職種が、パーセントは別としてありました。

その中で特別職も含まれて、議員も載っており

ました。 

 内容的には、飲み会のときに体を触られたと

か、提出書類を机の上に投げ捨てられたとか、

机をたたくなどがありました。その後、被害者

はストレスで、心身の不調や休職などに及ぶと

いったことまで追い詰められたというふうなこ

とでありました。 

 この記事を見て、まさか今の時代にこのよう
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なことがあるのかというふうに非常にびっくり

をしたんですね。そこで、我が村は大丈夫だろ

うなと、大丈夫であるとは思いますけれども、

そこで、本村でもそういったアンケートとか、

そういったものを調査したことはありますか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、玉那覇 登

議員の質問にお答えをいたします。 

 これまで各種ハラスメントに関するアンケー

トについては行ったことはありません。先ほど

村長からありましたように、職員のハラスメン

トの防止等に関する規定、令和２年に制定して

おりますが、それから今までゼロ件ということ

で、申立てはない状況でございます。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 調査をしたことはな

いというふうなことがありましたが、パワハラ

とかセクハラについては、いろんな関連する法

令がありますので、対処はされていますけれど

も、カスハラについては、本庁舎の１階でも一

日中ずっと居座る人がいたとか、そういったの

も以前はありましたけれども。前から何件かあ

りはしたけれども、社会問題になるということ

が最近になったということであります。 

 もちろん皆さん御存じのとおり、カスハラと

いうのは、顧客ですね。顧客から従業員とか就

業者に対して著しく迷惑行為を行うと。暴言、

暴行であるとか脅迫とか、過度な要求とか暴言

などを行う不当な行為であります。 

 今月のまた新聞記事に、自治労連、自治労、

公務員の連合ですね。自治労のカスハラのアン

ケート調査で、調査が公表されて、これで７万

1,000人が回答したということで、職場で一度

でもカスハラを受けた人が48％があったと。約

半分ぐらいで、その受けた人の中に健康状態に

影響が出たという人が43％あったということで

ありまして、そういったいろんなカスハラにつ

いての社会的な背景等があって、今年の６月に

改正労働施策総合推進法という法律の中に、カ

スハラ対策が盛り込まれて、６月11日に公布さ

れたということであります。この法律は、公布

日から１年６か月以内に施行されるというふう

なことでありますので、内容的にも様々な取組

が義務づけられていますが、本村もこれから取

り組まないといけなくなるだろうな、遅くても

来年の12月までにはもう施行されるわけですか

ら、取り組まなきゃいけないだろうなというふ

うなことになりますので。 

 そういった意味でも、やっぱり資料としてで

も、そういった調査も必要ではないかなと私自

身は思いますが、そこで、本村についてちょっ

とお伺いしますけれども、ハラスメント、これ

はいろんなハラスメントです、パワハラ、セク

ハラ、カスハラ、全てのハラスメントを原因に

休職をした人とか退職者等がいるかどうかお伺

いします。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、玉那覇 登

議員のご質問にお答えいたします。 

 ハラスメントによる件数、相談内容について

は、先ほど申し上げたとおりゼロ件でございま

すが、窓口で、カスハラの部分について、病気

の中の主要なものではないんですが、一部含ま

れるものもこれまであったと認識をしておりま

す。それについて、我々も調査管理規定を見直

しをしながら、職員が働きやすい組織体制をつ

くるためには、今、玉那覇 登議員のおっしゃ

られたカスタマーハラスメント、顧客による嫌

がらせをどう対応していくかというのは全庁を

挙げて考える必要があると考えております。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 窓口対応や電話等で

カスハラが何件あるかというふうな質問をした

かったんです。何件かはあったというふうなこ

とであります。事業者は、就業者の安全及び健

康を害する様々なハラスメントを未然に防止す
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る必要があると、措置を設けなければいけない

というふうなことがあっております。これから

カスハラに対する村の方針の明確化と周知、相

談体制の整備と、またケアの体制の整備とか、

マニュアルもこれから作成するということであ

りますので、マニュアルの作成と研修の実施、

学校のほうもこういった保護者からのクレーム

とかのマニュアルもあると思いますが、そうい

ったマニュアルの作成とかですね。証拠となる

記録と必要に応じた法的措置の検討とかいうふ

うなことがあります。 

 最近は、いろんな電話をして、何か予約の電

話であるとか、通信販売じゃないんですけれど

も、電話でやったときに、録音をするというふ

うなことがほとんどもう普通になっています、

大きな会社とかは。電話したときにね。この電

話は、品質を向上する目的で録音させていただ

きますという感じで、そういったやっぱり録音

とかのことも今後はまた必要ではないかなと思

っております。 

 そういったハラスメントのない、これからま

た職場の環境づくりをぜひやっていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 次に、大枠３、物価高騰対策について。 

 これは今日の午前の質問にもありましたが、

今日、昼のニュースで、あしたで臨時国会が閉

幕するというふうなことがニュースであったよ

うですけど、今日中にはこの補正予算も決まる

のかなと思うんですけど。今、村長の答弁もあ

りましたけど、企画課長の答弁にもありました

けど、今のところどういったものを物価高騰対

策としてやるかというのを募集をしていると。

まだ決まってもいないというふうなことと、補

助金もまだ金額が決まっていないというふうな

ことがありました。 

 いろんなものをやると、全国的にも、米券は

もう配らないという自治体もあれば、プレミア

ム商品券であるとか地域ポイントとか、現金の

配布とか、いろいろ方法はあると思いますが、

ただ米券については、いろいろニュースでもや

られているように、500円の米券が440円、12％

が手数料が取られて、60円取られるということ

で、そういった手数料、経費がかさむというこ

とで、配らないところもあるようであります、

配らないという宣言をした自治体もね。 

 いずれにしてもこういった早めに、昔、現金

給付とかプッシュ型とか、答弁でよく聞かれま

したけれども、早めに村民の手元に届く、また、

そういった経費がかからないで、また、村の職

員が負担にならないというふうなものをやって、

考えて、村民の無駄な経費がかからないような

ものがいいのかなと私自身思いますので、その

辺もまたよろしくお願いします。 

 次に、中城の祭りについてですね。 

 いろんな祭り、護佐丸まつり、産業まつり、

生涯フェスティバルとか、いろんな予算と来客

数とか出していただいて、本当にありがとうご

ざいました。大きな祭りとしては、村では護佐

丸まつりが一番大きな祭りなのかなと思います

が、中城まつりというのはないですよね、生涯

学習課長。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えいたします。 

 過去の本村の祭りは中城まつりでございまし

たけれども、世界遺産に中城城が登録された後

に、城跡のＰＲも兼ねてということで、名称も

護佐丸まつりに変更して、開催場所も城跡とい

うことで変更しておりまして、現在は中城まつ

りはございません。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 世界遺産に登録され

たという記念で、アピールするということで、

中城まつりが護佐丸まつりに名称を変更して、

城跡でやっているということでありますね。こ

れは２年に一度でしょうか。毎年ではないです

よね。 
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○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 現在の方針では２年に

一度、産業まつり、護佐丸まつりと交互に開催

する方針となっております。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 分かりました。 

 産業まつりと、中城産業まつりになるのかな、

これと中城産業まつりは約3,000名で、護佐丸

まつりが7,046名というふうなことであります。

大きな祭りを交互にやるということであります

ね。 

 よく聞かれるのが、この護佐丸まつりを城跡

で今現在行われていますが、何回目になるかち

ょっと後で答えでいいと思いますけど。そろそ

ろ下の陸上競技場に移して、そこでやったらい

いんじゃないかという意見も結構あります。と

いうのは、予算面でも吉の浦の公共駐車場から

大型バスで送迎をしていますね。そういった予

算であるとか、また向こうについても、城跡ま

で上がる上り坂、帰りの下り坂、酔っ払って転

んだとか、そういうふうな話も聞きますので。

やっぱりちょっとお年寄りにとっては、この坂

がきついかなというふうなことで。陸上競技場

に来たら、昔は中城まつりということで向こう

でやっていましたけれども、非常にお客さんも

多くて、予算もかからないのではないかなと想

像しますけれども。その辺についてはどんなで

しょうか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 先ほどの答弁の補足を

付け加えて答弁させていただきますけれども、

第１回まつりが昭和54年に開催されておりまし

て、９回までは中城まつりということで、中学

校のグラウンドや、吉の浦公園で開催しており

まして、第10回平成22年から中城護佐丸まつり

として、城跡での開催という形で５回開催して

おります。新垣善功議員からも御質問あります

けれども、議員からもお話があるとおり、城跡

でのメリット、デメリットもございますので、

来年の祭りにつきましては、吉の浦周辺でも可

能かも含めて検討していきたいと思っておりま

す。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 陸上競技場、駐車場

も、公共駐車場等も広いですのでね、ぜひ向こ

うで開催されることを望んでおります。 

 これで終わります。ありがとうございました。 

○議長 伊佐則勝 以上で玉那覇 登議員の一

般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

散 会（１５時１６分） 
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○議長 伊佐則勝 おはようございます。これ

より本日の会議を開きます。 

（１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は答弁を含めず30分以内とします。 

 それでは、通告書の順番に従って発言を許し

ます。 

 最初に、13番 新垣博正議員の一般質問を許

します。 

○１３番 新垣博正議員 皆さん、おはようご

ざいます。 

 本日のトップバッターとして議長の許可を得

ましたので一般質問を行います新垣博正です。 

 それでは、早速ではありますが、質問書の通

告書のとおりに質問をしたいと思います。 

 大枠の１番、伊集地内傾斜地土砂崩落につい

て。 

 伊集宇宙原で11月14日金曜日、前日の大雨の

影響により以前から指摘されていた傾斜地上部

の産業廃棄物中間処理施設敷地造成に伴う盛土

が、午後８時頃崩落し、広範囲にわたる大量の

産業廃棄物（コンクリート片等や土砂、なぎ倒

された樹木等）が住居集落の住宅地近くまで到

達する事態となりました。幸いにも人身被害が

なく、区民は一応の安堵はするものではありま

すが、今後、当該地をさらなる地滑り災害の危

険性除去、安全対策、徹底した原因究明、再発

防止策を講じなければならないものと考えます。 

 そこで、以下の点についてお伺いいたします。 

 ①過去に遡って当該地の開発経緯について、

当局が把握している情報について時系列でお答

えください。 

 ②事業所から申請された開発行為に対する許

可基準についてお答えください。 

 ③今回の出来事は、以前から多くの住民が崩

落の危険性を訴えていた結果起こった災害、自

然災害ですね、というよりも産業事故と捉えら

れるのではないかとの指摘がなされています。

当局の見解をお伺いいたします。 

 ④法令に基づき違法性があればどのような対

処が考えられるかお伺いいたします。 

 そして、大枠の２番、大阪・関西万博資材再

利用について。 

 大阪・関西万博で使用されたパビリオンの施

設資材を再利用し、中城中学校整備事業に活用

すると報告がありましたが、今回の万博は多数

の問題を含んでおり、到底子供たちの未来を照

らす教育施設に再利用するのはなじまないので

はないかと思います。 

 そこで、以下の件についてお伺いいたします。 

 ①当局は、今回の大阪・関西万博でどのよう

な問題が起こったか把握しておられるのかお答

えください。 

 ②当該パビリオンの現場解体、搬出、本村ま

での運搬費用の内訳についてお答えください。 

 ③地元企業育成のため、村内建設業者を指名

する案は全くなかったのかお答えください。 

 ④単なるリサイクルにとどまらず、万博のレ

ガシーやリアルな体験を含めてとコメントされ

ているが、半年しか開催されなかったイベント

でそのようなことが言えるのかお答えください。 

 ⑤設置後も万博パビリオン再利用施設として

マスコミに取材依頼していく考えがあるのかお

答えください。 

 大枠の３番、本村のホームページリニューア

ルについて。 

 （１）最新のリニューアルはいつ行ったのか

伺います。 

 （２）文化財紹介の検索が分かりにくく、戦

争遺跡文化財がいまだに掲載されてないが、そ

の理由をお伺いいたします。 

 以上、簡潔明瞭な答弁を求めます。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、改めまして、お

はようございます。 

 新垣博正議員の御質問にお答えいたします。 
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 まず、大枠１の伊集地内傾斜地土砂崩壊につ

いてでございますが、まず、①過去に遡って当

該地の開発経緯について当局が把握している情

報について、時系列でお答えいたします。 

 まず、平成28年10月12日、沖縄県からＡ事業

者に対し、県土保全条例違反に対する指導。 

 平成30年４月17日、Ａ事業者より、沖縄県へ、

県土保全条例に基づく開発行為許可申請。 

 平成30年５月28日、沖縄県からＡ事業者に上

記申請への開発許可。 

 平成30年８月31日、沖縄県から開発行為に関

する工事の検査済み書の交付。 

 令和４年９月30日、売買によりＢ事業者へ所

有者の移転。 

 令和６年２月22日以降、Ｂ事業者が産業廃棄

物中間処理施設を設置いたしまして、産廃処理

事業を行う。 

 令和７年９月下旬、盛土造成が行われている

ことを確認。 

 令和７年10月14日、沖縄県の県土跡地利用対

策課へ現場確認依頼。 

 令和７年10月23日と10月30日、沖縄県県土跡

地利用対策課と現場確認。県担当より、急ぎコ

ンサルを立てて造成状況の図面を作成し、コン

サルと一緒に県土・跡地利用対策課に来ること。

造成面積や形状の変更が沖縄県県土保全条例に

基づく開発許可の対象になるか確認する。また、

現況の安全対策についても協議を行うとＢ事業

者へ口頭指示が行われました。 

 続きまして、②事業所から申請された開発行

為に対する許可基準についてお答えいたします。 

 Ａ事業者が開発許可を受けた際、以下のよう

な許可条件がついております。 

 １、本工事は、申請書及び添付図面の内容に

よるほか、沖縄県企画部土地対策課の職員の指

導、指示に基づき施行すること。 

 ２、開発許可後は、施行計画書等作成要領に

基づき作成した施工計画書を提出し、工事着手

後は、毎月末日までの進捗状況を翌月10日まで

に写真添付の上、報告すること。 

 ３、開発許可後、正当な理由がなく６か月を

経過しても工事着手しないときは、当該許可を

取り消すことがある。 

 ４、工事に当たって、本条例以外のほかの法

令等により、許認可の必要がある場合は、それ

ぞれの定めに従い、事業主の責任において所定

の手続を完了した後において着手すること。 

 ５、工事施工中は、粉じんの飛散、のり面の

崩壊、土砂の流出、流水の防止に万全の措置を

講ずること。 

 ６、工事施工中は、赤土流出防止対策に万全

の措置を講じ、開発地周辺への赤土流出がない

よう留意すること。また、豪雨出水その他天災

に対する防災措置に万全を期すこと。 

 ７、工事施工中は、工事監理者を現場に常駐

させ十分監督させること。また、工事施行に伴

い、開発区域内へ出入りする車両によって開発

区域外の既存道路を汚すことがないよう土砂の

落下防止、タイヤに付着した泥の除去、その他

必要な対策を講ずること。 

 ８、工事の施工により、利害関係者との間に

紛争が生じないよう努めるとともに、万一工事

において第三者に損害を与え、または紛争が生

じたときは、事業主または工事施工者において、

復旧損害賠償等の措置を行うこと。 

 ９、事業主及び工事施工者は、工事を廃止し、

または中止しようとするときは、直ちに沖縄県

知事に届け出るとともに、損なわれた公共施設

の機能を速やかに回復し、土砂崩れ、溢水等に

よる被害を及ぼすおそれのないよう適切に措置

を講ずること。 

 10、この条件に違反した場合、もしくは不正

な手段で許可を受けたことが判明した場合、ま

たは許可に際し、遵守もしくは具備することと

した事項を欠くに至った場合において、知事が

指示する必要な措置に応じないときは、当該許
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可を取り消すものとする。 

 また、産業振興課で把握していることは、11

月12日に、南部林業事務所から伐採届の件で連

絡を受けたことでございます。 

 続きまして、③今回の土砂災害の原因につき

ましては、県により様々な調査を行っている状

況でございます。今後の復旧にも関連してきま

すので、当局といたしましても沖縄県と連携し、

調査を行っていきたいと思っております。 

 また、産業振興課では、現時点で発生要因の

特定は非常に困難であるため、災害なのか産業

事故なのかという判断はできかねる状況であり

ます。 

 都市建設課の対応と合わせ、治山施設の機能

を超えて流出している土砂が住宅地域等に流出

しないよう緊急の土留め対策を南部林業事務所

と連携して実施していく考えでございます。 

 続きまして、④法令に基づき違法性があれば

どのような対処が考えられますかという質問で

ございますが、沖縄県県土保全条例の第20条に

は罰則規定があります。無許可の開発行為や県

の是正命令に違反した際には、６か月以下の懲

役または50万円以下の罰金に処されることとな

ってございます。 

 当該事業所には、南部林業事務所から森林区

域について一部伐採届を提出している箇所以外

に伐採を行っている可能性があることから、伐

採届及び顛末書の提出を既に求めているところ

でございます。 

 大枠２につきましては、教育委員会が答弁い

たします。 

 続きまして、大枠３の本村のホームページリ

ニューアルについてでございます。 

 ①ホームページのリニューアルにつきまして

は、本年度業務で実施いたします。７月に契約

を行い、令和８年２月末に構築業務の完了を予

定しております。 

 リニューアル後は、多様化する閲覧者のニー

ズに対応し、利用者の利便性向上と、迅速かつ

正確な情報発信としての対応が期待でき、迅速

な情報更新作業において各担当課職員が直接ホ

ームページの更新作業を行えるような運用を考

えております。 

 ②につきましては、教育委員会で答弁させて

いただきます。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 おはようございます。 

 新垣博正議員の御質問にお答えします。 

 大枠２の大阪万博は、世界最先端の科学技術

など世界の英知を結集し、子供たちに夢を与え

るもので、開催できたことはとてもすばらしい

ものだと思います。 

 ①報道等はありましたが、詳しいことまでは

分かりません。 

 ②ＰＦＩ事業では、従来のような細かな仕様

を定めるものではなく、解体、搬出、運搬費用

については、現在、詳細な内訳はありません。 

 ３番、ＰＦＩ事業を行う上でＳＰＣを設立す

るに当たり、事業者は出資して法人を設立する

必要があることから、村が直接指名を行うこと

はできません。 

 ④万博は、国際博覧会条約のルールとして開

催期間は最長６か月と定められています。半年

間の開催でもそう言えると考えています。 

 ⑤事業者において公表しています。 

 大枠３の（２）についてお答えします。 

 現在の村のホームページには、戦争遺跡の掲

載はございませんが、生涯学習課が作成した

「発見！なかぐすく」という文化財情報サイト

に移動できるように村のホームページトップ画

面に張りついています。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 それでは、順番に再

確認も含めて質問を行っていきます。 

 村長が時系列で答弁をいただきましたが、11

月21日にも、また新聞の記事で再配信されてい
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る記事がありまして、その見出しが「大規模崖

崩れ 現場は「許可を超える開発」 県が10月

に行政指導」という見出しで報道されておりま

す。 

 そして、村長の答弁にもありましたが、万全

な対策を講ずることとか、被害を与えた場合は

その責任を事業者が負うというふうに応えてお

ります。 

 もう既にこのような状態になっている中で、

産業事故と捉えられるのは確かじゃないかなと、

私個人としては思っておりますし、盛土が崩壊

した、そして抑止ぐい等も現場では確認をされ

ておりません。 

 これらの問題を総合的に勘案してみた場合に

は、もちろん県と連携しながら、最終的には判

断されるのだと思います。 

 そこで、お伺いいたしますが、許可を超えて

いる盛土が開発として使われていたという事実

は確認されていると思いますが、当局としての

判断としてどのような見解を持っているかお伺

いします。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えいたします。 

 確かに現況を見た限り、そのときですね、ま

だ崩れない前に、現況を見た場合には、最初に

出された許可の行為の図面からは盛土がなされ

ているようには見受けられました。それで、沖

縄県県土跡地利用対策課と共に現地に行って、

この状態を測量して、どういうふうな状態にな

っているのか、最初の開発基準から超えている

面積とか、盛土状態、それを確認して、報告し

てくださいという段階で終わっております。そ

の状態でどのぐらい超えているのかとかという

ものに関しては、判断できない状態であります。

目視では、明らかに超えておりました。 

 ただ、この盛土が、この崩壊を招いたという

ことが現地見ても分かるとおり、上のほうに旧

県道がございます。旧県道まで崩壊しているの

で、その辺がまだ調査として明らかにならない

限り、これが何の原因なのかというのはまだ特

定できない状態でございます。 

 これを当局としては、まずはこの責任の所在

とか、どこが悪いとか、そういうものは今後、

裁判にもなりかねない状況であると考えており

ます。それを待って、今、復旧が遅れるという

のは防いでいきたいので、まずは今、伊集のほ

うに堆積している土砂撤去とか、上の旧県道の

部分がまだ崩壊するおそれもありますので、そ

ういうものをまず復旧するというのを第一に考

えております。 

 まずは、責任の所在というのは、それからで

いいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 確かに、完璧に検証

するには時間がかかるというのは、私も理解は

しております。 

 それで、目視でも盛土の異常な量が搬出され

ていて、敷地が造成されているというのは、も

う明らかじゃないかなと思いますね。下のほう

からも、日々盛り上がって行く様子というのが

確認されておりますが、大型ダンプで頻繁にこ

の土砂を搬入している姿は、たくさんの人が確

認をしております。これは崩落の危険というの

は、もう素人でもずっと以前から言われていて、

しかも傾斜地で許可をされていること自体が非

常にナンセンスだなというふうに思われます。

県議会の土木の委員会も視察に来たときにも、

ここから事業ができるのかというような意見が

結構出てきました。 

 そのような中で、この事故が起こった。もち

ろん、村当局が許可を与えるような立場ではな

いというのも理解しておりますが、土地そのも

のが村内の土地に含まれているということであ

れば、それなりの対処が必要ではないかなと思

います。 

 今回のこの崩落によって緊急にいろんな措置
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をされておりますが、これらの予算はどのよう

な扱いでなされているのかお伺いいたします。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 今回、この土砂災

害が起きた段階で県の海岸防災課、中部土木事

務所の維持管理班、それからまた南部林業事務

所も含めてこの一旦中城の伊集側については、

この土砂が今堆積している状態から流出を緊急

的に防ぐために、中部土木事務所のほうで大型

土のうの設置、南部林業事務所のほうでも今後

河川からの土砂の流出を防ぐために、今後また

大型土のう設置とか、また河川のほうにフィル

ターユニットという水だけを通せるような土砂

の流出を防ぐようなものの設置を県のほうで、

中部土木事務所と南部林業事務所のほうの予算

で今行う予定であります。 

 ただ、今後またこれだけで梅雨時期までもう

半年もございません。梅雨時期に大雨が降った

際にこれだけで止まるとは思いませんので、今

後やはりこの土砂の撤去、そういうものも今後

県のほうに要請していく予定でございます。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 事業所が関わって、

そのような状態になって、事業所がそれらに対

してどのようなやはり搬出であるとか、責任の

部分というのは、全く問われないんでしょうか。

今どのような立場になっているんでしょうか、

お伺いします。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 いろいろ沖縄県と

してどう動いているかというのは分かりません

が、その事業所との間で今、当局としてやり取

りしているということはございません。 

 まずは、起こってしまったものに対しての、

先ほども申し上げましたとおり、梅雨時期まで

もう期間がございませんので、この事業所の落

ち度ということでそういうものを追及して、そ

こにさせるというのは、まずちょっと不可能で

あると思っております、この緊急としてはです

ね。それなので、今は緊急的に今後見込まれる

二次災害、それの除去に当局としては力を注い

でいきたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 事後の処理を緊急に

講じなければならないというのはよく分かりま

す。それも、しかし公費で行うというのに対し

ては何らかの形でやっぱり納得がいかない部分

が出てくると思います。 

 そういった意味においては、並行してこの事

業者の責任と、そして工事に係る費用というの

を算出し、裁判になるという話もありましたが、

仮処分でもいいと思うんですけれども、財産の

調査も行いながら、しかも新聞報道の情報では

重機とか15台ぐらい崩落して、そのまま放置さ

れている状態。そして、ほかに大型ダンプとか

コンクリートミキサーとか、あるいはまた発電

機のようなもの、破砕機のようなものとか、

様々な機器がその現場に放置状態で置かれてい

る。それらについても勝手に持ち出ししないよ

うにするとか、それらの問題をしっかりと並行

して、県と情報を連携しながらやるというのが

大変必要なんじゃないかなと思います。 

 この辺は県任せじゃなくて、県の情報を共通

認識として答えられるように持っておくべきじ

ゃないかなと思いますが、今後、県との情報交

換の頻度というのはどのように行われていくの

か、お伺いいたします。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 すみません、今の

この事業所との問題に関しては、やはり何も決

定していない状況では、先ほど裁判とかという

話もいたしましたが、これに関してもあくまで

これは何も分かっていない状況では、この当局

としてちょっと想定されるものを申し上げただ

けで、今後どうなっていくかというのははっき

りとは言えない状況でございます。これが今後
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の復旧にどう影響するかも分かりませんので、

私どもとしてはこれは言えないです。 

 ただ、県と情報共有、そういうのはこの復旧

に対しても今綿密にやっておりますし、そうい

う事業所とのやり取りも情報共有はしていきた

いと思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 今後、この問題をや

はり解決するためには、工事を早急にできると

ころから行わなければならないということで、

日常は非常に静かな閑静な住宅ですよね、集落

内は。そこをいろんな工事車両が通過していく

というようなことが、もう避けられないという

のは認識していると思います。こういったこと

が起こると、路面の傷みであるとか、村道です

から村が責任を持ってといいますか、そういっ

たのもしっかりとまた工事車両によって損壊し

た部分というのは保障していかなければならな

いというようになると思いますね。 

 そういったものも、もう本来であればこれは

税金でやるべきではないと当然思っています。

やっぱり事業者が起こした問題としては、しっ

かりと費用を算出して、後々責任が明らかにな

れば請求していくという考えはありますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 先ほども申し上げ

たのですが、今この責任の所在とか、そういう

ものははっきりとは言えないのですが、今やは

りこのぐらいの規模になると、また地滑りとい

うことになると、復旧などについては、県に要

請している状況でございます。県がどういうふ

うに判断して、今は緊急で行えるように動いて

いるところではありますが、その後にどういう

ふうにやり取りをしていくかというのは、私ど

もではまだ言えないのですが、やはり土砂搬出

して、村道とかそういうところを傷めてしまっ

た場合は、その復旧に関しては村としても協力

して、また県でやるのかというのも調整してい

きたいとは思っております。 

 責任の所在としては、やはりうちとしては今

お答えできない状況であります。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 責任の所在を今すぐ

答えなさいとは言っていません。責任の所在が

明らかになった場合ですね、明らかになった場

合はそれは請求していく考えがあるのかという

ことを私は伺っているんですよ。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 今の、先ほど申し

上げましたとおり、県のほうに要請していきま

すので、県の予算のほうでやっていくというの

が今の希望では、私どもとしては要請していく

ところなので、県がどういうふうに責任の所在

が明らかになった場合、どういうふうに請求し

ていくのかというのは、私どもではやはり答え

られません。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 責任を明らかにして

いくというのは先の話なんで、明らかになった

という仮定において私は請求していく考えがあ

るのかというのを聞いているんですよ、先ほど

からですね。 

 なぜかと申しますと、我々の村の職員、当日

の14日の夜間から３名の職員がすぐに駆けつけ

てきて、現場を確認しています。それに翌朝も

村長、副村長、早朝から来て、現場を確認する。

そういうふうに職員は毎日のように川に降りて

いって、水質検査とか状態がどうなっているの

かというのを確認に行っているようであります。

もちろん県のそういう関係機関しながらやって

いるというのは分かりますけども。 

 そういった職員の費用というのはただではな

いですよね。ボランティアでやっているわけじ

ゃない。職務としてやっていますので、それら

に関しては村の税金が入っているということは

我々も認識しています。そういったものがこう
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いうふうな施設が起こした事故というふうに認

定される可能性が私は十分あるんじゃないかな

というふうに思っています。もちろん分かりま

せんよ。 

 なぜかと申しますと、遠目に見ても、今この

崩落した現場を見ると、明らかに地山でない土

が主に目立ちますよね。あるいはコンクリート

の破砕とか、そういった産業廃棄物の類のもの

が大半はむき出しになってこの崩落現場に散乱

している、広範囲にわたって散乱しているとい

うのが見受けられます。これ山であれば、ああ

いう白いコンクリートのような色はしません。

普通の自然災害ではあり得ないような光景であ

ります。そういったものを見た場合にも、この

盛土の重みに耐えられなくて地滑りを起こして、

地山も引きずって地滑りを起こした。だから、

県道まで引きずられて崩れていったというふう

に認識するのが自然じゃないかなと思いますね。

もちろん専門的な意見を拝聴しなければならな

いというのは分かります。 

 だけど、今現在、これが穴箱が空くぐらい、

Ｖ字谷がＵ字谷になるぐらいの大規模な崩落現

場です。そういったところも十分に県と、日頃

からずっと連携して、この問題に対処していっ

て、解決を図っていかなければならない。 

 幸いに住民に直接的な人身の被害がなかった

というところもありますので、落ち着いてその

辺は情報も収集しながらやっていただきたいと

いうふうに考えます。 

 そして言い忘れましたけども、この現場は赤

土等防止対策に関するような措置も現場ではな

されていた形跡はありますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 この崩落が起こる

前に、この赤土に関して出されていないという

のは確認されております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 そうなれば、当然県

条例に違反ですよね。違反というのは確定しま

すよね。沈砂池も見当たらないし、また開発行

為を行っている途中で雨が降った場合には土砂

が流れるというのは、ど素人でも分かりますよ

ね。どこでもそういうふうにブルーシートかけ

たりというのは、日頃からやっていますよ。そ

ういった痕跡もほとんど見られない状態で盛土

がずっと継続して行われていたという事実はは

っきりしています。 

 そういったところからしてもこの事業者が違

法行為で開発を行っていたというのは、ほぼほ

ぼ黒に近いんじゃないかなと思います。そうい

ったところにおいては、しっかりと事業者の責

任というのも県と連携しながら追及していくと

ころの姿勢も見せてほしいと思うんですけども、

村長でもどんなですか、そういうふうな御覧に

なって。個人的な意見でも構わないんですけれ

ども、答えていただけませんか。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 今回のことに関しましては、

大変村民の皆さん、特に伊集の皆さんには本当

に御心配をおかけしております。 

 先ほどから課長のほうからもありますように、

今後、自然災害だったなのか、そして、産業の

被害だったなのかというのをしっかり究明しま

して、その結果を受けた上でしっかり協議をし

ていきたいと思います。 

 まずはこの究明と同時に、二次災害が起こら

ないようにそういった行動をしていきたいとい

うふうに思っております。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 答えられる部分には

限界があるというのも認識はしながら私も一般

質問をしていますので、今後もっともっと県と

情報共有、連携しながら対処していくことを希

望いたします。 

 それでは、次の質問のほうに移らせていただ

きますが、大阪・関西万博の資材をリサイクル
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するという件についてですね。 

 教育長は、①については問題は起こらなかっ

たというんですけども、課長、私は一般質問で

事前通告をしていますので、当然いろんな問題

があるのかというのを調べられたと思いますが、

調べられた範囲内でお答えできるんであればお

答えいただけますか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 まず、鉄道の運行トラブルであったりパビリ

オンの工事費の未払い問題、会場運営上の問題

とか、幾つかの問題があるというのをマスコミ

の報道で一応確認しております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 これもう、この万博

は１年以上前から問題含みであるということは、

ずっと水面下では報道されておりました。それ

が現に起こったというような状況であります。

国際イベント、国家プロジェクトと言ってもい

いと思うんですが、そういった中で起こったよ

うな問題ですね。近年、これ未払い問題という

のは、近年はっきりした、近年じゃない、最近

分かった問題ですよね。 

 この未払い問題のパビリオン、何か国ぐらい

のパビリオンで未払い問題が起こっているかお

分かりですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 正式な数につい

ては把握しておりません。幾つかの国のパビリ

オンであったというふうに認識しております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 答えから言いますと

11か国だそうですね。国名も、これもう報道で

出ていますので、はい、まずアメリカ館、そし

てアンゴラ、中国、インド、ウズベキスタン、

マルタ、ルーマニア、セルビア、ドイツ、ポー

ランド、ネパールということで、11か国のパビ

リオンが何らかの形で事業者に対して不払い問

題を起こしているということで、今、裁判にも

一部なっております。 

 このパビリオンを建設した会社というのは、

大手ではないんですよね。大手は既に情報が分

かっていて、大手ゼネコンは手を引いて、最初

の何ていいますか、円形リングであるとか、地

盤改良、そして地下鉄の工事ですね、これは直

接万博とは関係ないんですけども、でもこの万

博会場に行くにはこの地下鉄という手段が重要

な手段だったので、当然地下鉄も万博の種。そ

して次に、次にもう一度問題になりますが、Ｉ

Ｒ工事が今度予定されているようですが、ＩＲ、

カジノですね、そのカジノ建設にも使われるた

めに地下鉄の工事がされた、そういうふうに捉

えられると、これだけでもインフラ整備に

1,800億円ぐらいの金が投じられて、この万博

が行われた。 

 そして、不払い問題だけでなくてチケット、

チケットも大量にチケットを売りさばいている

ために、入場の容量、人数ですね、を超えたチ

ケットが販売されて、チケットを買ったのに予

約ができない、予約ができないということは入

場ができない。チケットの払戻しもされていな

い。払い損になって、損した方々がたくさんお

られる。それがもう今、裁判にもなっておりま

す。 

 これだけ国際イベントとか、教育長は非常に

誇らしく答えましたけれども、裁判になるよう

なイベントを誇らしく思うという精神が、僕は

どうにかしているんじゃないか。あるいはまた

不払い問題でも自殺者まで出すんじゃないかな

というぐらいで、人権に関わるような問題、人

間の尊厳を損なうような問題が何で未来に明る

いというふうに答えられるのかが、全く意味が

分からない。そういったものを子供たちに自慢

するということ自体が、これはナンセンスを通

り越して、もう開いた口が塞がらないというよ
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うな状況じゃないかなと思うんですけれども、

どう思いますか、課長も含めて。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 確かに、万博の開催に当たっていろいろなト

ラブル、問題が起きたことは承知しております。 

 ただし、これにつきましては世界的な規模で

開催するもの、万博の開催ということになって

いますので、私としては国際交流の促進であっ

たり、経済活性化、技術の革新の推進、そして

現代社会の課題解決に向けたアイデアを創出す

るということが主な万博の理由となっていて、

今回、大阪・関西万博においても「いのち輝く

未来社会のデザイン」というテーマにＳＤＧｓ

の達成であったりSociety5.0の実現を目指して

世界の英知を結集することが目的としている。

私はその点については、今回の問題とは別に考

えて、こちらの部分については実際開催できた

ということを評価するべきではないかと考えて

います。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 じゃ、過去にいろん

な万博は開催されておりますね。その以前もド

バイでですかね、万博を開催されたり、日本で

も、もう50年以上前に1970年ですか、大阪万博

が開催されて、非常に評判がよかったというの

は、私も耳にしておりますし、そういうのはあ

るんですよね。 

 今回の万博、こういう不払い問題を起こした

万博は過去にあったと思いますか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 私のほうでは、過去の件の分についてそうい

う事実があったかは確認しておりません。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 ぜひこういう質問通

告、私、出していますから、事前に情報収集は

その期間内に行って、当然答えられるように準

備すべきだというふうに思いますけども、非常

に軽く一般質問の答弁を考えているんじゃない

かなというふうに思いますね。 

 この不払い問題を起こした企業の方がおっし

ゃっていましたけども、１人の職人を育成する

のにどれぐらいのお金がかかるかということな

んですよね。１人の職人というのは、ただの従

業員じゃなくて、それなりに手に職をつけるわ

けですから、高度なテクニックを有するような

職人を１人7,000万円ぐらいかかるんじゃない

かなと言っていますね。 

 だから、トータルしていくとそれらの企業が

負った損害というのは、10億や20億に匹敵する

ような損害を被っていて、もうほぼ家族も崩壊

する寸前に来ているというのが現実であります

ね。 

 もうこれ先ほども言いましたけども、人材を

軽視、人権を軽視しているような万博にほかな

らないというのは、言うまでもないというふう

に思います。 

 タイトルは確かに、課長はほとんど万博の協

会のキャッチコピーをネタにして今答弁をされ

たと思うんですけどね、現実はやはり直視して

いただいて、今後も最後に書いてありますけど

も、マスコミにももう一回完成した場合には、

これは万博の建物からリニューアルしたもので

すよということで宣伝するつもりがあるんです

か。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 今回、私たち中城中学校でリユースをするも

のにつきましては、実際にパビリオンで採用さ

れたＨＰＣ、こちらにつきましてはハイブリッ

ドプレストレストコンクリートを活用した資材

で、万博の建物に利用しています。こちらにつ
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きましては沖縄で開発した画期的なコンクリー

トということで、今回、この材料を使用し、採

用されていることであります。 

 この実際、世界の英知が集結する場において、

沖縄のこの新たな発想の基にできたコンクリー

トをこの沖縄でも活用できますし、これは海水

でも作れるという、塩害も問題としない画期的

なものが紹介できて、それがさらに中城中学校

に本物を実際に置いておくことによって、こち

らに直接触れたり、また万博に行けなかった児

童生徒たちも実際に手で触って触れることがで

きる資材を誘致するということにしていますの

で、そこが今回の建設事業の趣旨でもあります

ので、こちらについては今後さらにある程度の

形が決まりましたら、村民にも示していきたい

というふうに考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 私が聞いているのは、

このリサイクルするもの自体はすばらしいもの

だというふうに説明会でも受けていて、なるほ

どというふうに納得もしておりますから、物自

体を使うのにはしょうがないでしょうと。本来

は使ってほしくないんですけども、もう決まっ

ているからには使うことには異論はないんです

けども、万博まで引き出して、万博では万博で、

万博で使ったものは誇りとしというふうにとい

うこと自体がもう子供たちに、これは裏で起こ

った問題はひた隠しにして、表の看板だけでＰ

Ｒをしていく、そういうことというのは教育上、

私はよろしくないんじゃないかなと思いますけ

どね。主幹にもついでにお伺いいたしますけど

も、子供たちにこういう万博が本当に今回の万

博が自慢できるように授業の中でとか、何かの

機会でお話しするということは可能だと思いま

すか、私の今までの話を聞いて。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 永川幸徳。 

○教育総務課主幹 永川幸徳 最初に教育長が

おっしゃったように、趣旨として教育的な意義

があると思います。 

 また、様々なトラブルがございましたが、そ

のことを特段ひた隠しにしているわけではない

と考えております。そういったトラブルはあり

つつも、趣旨としては賛同できると考えており

ます。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 趣旨としては賛同で

きるということですけども、こういうイベント

というのは、企業とかが出資してやる分には何

の文句も私もないと思いますけどね。 

 なぜこれだけ私がかみつくかというと、先ほ

どの件とは類似しますけど、税金が相当使われ

ているということなんですよね。最初のインフ

ラから上げて、土地改良とかそういったのも全

て含めると兆円単位にいくんじゃないかなとい

うふうに言われております。以前に私、東京オ

リンピックについても批判をしましたけども、

それにも匹敵するような無駄遣いが行われてい

るようなイベント、そういったものに対して子

供たちの本当の教育に正しく伝えられるのかな

と。精神だけはすごいと思いますよ、精神だけ

は。 

 だけれども、以前からずっと指摘されていた。

この問題が起こるよというのは指摘されていた

けど、１年も延期してからやり直ししたほうが

いいんじゃないかという話もしていました。し

かしながら、強硬にこのイベントを開催してい

ったということからすると、非常にナンセンス

な問題だなと思うんですね。 

 そして、この不払いをした会社の中に、ＧＬ

イベンツというフランスの会社があるそうです

けどね、この会社が不払いを起こしていながら、

次のアジア大会の、何ていいますかな、工事に

関係するものも600億円で受注しているという

情報が入ってきているんですよね。 

 このように裏では、表向きは非常に教育的に

よろしいようなコメントがいっぱいなされてい
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る。裏ではどろどろしたような金もうけの手段

に使われていて、被害を負っている人たちが大

勢おられるということだけは忘れてほしくない

ということを付け加えて、次の質問に移らせて

いただきます。 

 次ですね、村のホームページのリニューアル

ですね。非常に更新されているのか、されてい

ないのか分かりにくいんですよね。 

 村長にもう一回お伺いいたしますが、村長の

村長室ですか、ありますよね、ページが。あれ

は最近更新したのはいつですか。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 お答えいたします。 

 施政方針の頃なんで、年度初めでございます。

以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 じゃ、年に１回だけ

ということになりますよね。恐らく２回目です

か。でも、明けましておめでとうが今にも残っ

ているような感じがしたんですけれども、どう

ですかね。 

 やはり年に３回から４回ぐらいは更新して、

新しい情報というのを載っけたほうが、村民に

とってはリアルに感じていくんじゃないかなと

思いますが。 

 時間がありませんので、できるだけこのよう

に更新をされて、村民に情報提供していくとい

うことを怠りなくやっていただきたいと希望し

ます。 

 そして、生涯学習課にお伺いいたしますが、

この文化財の中の戦争遺跡を載せないというの

は、何か理由があるんですか。前にも私は聞き

ましたけど、やると言ってやっていないんです

よね。何か理由がある、載せられないという理

由があるんだったらお答えいただけますか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えします。 

 本村のホームページの本体のほうには、確か

に161.8高地陣地の指定した際にもう掲載する

べきではありました。それが漏れておりました

ということです。 

 教育長の答弁でもございましたように、本体

じゃなくて別のサイト上、文化財サイトのほう

には掲載しております。本体のほうには載せて

いなかったということは、こちらの落ち度では

あるんですが、一応ホームページのリニューア

ルに合わせまして、今年度ですね、に合わせま

して掲載、国・県・村の文化財指定に漏れがな

いように掲載させていただくとともに、あとは

利用しやすい構成にしていきたいと思っており

ます。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 各課からの情報がほ

とんどボリュームが少ないというのが感じられ

ます。こども課とか保育の募集であるとかとい

うのは、よく更新されているようには見受けら

れますけども、ほかの課もこぞって新しい情報

は常に更新していくということを怠りなくやっ

ていただきたいなと思うんですが、マイク放送

でもよく詳しくはホームページを御覧ください

ということをよく広報されているようですけれ

ども、見てみると動いていないところがかなり

見受けられる。その辺、トータルで管理してい

るのは総務課ですか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、新垣博正議

員の御質問にお答えをいたします。 

 議員がおっしゃるホームページの更新ですか、

各課のページ、新着の部分につきましては常時

更新をしているところでございますが、各課の

いろんな資料等の更新がなされていない状況が

ありますので、今後、今、そのリニューアルに

向けまして各課ヒアリングを行いながら、必要

なデータを精査しているところでございますの

で、２月以降、リニューアルされたものについ

ては、ホームページ情報の最新の発信情報とな
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りますので、対応を考えているところでござい

ます。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 ホームページは非常

に重要だと思います、今後ね。広報紙よりも早

く伝えようと思えば伝えられるという利便性が

ありますね。リアルタイムで伝えられるという

利点があると思いますので、そういったものを

怠りなく各課ともやっていただきたいなと思い

ますね。私の課はあまりないからとは言わずに、

常に何らかの形で仕事をされていますので更新

していって、新しい情報とかを村民に伝えてい

くということを惜しまなくやっていただきたい

と思います。 

 ぜひ、生涯学習課も村民に分かりやすく、ま

た内容ももうちょっと分かりやすく、何ていい

ますか、丁寧に説明を加えていただきたいと思

うんですけども、もうこの際ですから頑張って

いただきたいと思いますけども、決意のほどを

お伺いしたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 先ほどもお答え

しましたが、村民にとってもちろん分かりやす

いものをできるだけ作っていきたいと思ってお

ります。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 私も検索していると、

文化財探してみたいなと思ったら見つからない、

生涯学習課からのほうでも見つからないんで、

聞いたらバーのほうにありますよということで、

はっと思って、本当に探しにくいというのは正

直なところでありました。そういった意味でも、

ぜひリニューアルと同時にまたこまめに更新し

ていくことを希望します。 

 私の一般質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で新垣博正議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１０時５９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時１５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、15番 石原昌雄議員の一般質問

を許します。 

○１５番 石原昌雄議員 皆さん、おはようご

ざいます。15番 石原昌雄、一般質問をいたし

ます。 

 質問の前に、村長においてはこれまでいろん

なジャンルについて質問事項に対して項目ごと

に答えてもらっていますけれども、実現してい

ない項目もまだまだいっぱいありますので、ま

た村長の新しい方針とか見解などを一般質問で

聞きながら、住民サービスの向上と、誰一人残

さないための村政の実現を期待して、一般質問

に入りたいと思います。 

 大枠１番、護佐丸バス運行拡大について伺う。 

 ①今回の公共交通計画で、モノレール浦西駅

まで運行できるようにできないか。どのような

課題があるか。どの程度検討をしたか。必要性

についてはどうか。 

 ②浜自治区にバス停の設置はできるか。でき

ない理由は何か。浜自治区民184世帯436人の公

共交通空白状況の支援方法はあるか。護佐丸バ

ス試験運行時のコースに浜地区は入っていたか。 

 ③護佐丸バスの代車運行時でも、料金徴収を

どうすればできるか。同時にキャッシュレスも

可能か。 

 ④以前に私が、提案した護佐丸バス路線の見

直し案について導入できない理由は何か。変更

するには利用者等ヘの説明も必要となっていた

がどうか。 

 大枠２番、南上原井水原線と北上原新川線を

接続するには。 

 ①井水線と新川線までの距離はどれくらいあ

るか。 

 ②接続できる事業にはどのようなものがある
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か。 

 ③地域からの要望があれば実施できるか。 

 ④井水線の今後の維持管理はどのようにする

か。 

 大枠３、あたいぐぁー朝市の支援について。 

 ①朝市の会場や、開催回数の認知度支援を行

政も強化できるか。 

 ②朝市の開催で年に、何回かのイベントに資

する費用について助成金などは幾らか。増額支

援はできるか。 

 ③朝市の経済的効果や地域活性化についての

見解を伺う。 

 ④市民農園の開設で、あたいぐぁーが広がる

と期待するが、村として市民農園の取組の可能

性はあるか。 

 答弁よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、石原昌雄議員の

御質問にお答えいたします。 

 その前に、今朝、サンエーの前を通りました

ら、非常に草が刈られておりましたけれども、

いつも石原昌雄議員がやっておられるのかなと

思いますが、ありがとうございます。御協力あ

りがとうございました。 

 それでは、大枠１、護佐丸バス運行拡大につ

いてでございますが、今回の公共交通計画は、

村として公共交通について基本的な方針や方向

性を示し、本村においてどのような施策が考え

られるか、検討できるかを示していくものでご

ざいます。運行に係る、ルートや時間、回数な

ど具体的な検討・調整・決定は令和８年度以降

に実施していくこととなるため、御質問の①②

④のルートやバス停の決定はこれからになりま

す。 

 次に、浦西駅までの運行については、確かに

多くの課題がございます。市町村間をまたぐ広

域運行に係る沖縄総合事務局運輸部の許可をい

ただくことが一番の課題になるかと思います。 

 そのほかクリアすべき課題は多数あると考え

られますけれども、いや、でも今後も建設に向

けて協議をしていきたいというふうに思ってお

ります。 

 これも担当課といろいろ協議をしてきました

ので、しっかり令和８年以降に向けて、さらに

深く検討していきたいというふうに思っており

ます。 

 続きまして、浜自治区にバス停の設置につい

てでございますが、できない理由は何かという

ことでございますが、今お話ししましたように、

できない理由というよりは今後、この件も令和

８年以降に決定に向けてしっかり協議をしてい

きたいと思っております。 

 続きまして、護佐丸バスの代車運行の料金の

徴収とキャッシュレス対応についてでございま

すが、運輸局に車両を事業用、つまり緑ナンバ

ーに登録ができれば可能でございますし、同時

にキャッシュレスも可能になってまいります。 

 続きまして、議員提案いたしました④であり

ますけれども、議員が提案いたしました護佐丸

バス路線の見直しについてでございますが、こ

れ令和４年度に昌雄議員によりルート見直しに

ついて御提案いただきましたことに、まずお礼

を申し上げます。 

 今回改めまして私のほうもしっかりこの図を

見てルートをたどっていきましたけれども、議

員の提案の中では、まず海側地域で伊集区から

久場まで横断をする、このルートと、もう一台

は上地区を時計回り、反時計回りとするルート

でございまして、非常に時間と考えがあったの

ではないかなと思われますけれども。 

 これに関しまして私の意見では、その場合、

例えば山側地域の皆さんがハートライフ病院に

行かれる際には、一度、吉の浦のほうで下車を

していただいて、その後に海側ルートに乗り換

えていくルートになっておりますので、できれ

ば乗り換えせずに１回で行けるようなルートで
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あればいいなというふうに、私の考えはありま

した。 

 今後、また一緒になっていいルートを考えて

いければなというふうに思っております。 

 続きまして、大枠２についてお答えいたしま

す。 

 南上原井水原線と北上原新川線を接続するに

は、直線距離で約70メートルでございます。 

 ②の接続できる事業で活用できる可能性があ

る交付金はございますが、延伸し、新川線と接

続する必要性の検討が必要かと思います。 

 次に、③地域からの要望があれば実施できる

かという御質問でございますが、現道部分に関

しましては、潰れ地部分を村へ贈与していただ

き、所有権を村名義へ変更後、舗装構成改良事

業等を活用し、整備を検討できるかと思います。 

 道路の延伸接続に関しましては、ハード交付

金などの活用になるかと思いますが、村道の接

続箇所の高低差が厳しいことや接続することで

の費用対効果など事業化のための検討が必要で

あるかと思います。 

 しかし、今現在は議員も御存じのように、村

の財政は厳しい状況にございますので、認定道

路で舗装構成改良が必要な箇所が多数ございま

すので、難しい状況でございます。 

 続きまして、次に井水線の維持管理費につい

ては、地域で実施していただきたい事項を優先

順位をつけて上げてもらい、予算の範囲内で実

施しておりますので、自治会のほうで御相談い

ただきき、その内容に基づいて実施してまいり

ます。 

 続きまして、大枠３のあたいぐぁー朝市の支

援についてでございますが、朝市は実行委員会

によりその開催頻度や周知が行われているもの

だと認識しております。村としては、朝市開催

場所の提供と、あと毎月の広報紙、そして防災

無線によって開催周知を図っているところでご

ざいます。 

 ②の助成金の増額支援はできるかという質問

でございますけれども、運営費、事業費を含め

て年額10万円の補助金を交付しておりますので、

現時点で増額は検討しておりません。 

 次に、朝市の経済的効果や地域活性化につい

てでございますが、朝市では朝早くからの来場

者がいらっしゃることを見聞きしております。

開催主体ではございませんので来客数の統計を

取っていないこともございますので、経済効果

について把握しておりませんが、地域活性化に

ついては、出展者と地域住民のコミュニティー

の効果もございますし、あと地域外の住民など

関係人口の増加にも寄与していると感じており

ます。 

 次に、④でございますが、市民農園の取組の

可能性についてでございますが、都市近郊型の

農村といたしまして農業の振興に加えて地域住

民に親しみやすい農業も非常に重要であるかと

考えております。 

 村民農園はその振興の上で様々な効果が期待

できるものだと考えてもおりまして、特に遊休

農地の解消には非常に有効であると考えており

ます。 

 しかし、ある程度まとまった面積の農地や、

あとトイレですとか、倉庫、駐車場の整備とい

った課題も抱えていることも事実であります。 

 しかし、総合計画においても村民農園の設置

について言及しておりますので、今後も村民農

園の設置について協議してまいります。以上で

ございます。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 答弁ありがとうござ

いました。 

 順を追って、また再質問させていただきます。 

 まず、護佐丸バスの運行ですけども、確かに

今回の公共交通の計画は全般的なものというこ

ともあるんですけれども、その中でもやっぱり

交通計画書の中と併せて協議会も開催されてい
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るわけですよね、当然。その協議会の中でもこ

の護佐丸バス等について、あるいは村外の公共

バス、例えば普通の路線バスね、それから役場

が持っているバス、あとはタクシーとか、こう

いうのも合わせてこの公共交通計画の中で、協

議会の中でちゃんと分析されてはいるのでしょ

うかというところ。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えいたします。 

 村長答弁にもございましたけれども、中城村

における地域公共交通計画につきまして、基本

的な方針とか方向性を示して、その方針に伴う

施策の具体的な御説明をし、どういうスケジュ

ールでやっていく、その中で、公共交通の現状

の整理や、移動ニーズの把握のアンケート調査

もしておりますので、議員のおっしゃるような

現状の変化だったり、また求めるものは、協議

会に諮らせていただいております。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 実は、私たちもこの

公共交通計画の策定について勉強会にちょっと

行ったところですけれども、他府県でもこうい

う公共交通の計画は当然策定しなきゃいけない

と。たしか、この年度で策定しなさいというふ

うな通達があるみたいな状況だと思うんですけ

ども、その中でもそれぞれの市町村の中で公共

交通で困っている部分をどうすればいいんだと

いうのを、具体的なところも既に作成して入れ

てきている他府県の事例を僕らは勉強してきた

んですけど。 

 こういう中でも中城村においては、特に路線

バスについてはたった３本ですよね、いわゆる。

その中で次に来る公共交通は、行政が走らせて

いるコミュニティバスとかが来るんですけれど

も、そういう面についての取扱いももっと真剣

に協議会の中で話し合ってほしいなと思います。 

 といいますのは、この護佐丸バスも７年目で

すよね、たしか、８年目。この最初の試運転を

したときに話されている協議会の中に、実際に

施行する場合の課題として幾つか会議録に残っ

ているんです。これは前の会議録でそのときの

こういうのは次までに検討すべきだということ

で、たくさん幾つか会議録に残っているんです

けども、今回はそういう部分も本来は反映され

ていくべきじゃないかなと。 

 ルートの見直しについても、ある程度やった

ら協議して、見直すべきだということもちゃん

と会議録に載っているんですよね。そういうと

ころもぜひ読み込んでほしいなと思います。多

分協議会の中では、そういうところは出ないか

もしれませんけれども。特に協議会では、事務

局から出された分しか協議会で議論されないと

ころが多々あるんですけれども、ぜひこの協議

会委員の方々は、中城村のことを本当に読み込

んで、オーケー取ったりさせてほしいと。 

 だから、事務局の中でしっかりした中城村の

公共交通の課題をぜひ入れ込んでほしいと、表

現上も。そうしない限り、次、事業展開すると

きに、いや、計画に載っていませんよと、載っ

てなければやれませんよということでなっちゃ

うわけです。そういうことがないように、この

公共交通については、やっぱりもっと交通空白

地帯はなくすべきだとか、明確に入れてほしい

です。そういうところをぜひお願いしたい。 

 そういうことがあって初めて来年度からある、

８年度から検討しましょうねということになる

んですけれども、いや、計画にないですよとい

えば、また検討が遅れるわけです。そういうと

ころをやってほしいですけど、そこら辺ちょっ

とどう。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 まず、議員のおっしゃ

っていた点で、協議会の策定前には、年明け１

月末から２月初めに、議員の皆様に集まってい

ただいて、御説明をしようと思っておりました。

今、議員の御指摘、御意見で、協議会の進捗状
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況もホームページに掲載すべきだなというとこ

ろも反省しておりますので、過去の協議内容も

議事録ございます。平成24年から護佐丸バスの

運行に向けた取組をして、約３年半かけて私が

当時担当しておりましたけれども、その中の協

議会の議事録もきちんと残っていて、今おっし

ゃったような課題の改善をしていきながら、３

年の実証運行をかけて本格運行に運ばせていた

だいた経緯もホームページにも掲載されており

ますので、そういった形で進捗も御案内するべ

きであると反省しており、また掲載していきた

いと思っております。 

 現在、基本方針策定に向け取組んでおります

けれども、需要や移動性に応じた地域内ネット

ワークの再構築ということで、運行見直しをす

るを基本方針の一番目にうたっておりますので、

その中でいろんなニーズに対したりとか、要望

に対してどう応えていくかというような、まと

めをしている段階でございまして、おっしゃっ

ていただいている運行の見直しについては、明

確に記載しておりますので、それに基づいて、

来年度からはまた改めて考えていかなければな

らないと思っております。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 ぜひ、そういうこと

でそういう計画に文言が入ることを期待してお

ります。 

 次に、浜自治会区のバス停がないんですけれ

ども、たしか実証実験のときにありましたよね。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 昔の資料を調べてみま

したら、25年の１回目には浜バス停はございま

した。２回目から浜バス停がなくなっておりま

して、乗車が一番少ないということで、時間帯

等の問題から、浜バス停は、２回目からなくそ

うということで判断したと思います。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 時の状況としては、

バスの運転もデマンドタクシーも同時にたしか

やっていたと思うんですよね。状況を聞いたら、

浜の方々は、例えばハートライフ病院に行くに

は、４名そろってタクシーのほうが安くつくと

いうことで、また、時間の制約もできるという

ことであるんですけれども。 

 実際、実施運行になったらタクシーはないと、

デマンドタクシーは、引き合わんから中止。実

証、要するにやらない、取りやめになりました

ね。そのときからバスに乗ろうとしても、今度

はバスが来ないということです。そういうとこ

ろも実際には、浜にこの護佐丸バスは通せるわ

けですよね。そこら辺どうですか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 議員おっしゃるように、

確かに当初はバスだけではなくて、デマンドタ

クシーも一緒にやっているからこそ浜の乗客が

少なかったけども、デマンドタクシーで拾える

ということで交通空白地帯ではないという捉え

方ができたゆえに浜を通過させたと思います。 

 タクシーが本格運行に至っていない状況から

すると、空白地帯として位置づけられていると

認識しております。 

 屋良議員とのやり取りでも多くの切実な要望

がありましたが、令和６年６月に改めて実証運

行を行った結果を基に、ほかの影響が大きくな

ると考えて厳しいと結論づけた発言をさせてい

ただきましたけれども、８年度以降にまた再構

築ということでルートの見直しをしますので、

石原議員がおっしゃっているような空白地帯が

実際あると。じゃ、そこを拾わないと不公平じ

ゃないかという御意見も十分分かりますので、

その辺も含めてまた検討してまいりたいと思っ

ております。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 そういうことで村長、

ぜひ村長からもこのＲ８年までには作業が乗っ

て、どっちかというと広域運行についてもそう
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ですけど、総合事務局の調整とかいろいろ多々

あると思うんですけれども、やっぱりこれは当

たり前の話で頑張ってくれないと困るんですよ。

もうそういうふうにもう足運んでくれたら、向

こうも中城村も大変だなということで、一緒に

協議に乗ってくれると思うんです。 

 あと、バス停の増加ももっと検討してほしい

と思うんですよ。バス停、今のバス停の在り方

もやっぱり止まるところが少ないところもある

んです、実際ね。 

 さきに、登又のほうでも１回試運転してもら

ったところがあるんですけれども、今、中城城

跡に行くには、試運転のときは護佐丸バスもや

ったけども、実際には乗る人が少ないからキャ

ンセルなっていますけど、今、観光客を多くの

市町村からいろいろな取組もやっている中では、

この吉の浦から登又まで行けば、すぐ公園に入

れるというところも本当はあるんで、そういう

ところもバス停も見直しについてもぜひやって

ほしいと思います。 

 今、答弁があったので、期待しておきます。 

 あと、護佐丸バスが故障したら代車運行して

いますけども、この代車の部分も、なぜ緑ナン

バーにしないんですか。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１１時４３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時４３分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えします。 

 まず、村長答弁にもございましたけれども、

緑ナンバー登録をしていない理由でございます

けれども、このマイクロバスは、護佐丸バスの

非常時の予備機能としての位置づけをしている

んですが、汎用性のある使用形態と今保持して

おりまして、総務課管理のバスの代車とか、急

な必要性の対応など通常マイクロバスとしての

運用できるような白ナンバーとして登録してお

ります。 

 緑ナンバーにしてしまうと、護佐丸バスの運

行経路しか運行できないんですよ。通常の利用

はできないので、今のバスの位置づけとしては、

いろんなマイクロバスの予備機能も備えている

というところで、護佐丸バスだけではないとい

う点から、白ナンバーでの運行とさせていただ

いております。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 護佐丸バスが大部経

年して、結構稼働して、その稼働のたびに無料

になるんですよね。 

 そしてもう一つは、今言ったキャッシュレス

というのもやるんだけど、それも代車の場合は

何もなくてということですね。もう再度で検討

して、本当に緑ナンバーにしたら、通常には運

転できないというのはあるんですか。緑ナンバ

ー、それ以外に使ってはいけないとあるんです

か。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えいたします。 

 道路運送法で、一般乗合旅客自動車運送事業

の車両として登録しますので、護佐丸バスのル

ートしか運行はできないです。法律的に決まっ

ておりまして、緑ナンバーは。普通のマイクロ

バス利用は全くしてはいけないということで御

理解ください。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 じゃ、また後で私も

調べてみたいと思います。 

 次は大枠２番ですけれども、井水線と新川線

は70メートルということで、あとちょっとあれ

ばつなぐんですけれども、残念ながらつないで

ないんですけれども。 

 本当にこの必要性があるかどうかというんで

すけれども、必要性は当然あると思うんですよ、

つなぐ可能性はね。というのは、今、南上原地
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区もいろんな形で交通混雑なんですよ。いわゆ

る抜け道みたいなのがないわけです、迂回路と

か。 

 それをつなぐということで、大分交通の抜け

道ができると思うんですよね。そういうところ

を含めてぜひ必要性を求めてほしいなと。 

 あと、維持管理は認定いたすということで路

盤強化も含めて順番待ちと思うんですけれども、

今度、中城村内においての、いわゆるハード面

の公共工事が非常に少ない。舗装をやっている

けど、もう本当に少ない。新しい道路の新設も

ほとんど可能性がないという状況で、この何十

年も新しくはなくなって、こういう接続をする

のもやっぱり公共工事の分を増やすことになる

んで、これもまた次回当たりも再度要望してい

きたいと思います。 

 あと、あたいぐぁー朝市についても、実行委

員会がやっている部分であるんですけど、もう

ちょっとやっぱり産業振興課のほうも頑張って

ほしいなと。特に今どれぐらいの人数が来てい

るとか、せめてそこら辺は補助金を出すときに、

どのぐらいか聞いて、多いの、少ないのとか、

それぐらいの統計ぐらいは担当課でやって、な

ぜ伸びないかとか、参加数が少ないかとか、あ

るいは店舗が少ないかと、そういうのもアドバ

イスを担当課もやっぱりやるべきだと思うんで

すよ。 

 実行委員会でやっているから、村は逃げてい

るとしか僕は見ていないんですよ。本来は村が

やるべきですよ、こういうイベントも。ほかの

市町村では、村が場所もいっぱい準備して、い

ろんなものを準備してやってですね、ですから、

ぜひあたいぐぁー朝市についても支援の在り方

を再度検討してほしい。 

 あとは、村民農園という部分でも、今、耕作

放棄地等々も農業委員会が頑張って今解消しつ

つあるんだけど、やっぱりそうじゃなくて、農

業をしたいという人を、大規模にやる人が農業

という時代じゃないですよね、今。小っちゃく

やっても農家なんですよ、基準はね。前は

1,500坪ないと農家とは言いませんでしたよね。

今違います。農地買いたいんだったら買えるん

ですね、普通の人でも。 

 だから、そういう面でもこのいわゆる市民農

園、村民農園というのが、やっぱり今後検討す

る価値はあると思うんですけれども、そこら辺

はどうですか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 お答えします。 

 昨年度策定しました地域計画の中で、住民、

農業者を集めてそういう意見交換をいたしまし

た。その中でもやっぱり村民農園、体験農園が

設置されればいい農業に携わることができるの

ではないかという意見も多々ありましたので、

その辺は重々この村民農園の検討を図っていき

たいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 この村民農園のパタ

ーンとしても幾つかあると思うんですけども、

大々的には今村長が答弁した倉庫とか、トイレ

とか、こういうのもないとできんよとか言うん

だけども、それでなくてもできているところも

あると思うんですよ、実際ね。その一日中ここ

に農園に来てやるんじゃなくて、ちょこっと来

て、ちょっと帰ると。 

 今、個人的にやっているところも実際に聞い

てみたら、少しずつ５名でこんだけやっている

よという話を聞くんですけども、そういうのも

併せて村民農園だと思います。そういう方向性

もぜひ提案してほしいと。 

 村長は、農福連携という部分もあるけども、

農福連携もいいんですけれども、やっぱり農業

する人を小さい形でも増える、増えることによ

って農福連携の話であって、農福連携はちょっ
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と規模が大き過ぎるんですよね。幾つかの会社

を持って、そこに福祉を入れるわけだから、こ

れは違います。これはやりたい人が自分のやり

たい分だけやるという部分のことをやれば、耕

作放棄地解消にもなるし、１つの事例をつくる

ことによって、その中城村の農地が生き返るし、

それで農作物も中城村に適した島ニンジンとか、

島大根ももっと増えると思うんですね。 

 ですから、こういう面では、今後もこの村民

農園のスタートに頑張ってほしいと思います。

以上で終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で石原昌雄議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１１時５３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、１番 小橋川恵美議員の一般質

問を許します。 

 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 皆さん、改めまして

こんにちは。議席番号１番 小橋川恵美です。 

 最初に、日曜日に開催されました福祉まつり

に関して所感を述べさせていただきます。 

 今回の福祉まつりのオープニングでは、中城

小学校で読み聞かせ活動を行っているくれよん

の会が、昨年に引き続き護佐丸ソングで手話ダ

ンスを披露し、その舞台に前年度まで伊舎堂交

番に勤務され、現在は読谷村の駐在へ異動され

た警察官の出野さんも一緒に参加されました。 

 出野さんは、異動後にもかかわらず休暇を利

用して来場され、昨年に引き続き共に踊ってく

ださいました。また、出野さんは、中城村に勤

務されている際は、小学校での読み聞かせ活動

にも積極的に参加され、子供たちにとって身近

で親しまれる存在であり、まさに護佐丸君のよ

うにヒーローのような存在であったと感じてお

ります。 

 現在は、読谷村においても読み聞かせ活動を

続けておられるとおっしゃっており、地域を超

えて子供たちに寄り添う継続的な取組は、大変

意義深いものと感じております。 

 私自身もくれよんの会の一員としてこの舞台

に参加させていただき、地域のつながりや人と

人との関係が福祉の土台であることを改めて実

感したところであります。 

 また、会場では多くの関係事業者の皆様が出

展や舞台発表に参加され、会場全体が大変にぎ

わいを見せておりました。特に南上原の居場所

に通う子供たちが自分たちで制作したクリスマ

スリースを販売し、来場者と会話を交わしなが

ら自分の作品を勧めている姿が印象的でした。 

 また、障害者事業所による作品販売も数多く

出品され、村民の皆様と直接交流しながら行わ

れた出店は相互理解やつながりを深める大変よ

い機会であったと感じております。 

 中城社会福祉協議会や福祉課の皆様、関係機

関の皆様、大変お疲れさまでした。 

 それでは、通告書に従い一般質問を行います。 

 大枠１、普天間基地の夜間騒音の深刻化につ

いて。 

 去る11月４日から７日にかけて、米軍普天間

飛行場に外来の米空軍Ｆ35Ａ戦闘機が飛来し、

昼夜を問わず離陸や訓練が行われ、村内でも強

い爆音が響き、多くの村民が驚き、不安の声を

上げています。いつもより明らかに大きな音だ

った、子供が眠れなかったという声が私のとこ

ろにも寄せられています。 

 そこで今回の外来飛来について伺います。 

 ①村はどのように把握しているか。また、村

民からの相談状況はどうだったか。 

 ②今回の騒音が日常的な騒音レベルを超えた

異常な状況であったと考えますが、村としての

見解はどうか。 

 大枠２、女性参画の推進について。 
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 本村では、昨年、村で初めての女性村長が誕

生し、村政に新たな風が吹き始めていると感じ

ています。女性の感性や視点が、子育て・教

育・福祉・地域づくりなど、多くの分野でより

よい方向へつながっていくのではないかと、村

民の皆様も期待を寄せているところだと思いま

す。 

 この機会を生かし、中城村全体で女性がもっ

と活躍し、自然に参画できる環境づくりを進め

ていくことが大切だと考えております。 

 そこで以下をお伺いします。 

 ①村の各審議会や協議会における女性委員の

人数及び割合はどうか。 

 ②村役場における管理職や係長級など女性職

員がどの程度登用されているか、人数と割合は

どうか。 

 大枠３、中学生の検定受検環境の改善につい

て。 

 本村では、中学生に対し検定料補助を行い、

学習意欲の向上に寄与している。 

 一方で、教員の働き方改革の影響により、従

来学校で実施されていた検定が校外実施となり、

那覇市などの遠方会場まで受検に行かなければ

ならない状況が生じている。その結果、保護者

の送迎負担や交通費負担が大きくなっている。

生徒の学習機会を保障し、受検環境を整備する

ための対策を伺います。 

 ①中学生の検定受検の現状と把握している課

題について。 

 ②学校開催が困難な場合でも生徒の負担を軽

減するため、村内施設を活用した代替会場の確

保などの受検環境を整える考えはあるか。 

 ③検定料補助の継統に加え、小学校高学年へ

の補助拡充について検討する考えはあるか。 

 大枠４、小中連携の強化を新たな教育施策と

して推進を提案。 

 本村は、小学校３校、中学校１校と、学校規

模が比較的コンパクトであり、地域のつながり

も強いという特徴があります。だからこそ、子

供たちの学びや生活を、小学校から中学校へ自

然につなげていくことが大切だと感じています。 

 全国では、小中連携を進めることで、中学校

への進学時の不安が減ったり、学習のつまずき

を早めに共有できたり、また不登校の予防につ

ながったという報告もあります。 

 本村でも、児童生徒一人一人に寄り添う教育

を進めていくためには、義務教育９年間を一貫

した視点で捉え、小学校と中学校の連携を強化

することが重要だと考えています。 

 そこでお伺いします。 

 ①本村では児童生徒数の増加地域と減少地域

が混在しており、学校規模に大きな差が生まれ

つつある。この状況をどのように分析し、学校

運営上の課題をどのように捉えているか伺う。 

 ②県内でも那覇市、糸満市、宮古島市などで

小中連携、小中一貫教育が進んでいる。本村と

して、小中連携を強化する必要性をどのように

考えているか伺います。 

 以上、答弁よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、小橋川恵美議員

の御質問にお答えいたします。 

 その前に今冒頭でありましたように、去る日

曜日開催されました福祉まつりには、本当に多

くの皆さんが御来場いただきまして、そして多

くの笑顔を見て、一緒に私も餅つきを楽しみま

した。 

 そのときにオープニングには、駐在所の出野

さんが登場したときには本当に驚きましたけれ

ども、と同時に感動もしました。 

 恵美議員もオープニングの護佐丸ダンス、お

疲れさまでございました。 

 それでは、大枠１の普天間基地の夜間騒音の

深刻化についてでございますが、去る11月の米

軍機による爆音では、本当に多くの村民の皆様

が不安なときを過ごされたと存じます。 



─ 93 ─ 

 今後は、防音のない静かな中城村を取り戻す

ために一緒に頑張ってまいりましょう。 

 それでは、大枠１の村はどのように把握して

いるか。また、村民からの相談状況はどうだっ

たのかについてお答えいたします。 

 ①米軍の訓練等の情報につきましては、これ

までも米軍や沖縄防衛局をはじめ、国や県から

の事前情報は全くなく、事後においても報告等

があるわけではありません。 

 今回の戦闘機による飛行訓練等につきまして

も、本村上空通過時の状況と、あと新聞報道等

での把握となりました。 

 11月５日から７日にかけて、基地苦情110番

への投稿またはお電話での騒音に対する被害報

告は５件ございました。 

 続きまして、②の村としての見解でございま

すが、今回の戦闘機による爆音は、日常化した

回転翼機よりも明らかに大きな騒音であり、住

民が恐怖を覚えるほどのものであつたと認識し

ております。 

 続きまして、大枠２の女性参画の推進につい

てでございますが、小橋川恵美議員がおっしゃ

るように、女性の感性や視点で様々な施策を展

開し、住みよい地域づくりと、そして女性が活

躍できる環境づくりに取り組んでまいります。 

 小橋川恵美議員からも、引き続き多くの提案

がいただけると幸いでございます。よろしくお

願いいたします。 

 それでは、お尋ねの①本村の各審議会や協議

会における女性委員の人数及び役割についてで

ございますが、令和７年３月現在で、村にあり

ます各種委員会の全委員数503名のうち女性は

133名。登用率は約26.44％となっております。 

 続きまして、村役場における課長級の女性登

用の割合についてでございますが、14名中３名

が女性、これは課長ですね、割合が21.4％、係

長級については43名中15名が女性で、割合が

34.88％となっております。 

 大枠３と大枠４につきましては、教育委員会

が答弁いたします。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 こんにちは。 

 小橋川議員の御質問にお答えいたします。 

 大枠３、①について、昨年度より教師の働き

方改革等の理由で学校から要望があり、中学校

での受検会場は取りやめました。 

 そのためだと思いますが、受検者数が減って

います。 

 課題としては、保護者が受検会場までの送迎

が負担になっていることなどと思っています。 

 ②ＰＴＡや保護者において、実施することが

可能であれば、会場の確保などの検討は可能で

す。 

 ③外部評価委員からも小学校の補助の拡充に

ついて話がありました。現在の事業内容も含め

検討をしています。 

 大枠４についてお答えします。 

 ①村内小中学校の児童生徒数の差による学校

運営上の大きな課題はございません。 

 ただし、中城南小学校の児童数が今後も増え

続けた場合は、教室の不足が懸念されます。 

 ②小中連携の重要性は認識しており、村内の

小中学校の教職員が年２回、合同の研修会を開

催するなど、小中連携の継続した取組を行って

おります。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 ありがとうございま

す。 

 それでは、再質問をさせていただきます。 

 大枠１の騒音、夜間騒音の深刻化についてな

んですが、そうですね、今、日頃から日中帯も

米軍機のほうの騒音には中城村民も悩まされて

いると思います。 

 この４月４日から７日にかけて訓練が行われ

ていたということで、皆さんもちょっと感じた

かと思うんですけども、すごい騒音だったんで



─ 94 ─ 

すね、真夜中まで。 

 それで、中城村にはこの基地被害110番とい

うことでホームページに基地被害を、こちら中

城村に報告するページを設けてくれているんで

すけれども、そこに関して少しちょっとお伺い

したいと思います。 

 この基地被害110番の設置の趣旨と、こちら

は令和５年の10月にホームページに設置された

と思うんですけれども、趣旨をちょっとお伺い

してもよろしいでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えいたします。 

 中城村には、在日米軍基地はございませんが、

普天間飛行場を有する宜野湾市と隣接しており

まして、同飛行場を離発着する航空機が本村上

空を通過し、日常的に騒音被害を受けておりま

す。 

 村におきましても、この基地被害を住民から

受け入れるとともに、共有しながら国への抗議

の意志を示す苦情届だったり、要請活動など基

地資料に活用するために本村の住民から航空機

騒音等の基地被害に関する窓口として設けてお

ります。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 ありがとうございま

す。 

 恐らく村民は、うるさいなと思っていてもど

こにちょっとこの苦情を言っていいか分からな

い状況だと思うんですね。中城村は、もう令和

５年、ちょっと先駆けて２年ぐらいになるんで

すけれども、この基地被害110番を設置してく

れておりまして、このですね、期間、11月の騒

音がひどかった期間ですね、皆さん、新聞等で

も御存じかと思うんですけども、宜野湾市にお

いては、11月のこの期間だけで391件の被害、

騒音の基地被害の苦情が寄せられているという

ことで、佐喜眞市長のほうも防衛局のほうに抗

議に行っていたというのが新聞報道でなされて

いたんですけども。 

 今回のこの基地被害を受けて、今後、中城村

に関しましては、基地被害の110番があるんで

すけども、こちらは通報があった場合、役場内

でどの部署が対応していて、その通報があった

ものに関しましては、どういうふうに情報を活

用しているのか、お伺いしてよろしいでしょう

か。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 この基地による苦情の

投稿110番につきましては、企画課が管理して

おりまして、ホームページにも掲載しておりま

すけれども、令和５年10月から開設いたしまし

て、お問合せいただいた内容を掲示しておりま

して、住民からの基地苦情に対しまして沖縄防

衛局へ毎回この被害の状況と抗議ということで

対応させていただいております。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 この基地被害110番

ですね、令和５年の10月から開設しておりまし

て、約２年間でありまして、毎月毎月苦情があ

った分をＰＤＦにして、企画課がホームページ

にアップしているんですけども、開設した当初

はオスプレイなどの騒音被害がかなり激しかっ

たのかなと思うんですけども、その１年間で約

80、90件ぐらいでありまして、令和７年に関し

ましては、大分ちょっと周知も薄れてきたのか

なというところで25件ぐらいの被害、１年間で

この受付になっているんですけども。 

 これまだ知らない村民もいるかと思うんです

よね。そこで、この基地110番の住民の声を拾

う上で重要な仕組みだと思うんですけども、村

民の中にはその存在を知らない方もいるかと思

うんですけども、そこで今後、この基地110番

の周知は十分と考えているのか、今後、さらに

周知を強化する考えがあるのか伺います。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えいたします。 
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 件数などを御説明いただきましたけれども、

令和５年度が91件で、令和６年が63件、７年に

おきましてはまだ16件ということで、報告件数

が少なくなっております。これ基地被害の村民

が感じる苦情としての騒音のレベルが低くなっ

ているのかなと思っていたんですが、おっしゃ

るようにまだ住民に完全に周知されていない、

苦情の問合せ先が分からないというような住民

の方もいらっしゃるかなと思いましたので、定

期的に広報をはじめ、村のＬＩＮＥ等で御説明、

周知をしていけたらと思っています。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 ありがとうございま

す。 

 ぜひちょっと多くの声を集めて、現状を把握

していただきたいと思います。 

 そこで、基地がある市町村は、またもう少し

いろいろ会議とか防衛局との会議などもあるか

と思うんですけども、私たちの隣接する同じ基

地がない西原町に関しましても、やはりこの11

月の訓練の際にはすごく騒音が激しかったとい

うことで、西原町の企画課、西原町はこの基地

110番というホームページはないんですけれど

も、電話であったりとか、やはりメールで苦情

がかなり寄せられているということで、中城村

とまた連携して防衛局等にも担当課の方は何か

いいアイデアがないかなということをお話しさ

れていたので、また村長、何か今後この基地被

害に関しまして、実際防衛局にその都度抗議は

しているということではあるんですけども、村

長の国に対して抗議とか要請とか、この資料を

根拠に行っていく考えはあるか伺います。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 では、小橋川恵美議員の再

質問にお答えいたします。 

 今回の爆音についてでございますけれども、

そのときだけでなくて、子供たちも非常に被害

を受けているのではないかなと思います。体育

の授業でしたら先生の声が聞こえなくなったり

とか、私も最近はクーラーを使わない日々を過

ごしておりますので、村長室も窓を開けて会議

することがありますが、今でも米軍機が通ると

きには会議を中断するぐらいの音を受けており

ます。 

 この件につきましては、お隣の西原町長とも

いろんな今話をしておりますので、もちろん共

にでもいいですし、もちろん中城村としても今

後は抗議などを県で行っていくのか、あるいは

国に言っていくのかということを今後、私なり

にしっかり考えて、検討して、行動に移してい

きたいというふうに思っております。以上でご

ざいます。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 中城村が基地被害

110番を設置したことは、住民の声を行政が受

け止める姿勢を示したということで、非常に意

義がある取組だと評価いたします。 

 一方で、周知が十分でなければ声は集まらず、

集約分析されなければ、国へですとか県に交渉

力にはなりません。基地被害110番は、設置し

たことがゴールではなく、集めた声をどう動か

すかが問われています。夜間騒音ですね、かな

り本当に遅い時間まで21時頃まで訓練している

状況でありますので、村民も声を上げれば、村

が動いてくれると実感できるように今後も実効

性がある運用と、国に対する継続的な働きかけ

を強く求めて、次の質問に移ります。 

 大枠２ですね。中城村第５次総合計画におけ

る男女共同参画の取組として、各種審議会へ女

性登用率については、前期目標ですね、令和７

年度で13％と設定しているところ、現時点では

実績が26.4％となっており、既に目標を大きく

上回る成果を上げていると認識しております。 

 村として、これまでの取組をどのように評価

しているか、お伺いします。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 
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○総務課長 大湾朝也 それでは、小橋川恵美

議員の御質問にお答えをいたします。 

 女性の登用ということですけれども、各種委

員会、各課に属する委員会の中でも女性の参加

率が多くなっています。時代背景もありますの

で、その辺については各種委員会の中であった

り、各課の係の中でも十分女性の参画というこ

とを考えている結果ではないかと考えておりま

す。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 そうですね、これま

での取組が一定の成果を上げていることが分か

りました。 

 そこで、前期目標を既に達成している状況を

踏まえ、後期の目標が結構控えめだったかなと

思いまして、令和７年が13％、令和15年が15％

と目標になっておりましたが、今後の後期計画

において、このパーセンテージですね、どのよ

うに考えていくのかお伺いしてよろしいでしょ

うか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、小橋川恵美

議員の御質問にお答えをいたします。 

 第５次総合計画において各種審議会の女性登

用ということで、令和15年度の最終目標として

15.0％、議員がおっしゃいます数字的には控え

めだったんじゃないかということで上げられて

いますので、現状を確認しながらその部分、中

期の見直しもございますので、その率について

検討をしてまいりたいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 そうですね、もう一

度再質問させていただきます。 

 女性登用率が向上をしている一方で、特定の

分野や限られた方に、何ていうんですかね、限

られた方だけが役員等をやるのではなく、より

幅広い世代ですとか、様々な立場の女性が継続

的に参画できる仕組みづくりが、今後は重要に

なると考えておりますが、そこで、新たな人材

の発掘ですとか、育成、次世代につながる登用

の在り方について、村としてどのように取り組

んでいくかお伺いします。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、小橋川恵美

議員の御質問にお答えをいたします。 

 女性参画、男女共同参画ということにつきま

しては、各課に関連するものでございますので、

誰でも、女性男性問わず、社会で貢献できる、

活躍ができるということで考えておりますので、

各種委員会、協議会の開催、委員の任命につき

ましては、同じ人ではなく、より多くの人たち

の参加を促しながら女性登用を含め考えていき

たいと思います。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 じゃ、そこでちょっ

と村長にお伺いしたいと思います。 

 本村では、令和６年に、村として初めて女性

村長が誕生しました。これからこれは多くの女

性にとって希望であり、男女共同参画をさらに

進めていく大きな節目だと感じております。 

 この流れを一過性のものとはしないで、中城

村らしい男女共同参画の取組として、今後どの

ような取組を行っていきたいのかということで、

村長の見解をお伺いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、再質問にお答え

いたします。 

 本村の職員は、男女問わず様々な課題解決で

すとか、提案だとか、そういうふうに取り組ん

でおります。知恵と工夫でもっていろんな課題

に取り組んでいるのが現状でございます。 

 しかしながら、先ほどから恵美議員がおっし

ゃってくれておりますように、女性の視点で今

後取り組めるように女性の登用を増やせるよう

に頑張っていきたいというふうに思っておりま

す。以上でございます。 
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○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 女性登用率が目標を

大きく上回って達成されたことは、これまで皆

さんが積み重ねてこられた行政と地域の皆様の

努力の成果であり、大いに評価するべき点だと

感じております。 

 これからはその数の成果を声が生きるですと

か、力が発揮される参画へとつなげていって、

誰もが関わりやすい中城村を行政、議会もそう

ですし、地域一体となって築いていくことを要

望して次の質問に移りたいと思います。 

 中学校における各種検定の受検環境について

ですが、中学校の検定受検ですね、昨年から学

校での開催をやめて、校外で受検するというこ

とになっているんですけれども、ちょっと中学

校で開催していたときと、昨年の実績をお伺い

してもよろしいでしょうか。校外になったとき

の実績をお伺いします。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 検定ごとに人数を報告いたします。 

 令和５年度につきましては、漢字検定160名

受検しております。令和６年度については42名。

英語検定につきましては、令和５年度は受検者

339名で、令和６年度は67名です。数学検定に

つきましては、令和５年度は受検者数92名で、

令和６年度につきましては43名。総検定受検者

数は、令和５年度につきましては591名、令和

６年度につきましては152名ということで、令

和６年度については減少となっております。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 そうしましたら、教

育委員会としてはその要因というのはどのよう

に考えますか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 この事業を、令

和６年度から事業を変更してきております。 

 主な原因につきましては、教育長も申し上げ

たとおり、会場がこれまで学校内であったのが

校外に移ったということで送迎などの負担が出

たということ。あと、手続等につきましても自

らやらないといけない。これまでは学校で先生

方の協力の下、やってきている部分があります

ので、そういったものの負担。 

 逆に、公立中学校以外の受検者も現在申請で

きるようになっていますので、その分は増とな

っております。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 令和５年と６年だけ

比較してみても、やはり大部この数が減少して

いるなというところと、やはり保護者のほうか

ら、保護者も学校任せであったというところも

あるのかもしれないんですけども、やはり那覇

市ですとか、ちょっと遠方での開催となると、

保護者の送迎ですとか、時間ですね、送ってい

く送迎の時間ですとか、交通費ですとか、あと

手続のタイミングなど、負担が大きくなってい

るように思われます。 

 今後、事業がちょっと縮小、参加人数が縮小

をしている状況ではあるんですけども、この事

業は今後令和７年度も継続していく考えであり

ますか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 すみません、先

ほどの答弁のほうで、こちらのほう少し漏れが

ありました。回数制限を行っております。令和

５年度までは無制限といいますか、学校では学

期ごとに１回英検を受検していますので、３回

やっていたものを、令和６年度の事業からは１

回限りという形で変えていますので、その分の

減も生じていることと考えています。 

 令和７年度におきましても、英検事業につき

ましては、現在のを継続していきます。 

 この検定事業につきましては、今後どうして

いくかというのも、今、教育委員会でも検討し
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ているところなんですけれども、実際、令和５

年度から令和６年度に事業の変更を行っている

んですが、検定回数が１回限りとなったものも

理由だと思うんですが、実際に受検者の合格率

ははるかに上がってきています。仮に漢字検定

だと35％だったのが、令和６年度は74％まで上

がっています。英語検定につきましても55％か

ら72％、数学検定につきましても70％から80％

の合格率があります。 

 ですので、これまでの受検者数を見ていても、

この３回を受けても合格できない方たちもいま

す。なので、１回限りという制限を設けたのも

一つの原因だと思うんですけれども、その受検

に対する前もっての勉強、学習等の影響もある

のかなというふうに考えているので、効果とい

うのは教育委員会でもこの中身について詳しく

精査していきたいと考えています。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 ありがとうございま

す。 

 ②の学校開催が困難な場合ということで、生

徒の負担を軽減するために、村内施設を利用し

てということで、教育長の答弁ではＰＴＡとか

保護者が関わって開催していく状況はどうかと

いうことであったんですけども、学校先生方の

やはり働き方改革、働き方を考えると、私たち

保護者としても、もうそこまで教員の方々に負

担を強いるのは申し訳ないなというところも理

解を得られると思うんですけども、もしＰＴＡ、

学校を通してになるかと思うんですが、ＰＴＡ、

保護者が開催した場合というのは、教育委員会

も、何ていうんですかね、協力などは行えると

いう考えでよろしいでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 教育委員会としましては、周知であったり、

受検料の補助等は今後も協力していくことで考

えています。 

 現在、準会場として運営をしていく場合につ

いて、教育委員会も一緒にやっていくのかとい

うのは、検討は必要だと考えています。できれ

ば、教育長が先ほど答弁したとおり、ＰＴＡだ

ったり、保護者でも可能となっていますので、

そちらのほうでお願いしたいというふうに考え

ています。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 ありがとうございま

す。 

 まだ、ちょっとこの校内、村内の施設を利用

してということの代替会場確保となると、やは

り幾つかの問題がまだまだ解消できないのかな

と思いますので、これは引き続きですね、また

いろいろ学校側ですとか、ＰＴＡ側と協議が必

要であるのかなというふうに考えます。 

 ③検定料補助の継続に加え、小学校の高学年

の補助拡充についてということで、外部の評価

委員からは、その小学校高学年への補助も案が

あるということで、意見があるということでは

ありますが、これ、今保護者のほうから３年間、

中学入ってから３年間で検定を目指す、意識し

て目指すとなるとちょっと時間が足りないのか

なというところの意見も伺っています。中学３

年生になると、やはり受験、高校受験を控えて

いるので、早めに小学校５、６年生から各種検

定に意識を向けて取り組んでいくと、継続的に

中学校に向けて意識も、勉強の意欲ですとか、

そういう学習意欲が高まるのではないかと考え

ているんですけども、その辺はいかがですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 議員の提案がありました小学生の拡充につき

ましては、検討していないわけではないですが、

こちらのほうではいろいろ今ＩＣＴを活用して、

小学校の低学年からもすららドリルを導入して、
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学習できる環境を整備してきています。 

 今後、財政面もいろいろ含めて検討事項の一

つだというふうに考えていますので、どういっ

た面で実際に学習が必要なのかというのは、そ

こも見ながら検討していきたいというふうに考

えています。 

 中学生を対象に今実施しているのは、以前、

推薦入学に有利だとかいろいろありましたので、

現在もまだ導入しているところです。 

 今後そこの部分につきましては、いろいろ学

校の入学要綱もいろいろ確認しながら、そこも

検討していきたいなというふうに考えています。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 大枠３につきまして

は、今後の中学生の検定受検の環境につきまし

ては、課題が幾つかあるかと思いますので、引

き続き、また私のほうも注視していきたいです

し、保護者、村民のですね、保護者の方々とも

ちょっと協力しながら、何かいい案がないか検

討していきたいと、私たちＰＴＡとして関われ

る、保護者として関われることを検討していき

たいと思います。 

 それでは、大枠４ですね。 

 小中連携ということでありますが、その質問

の中に、今回、小中連携をすることによって、

小学校から中学校へ自然につなげていくことが

大切ということで、結構、中１ギャップという

ところで、中１ギャップということで、中学校

１年生になると、各小学校の３校から１つの中

学校に一緒に入学してくるので、ちょっと友達

になじめなかったりですとか、何ていうんでし

ょうね、進学時の不安があって、不登校とかち

ょっと学校で慣れるのに時間がかかったりとい

うことがあるかと思うんですけども、それを中

１ギャップといいまして、小学校から中学校へ

進学する際に、学習内容や授業の進み方の急激

な変化ですとか、普通の担任制から強化担任へ

変わっていったりですとか、あと校則と人間関

係の変化、学校規模が人数が増えますので、ち

ょっと知らない学校の子たちも一緒に入ってく

るので、環境の変化などで適応できず、不登校

ですとか、学習意欲の低下、問題行動の増加、

あと心身の不調ということで、ちょっと学校に

行き渋りなどがあるということで、その現象を

中１ギャップというみたいなんですけども。 

 この中１ギャップにつきまして、中城中学校

でもちょっと中１年生になると、学校をちょっ

と不登校が生じたりですとか、そういう状況な

どは現在ありますでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 永川幸徳。 

○教育総務課主幹 永川幸徳 お答えいたしま

す。 

 中１ギャップによる不登校かどうかというこ

とは、簡単には申し上げられません。 

 ただし、中城中学校においても不登校生徒は

おります。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 じゃ、それでは中学、

不登校がいらっしゃるということでありました

ので、もし数が分かれば中１、中学３年生の３

学年分の分かる範囲での不登校の数をお伺いし

てもよろしいでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 永川幸徳。 

○教育総務課主幹 永川幸徳 お答えいたしま

す。 

 令和６年度の中城中学校の不登校生徒数は28

名です。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 ありがとうございま

す。これ１年生から３年生までの数だと思うん

ですけども。 

 私がこの小中連携というところのちょっとこ

の提案をしたいのは、やはり小学校から６年生

から中学１年生、進級する際の、何ていうんで

すか、子供たちの状況というかは、各小学校か

ら皆さん、集まってきますので、なかなかちょ
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っとなじむのに時間がかかる子もいて、中学１

年生のうちに不登校になってしまうということ

も実際聞いたりしています。 

 先ほど、教育長の答弁で年に２回、小中連携

して先生方の交流を取っているということでは

あったんですけども、小学生のうちにこの３校

をですね、中学校へ上がる前に、中学校になる

と皆さん３校に同じ３校から１校にまとまるん

ですけども、その小学校のうちにこの各学年で

交流、例えば中小と津覇小ですとか、津覇小と

南小ですとか、何らかの行事ですとか授業を通

して交流をして、中学校に行っても顔が見える

知り合いである関係というのを学習面ですとか、

教育の中で取り入れることはできないか、お伺

いします。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 永川幸徳。 

○教育総務課主幹 永川幸徳 お答えいたしま

す。 

 現時点では３小学校同士の学年による交流等

というものはございませんが、検討して行うと

いうことは可能だと考えます。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 先生方もぜひ、忙し

いとは思うんですけども、今先ほどおっしゃっ

ていたＩＣＴを活用して、ウェブ、Ｚｏｏｍな

どを使って、各学校とクラス、学年単位でもい

いですし、交流していくことは今の時代可能じ

ゃないかなと思うんですけども、ぜひちょっと

この取組を検討していただきたいなと思ってい

ます。 

 そうですね、やはり小学校の６年生から中学

校へ進級する際というのは、学校説明会ぐらい

があって、そのままもう入学式ということで今

現状はなっていると思うんですね。事前に小学

校６年生と中学生を交流するとか、そういう何

ていうんですかね、連携をもう少し取っていた

だきたいなと思うんですけども、中学校入学前

の不安を軽減するとして、学校見学ですとか、

中学生との体験授業ですとか、交流等は今後も

し可能であれば、ぜひ検討していただきたいと

思うんですけども、教育長、そのあたり、どう

お考えになりますか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 永川幸徳。 

○教育総務課主幹 永川幸徳 お答えいたしま

す。 

 先ほど答弁に漏れましたが、小学生同士の、

小学校同士の交流という点では、全ての児童で

はございませんが、旭市の交流、福智町の交流、

学校代表の児童に限られますが、この子たちが

事前の学習会、そして交流に行った先、こうい

ったところで交流を行っております。 

 それに加えて、本村は西原町、北中城村と３

町村合同の中学生フォーラムを開催しておりま

す。そこで、中学生の生徒会が意見交流をしま

すが、その場に各小学校から児童会を招いて、

その様子を観察して、各学校に持ち帰るといっ

たこともやっております。 

 小学校と中学校の交流という点では、今のよ

うな中学生フォーラムが今行っている取組とし

ては挙げられると思います。 

 ただ、今後、小学校と中学校の交流というこ

とになりますと、小学校の高学年から中学校に

なると時数的な問題がございます。具体的には、

かなりタイトな時間で授業を進めないといけな

いという現状がございますので、その辺は検討

を要する内容だと考えます。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 いろいろ課題がある

ことは、重々承知しております。 

 やはり先ほどおっしゃっていた交流ですとか、

児童の代表になる子たちだけではなくて、全中

城の小学校の子供たちがスムーズに中学校に上

がれるように、ぜひ９年間という、せっかく義

務教育、小さい４校しかない中城村であります

ので、９年間を見据えて、小学校の６年間、中

学校の３年間を見据えて、今後、何ていうんで



─ 101 ─ 

すかね、教育委員会で何か指針たる施策ですね、

教育の方針などがあれば、もっと子供たち、つ

まづかないで成長・学習に取り組むことができ

るのかなと思っております。 

 なかなかちょっと今は社会が厳しい状況です

ね、子供たちのいろいろな不登校ですとか、学

習のつまづきですとかいろんな問題が山積して

いるかと思うんですけども、中１のギャップで

すとか、そういうところでちょっと中学校入っ

てすぐつまづいてしまうと、かなりちょっと子

供たちにとってはマイナスかなと思いますので、

子供たちの適応能力の問題だけでなく、大人側

がどれだけ環境の変化に備えられるかという問

題もあると思います。行政課題ですね、環境の

変化に備えられるようにしていけたらなと思っ

ていまして、小学校３校ですね、それぞれ小学

校のときから交流を取っていただいて、すんな

り中学校へつながる学びと生活が途切れないよ

うに、連携と引継ぎの仕組みをぜひ前向きに検

討していただきたいと思います。 

 これで子供たちが安心して中学校生活をスタ

ートできる環境づくりを整備を強く求めて、私

の一般質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で、小橋川恵美議員の

一般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１４時２６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時４０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、７番 新垣 修議員の一般質問

を許します。 

 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、議長から発

言許可がありましたので、一般質問のほうに入

りたいと思います。 

 その前に、都市建設課長のほうには吉の浦会

館から護佐丸資料館の横断帯のカラー舗装の件

なんですけれども、スピード感を持って対応し

ていただきまして、お礼を申し上げます。その

点に関しましては、高く評価いたします。 

 それで、先日、そのことで私のほうに声が寄

せられたので、そのまま読み上げたいと思いま

す。 

 福祉まつりや体育館でのイベントなどで公共

駐車場から会場へ移動の際に、１、誘導係が安

心してこの横断帯を活用できたと声がありまし

た。また、ドライバーも横断帯という認識が持

ちやすく、歩行者優先で停止してくれます。歩

行者も横断する際、この横断帯なら手を挙げて

渡ってもいいんだって勇気が出るようですとい

うことで評価する声もある一面ですね、私も施

工後に少し見て、思ったんですけど、まず、通

行帯のほうがめっちゃ狭くて、すれ違うときど

ちらかが譲ったり、車椅子の方だと１人しか通

れないよという。家族連れで、これ娘さんと妹

さんなんかが歩くと、２メーター幅しかないも

んですから、この車椅子が来ます、よけますと

いうふうに、もうちょっと大きくできなかった

のかなという意見も寄せられております。私も

後方の意見と同様で、横断歩道は最低でも３メ

ーターということで、できれば今２メーターで

施工されていますけど、もう一幅４メーターぐ

らいにやっていただければ、もっと住民が喜ん

だのかと。 

 今年度末まであと100日ありますので、予算

が余ったらあと２メーターやってください。そ

の辺、また頑張って施工のほうできましたらお

願いいたします。 

 それでは、通告書に従って一般質問を読み上

げていきたいと思います。 

 まず、大枠１番、村内道路管理及び通学路点

検。 

 10月13日に、村道奥間南上原線で、中学生が

自転車走行中にガードパイプヘ衝突し、重傷を

負う事故が発生した。 
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 本件について宜野湾警察署からの詳細な事故

原因は公表されていないものの、当該路線の歩

道幅は狭く、さらに雑草やネムノキが繁茂し、

通行に支障を来す状況が見受けられ、こうした

道路環境が事故発生の一因となった可能性も否

定はできない。ついては以下について村当局の

見解を伺う。 

 ①事故発生後、現場の安全点検を実施したの

か。 

 ②当該路線の雑草繁茂への対応の実地頻度や

維持管理上の管理計画はどのように行われてい

たのか。 

 ③村道に対する定期的なパトロール、安全点

検はどの頻度で行つているのか。 

 ④今回の事故を受け、児童生徒を含む自転車

利用者の安全対策についてどのような対策を講

じる考えがあるのか伺います。 

 ⑤和宇慶入口付近から津覇小学校への国道

329号線距離的に450メートルを通学路して利用

していますが、国道歩道の雑草が繁茂し過ぎて

通学路環境に支障を来している状況にあります

が、教育委員会としてどの程度把握し、どのよ

うな通学路の安全点検体制を整えているのか伺

います。 

 ⑥通学路について、学校・ＰＴＡ・地域住民

と連携した定期的な点検は実施しているのか。

また、点検の頻度と、問題箇所をどのように関

係機関へ報告しているのか伺う。 

 ⑦通学路の危険箇所について、国・県・警察

及び村当局関連部署との連携はどのように行わ

れているか。改善要望の方法について伺う。 

 次のページ、大枠２番、ボランティア袋配布

と活用周知。 

 春・秋の一斉清掃およびＣＧＣ運動の際に、

自治会ヘボランティア袋を配布している。 

 しかし、住民の多くが、自治会に申請すれば

受け取れる、村がボランテイア用袋を提供して

いるといつた情報を十分に把握しておらず、認

知度が低いと思われる。それはある住民からボ

ランテイアで公園の草刈りを行い、役場に毎回

出向いて袋を受け取りに、これ何十年もですね、

何十年も前から行っている。近隣の草刈りを行

うけれども、片づけをしっかりとやってもらい

たいなどの声を聞きました。 

 そこで、①袋の制作枚数・製作費用、自治会

ごとの配布数、配布枚数の在庫管理をどのよう

な体制で行っているのか伺います。 

 ②ボランティア袋は自治会より受け取り、利

用可能である、ボランティア清掃活動で出た草

木等は住民生活課で回収できるといった制度の

周知をどのように行っているのか。周知体制に

ついて伺います。 

 ３、一斉清掃チラシ配布。 

 一斉清掃のお知らせ方法変更に伴う参加世帯

の大幅減少について昨年度は、希望地域を募っ

てチラシを配布した結果、多くの地域で参加が

行われ、ある地区では130世帯が参加した。 

 しかし、本年は、チラシ配布を実施しない方

針に変更。その結果、同地区では80世帯へと大

幅に減少し、約40％近くの参加減となった。一

斉清掃は村の環境美化活動の中核であり、参加

者減少は村全体の活動力の低下につながる重大

な問題である。なぜ担当課はチラシ配布を中止

したのか。その判断過程と検証が必要であると

考えるが、①昨年度は希望地域ヘチラシ配布を

行い、参加世帯数も高い成果を得ていたにもか

かわらず、今年度はなぜチラシ配布を行わなか

ったのか。 

 ②配布中止の決定はどのような検討を経て行

ったのか。 

 ③住民の参加状況への影響を予測したのか。 

 ④今後の一斉清掃の参加者数を回復・増加さ

せるための具体的な施策は考えてあるのか。以

上、答弁をお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、新垣 修議員の
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御質問にお答えいたします。 

 その前に、今回事故に遭われた生徒の方に心

からお見舞い申し上げるとともに、これからも

子供たちの安全安心な道路行政に努めてまいり

ます。 

 それでは、大枠１、村内道路管理及び通学路

点検の①の事故発生後、現場の安全点検をした

かという質問でございますが、事故後は現場の

確認を行っております。 

 安全点検といたしましては、車道はゼブラで

の滑り止め舗装でスピード抑制対策が施されて

いるため、交通ルールの周知・徹底など関係機

関と連携し、さらなる安全点検を検討してまい

ります。 

 歩道のほうは、私のほうから確認をしました

ところ、現在、団地から南上原への歩道は草刈

りがなされておりましたけれども、団地から下

ですね、一部分のところには草が伸びていると

いうことを確認しております。 

 次に、②の管理計画でございますが、観光地

周辺環境美化事業を活用し、２か月から３か月

に１回の頻度で行っております。 

 しかし、冬場と夏場とでは雑草の伸び方も異

なりますので、その時々に応じて草刈りは必要

であるかと考えております。 

 次に、③のパトロール・安全点検の頻度でご

ざいますが、月に２、３回ほど目視でのパトロ

ール、写真での管理を行っております。 

 私も公用車移動の際には見ているつもりでは

ありましたけれども、今後はさらに気をつけて

確認しなければならないなというふうに感じて

おります。 

 続きまして、④の安全対策についてどのよう

な対策を講じる考えがあるかとの質問でござい

ますが、勾配のきつい道路では滑り止め舗装や

スピード抑制の注意喚起などを行ってまいりま

す。 

 その他の４と⑤から⑦につきましては、教育

委員会が答弁いたします。 

 続きまして、大枠２のボランティア袋配布と

活用周知についてお答えいたします。 

 その前に、春と夏の一斉清掃をはじめ、日頃

から地域や海岸の清掃ボランティアに協力して

いただいていますことに感謝申し上げます。あ

りがとうございます。 

 ①ボランティア袋の製作枚数についてござい

ますが、在庫状況を確認の上で２万枚、費用は、

他のごみ袋とまとめて発注となっておりますが

30万円程度となります。 

 配布枚数につきましては、一斉清掃の際に各

自治会への配布を行っております。以前は多い

ところで50枚以上配布していた自治会もござい

ますが、草木をなるべく袋に入れないほうが搬

入のときの手間にならないとの周知を行い、10

月の秋の一斉清掃におきましては各自治会30枚

を配布しました。ボランティア袋の在庫管理は

住民生活課で管理しております。 

 続きまして、②の周知体制でございますけれ

ども、周知につきましてはホームページに記載

しております。また、役場窓口配布の際に、回

収方法につきまして御説明する場合もございま

す。 

 大枠３の一斉清掃チラシ配布についてお答え

いたします。 

 ①今年度、春の一斉清掃のチラシ配布を行わ

ない旨を事務委託者会でお伝えしましたが、配

布希望という自治会があったため希望自治会へ

はチラシを準備いたしました。 

 秋の一斉清掃においても事務委託者会では、

ホームページ・広報・防災無線・ＬＩＮＥで周

知を行うことからチラシ配布は行わないと伝え

ております。 

 理由といたしましては、ごみの削減・ペーパ

ーレス化を推進していくためでございます。 

 しかしながら、参加人数が今回減少した自治

会もあるということで、活動力の減少につなが
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りますので、もう少し段階的な配布調整が必要

だったのではないかなと今感じております。 

 ②配布中止の決定については、予算上という

よりは、ごみ削減のため、チラシ配布によらな

い周知にしていく必要があったと考えたからで

ございます。 

 続きまして、③です。住民の参加状況への影

響の予測をしたかということでございますが、

秋の一斉清掃当日は、天候が不安定な日となっ

ておりましたので、チラシ配布の有無が直接的

な影響とは言いづらい状況もあったのかなとい

うふうに思います。 

 続きまして、参加者の増加の具体的な施策と

いうわけではございませんけれども、引き続き

ホームページですとか、あと広報、無線ですね、

あとＬＩＮＥ等を活用して周知を行ってまいり

ます。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 新垣 修議員の御質問に

お答えします。 

 大枠１の④自転車の利用の安全対策について

は、村内小中学校で自転車の安全な乗り方の指

導を行っております。 

 また、事故後は、中学校では全体集会を持っ

て安全指導を実施しています。さらに、安全指

導全般については、村の校長会、教頭会、生徒

指導担当者会等で年間を通して確認、指導を行

っているところでございます。 

 ⑤雑草が繁茂している状況は、把握していま

した。先週火曜日の９日に、津覇小学校を訪問

した際には、きれいに草刈りがされておりまし

た。 

 ⑥年に１回、民生委員が通学路の安全点検を

行い、点検結果を教育委員会へ報告しておりま

す。それを受けて、教育委員会で現場を確認し、

関係機関と連携して改善に取り組んでおります。 

 ⑦夏体みに学校、村教育委員会、住民生活課、

都市建設課、警察が合同で危険箇所の点検を行

っております。その後、危険箇所の対応に関す

る協議会を開催し、対応可能なものはそれぞれ

の課で改善を行っています。村役場で改善でき

ないものについては、協議会の場で警察等の関

係機関に要望を行っているところです。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 先ほど、冒頭村長のほ

うからもありましたように、このたび事故でけ

がされた学生は、その後、無事に回復され、学

校に戻られていると伺い、心から安堵、私のほ

うもしております。 

 同様な事故が起きないように、起きないこと

を願って道路環境整備や点検などについて再質

問いたします。 

 まず、行政部局のほうから現場のほうも確認

をして、安全対策、ゼブラゾーンとか、そうい

ったのも確認、施されていて、今後さらなる安

全点検を行うということなんですけども。 

 その一方で、もちろん事故の自転車は、通行

路は車道を通ったというふうに聞いていますけ

ども、私は今言うようにその現場の安全点検も

しかりなんですけども、これあくまでも私の見

解なんですけども、やはり事故が起きた場合、

車道環境に視点が行くと思われます。それで事

故の現場のゼブラゾーンとかそういった滑り止

めもなされているというふうにいたと思うんで

すけれども、当該路線において歩行者や自転車

利用者の安全を確保する観点から、歩道サイド

に繁茂した雑草やネムノキがここは生い茂って、

枝葉が垂れ下がり、視界不良、通行の妨げなど

の歩道環境が粗悪な状態で、もし仮にこれが除

草で改善されていたなら、もしかしたらその学

生も危険を感じて、歩道側を通っていたら、こ

の事故が妨げられて防げていたのではないかな

のという見解を僕は持っていて、その点のほう

から質問したいと思います。 

 まずは、それは10月の中頃ですね、たまたま

南上原のほうでちょっと座談会がある際に、下
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りから、僕は上りです。左側から自転車を押し

て、乗らないで通行する、一般の人を見たんで

すけれども、自転車を押しながら、ネムノキの

をよけながら、本当に今にも自分の視界不良、

それから足元不良を避けながら下りていってい

るのを見て、そのような歩行者を見て、これ大

変だなというふうに、私は同調しました。 

 その際に、今後そのような状況をつくらない

ためにも雑草繁茂による視界不良、要は車道利

用につながることを未然に防ぐためにも、歩道

上の除草改善に講じていくのか伺います。 

 先ほど、２か月か３か月に１回パトロールし

ているとか、それから月に二、三回パトロール、

点検も行っているというふうに言っていますけ

ども、その状況状況に応じて対策というのが必

要かなと思ってますので、都計課のほうで今後

そこの改善をどのように動いていくのか伺いま

す。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 新垣 修議員の再

質問にお答えいたします。 

 新垣 修議員のおっしゃるとおり、歩道が狭

く雑草も生えやすい状況にあることは心得てお

ります。 

 この奥間南上原線におきましては、直近で今

現在一応行ってはいるんですが、その前の直近

で７月７日から８月25日までの間に２か月ぐら

いかかりまして、この道路延長も長く歩道も狭

く車道との距離も近いため、飛び石等の事故も

何回かございました。 

 今は飛散防止のネットを活用しながら草刈り

をしている状況でございます。そのため２か月

ほど全線を終えるのにかかってまいりました。

もう南上原から奥間まで行く頃には、もうまた

南上原が生えているとか、そういう状況にいつ

も悩まされているところでございます。 

 ただし、こちらやはり通学路にもなっていま

すし、この状況は改善しないといけないとは思

っております。 

 現場を見る限り、歩車道境界ブロック等の隙

間のほうからやはり生えてくるのが多く、こち

らのほうは目地注入剤ゴムなどを活用して今後

できないかと考えてもおります。ただし、ちょ

っと高いもので、財源も調整しながら今後はや

っていけたらと思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 課長、よく現場のほう

を見られているんで、今感心しております。 

 この歩車道ブロックの隙間、そこからネムノ

キの根っこ、要するに両サイドからネムノキが

垂れ下がっている。 

 これはちょっと前回、住民生活課長とも少し

余談で話したんですけども、歩車道ブロックの

ところ、要するに車道と歩道との隙間の縁石の

ところ、そこにネムノキがありますよね。そこ

に除草剤をかけるというのは、これ無理なんで

しょうか。 

 今、除草剤でも、何ていうの、路盤に優しい

というかな、土壌に優しい、そういったものが

あるし、車道と歩道との隙間というのは、これ

は村の多分土地になるはずですので、何らネム

ノキの根っこを枯らせば、そこからの視界不良

もなくなるし、あとは民地のほうに関しては、

やはりちょっといろいろとネムノキの伐開とか、

そういうのはいろいろと民間地の地権者とも協

議しないといけない点も理解をしているんです

けれども、その辺も踏まえての対策というのは

どうなんでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 除草剤が活用でき

れば一番私どもとしてもいいのですが、昨年で

したか、浦添のほうで公園のほうで除草剤をま

いているということで新聞報道でもあったりと

か、まずペットがなめないかとか、そういうも

のもあるので、その辺を今の除草剤はやはり大

丈夫ということで記載もされているので、その
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辺の住民の理解とかが得られれば、やはり除草

剤とかというのを活用できたらとも思っている

のですが、その辺は検討する余地はあるとは思

っています。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 歩道を利用する人命が

一番だと思うので、その辺も除草剤も今、大地

に優しい除草剤もありますので活用を御検討く

ださい。 

 これ意見としてなんですけども、当該路線の

管理においては、自転車利用者が危険を感じ、

降りて押しながら通行することも想定していた

だいて、歩道環境が安全に使えるように   

に努めて、維持管理、巡回を今後も行ってもら

いたいというふうに思っています。パトロール

のほうも強化していただきたいと思っています。 

 教育委員会のほうに再発防止の取組について

なんですけども、今回の事故ですね、決して個

人の不注意として片づけることなく、児童生徒

の自転車利用の安全確保の観点から、再発防止

に向けては取組を強化していただきたいと意見

をいたします。 

 教育部局のほうに質問いたします。 

 まず、通学路の安全性についてどのような見

解をお持ちなのか伺います。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 では、お答えい

たします。 

 教育総務課としても通学路については、適宜

注視していかないといけないと考えています。 

 ただし、通学路の範囲がかなり広い状況とな

っていまして、私たちのほうだけでも確認でき

ないことがありました。 

 今後この部分につきましては、注視してやっ

ていきたいというふうに考えています。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 ありがとうございます。 

 見解というのは、その通学路の安全性の見解

だったんですけれども、ひとえに言えば交通事

故や犯罪被害に遭うリスクが低いとか、ハード

面とソフト面があると思うんですけれども、一

言でいうと安心して通れる通学路、それが安全

性なのかなというふうに私は考えてちょっと説

明したいと思います。 

 先ほど、教育長からも監視、和宇慶入り口付

近の件も土曜日に確認したらきれいになってい

たというようなお話、それから通学路のほうも

注視しながら監視しているというふうに、いろ

んな関連の人とも連絡取り合いながら通学路の

点検も、それから校長会等もそうなのかな、い

ろいろやっているというふうにお聞きしました

けれども。 

 まず、皆さんのほうに手元のほうに写真を配

布いたしました。 

 まず、これ右と左の写真がありますけども、

まず、左側からですね、これが４番の、先に５

番の和宇慶入り口から津覇小学校までの450メ

ーター、これは主に和宇慶地区、それから南

浜・北浜地区の児童が横断歩道を渡って、左側

から、これは歩く通学路になっております。 

 12月２日に、このＡ地点から学校正面の歩行

の状況を撮影しております。真ん中の青い矢印

は、Ａ地点から和宇慶方面に子供たちが帰る下

校時のときの歩行路状況写真を撮っています。 

 このような状況で、子供たちがこの中をかき

分けながら歩く。今の子供たちというのは、ラ

ンドセルだけじゃなくて両手に荷物も持ちなが

ら歩く。雨が降っちゃうとこの雑草が湿ってい

て、不快な思いをしながら登校していると。と

ても安心して利用できる通学路ではないなと思

って。 

 これ12月１日の４時に、嘉手納国道事務所の

ほうに私のほうで電話いたしました。雑草が生

いしげ、子供たちが通学で通れない大変な状況

に遭っています。450メーターだけ緊急対策や

ってくれませんかとお願いしたんですね。ここ
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の所長が現場確認しますと言ったら、12月２日

の10時ぐらいからすぐ掃除に入って、夕方の５

時までには津覇小学校の正門まできれいに片づ

けてあったんですけれども。 

 そのときに、私はとにかく子供たちの安全が

第一ですというふうに伝えたら、12月２日、こ

れが、完了したときの状況になっています。 

 今度は右側、これは先ほど村長が言われたよ

うに、この団地から上は、先ほど都計課長のほ

うで多分11月４日から11月23日、３週間をかけ

てここは掃除として入ったんですけれども、残

念なことに団地から奥間交差点までは、なぜか

残念なことに掃除がやっていなくて、村道です

けれども。 

 これ赤いラインは、団地から子供たちが登下

校に使うラインを示しております。青いライン

は、奥間の子供たちが登下校、そしてたまには

浜の子供たちもこの奥間の子供たちと合流しな

がら横断歩道を渡って、同じ経路で学校に通っ

ております。 

 まず、国道のほうもＡ地点から、これ撮影し

たんですけれども、ここに国道のほうで、これ

何という木なのか分からないけれども、これが

繁茂して、ここも子供たちの目線でいくと、も

う自分の頭よりも高いこういった雑草、葉っぱ

が伸び切って、通行の支障、邪魔していると。 

 もう一つは、村道、特に村道に関しては、こ

れドリームの上のほうなんですけれども、今日

も僕、質問をする前に見たんだけれども、ほと

んど人が通れない。この右側の真ん中のアシの

木が歩道より、歩道というかガードレールより

高い。子供たちはランドセルを背負いながら、

両手に何か持ちながら行くんだけども、一人一

人通るんだけれども、雨が降ったらもう足元が

全部ぬれちゃって、非常に不快な思いをさせな

がら登下校させていると。 

 このような通学路をやはりちゃんと教育委員

会並びに村当局もそうなんだけども、村道であ

れば村当局が管理するわけですから、ちゃんと

しっかりとパトロール巡回して、整備をしてい

ただきたいというふうに思っております。 

 そこで、確認したいんですけども、国道の場

合、やはり難しいのが、村道であれば先ほど教

育長が言うように、管理部局と話合いしながら

掃除できるということなんですけども、国道の

場合はどのような対応策を考えられるのかどう

か、ちょっと教育委員会のほうで知っている範

囲でお聞きします。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 では、お答えい

たします。 

 国道の除草につきましては、教育委員会でも

し気づいた点がありましたら、都市建設課のほ

うにつないで、そちらから南部国道事務所へ依

頼していただきたいというふうに考えています。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 どのルートがいいのか

分からないけれども、国道管理事務所には＃

9910というのがあるのは御存じですか。それと、

これ＃9910と、国土交通省のホームページで、

ＬＩＮＥによる報告というのができるんですよ。

できればそういうのを教育部局でも一応目を通

していただいて、都市建設課に振るよりも、逆

に教育委員会で、さっき言ったように、僕が12

月１日に電話したら、翌日はもう対応してきて

もらっていますので、やはり同じ部局のほうか

ら子供たちの安全ということでそういう情報を

活用して、対応してもらいたいと思います。 

 教育委員会のほうには、やはり国道と県道、

村道に関しましてはさっき言うように連携が取

れると思うんですけども、日常的に利用する児

童生徒の通学の安全面からやはり関係機関と情

報共有を図っていただいて、対応できるものは

早急な対応を図ることが子供たちの安全の利便

性につながると思いますので、その辺も部局内

でもう一度精査して、国道・県道の子供たちの



─ 108 ─ 

安全通学路の確保に努めてもらいたいと思いま

す。 

 では、また村道を管理する担当部局において、

やはり先ほど言ったように自転車利用者の目線

に立った道路管理のほうも心がけていただいて、

教育部局と連携しながら誰もが安全利用できる

道路環境の整備ですね、期待と要望いたします

のでよろしくお願いいたします。 

 それでは続きまして、大枠２のボランティア

袋と活用周知についてですね。 

 枚数等は理解しましたけども、住民生活課長

のほうで、これ管理体制は、私、配布している

自治会の在庫管理は把握していますかという質

問だったんですけども、自治会長のほうに、地

域に年間配っていますよね。先ほどで50枚と30

枚、年間で80枚ぐらい配っているのかな。 

 そこの自治会で、じゃ、在庫がどんだけある

のか、そういう在庫管理問合せとか、管理は行

っていますか。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 新垣 忍。 

○住民生活課長 新垣 忍 お答えいたします。 

 一斉清掃の際にお配りしたボランティアの袋

について、特に余ったからというものの管理ま

ではしておりません。できれば、もし余ったと

いうことであれば、また次回に活用していただ

くということで考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 今回、ちょっとこれ質

問に上げた趣旨は、こっちに書いてあるように、

ある住民の方が、この方は公園前に住居を持っ

ていて、年間、目の前の公園があれだからとい

うんでボランティアで清掃しているんですけれ

ども、前にボランティア袋をもう何十年もそち

らにもらいに行っていると。やっぱり高齢者に

なっているもんですから。 

 これが先ほど自治会に年２回支給しているん

であれば、そこで活用できるような仕組みをつ

くっていただいて、もちろん自治会、事務委託

者と自治会長一緒ですので、そこでも管理をし

てもらうと。今窓口で基本的には配布していま

すけれども、こちらに来ても実際、氏名と住所

を書いたりして配布していますよね。ここでも

把握はしていると思うんですけれども、それが

今、車持っている方とかはいいんだけれども、

自分家の公園前とか、あるいは近隣を本当に真

のボランティアの方々というのがいるんですよ

ね。その方々がようは自分たちでやりたいんだ

けども、わざわざ行かないといけないというお

話があったもんだから、今後、こういった真の

ボランティアのためにも、自治会にあるんであ

れば、自治会でも受け取れて、その代わり自治

会に管理させてもらうという、こういった方法

も今後は必要なのかなと思うんで、その辺どう

ですか。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 新垣 忍。 

○住民生活課長 新垣 忍 毎一斉清掃の際に

各自治会等にお配りしたボランティア袋につい

て、使用しなかったものは返却とかが一番望ま

しいとは考えていますけれども、もし御指摘の

あるように高齢者の方とか、そういったちょっ

と役場に来るのが大変とかというケースの場合

だとかであれば、自治会長さんのほうできちっ

と配布先とかの把握とかについて協力できると

いうことであれば、そこは柔軟に対応できる部

分かなというふうには考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 そうですね、これすぐ

しなさいということでなくて、今後そういうふ

うな、やっぱり地域でボランティア清掃をやる

というのは大事な人材ですので、人材というか

美化活動ですので、その辺も踏まえて御検討を

してください。 

 それと、回収方法も家の前の、公園等の、草

を刈りました。５袋出ました。ボランティア袋

に入れます。これを自分の家の前に置いてしま

ったら、３袋までしか回収しないと僕は認識し
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ているんだけども、その為、自分の家のものが

出せないから、それで住民生活課で回収をお願

いしますというようなお話をしたんだけれども。 

 実際ボランティア袋を５袋分、真のボランテ

ィアですよ、家庭のもの入れないでそれを家ま

で持って歩いて、置きます。家のものが３袋あ

ります。８袋になります。引き取りますか。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 新垣 忍。 

○住民生活課長 新垣 忍 お答えいたします。 

 家庭から出るごみとボランティアを行ってボ

ランティア袋で出すごみは、カウントとしては

別で考えていますので、ボランティア袋５袋ま

では、家庭から出るごみと一緒の曜日に出して

いただければ、収集業者のほうで回収いたしま

す。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 その辺の周知も今初め

て僕、知ったんだけども、その辺も何らかの方

法で周知していただいて、やはりボランティア

の皆さんが活用できるようにしてほしいと思い

ます。 

 先ほど広報紙やホームページで掲載を行って

いると、ボランティア袋ですね。できれば、事

務委託者を活用して、そのボランティア袋の活

用とボランティアで清掃するこの美化活動のほ

うも今後、周知強化を図ってもらいたいという

ふうに希望してこの分を終わります。 

 一斉チラシ清掃の配布の件なんですけども、

やはりこれ今回チラシ配布を行わないと伝えて

はあったんですけども、これ全員納得の上での

中止で、今後もそのように進めていくのかどう

か伺います。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 新垣 忍。 

○住民生活課長 新垣 忍 お答えいたします。 

 まず、チラシを今回、今年度から配布しない

ということで、春の一斉清掃のときに事務委託

者会のほうで御説明させてもらっております。

そのときにやはりまだ周知のためにチラシを配

布してほしいという自治会がございましたので、

希望するところには配布しております。 

 秋の清掃の前に、事務委託者会でまた御説明

したときに、同じようにチラシは配布しません

ということでお話をして、希望者が今回は、秋

のときはなかったということで配布をしており

ません。 

 将来的にもやはりそういったもう紙、ペーパ

ーレスですね、そういったごみの減量も含めて

取り組んでいく必要があると考えていますので、

できるだけ広報紙であったり、あるいは防災無

線とか、自治会長さんたちにも協力いただいて

当日も流していますけれども、そういったもの

を活用しながらペーパーレス化、ごみの減量化、

そういったものに取り組んでいきたいと思って

おります。 

○７番 新垣 修議員 これは段階的に進めて

いくの、それともすぐやっちゃうということで

すか。そこを聞いている。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１５時２６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時２６分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。住民生活課長 

新垣 忍。 

○住民生活課長 新垣 忍 次年度のまた一斉

清掃配布のときには、一応説明をしながら希望

がある場合は準備してもいいのかなというふう

には思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 丁寧な説明をぜひとも

お願いします。 

 課長が言うごみ削減とか、ペーパーレス化、

これは十分理解しております。 

 今回もこの資料を皆さんに配ったんだけれど

も、実際タブレットの中にも入っていて、本当

はタブレットを見なさいと議員の皆さんには言

いたかったんですが、多分扱えないなので全員
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配付したんですけども、次年度からはタブレッ

トで見てもらいたいなと。 

 紙媒体の削減ということも理解はしておりま

すけども、やはり地域性が特有な情報発信媒体

ということも考えられますので、清掃参加者に

若年層世代が多く見られたんであれば、そうい

った電子媒体を普及させる手だてもいいことだ

と思っているんですけども、また実情参加者は

中高年が多く参加しているというふうに思って

います。そのことも踏まえて、自治会長を通じ

てこの参加の世帯、年齢層も把握していただい

て、やはりその辺も努めてこの紙媒体をどうす

るかという判断につなげてほしいなと思ってお

ります。 

 一斉清掃は、先ほど言うように、一斉清掃は

村の美化活動の中核でありますので、やはりそ

の参加人数が減れば減るほど、地域も環境悪化

するし、活力も衰えていくというふうに考えて

思っていますので、若い世代の方々が多くの人

が参加できるような仕組みをまた一緒にアイデ

アを出しながら考えていきたいと思っています

のでよろしくお願いします。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で、新垣 修議員の一

般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

散 会（１５時２９分） 
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○議長 伊佐則勝 おはようございます。これ

より本日の会議を開きます。 

（１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は、答弁を含めず30分以内とします。 

 それでは、通告書の順番に従って発言を許し

ます。 

 最初に、８番 屋良照枝議員の一般質問を許

します。 

 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 おはようございます。

８番 屋良照枝です。議長のお許しが出ました

ので、通告書に沿って質問いたします。 

 大枠１番、ＰＦＡＳ検査について。 

 県内で市民団体、有機フッ素化合物（ＰＦＡ

Ｓ）汚染から市民の生命を守る連絡会が、安心

して飲める水を沖縄にと呼びかけ、現在、北谷

浄水場では高機能粒状活性炭を使い、安全とさ

れる水を供給しています。 

 しかし、2026年度には、その活性炭更新費用

16億円を県民が負担する可能性が出てきたこと

に憤り、署名活動を実施しております。中城村

内でも署名活動をしております。それを踏まえ

て伺います。 

 ①この活動の村長の見解を伺います。 

 ②有機フッ素化合物、ＰＦＡＳの住民の血中

濃度を測る検査は実施できないか伺います。 

 大枠２、護佐丸バスの運行拡大について。 

 護佐丸バスの運行拡大は、ルートの見直し、

浜バス停の設置を要望しましたが、進捗はあり

ますか、伺います。 

 ①浜バス停設置は検討されましたか。 

 ②時間帯におけるルートの見直しは検討され

ましたか。 

 以上、答弁を求めます。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、改めましておは

ようございます。 

 それでは、屋良照枝議員の御質問にお答えい

たします。 

 まず、大枠１、署名活動についてでございま

すが、活性炭の更新に多額の費用がかかり、県

民や村民への負担が増えるのではないかと私も

懸念しているところでございます。 

 屋良議員が御質問の署名活動につきましては、

今回３万9,000名の署名でございましたが、そ

れ以上の県民の声を政府に届けることができた

のではないかなというふうに思っております。

大変お疲れさまでございました。 

 続きまして、②ＰＦＡＳについてでございま

すけれども、新聞等での情報は、私としてもあ

る程度把握はしておりますけれども、まだ情報

が不足しているため、現在のところ村が主体と

なって血中濃度検査をすることは考えておりま

せん。 

 続きまして、大枠２、護佐丸バスの運行拡大

についてでございますが、①、②につきまして

はまとめてお答えいたします。 

 浜バス停設置につきましては、令和８年度か

らの運行に係るルートや時間、回数などを検討

してまいります。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 では、再質問いたしま

す。 

 ＰＦＡＳ検査についてであります。 

 署名活動３万9,000名、この署名が集まった

という事実を一応再度確認、確認というか認識

をしていただきたい。それだけの関心事である

ということを真摯に受け止めてもらいたいとい

うのが第一に考えてもらいたいことです。 

 このＰＦＡＳの件については、もうずっと、

この間の断水騒ぎ、そして私たちの中城も全然、

他人事ではないんですね。実質にその水が上地

区は流れている。そういう現状を本当に自分た

ちのこととして、自分事として捉えていただき

たい。そして、その水を得るために、今、活性
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炭を利用して、それを通さなければ、安心して

飲める水が供給できていないという事実です。 

 改めて伺います。ＰＦＡＳはナノグラム検査

をしております。県の基準、そして今現在の浄

水場の検査、ＰＦＡＳの水質検査など、そうい

ったものの情報、認識、数値は御存じでしょう

か。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 下地良和。 

○上下水道課長 下地良和 屋良照枝議員の再

質問にお答えいたします。 

 今現在、暫定目標値として50ナノミリグラ

ム・パー・リットルというのが設定されており

ます。中城村のほうではこれまで５回、ＰＦＯ

Ｓ、ＰＦＯＡ検査のほうを実施しております。

結果といたしましては、石川浄水場の平均値が

0.8ナノグラム・パー・リットル、北谷浄水場

系の平均値は2.1ナノグラム・パー・リットル

となっております。 

 続きまして、沖縄県の水質検査でございます。

令和６年度は北谷町水系で51回の水質検査を実

施しており、平均値が３ナノグラム・パー・リ

ットル、石川浄水場系では４回水質検査を実施

し、いずれも平均値１ナノグラム・パー・リッ

トル以下という結果でございました。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 きちんとした数字を把

握していただいていることに安堵いたしました。 

 そして、これだけの検査、そういったものを

やらないと、このパーリットルのこの検査の水

質基準が満たされていないということです。ち

なみに沖縄県50ナノグラムですね、これが一応、

県の基準です。アメリカの基準というのは御存

じですか。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 下地良和。 

○上下水道課長 下地良和 アメリカの基準に

つきましては、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡそれぞれが

４ナノグラム・パー・リッター以下と規定され

ております。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 そのとおりです。アメ

リカは一桁台です。沖縄県は50、二桁です。同

じ水を飲んでいる人間として、この安全の基準、

この差は何だろうと常に矛盾を感じております。

同じ人間であり、同じ水を飲んで暮らす人間で

あるということで、その水自体にこれだけの差

があるんです。安全基準のそれだけの弱さとい

うか、何か憤りを感じます。 

 そして今、先ほど課長がおっしゃった、こち

らの51回の検査とかそういったものをやって、

やっと一桁台のそういった数字を得ることがで

きているということで、あくまでもこれは活性

炭を通したから、この水の水質検査を保ってい

るという、今現在のこの状態です。それをやら

ない前は、本当に三桁台の恐ろしい数字が出て

いたんです。それをここまで、活性炭を通して

私たちが、まだ安心して飲めるという、そんな

結果はこれから、今後出てくると思いますけど、

今現在、一桁台の水を供給できているというこ

とです。 

 でも、活性炭はずっと永久ではないんです。

それをまた水質が上がったら変えないといけな

い、そういう事実が残っているんです。そのた

めに変えなければいけない、そういうことにな

る前に、改めて始めて、早く変えられるように、

その経費16億円がかかる見込みのあることを計

算していますので、それに伴って県民が負担す

ることのないようにということで署名活動をや

っております。 

 改めて、水を管理する当局として、この問題

に危機感がないのか。そして、問題視して挑ん

でいるところがないのか見解を伺います。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 下地良和。 

○上下水道課長 下地良和 お答えいたします。 

 屋良議員の御指摘のとおり、中城村水道事業

でもＰＦＡＳ汚染に関しては大変危惧している

ところであります。先ほど述べましたように県
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のほうでは年間51回検査していますが、再度、

中城村のほうでも本当に大丈夫なのかというこ

とで水質検査を実施している状況でございます。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 課長、今、中城村でも

水質検査を行っていると答えられておりますけ

ど、どの程度の頻度、どういった程度で行って

おりますか。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 下地良和。 

○上下水道課長 下地良和 ただいま、これま

で５回検査しておりますが、年１回の検査、さ

らに河川から取水するような場合は追加で１回

検査をしている状況でございます。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 あと１点、その検査を

するのは、時間帯は午前中ですか、午後ですか、

大まかで結構ですのでお願いします。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 下地良和。 

○上下水道課長 下地良和 お答えします。 

 具体的なちょっと時間帯は把握してはござい

ませんが、おおよそ正午前後の時間帯に通常、

水質検査をやっているものと認識しております。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 この検査の時間帯をお

尋ねしたのは、まず、一般家庭で水を使う、大

まかに使う朝の時間帯、そして夕方の時間帯、

そういった水をたくさん使用する時間帯がある

という認識の下で、使う前に検査すると濃度は

少し上がるんですよね。これは実験結果からき

ちっと出ております。多少の、そんなに大きい

差ではないんですけど、やっぱり朝の早い時間

というか、それから夕方の使う前、そういった

時間に検査をすると、多少の数値の差が見られ

るというのは、これは大学の検査結果の、そち

らのほうの資料で読みあさったものですから、

それで中城はどの時間帯で検査しているのかと

いうのが気になりました。 

 ただ、年１回、きちっと検査をしているとい

うことは確認できたので、これからも水に関し

ての、村民の命を守る、そして検査に関しては

引き続き、できましたら年１回と言わず、夏場

の水、そういったものに関してはさらに注意を

して回数を増やしていただきたいということを

申し添えます。 

 水に関しては、本当に検査、そして安心であ

るということを確認した上でないと、私たちは

飲めないし、生活もできないということですの

で、お願いいたします。 

 すみません、あと１点お願いします。 

 水に関しての、ＰＦＡＳに関してのここ直近

の動きを少し、新聞のほうに掲載がありました

ので、紹介というか確認をしていきたいんです

けれども、これは2025年10月25日の新聞に、Ｐ

ＦＡＳが各国に対応を要請、国連特別報告者在

沖米軍の汚染指摘ということで、国連のほうで、

いかに沖縄の水がこんなに汚染されているかと

いうのを国連のところで指摘をして報告をされ

た方がおります。25日のタイムスに掲載されて

おります。 

 それに対して玉城知事が問題の深刻さを表明

していただいて、報告を高く評価するというこ

とで、知事のコメントも出て、県民がいかにＰ

ＦＡＳの水問題、そしてそういったことに関心

が高いかという報告だと思います。 

 そしてもう一つは、さきの12月11日に、これ

もタイムスで、ＰＦＡＳの対策費、国に要請、

県議会意見書を可決という新聞報道がされまし

た。これを踏まえて私たちの今回のＰＦＡＳ問

題について少しまとめというか、共通の理解を

していきたいので確認をいたしますけど、先ほ

どありました10月から中城村でもこういった署

名活動用紙を皆さんにお配りして、署名活動を

しております。12月15日現在で、私がまとめて

届けた署名は123枚、こちらのほうは10名署名

ですので、1,200名近くの方の署名を私は届け

ることができました。 
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 また、直接私に託されなくても、直接郵送さ

れた方も、村民もいらっしゃると考えれば、単

純に1,000名以上の方が中城村は署名をして、

届けたということは厳然たる事実であります。

自分の命を守る安心して飲める水を、健康、生

命、安全を守るために、怖い沖縄です。私は今、

水道水が飲めなくなっています。水道水は洗濯、

お風呂、散水など、そういったものに使ってい

ます。飲み水や料理に関しては、購買した水を

使っているという状況です。それぐらい怖いと

いう認識を持っています。 

 そして、先日、その水問題を考える上で、北

谷町で10月15日に映画「ウナイ」という上映会

を目にすることができました。これに関しては、

沖縄の水問題を真摯に、本当に真正面から捉え

ている映画であります。それを見て、そして水

問題を一女性の子供を持つお母さん方、それか

ら母親目線で水の怖さ、大切さ、そして市民運

動とかそういうものに携わっていて、自分一人

ではどうにもならないという思いで議員になら

れたという、そういった方を追い続けて、何年

も追っている、その映画です。一つもうそは言

っていません。真実のみをやっている映画だと

いうふうに多くの方が認識をしていました。 

 それを踏まえてお尋ねいたします。 

 私たちが、女性が沖縄の水に関してこれだけ

の関心を持って一生懸命に訴えております。そ

して、中城村のほうにも今現在、有機フッ素化

合物ＰＦＡＳによる汚染源の特定と根本解決を

求める陳情書が、この定例会にも付されており

ます。そして先ほど報告しました県議会のほう

でも意見書を可決したという、そういった今現

在の事実に基づいて、ぜひ中城村でも自分たち

のこととして、自分たちのことというか、当た

り前に村民が大事にしている大切な意見だとい

うことを強く認識して、中城村でＰＦＡＳ問題、

ぜひ真摯に考えていただきたい。そのために私

は情報を集めますし、それからこういう立場を

利用していろんな情報を本当にかき集めて、村

民の皆さんに届けたいと思います。決して真実

というか、そのとおりの調べたことを皆さんに

提案して、一緒になって考えてもらいたい。そ

れだけの思いでやっていますので、すぐに結論

が出るとかそういうものではないですけど、本

当に自分の体のこと、それから自分たちの子供

や孫に安心して飲める水を届けたいという、そ

の思いでこの提案をいたしました。今後とも考

えていただきたいし、自分たちの食べている、

飲んでいる、その食べ物に関しての水問題です

ね。それを真摯に受け止めてほしいと思います。 

 それを踏まえて、私たちが今飲んでいる水が

本当に安心である、自分の体に有害ではないと

いう、そういうのを安心して調べるためには、

血中濃度を測って検査して、自分の体にどれぐ

らい入っているか、それから入っていないのか、

安全なのか。そういったものを測ることが一番

の安心につながると思います。これについての

血中濃度を測る検査、どういった検査というか、

そういうものがあるのか御存じですか。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり ネットなどで幾

つかの自治体で血中濃度の調査とかが行われて

いることは認識しております。ただ、現時点で

は基準が定まっていないことと、結果をもって

治療とかすることができない、血中濃度を下げ

ることがすぐにできるわけではないので、現時

点では検査をするというのは難しいのかなと感

じております。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 まず課長、検査をする、

その検査をする方法があるということを認識し

てほしいんですよ。血液検査でいいんですよ。

今現在の自分のＰＦＡＳに関する数値、それを

まずは知ること。そして今後増えるのか、減ら

すのか、そういった減らすとかそういうことが

まだ分かっていないのは存じています。でも、
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検査は今現在できるんです。今、自分の数値を

知ることは、血液検査をすることで可能です。

それに関しては行っている自治体もあります。

現に内地のほうでは、すみません、私のあれで

は２か所なんですけど、調べて、それも全員で

はなくて任意で、自分が調べたいということを

申し出て、費用も負担して調べているという現

在ですけど、血液検査で調べられる、そして費

用も２万円までいきません。２つの市町村のあ

れでは１万6,000とか１万2,000とかで、２万円

までいかなかったんですけど、単純に血液検査、

そして健康診断の健康のやるときについでに項

目を１つ増やす。そういうことで調べられると

いうことを情報を得ていますけど、そういった

場合には、中城村の場合は自分で調べたいと申

し出た場合、可能ですか。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり 現在行っている

健診などの血液検査の項目の中にまず入ってい

ないということもありますし、民間の機関では

あるんですが、検査機関に確認も取りました。

県内の検査機関では血中濃度を検査することは、

今の所行っているところはないんではないかと、

１か所しか確認はしていないんですが、そうい

う回答でした。 

 ですので、健診の血液検査の際についでにと

いうわけではなくて、課題はまだ多いのかなと

いうふうに思います。すぐに実施できるとは考

えておりません。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 沖縄県内で検査をする

ところは、今のところ私の情報でもありません。

内地のほうの、すみません、佐賀県、そちらの

ほうに送るというか、そこだけしか私もまだ情

報は得ていないんですけど。それを送る費用と

かそういったものは、その検査の２万円以内の

中に入ってはいないんですね。検査をするため

に送るのは、その市町村が持っていまして、そ

の検査自体の費用、それに関してが２万円弱と

いうことですので、そういったものに補助を出

してほしいとかそういうことを訴えたいと思い

ます。 

 ただ、ＰＦＡＳに関しては、血液検査で調べ

られる、その事実だけはまた広めて、広めてと

いうか、確実にできますので、その情報をまた

詳しく、今現在、まだそちらの調べているとこ

ろも二、三年しかたっていなくて、最終的な数

値の動きですね、毎年増えているとかそういっ

た検査結果のまとめにはなっていないので。た

だ現在、調べている、検査している方も、まだ

1,000名には至っていなくて、三桁、何百人と

いう、それぐらいの、何万人の市町村の中でそ

れだけの1,000名に満たない方が、でもやっぱ

り自分の体を気にして、本当にこれは水俣病に

代わるような公害であるという、そこまで考え

て検査を受けているという方もいらっしゃいま

した。 

 そういうのを目の当たりにして、何か自分た

ちが危機感が本当に足りていないんだなという

のを改めて傍聴することができましたので、ぜ

ひこの検査に関しては、私もまたいろんな方法

があるのか、情報収集しますので、中城村でも

受けられるように、どういったふうにやってい

けばみんなの心配を取り除くことができるのか、

そういったことを一緒に考えていきたいと思い

ます。ぜひ村民の健康を守っていきたいと思い

ますので、住民の検査、これが実施できるよう

な方向で前向きに検討いただきたいと思います。 

 再度お尋ねします。どんなですかね、この検

査については考えていただけますか。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり 現在、専門家に

よる検討も進められており、基準とかももしか

したら近い将来、決まってくるのかもしれませ

ん。しかるべきときが来ればしっかり検討して

いきたいと思っております。 
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○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 よろしくお願いします。

一緒に村民の健康を考えて、そして勉強してい

きたいと思います。 

 では、大枠２番に移ります。 

 護佐丸バスの運行拡大についてでありますが、

これについては、昨日、石原昌雄議員からも、

護佐丸バスについての問合せがありました。重

複するところがあると思いますけど、私も浜の

みんなの声を代表して、この質問をしておりま

す。再度お尋ねいたします。 

 浜バス設置は検討されましたか。そして、時

間帯におけるルートの見直しは検討されました

か、お願いします。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えいたします。 

 運行にかかるルートや時間、回数など、具体

的な検討、調整、決定は令和８年度以降に実施

していくこととなります。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 令和８年、あと１年あ

りますね。私たちの浜の住民が今どんな感じで

バスを利用してハートライフ病院、それから買

物に行っているか御存じないと思いますので、

私の知っている限り御報告いたします。 

 ハートライフ病院を利用している年配の方々

ですけれども、津覇のバス停のほうに皆さん歩

いていくなり、タクシーを呼ぶなりしています。

私もタクシーを呼ぶ電話をかけるのに協力して

いますけれども、私は週に１回、頼まれて電話

をします。私がかけるたんびに、タクシーが来

たことはありません。15分後に再度かけ直しし

てくださいということで、そればっかりです。

１か所しかタクシー会社が分からないというこ

ともあります。村内にあれしている、奥間にあ

るひまわりタクシーですね。あちらのほうに朝

の８時、９時、その時間帯で週に１回、皆さん

が病院を行くのに、自分もかけたけど、私にも

かけてほしい、呼んでほしいということで、隣

近所の、本当に同じだよといっても、やっぱり

１人がかけて、もう一人がかけて、それでも、

やっぱり来ないんだなというのを本当に再確認

しているんですよ。 

 何度かけても、週に１回、私は、違う人たち

ですけど、時間帯も８時、９時でちょっとまば

らではあるんですけれども、15分後に、今現在

近くを通っておりません、15分後にかけ直しし

てください。15分して、私２回目までは挑戦し

ます、かけます。それでも今現在、同じことで

す。別に機械が言っているわけではありません。

人間の女性とか男性の方がちゃんと取られて、

今現在近くに通っていないので15分後にかけて

もらえますかというそれの繰り返しです。それ

がずっとです。一度も私が電話をかけて、おば

さんが電話をかけて、おじさんが電話をかけて、

浜にタクシーが来たことはありません。そして、

津覇まで行けばバスが乗れる、運よくタイミン

グがよければタクシーを拾えるという、その事

実で、津覇のバス停まで何名か乗せていきます。

そういうことをして、今、病院受診をしている

という現状があります。 

 浜は184世帯436名が暮らしております。特に、

課長も御存じだと思いますけど、60代以上の方

が本当に半分以上を占めております。高齢化の

進んでいるところです。それから、車のそれも

あまり持っておりません。年寄りが多いという

の、それから漁港の漁民であったという事実で

もって、あまり免許を持っている方がいらっし

ゃらないんですよね。年配は自転車で頑張って

海に散歩をするとか、そういった現状なんです

けど。 

 前に一度お尋ねしました。浜にバスが通らな

いのは、試乗のときに乗らなかったからですよ

と課長に言われました。その事実はあります。

でも、そのときに、この護佐丸バスの目的が交

通弱者、避難民を解除するということで、浜は
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当たり前にバスが通っていない、そういうとこ

ろであるということなので、バスが通るという

本当にあまり少し、通るんだという気持ちがあ

ったというのは事実です。そしてそのときに共

有タクシーが近くにあって、その住民はずっと

生活の交通手段を共有タクシーに委ねていた、

仲間をつくってタクシー、それを呼んでみんな

で共有して利用していたという本当に事実があ

ります。 

 今現在、共有タクシーがなくなり、ひまわり

タクシーになり、そして予約を入れてからでな

いと、毎月毎月の予約をしても、来月の何日何

日にということで予約をしても、来ない状況な

んです、要するにタクシーが台数が少ないので

ということで事前にキャンセルされるという事

実です。実際に浜から乗るのはハートライフ病

院に行くための利用者が半分以上、それ以上、

もうほとんど病院に行くための利用ですけど、

そういった現状で、津覇まで送って何とか利用

しているという状況です。 

 浜の皆さんに対して、みんな、バスは通るの

かね、そういうことをいつも総会のたんびに話

が出ます。ぜひ令和８年度、ルートの見直し、

それを検討しているということでありますので、

真摯に受け止められて、協議していただきたい

と思います。 

 協議会とかそういうものを持たれているとい

う課長のお話でしたけど、何かそういうところ

で、問題点とかそういう提案の中に、浜の件、

持ち上がることはありますか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えいたします。 

 現在、中城村の地域公共交通計画の策定に向

けて取り組んでおりまして、重複しますけれど

も、基本計画になりますので、基本的な方針と

か方向性を示して、本村がどういう施策を取っ

ていくべきかというようなマスタープラン的な

ものを考えている中で、今の浜の切実なお困り

の現状を踏まえて、今できないのかという御意

見でございましたけれども、その中で、現状の

整理ということで、移動ニーズの把握やアンケ

ート調査をやらせてもらってかつ昨年は浜地区

の実証運行もさせていただきました。緊急、喫

緊の課題等であれば、８年度から組み込もうと

いうこともできたかと思います。 

 それは去年来、屋良議員との一般質問のやり

取りも踏まえまして、そのときも申し上げてお

りますけれども、去年の実証実験の結果を踏ま

えて協議会に投げて、これが緊急だとか喫緊の

課題解決というような御意見もなく、私がよく

申し上げる真の交通弱者という対象とか含めて、

今すぐというのはできないというふうに厳しい

結論づけをした答弁をしましたけれども、８年

度ではなく、８年から改めて地域内交通ネット

ワークの再構築ということで、施策の１番に、

ルートをはじめ、また現状に合った運行の見直

しをするというのを掲げていますので、今の切

実な思いも含めて前向きに検討していくんです

けれども、石原議員の答弁のやり取りの際にも、

村の考えをもう少し示しておけばよかったとい

うことがございますので、少し長くなりますけ

れども、本村の考えを示させていただきます。 

 本村の現状において、公共交通施策の方針と

しましては、まずは今のリソースの範囲内で継

続的に運営していくことを考えておりまして、

要するに費やせる事業費、バスの台数、担当の

タスク配分、どちらも現状がマックスでござい

ます。予算面におきましても、公共交通の施策

の基本的な考えとしても、これ以上の費用負担

は困難な状況でございまして、今後もこれ以上

増やすことができない状況でございます。また、

利用運賃を上げられるかというと、その辺もか

なり難しいのかなと思っておりまして、６年度

の単純比較でも1,200万の赤字運営をしている

中、財政的にも厳しい状況でございますので、

今後の公共交通における課題の改善とか要望を
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取り組むとしても、限られた予算の中で最大の

効果を生む運行として進めていくためには、利

用者の少ないバス停の廃止や運行本数の減便な

どを対処していかなければならないと考えてお

ります。 

 ということはどういうことかと申し上げます

と、ルートの変更やバス停の増設の要望をかな

えることによって、結果、減便が出てくるとい

うことは余儀なくされることでございまして、

よって、現在利用されている利用者への不利益

はかかってまいります。そういう弊害は御容赦

いただくことを理解していただきたいと思いま

す。 

 現運行は10年近くなりますけれども、本村の

交通空白地域である中城村のベストに近いベタ

ーという認識をしておりますが、議会からも浜

地区をはじめとした幾つかの地域のバス停の新

設の要望だったり、浦西駅までの延長など、

数々の御質問や御意見が出ている現状から、先

ほど申し上げたように令和８年度以降、改めて

地域内の交通ネットワークの再構築を検討して

まいりますが、村の厳しい財政状況の中で、先

ほど申し上げた公共交通施策の方針から、今後

は持続可能な公共交通の考えとして、全ての村

民を公平公正に救える、要望を全てかなえる対

応は困難でございます。できるだけ多くの方が

利用して、できるだけ安い費用で継続運営して

いけるよう、少ない経費で最大の効果を生む計

画、費用対効果を考えた事業でないと、今後の

継続も厳しいというところも御理解していただ

きながら、でも、その中でも最善を尽くして考

えてまいりたいと思っております。 

 役場だけの問題ではなく、現在特に大きな社

会問題となっているのが運転手不足、人的なこ

の課題もクリアしなければならないことも御理

解いただきながら、現運行をしてもらっている

東陽バスさんからも、今後、５年先、10年先、

継続的に運航を続けられるかは確約はいただい

ておりません。そういったいろんな社会情勢も

踏まえて、村の財政状況も踏まえた上で、おっ

しゃったような不公平で不利益を与えている空

白地帯等の解消も含めて、本当にできるものは

別としても、浦西駅、利便性が上がるだけでは

通らない話ではございますけれども、その辺も

含めて８年度から、また改めて考えていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 当局の考えはよく分か

りましたと言いたくはないんですけど、２点ほ

ど確認と再確認をいたします。 

 課長、今、公共バス、住民サービスとおっし

ゃいました。住民サービスをやりたいんですよ

ね。そして、バスは赤字で苦しい、そういうこ

とをおっしゃいました。住民サービスの中に赤

字とかそういうものはないと思います。皆さん

のために、住民サービスのために、この公共バ

ス、走らせたと思います。 

 そしてもう一点、利用者が少ないところを、

すみません、聞き漏らしましたが、切り離すと

いうか、利用者の少ないところを削るみたいな、

そんな言い方をなさいましたけれども、10年近

くですよ、浜は何の恩恵もなく、税金を文句も

言わず納めています。その浜の皆さんに住民サ

ービスはないんですか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えいたします。 

 住民サービスというのは非常に多くの事業、

施策がございまして、私が申し上げたのは、村

の公共交通の分野で赤字と申し上げたのは失礼

な表現だったかもしれませんが、実質、運賃と

運行費というのが民間路線では当たり前にイコ

ールであり、収入より経費がかかることを赤字

と申し上げ表現しましたけれども、村が現在、

公共交通事業に充てられる予算範囲が、今マッ

クスですよという表現でございまして、逼迫し

ている財政状況の中で、今はそこを維持してい
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るのもいっぱいいっぱいでございますので、こ

れ以上、ほかから取って公共交通に充てるべき

かという、この優先順位も考えながら、公共交

通施策の中での事業費はもうこれがマックスで

すということなので、それは御理解いただきた

いと思います。 

 おっしゃるように浜地区にバス停がないこと

自体、空白地帯を村が容認しているとおっしゃ

られていることも重々理解している中で、去年、

幾度となる照枝議員からの御質問や、自治会長

をはじめ地区からの要請書、陳情書等受けてお

りますので、遅れて大変申し訳ないんですが、

昨年は導入のために実証実験をしたつもりでご

ざいます。公共交通協議会というのが、公共交

通の有識者をはじめ関係機関、各専門機関でご

ざいますので、要望があるから通すという根拠

では、なかなかこの協議会の場で議論にならな

いんですよ。ですから、実証実験もやらせても

らいましたけれども、この実証実験の結果を提

示して、先ほど申し上げたように、緊急、喫緊

の課題であるということにならなかったもんで

すから、できない状況がございました。 

 しかしながら、大分遅くはなっていますけれ

ども、来年度以降もできるだけ……、私個人的

にはぜひ導入したいと思うんですけれども、先

ほど言ったようにいろんな弊害もあるので、で

きるだけ導入に向けて、浜地区の皆様には期待

を持ってもらって、考えていきたいというとこ

ろを御理解いただきたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 ぜひ住民サービス、そ

して浜を見捨てない、公共バスはみんなが乗れ

る、そうしたものを実現していただきたく、協

議していただきたいと思います。 

 令和８年、次の見直し、そういったものがど

ういうふうになるのか、引き続き見守って、ま

たいきたいと思います。当局の頑張りをお願い

いたします。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で屋良照枝議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１０時４７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時００分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、４番 桃原 清議員の一般質問

を許します。 

 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 皆さん、おはようござ

います。議席番号４番 桃原 清です。議長の

許可を得ましたので、これから通告書を読み上

げて質問といたします。 

 まず、大枠１番、津覇地内崩落防止対策工事

について。 

 津覇地内、国第329号線沿い建物の建設予定

地において、崩落防止のＨ鋼矢板工事を行って

いる場所があるが、そこは工事箇所のすぐ上部

のほうに、以前に行われたのり面崩落防止の工

事で設置されたモルタルと壁面の間から雨が降

ったときには相当水が流れ出てくるということ

だが、その件について、情報及び予定している

対策があるか伺います。 

 大枠２、村道西坂田線改良工事について。 

 北上原地内主要な生活道である西坂田線は路

面状況が大変悪く、また、村道認定はなされて

いるが、道路幅が狭く、住宅が建築できない場

所などがある。以前、中部土木事務所の建設班

では、この場所での住宅の新築予定があれば協

力しますと言ってもらった場所でもある。今後、

住宅が建築できるよう改良工事を進めることは

できないか伺う。 

 大枠３、山川橋の撤去について。 

 高速道路上に架けられた人道橋の山川橋につ

いて、現在は通行止めになっている。以前は撤

去の予定で見積り設計等行ったと思うが、現在
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の状況について伺う。 

 大枠４、少人数学級について。 

 2018年から実施された少人数学級について。 

 ①児童との会話が増え、教師の業務負担が減

る。 

 ②学級規模が小さいほど正答率も高くなるな

ど様々な評価があるが、少人数学級の学校校舎

の新設等の理由で終了した。今後について考え

たとき、少人数学級の効果によって向上した学

力等について、少人数学級が終わったことによ

るよくない兆候はないか伺います。 

 大枠５、小中不登校児童生徒について。 

 今年10月、県教育長は、文部科学省が実施し

た2024年度児童生徒の問題行動・不登校調査の

県内分の結果を発表した。小中学校で年間30日

以上欠席した不登校生徒は、前年度よりも419

人増の7,432人で、過去最多を更新した。以上

の内容で新聞に掲載されています。 

 以前、ほかの議員の一般質問の中で、それに

対して、不登校の生徒はいないとの答弁があり

ましたが、現在はどうか伺います。 

 以上、答弁よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、桃原 清議員の

御質問にお答えいたします。 

 まず、大枠１、津覇地内崩落防止対策工事に

ついてでございますが、沖縄県中部土木事務所

維持管理班において、令和５年８月上旬の台風

６号の影響により破損した簡易吹付のり枠下の

急傾斜地における維持修繕工事を行っておりま

す。雨水につきましては、コンクリート横矢板

に設置される水抜き穴から放水される構造とな

っております。流れ出る水対策については、計

画はないということでございます。 

 続きまして、大枠２の村道西坂田線改良工事

についてでございますが、現道の潰れ地部分を

村へ譲与していただき、所有権を村名義へ変更

いただけましたら、舗装構成改良事業等を活用

し、改良工事を検討できるかと思います。 

 続きまして、大枠３、山川橋の撤去について

お答えいたします。 

 撤去予定はありますが、橋自体の健全度はⅡ

であるため、直ちに補修する緊急性はありませ

んが、今後、ネクスコと調整等を行い、進めて

まいります。 

 大枠４につきましては、教育委員会がお答え

いたします。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 桃原議員の御質問にお答

えします。 

 大枠４について、成績処理等の事務量の増加

で教師のゆとりがなくなったため、児童に関わ

る時間が減少し、きめ細かな対応ができなくな

ったことや授業中の児童一人一人の発表する回

数が減少したこと等が挙げられます。 

 大枠５の不登校については、全国、沖縄県と

同様に本村でも課題となっております。令和６

年度の不登校児童生徒は、小学校が３校の合計

が31名、中学校が28名、内訳としては、中城小

が１名、津覇小が２名、中城南小が28名。以前、

不登校がゼロという答弁をしたのは、中城小学

校がゼロ、それから津覇小学校の少人数を実施

していた低学年でゼロという答弁をしたという

記憶です。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 では、再質問を行いま

す。 

 まずは大枠１からなんですが、この津覇の場

所というのは、実際の場所は津覇小学校から国

道沿い、少し北向け、駐在所との間にちょうど

建物を建てるために工事をしているところなん

ですが、そこで中部土木発注でＨ鋼を打ち込ん

で、８メートルぐらいのＨ鋼を打ち込んで、Ｈ

鋼の間に矢板という、今回コンクリート板の矢

板を全部入れていくということで工事が行われ

ています。ちょうどそこの上のほうに、村長が
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答えられたように、モルタルで崩落防止をやら

れた場所があるんですが、その間から相当大量

の水が出てくるということで、地域住民のほう

から工事している会社のほうに何回か苦情があ

ったらしい、相談が。役場にも連絡はしてあり

ますけどという話もあって、その業者のほうか

らは、中部土木のほうには相談しているんです

がということで、私のほうに話がありました。 

 ここは、津覇小学校から一、二軒隣の家の横

から山ののり面に沿って歩道が、中城団地の上

のほうに歩道が延びているんですが、呉屋課長

は津覇ですけど、その歩道、上ったことありま

すか、歩いたことありますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 あります。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 そのときに歩道の左側、

上るときの左側、のり面側のほうに50センチぐ

らいの側溝がありますけど、その側溝をのぞい

て歩いたこともありますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えいたします。 

 側溝をのぞいたことはありません。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 そこの小学校から１軒、

離れたところですかね、そこから上っていく側

溝がのり面に沿ってちょうど中城団地、上まで

あるんですが、その上るときの左側にこのくら

いの幅の側溝があるんですけど、側溝がトタン

の材質のような、鉄製品で作られた、よく普通

の道はコンクリートで作られた側溝をはめてい

くんですけども、そこは鉄製品で作られたもの

が入っています。全部金属製品で作られている

んですけども、その途中、途中に１メートル四

角ぐらいでの集水ます、大きいのがあるんです

けど、特にこの集水ますの近くとか途中でも、

この金属製なんでさびをして、大きく割れたり

しているんですよ。私は今、ちょうどそこで工

事をしている業者と一緒に上っていったんです

けど、相当この側溝を下まで流れるんじゃなく

て、これ横に行っているんだろうと。集水ます

には水入らんで、横に流れて下に流れていって

いるんじゃないかと思われるところが何か所か

あります。 

 これは、こういう水が入っていくというのは、

ちょっと最近伊集のほうでも、大きな崩落があ

りましたけど、水が流れていくというのは大変

不安な兆候であるんですよ、近くの住宅の人た

ちからすれば。それはちょうど団地のところで

歩道が終わっていますから、その下にちょうど

津覇の駐在所もありまして、駐在所は今、トン

袋の土のうをたくさん重ねていますね。これど

れくらいですかね。その上でも水が流れ込んで

いっているんだろうと思われるところもあるん

ですよ。 

 ですから、対策としては、大きなのり面工事

ではなくて、まずはその側溝をきれいに修繕し

てもらおう、県に。そのために維持管理班に行

ったんですけれども、ちょうど会いに行った人

間がそのときいなくて、用件だけを言って、班

長に。それで帰りました。次の日の朝、その人

から電話がありまして、中城村の都市建設も今

大変だろうと、伊集の件で。維持管理班も、自

分もやっていると。それで出入りが多いという

ことだったんですが、それを前の日に確認した

ら、維持管理班は緊急は全部対応してやってい

ますけれども、これは崩落の対策なんで、港湾

海岸砂防班、中部土木のちょっと奥のほうにあ

りますけど。そこが担当してやることになるは

ずというような話がありました。 

 以前、何年前ですかね。北上原で大きな崩落

があったときに、ちょうど村の都市建設課は、

ああいう崩落は村の担当じゃないんでと断られ

たことがあったんですよ。大変なことになった

なと思って中部土木へ行って、絶対やらないと
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いけないよということで話したら、港湾海岸砂

防班、そこと維持管理班がタイアップして全部

やってくれたというのがあります。高速道路上

の大きな崩落自体は全部、中部土木のこの二班

でやってもらったという経緯はあります。 

 それで、今後はぜひ、課長はもう地元なんで、

１回見てもらって、それから中部土木維持管理

班と、多分そこの港湾海岸砂防班が担当するこ

とにはなると思いますけども、そこと連絡を取

り合ってやっていただきたいと思います。 

 課長どうですか、今言っている内容は全部理

解していると思うので、ぜひ今後の対応をお願

いします。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 すみません、先ほ

ど側溝を見たことがあるかということなんです

が、場所が今おっしゃられているコンクリート

横矢板が設置されている横の場所と私思ってお

りました。そこに側溝があったかどうかが分か

らなかったので、そこと思っておりましたので、

今聞いている限りは、小学校からの里道の部分

のコルゲートパイプだと思います。そちらは認

識しております。 

 今この大枠１番でおっしゃられている箇所に

関しては、下の民地に流れてくる水だと思って

おります。その民地に流れる水というのは、民

法の214条でうたわれている自然流水、その自

然流水を妨げてはいけないという、民法でうた

われております。やはり道路とかそういうもの、

そういう施設じゃないものに対して、自然の流

水は下のほうで処理していくということで民法

で規定されていますので、やはり中部土木とし

ては、その流水に関して、自然の流水に関して

は処理をする計画はないということでございま

した。 

 そのほかの今、桃原 清議員のおっしゃられ

ていることに関しては、私どもも県といろいろ

調整しながら対策は講じていきたいと思ってお

ります。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 自然流水を妨げないと

いうのは、よく畑とかね、うんと下の安全なと

ころでは、その話は全部理解はできます。ただ、

１回、安全のために造られた側溝、多分これは

中部土木がやってあるんですけど、それがさび

をして水が流れ込んでいる。今ちょうど今回も

議会でまた津覇の駐在所の話が出ますけど、あ

そこの上の崩落というのも、そういう水が原因

だと思うんですよ。側溝自体は中部土木が以前

やったところだと思うんで、ぜひ中部土木のほ

うに相談に行って、本当にできないのか、民法

上は自然流水は妨げないということであっても、

ああいう将来危なくなるんじゃないかというよ

うなところは、実際側溝もあるわけですから、

側溝を元に戻すような、そういう相談をやって

もいいんじゃないかなと思いますので、今後対

応をお願いします。 

○議長 伊佐則勝 答弁必要ですか。 

○４番 桃原 清議員 いや、要らないです。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 では、次、大枠２につ

いて再質問いたします。 

 村長おっしゃられたように、土地の提供です

ね。今回特に気づいたのは、当間などで里道を

拡張するときも、やっぱり土地は提供しないと、

土地を買うような予算の補助は全くないという

話も今回も出ましたけど、北上原の西坂田線も、

道は広いように見えて狭くなっているようなと

ころがあって、そこが４メートルではないと。

それと、じゃ改良工事をということで、もう何

年も前からその計画はありました。でも、これ

が三、四年前までは計画をやっていますという

話だったんですが、それから急にトーンダウン

して止まってしまったんですが、よく聞いたら、

県のほうでは土地購入の補助金は全くないとい

う話が出て、それからは全く止まっていますね。 
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 これについては、何年か前に私が地元の人か

ら、家を建てられなかったということで相談を

受けて、中部土木の建設班へ行ったら、こうい

う理由でそのときは断ったけれども、何とかで

きそうであれば協力しますという話は、そのと

きの職員からはそういう返事はもらっておりま

す。もう、ただ、異動、異動になって、いない

とは思うんですけれどもね、その人たちは。 

 ただ、西坂田線は、西坂田線と砂川線が合流

して、その道と県道の間というのは、緩和地域

になっていますので、中城村内、それも北上原

で緩和地域というのはあまりないんですよ。そ

こは、それも開発して、住宅を建ててもいいと

いうことで緩和地域になっているとは思うんで

す。 

 そういうところでもありますので、整備をし

て十分に地域の人たちが利用できるようにして

いただきたい。これ土地の提供を進めるために

は、まずは設計のほうが先になるんですかね。

簡単に設計するとか、本式の設計とかいろいろ

あるんですか。課長、最初は何をやればいいん

ですか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えいたします。 

 先ほど村長からも答弁があったとおり、今、

西坂田線のほう、かなり陥没とかそういうもの

が激しいというのも承知しております。また、

県道に接続していて、今、舗装構成改良事業な

どを活用してやるべきものだとも思っておりま

す。この舗装構成改良事業というものが、やは

り今現在、この西坂田線は村道として認定され

てはいるのですが、この土地自体は村有地には

なっておりません。これは1960年代に村の資材

提供を行って、地権者の同意を得て整備してい

る、地権者からの要望があってですね。地権者

というか周囲からの、地元からの要望があって

整備しているということから、村でまた収用し

て整備するということはできない状況でありま

す。 

 なので、やはりこの潰れ地部分を贈与してい

ただいて、村名義にしてからということになる

と思われます。ただし、拡幅に関しては４メー

ターに満たない部分、拡幅に関してはこの事業

によって収用はできますので。今の現道の潰れ

地の名義を変えるというのが優先になってくる

と思われます。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 では、線引きをして、

拡幅のところは別問題で、今のところ潰れ地で

個人名義になっているところをまず提供しても

らって、それであれば進めることができるとい

うことになるんですか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 申し訳ありません、

答弁漏れがありました。 

 やはり先ほどは概略設計が先か、贈与しても

らってというのが先かということだったと思う

んですが、村として、当局として今収用する予

定ではないので、同意を得ている場所の潰れ地

を村に贈与していただくという意志がない限り、

概略設計というのは入れられないと思っていま

すので、その潰れ地の贈与をいただく作業を今

からやっていかないといけないと思っています。 

 それに関しては、やはり桃原議員の御協力も

いただきたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 議員としてできる協力

はしたいんですが、なかなか個人とか企業とか

に関して踏み込んだことはできないというのも

ありますので、いろいろ注意をしながら協力も

できる分、十分に協力して、まずこの西坂田線

が整備できるように執行部のほうでも進めてい

っていただければと思いますんで、よろしくお

願いいたします。 

 次に、大枠３、山川橋の撤去についてです。 

 もう六、七年前なんですが、ちょうど私、建
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設常任委員会におりまして、そのときに、この

山川橋は撤去予定だということで。そのときは

数千万単位で撤去費用がかかると。すぐに取り

かかれるものではないというものではありまし

た。その頃からまた長寿命化の予算ということ

で、いろんなところでの全国的、沖縄でもあち

こちで、特に高速の上の橋なんかも、高速周り

の橋なんかも、長寿命化の予算ということで、

いろんな橋の修繕が入ってはいます。 

 ただ、この山川橋撤去ではあるんですが、前、

建設課でちょっと計算はしていたと思うんです

が、幾らぐらいの予算、金額が出ていたか。今

分かりますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 申し訳ありません。

今現在、分かりません。その撤去費に関して積

算していたかというのもちょっと定かではない

ので、また後日、調べて報告いたします。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 高速の上の車が通る人

道橋なんで、高速を造った時点では利用者もい

て、ちゃんと使っていた橋だったらしいんです

けど、今ではもう、周りの環境も変わってきま

したので、この橋を使うことはないしで、両方

通行止めということで閉められているんで。た

だそのまま置いておいても、ぎりぎりあとはも

う危ない状態までなっていくんじゃないかな。

予算はそのときでも数千万単位ということで、

大きい予算かかるよと、撤去だけでも。そうい

う話はありましたけども、できるだけ早く計画

だけでも、様子を見るとかそういうことはずっ

と進めていただきたい。 

 今の財政の関係とか、または補助が、これは

高速の関係なんで、国か県からまた補助金があ

るのかどうかもいろいろ調べながらしか進める

ことはできないと思うんですが、ただいつまで

も、もう何も話が出なくなって、もう三、四年

はたっていますからね。ですから、そういうこ

とで、ただそのまま放置すれば危なくなるとい

う可能性がありますので。おいおい調べながら、

何かいろいろ準備をやっていただきたいと思い

ます。 

 課長、どうですか。山川橋とか、ほかにもま

だ小さい橋がありますので。そういう調査とか

も今後やっていただけないですか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 山川橋につきまし

ては、転落防止柵が破損していて、そのために

今、通行止めにしている状況であります。橋梁

自体はまだ、判定基準としては今すぐ撤去しな

いといけないというものではないのですが、た

だ、通行止めにしてもう長い年月たっています

ので、その間、利用者からの苦情等もないので、

やはり集約という面で、今、橋梁に関しては使

わない橋梁など撤去・集約していくというのが

国の方針でもございますし、この道路メンテナ

ンス事業というもので撤去もできます。ただ、

今、国・県からの交付金の配分が厳しい状況の

中で、まだ撤去しないでいい状況のものをこの

配分が厳しい中でそれに充てるよりは、今架け

替えするところがございますので、そちらを優

先してやっている状況でございます。もしそれ

で余裕ができたら、やはりこちらも撤去・集約

していきたいとは思っております。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 山川橋については、残

念ながら、当初はいろいろ利用されてはいたん

ですが、今現在、利用する人もいない。利用し

そうな見込みのある人も今のところ北上原いな

いんで、できるだけね。ただ、これは単費でや

ることでもないし、ほかの財政状況を見ながら

じゃないといけないんで、様子を見ながら、担

当課長は今後も気をつけて見ていただきたいと

思います。 

 大枠３は以上です。 

 次、大枠４について、少人数学級についてで
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すけども、先ほど、ちょっと今、教員の時間的

な厳しさが出てきたということと、児童生徒の

発表などが減ったという話はありましたが、メ

リットとして、実際よかったよかったというの

をよく聞くんですけども、子供たちのどういう

いいこと、どういうメリットがあったのかちょ

っと教えていただけますか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 永川幸徳。 

○教育総務課主幹 永川幸徳 お答えいたしま

す。 

 まず、御存じのように少人数学級の実施とい

うのは平成30年から令和５年度までの期間が実

施されました。少人数の実施に対する保護者、

また教職員のアンケートによりますと、高い評

価を受けたということを私も承知しております。 

 今、議員の質問にありましたメリットについ

てですが、この少人数の取組を評価する際の指

標としまして、まず１点目は不登校率、そして

２点目を全国学力・学習状況調査の結果を指標

として挙げたいと思います。 

 まず１つ目ですが、不登校率の変化を挙げた

いと思います。対象としましては、令和４年度

から令和６年度までの不登校率で小学校３校を

合わせた平均を申し上げます。令和４年度が

1.4％、令和５年度が1.9％、令和６年度が

2.0％となっております。この令和６年度が

2.0％と申し上げましたが、この年の県の平均

が3.54％という数字になっておりますので、不

登校率がかなり低いということが言えると考え

ております。 

 さらに少人数を実施した村内の２校ですが、

中城小学校と津覇小学校２校で実施しておりま

すが、この２校に限っての不登校率を申し上げ

ますと、令和４年度が中城小学校０％、津覇小

学校が1.3％、令和５年度、中城小学校０％、

津覇小学校が0.8％、令和６年度、中城小学校

が0.2％、津覇小学校が0.8％という不登校率に

なっております。 

 今申し上げた数字で、村内３校の平均でもか

なり低い割合でしたが、少人数を実施したこの

２校に限って言いますと、そこからさらに低い

数字となっております。こういったことがまず

一番のメリットとして挙げられると考えており

ます。 

 続きまして、指標の２つ目ですが、全国学

力・学習状況調査の結果を基にお話をいたしま

す。 

 こちらは、正答率でお答えします。令和５年

度から令和７年度の３か年についてお伝えしま

す。 

 小学校の国語、算数についてですが、県との

比較でお答えします。国語のほうがプラス４ポ

イント、算数がプラス２ポイント、令和６年度、

小学校の国語プラス４ポイント、算数がプラス

４ポイント、令和７年度、国語プラス２ポイン

ト、算数がプラス１ポイントとなっております。 

 続けて中学校のほうですが、令和５年度、国

語がプラス１ポイント、数学がプラス・マイナ

ス０ポイント、令和６年度、国語プラス２ポイ

ント、数学プラス３ポイント、令和７年度、国

語プラス・マイナス０ポイント、数学プラス３

ポイントとなっております。 

 今申し上げた直近の３か年では大きな変化と

いうことは確認できておりません。以上です。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 ありがとうございまし

た。 

 こういう結果、少人数学級というのは年間予

算も割と大きい予算を使って実施されておりま

した。議会の場合は、議会報告会ということで、

村民と交わういろいろ話合いもあるんですが、

ある村民から、少人数学級、予算を相当使った

んだけど、どういう結果があったのか、メリッ

トなども全く分からないんで、総括の形で、総

括をして、村民が結果を知ることができないの

かなということもありました。 
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 それと、これは私が一番懸念している大枠４

の質問というのは、先ほど教育長からありまし

た、先生方の時間的に大変だよということと、

発表が減るということが、少人数学級の結果と

しては、その時期は大変よかったんだろうと、

それはそれで終わりとして、今はもうないんで。 

 あとは、何とか、私がずっと昔から、若いと

きから一番気になるのは、自分が中城の人間で、

中城村の人というのはなかなか外に出た場合に、

討論とかいろいろな面であまり、どんなかなと。

討論が下手なのかなというような感じが自分で

はやっていました。 

 そういう意味からも、少人数学級、今回大変

よくなったよということを聞いてはいたんで、

今のよかった状況というのを何とか今後も継続

していただきたいと。もう少人数学級ではない

んで、先生方も難しいかもしれないんですが、

何とかですね、そのよかった状況というのをな

るべく続けていけるように頑張っていただきた

いということで、今回のこの質問にしました。 

 ですから、教育委員会、また学校の先生方も

一緒に、この少人数学級であったメリットにつ

いては、今後もできるだけ続けられるように何

とか頑張っていただきたいと思います。 

 大枠４は以上です。 

 次、大枠５に移ります。 

 先ほどの不登校、不登校が28名ですね。昨日

の小橋川議員の一般質問の中でも不登校28名と

出ていましたが、中学校、すみません、主幹、

私、中学校の学年ごとの不登校も聞きましたで

しょうか、さっきので。聞き逃したのかどうか。

それ分かりますか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 永川幸徳。 

○教育総務課主幹 永川幸徳 お答えいたしま

す。 

 学年ごとの数は把握できておりません。学校

全体として中学校が令和６年度28名、小学校が

31名ということになっております。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 実は私は２年前、小中

連携に関して政務調査に行ってきました、２年

前に。新潟県の十日町というところです。そこ

では、小中連携を行って、不登校に対しては大

変成果を上げているということでした。昨日の

小橋川議員への答弁の中で、旭市や福智町との

交流を行っているという答弁がありましたけど、

実際こういう交流は、学校の代表の児童で、割

と優秀な子供たちじゃないかと。 

 それで、学校の代表となるような子供たちだ

けの交流じゃなくて、小中連携で全児童全学生

を対象にした中学生と小学生の交流とか、ある

いは先生方同士の交流も、そういうのを行って

大変成果を上げているということでした。 

 昨日は教育委員会のほうからは、時間的に大

変問題があると。その交流を行うには時間設定

が大変だとは思うんですが、実際そういう話が

ありました。私、以前、一般質問で教育長にや

ったときも、この小中連携の予定はありません

という答弁はいただいてはいます。ただ、時間

的にも大変と思うんですが、不登校などの子供

たちを生まないためにも、何とかこの小中連携

の件を検討していただけないかと思いますが、

いかがですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 永川幸徳。 

○教育総務課主幹 永川幸徳 お答えいたしま

す。 

 今、議員がおっしゃった不登校を発生させな

いという視点は非常に大切であると認識してお

ります。そういった認識の下に、昨日も答弁の

中でお話ししましたが、小中連携の取組を進め

ているところです。その中には、授業スタイル

を統一して、小学校から中学校に入ったときに

子供たちが戸惑わないようにといった取組を進

めたり、また、御存じのように中城ごさまる７

といったものを小中共通して取組を進めており

ます。 
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 それから、教職員の連携ということで、小中

教職員が集まってグループ討議をしたり、意見

交換、それからお互いの授業を参観するという

こともやっております。 

 そういったことも最終的には、子供たちが中

学校に上がったときに戸惑わないように、また、

不登校が出てこないようにということを目的に

やっております。議員がおっしゃった全児童生

徒の交流ということも非常に価値があることだ

と考えますが、現時点でなかなか時数的な問題

などを考えると、すぐに導入ということは難し

いと考えております。 

○議長 伊佐則勝 桃原 清議員。 

○４番 桃原 清議員 失礼しました。昨日の

答弁、全部はもしかしたら聞いていなくて、聞

き逃したところもあったかとは思うんですが、

今進めているということを聞いて安心しました。

今後一つ一つやっていくことになるんで、今後

また皆さん頑張って、小中連携も頑張ってくだ

さい。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で桃原 清議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１１時４９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、14番 新垣善功議員の一般質問

を許します。 

○１４番 新垣善功議員 こんにちは。議長か

ら許しを受けましたので、一般質問をこれから

行っていきます。 

 一般質問する前に、文字の削除をお願いしま

す。大枠１の村のまつりについての「吉の浦運

動公園」とありますが、「運動」を削除してく

ださい。私の間違いです。 

 それでは、通告書を読み上げて質問に移りま

す。 

 １点目、村のまつりについて。 

 現在の村の祭りの名称は、護佐丸まつりとし

て中城城跡で２年に一度の間隔で実施されてい

ますが、以前は中城まつりの名称で吉の浦公園

で毎年実施されていました。これを元に戻す考

えはないか説明を求めます。 

 それと大枠２、職員採用について。 

 現在の職員採用については、試験を実施して、

その職種内容は。行政職と技術職の２種類が主

であるが、これからは村民の福祉の増進のため

に福祉・保健分野の有資格者を採用すべきでは

ないか。また、年齢制限は何歳までか。そして

今、住所要件はあるのか説明を求めます。 

 ３点目、子供の貧困実態と支援について。 

 県下の子供の貧困率については、2015年の調

査では全国平均の約２倍の29.9％で、2017年、

本村は中学２年生で38％、小学生で27％であっ

た。そして2024年の全国平均は11.5％で、県は

21.8％で、2015年よりも8.1％改善されている

が、2024年の本村の貧困率は何％か。そして、

現在の物価高騰により生活が苦しい世帯が増え

ていると思います。支援が必要と思いますが、

村としてどのような支援を考えているか説明を

求めます。以上。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、新垣善功議員の

御質問にお答えいたします。 

 大枠１、村のまつりについてでございますが、

来場者の会場への移動ですとか、あと駐車場の

確保、その他多くのメリットを考えますと、議

員おっしゃるように今後は吉の浦公園地域での

実施を含めて検討してまいります。 

 開催の頻度と、あと名称につきまして、財源

等を含め協議してまいりますので、もう少しお

時間をいただきたいと思います。 

 続きまして、大枠２の職員の採用についてお

答えいたします。 
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 職員採用試験につきましては、職員の退職等

に伴う職員の新陳代謝を促し、めり張りのある

行政運営を目指し、村行政の効率的な運営を図

るために必要なスキルなどを有する優秀な人材

を確保するため実施するものでございます。 

 福祉・保健分野の有資格者の採用につきまし

ては、令和４年度から保健師採用の採用試験を

毎年実施しており、住所要件の設定はございま

せん。年齢は35歳までの要件となっております。 

 続きまして、大枠３の子供の貧困実態と支援

についてお答えいたします。 

 貧困実態アンケート調査については、現在、

実施予定はございませんが、子供の貧困を表す

一つの指標となる就学援助率でお答えいたしま

す。 

 本村では近年、19から20％で横ばい状態にご

ざいます。村内の就学援助率が2024年度が

20.27％、2025年が12月現在で19.14％となって

おります。 

 現在の物価高騰により生活が苦しい世帯が増

えていることは、議員がおっしゃるとおり現状

としてあるかと思います。こども課では、貧困

対策支援員といたしまして、こども課に２名配

置し、世帯からの生活相談や学校、地域からの

連絡などにより、把握した世帯へ社協に届いた

フードバンクなどを直接相談があった世帯へ届

けるなどの支援を行っております。以上でござ

います。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 村の祭りについては、

当初は毎年実施していましたが、３年に一度か

ら２年に一度に変わりました。それと名称も中

城まつりが護佐丸まつりに変わった。中城まつ

りから護佐丸まつりに変更した理由はなんです

か。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えいたします。 

 実施年度は不定期になっている状況がござい

まして、第６回が平成４年10月、７回が平成６

年10月、８回が平成９年10月、９回が平成15年

11月、10回目から護佐丸まつりに移向して、そ

のときが22年８月と、６年、７年空いている時

期があるようです。その中で中城城跡が世界遺

産に登録されているという点と、その前年には

護佐丸の日を制定しているというところで、２

つの、名称プラス場所をＰＲするために、また

プラスＰＲすることによって、観光客も誘客で

きるんじゃないかというところで、これまでな

かった観光振興を図る目的を加えたために、場

所と名称の変更をしてあるというところです。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 これは名称変更する

場合に庁議にかけましたか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 まず、祭りの主催がま

つり実行委員会、こちらが議長、教育長、商工

会会長、文化会協会会長、自治会長会、老人ク

ラブとか各小中学校の代表で、村長も交えた実

行委員会形式で運営していますので、その実行

委員会で協議なされて決定されております。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 この護佐丸まつりに

変更するという発言、議事録、こういうのあり

ますか。誰が、どこの団体から護佐丸まつりに

変更してくれという要望とかそういうものはあ

りますか。委員からの意見もあります。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 すみません、先ほどの

答弁に追加したいのが、吉の浦公園が全天候型

の陸上競技場になるというところでの工事をし

た後の設置が難しくなるとかというのも変更の

理由でありまして、平成22年のまつり実行委員

会会議録がございます。その中で、いろんな御

意見があった中で、最終的に決まった。誰が言

ったかというのは載っていないんで。実行委員

会で、最終決定されている議事録はございます。 
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○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 これは毎年やってい

たのを３年に一度に変更した、その理由は分か

りますか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 すみません、もう一度、

第１回の開催から申し上げたいんですが、第１

回が昭和54年12月です。第２回が55年11月とい

うことで１年後です。第３回も昭和56年という

ことで１年置きなんですけれども、それ以後、

第４回からは、２年だったり３年だったり、先

ほど申し上げた６年、７年との開催日の情報は

ございますけれども、なぜそういう開催になっ

たかというのは資料がございませんので、何年

置き開催ということについての答弁ができない

状況でございます。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 それは記録がないと

いうことで理解していいですか。 

 それでね、課長、この祭りというのはどんな

目的、効果がありますか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えいたします。 

 まず、村民、村にゆかりのある方々が祭りへ

の参加、出演ということで、相互の触れ合いを

広めて盛り上げることで、中城に愛着と誇りを

持ち、村民郷土愛の醸成が図れると。活気ある

まちづくりに資する場として、また長い歴史と

伝統に培われた文化の振興と。村をアピールし

ていくことで観光振興にもつながるということ

で、中城の繁栄、発展につながることを目的に

開催していると考えます。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 この祭りというのは、

私は非常に大切なものだと思っているんです。

なぜかというと、祭りというのは、村民の絆と

か、コミュニティーを醸成していく上で一番大

事だと思うんです。よく政治は政という言葉も

あるように、祭りをして、村民同士の意思疎通

とか信頼関係を醸成していく大きな大切な場所

だと考えております。それで、しばらくはコロ

ナ禍で、人と接触することが制限されまして、

しばらくはそういう祭りとかイベントは自粛し

てきましたが、今後、その祭りを通じて村民の

コミュニティー、あるいは絆とか、そしてひい

ては、地域の活性化にも大きく効果が出てくる

と思います。村民の祭りに対する関心は大きい

ものがあると思います。 

 それで、この祭りを通して村民同士の信頼関

係を構築していただければ、中城村はもっと活

力ある村になるかと考えておりますので、検討

してもらいたい。 

 そして、村長に説明を求めますが、今後、２

年に一度でなくて毎年開催するということは考

えていますか。それと場所についても、さきの

一般質問で玉那覇 登議員からあったように、

お年寄りが不便を感じているんですよ。公共駐

車場に車で来て乗換えして、シャトルバスで行

って、また降りて、あの坂道を上っていくのは、

年寄りには非常に重労働だと思います。その意

味でも、吉の浦公園で開催できないかどうか。

そして毎年、実施できないか、予算がないから

といっていますが、予算は幾らでも頭を絞れば

出てくると思います。その考えはあるかどうか。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 では、善功議員の御質問に

お答えいたします。 

 祭りを吉の浦のほうでできないかということ

でございますが、私のほうも以前からそういう

ふうには思っておりました。わざわざシャトル

バスに乗って村民が移動するのも大変ですし、

この吉の浦周辺であることによって、来場者が

また増えますし、あと、高齢者のことを考えれ

ば、あの坂、非常にきついというふうにも思っ

ておりましたので、吉の浦周辺のほうで開催は

決定していきたいというふうに思っております
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が、また今後、さらに細かい協議をしていきた

いというふうに思っております。 

 あと、回数ではあるんですけれども、現在は

２年に一回。でも、毎年、以前やっていたとき

には、もしかすると中城まつりがメインだった

と思いますが、現在は、私としては、福祉まつ

りもありますし、障害者フェスティバルもあり

ますし、様々な祭りは増えてきているのかなと

いうふうに思います。それも議員が先ほどおっ

しゃっていたように、非常にすばらしい祭りで

もありますし、コミュニティーが生まれる祭り

だとも思っております。 

 今後、また城跡のほうでは違う祭りがまたで

きるのかなとも思ってもおりますし、いろんな

様々なこのコミュニティーを考えながら、今後

考えていきたいというふうに思っております。 

 毎年この中城の祭りをしていくというのがや

っぱり予算の関係上、様々な課題も出てくると

思いますので、今後しっかり協議をしていきた

いというふうに思っております。以上でござい

ます。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 村長の答弁の中にあ

りましたグスク祭りというのは、これは何年か

な、一般企業が管理していた中城公園が返還さ

れた後、北中城村と一緒に共同でグスク祭りと

いうのをやったんです、何回か。それも考えて、

今後、北中城との共同まちづくりもありますけ

ど、それも破綻しました。それは恐らく、合併

の協議が破綻した後に、グスク祭りは取りやめ

になったという経緯もありますので、よく北中

城と中城は兄弟村とよく口では言うけれども、

しかし、実際やっていることがどうかですね。

そして、北中城との共同管理についても、当初

は50％、50％で管理していたんです。しかし、

合併が破綻したために属地主義で９対１という

ことで、90％は中城負担、10％北中城負担。 

 それは、この終戦後、中城、北中城両村で中

城公園、今は中城城跡と名称は変わっています

けれども、当時は中城公園ということで、県内

でも有名なところだったんですけれども、その

北中城と中城で共同でグスク祭りをしたわけで

す。そのときに、一般企業である国際産業から

８億という大金で、当時は４億円は国、県が２

億円、残りの２億円については両村が、その割

合が90％は中城、２億円の90％、そして10％が

北中城村ということで、この国際産業から管理

権を買い取って、そして今の管理協議会を結成

して現在に至っているわけです。 

 両村で祭りもやっていましたけど、その後は

もう破綻してしまって現在に至っていますけど、

今後もし中城城跡をＰＲするんであれば、グス

ク祭りとして北中城、中城両村で共同の祭りを

する考えはどうかと思いますが、村長の所見を

伺います。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 議員おっしゃるように中城

村と北中城村はチョーデー村ということで、昭

和20年までは同じだったということで。今後、

中城と北中、さらに絆を深めていくために、や

はり祭りをきっかけというか、今、わかてだを

見る集いは各両村の文化協会がやっております

が、今後は北中城さんとも相談をしながら、お

互いに何かできる祭りがないか。今、別々でイ

ベントなどを行っておりますので、それをやは

り一つの観光の核となるように、北中と協力を

しながらというか、相談をしながら、今後決め

ていければなと私は思っております。以上でご

ざいます。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 祭りを私は行政の中

で一番大切だと思います。それは村民の一体感、

絆を醸成していく一番大切なものだと思ってお

りますので、ひとつ祭りについては、場所も、

お年寄りも参加できるような場所にしていただ

きたいと。そして、やっぱり毎日働いているば
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かりじゃなく、たまには、年に一度ぐらいは村

民が一堂に顔を合わせていろんなゆんたくもし

ながらいけば、この中城村のいろんな生き方と

かあると思いますので、どうかその辺を大事に

して、村民のコミュニティーを醸成していただ

ければ、今、中城村のコミュニティーが衰退し

ていっているために、私は各種団体も衰退して

いるんじゃないかと思います。その祭りを通じ

て、その地域のいろんな団体を盛り上げていっ

ていただきたいと思いますので、ひとつそのこ

とを念頭に今後検討していただきたいと思いま

す。 

 それでは、大きな大枠２に移ります。 

 現在、採用試験については一般事務となって

いますけど、行政職ですか、正式には。そして

技術職と。村民の福祉増進のために福祉・保健

分野の有資格者を一応採用すべきではないか。

年齢については35歳。住所要件については、な

い。採用試験の競争率はどのぐらいですか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、新垣善功議

員の御質問にお答えいたします。 

 倍率という数字は持ち合わせてございません

が、直近の保健師、専門職のお話が出ておりま

すので、保健師の部分で申し上げますと、令和

４年度の申込みの方が５名、採用が１名になっ

ております。令和５年におきましては14名の申

込みがありまして、３名の採用をしております。

令和６年につきましては３名の申込みに１人採

用しているところであります。 

 令和７年度について、これから１月に専門職

の試験を予定しております。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 応募者が少ないよう

感じがしますけど、どうですか、多いほうです

か。もっと優秀な人材を採用するには、もうち

ょっと枠を広げて、採用する考えはないかどう

か。競争率はちょっと低いような気がします。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、御質問にお

答えをいたします。 

 各市町村統一の試験になりますので、受験が

できる人数等が限られてくると思います。実際

に専門職としての数字的には少ないような感じ

を受けられますが、その中からよりよい人材を

ということで選んでいる状況でございます。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 住所要件は撤廃した

ということですけど、村内と村外の応募者、大

体の割合分かりますか、把握できますか。現に

中城村に住んでいる方と村外に住んでいる方。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 村内、村外おりますけれども、村外の割合が

高いと認識をしております。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 じゃ村外が高いとい

うことですね。そうであれば、もうちょっと村

内へのアピールして、応募者を増やして、村内

からの採用を増やすようにしたほうが私は村の

活性化になると思います。 

 採用試験においては優秀な人材を確保するた

めという名目で実施していると思いますが、ひ

とつ職員採用の広報をもうちょっと考えて、村

内からもどんどん採用できるようにする方法を

考えていただきたい。やはり人材ですよ。人材

の確保をしないと、村の活性化、発展はないと

思いますのでね。 

 それで、課長、今この職員の中で有資格者、

例えば保健師とか、あるいは介護士とかいます

と思いますが、国の有資格者が何名ぐらいいる

か把握していますか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、御質問にお

答えをいたします。 
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 保健師、保健関係分野で申し上げますと、現

在、管理職を除く係長、職員の中で保健師の方

が８名おります。あと、管理栄養士が３名、社

会福祉士が２名、臨床心理士がお一人おります。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 この方々の人事異動

についてはどうなっていますか。大体今３年か

ら５年なれば異動させているのか。それともず

っとその専門職としてそこに勤務しているのか

どうか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 お答えをいたします。 

 専門職の中でも特殊な業務を扱っている場合、

同じ場所にそのまま長年配置しているところも

ございますが、保健師と管理栄養士等につきま

しては、議員がおっしゃる３年から５年の間で

異動を考えて配置をしているところでございま

す。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 これは、異動する場

合、その後釜には、同じ有資格者を配置するよ

うにしているのかどうか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 専門職の異動につきましては、専門職の職員

の配置を行っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 分かりました。 

 ひとつ専門職を異動する場合は、その異動の

後には専門職同士の異動を考えて、しっかり住

民福祉や保健の分野でのことについて考えて異

動していただきたいと思います。 

 それでは、３点目の子供の貧困実態について

伺います。 

 毎年、実態調査はしていますか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 実態調査は行ってお

りません。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 2017年、８年前に中

城子供実態調査ということでやっていますが、

その中で、村子ども未来支援会議の委員長は、

毎年実施するということで、新聞紙上でありま

すが、これは毎年しないといけないんじゃない

かと思うんですが。それで、一番心が痛んだの

が食料が買えないという経験があったと、そう

いう実態もあります。ひとつしっかりと日頃か

ら自分の分野のデータを把握しておかないと、

対策の取りようもないと思うんです。やっぱり

実態をちゃんと把握するように日頃から心構え

を持っていただきたい。 

 そういうことで、今度、支援としては、村長

からありましたから、もっといい方法がないの

かどうかね。何かありふれたような、答弁です

けれども、もっと本当に貧困している家庭が、

本当にありがたいという気持ちになるような支

援を考えていただきたい。それで私はいつも思

うんですけど、国は今度、物価高騰でいろいろ

交付金があるようですけど、その中である程度

所得制限を私は設けるべきだと考えているもの

ですので。今の我が国の情勢を見ると、格差が

広がっていくんじゃないかと思います。それで

所得制限を私はすべきだと思いますので、この

中城村において、今度、国からの補助金が入っ

てきます。それに上乗せして村独自の支援を、

そして村の場合は所得制限をして上乗せするよ

うな方法を考えるべきではないかということで

すけど、村長、考えてもらえないかどうか。す

ぐ予算がないとかということではなくて、ちょ

っと頭を絞って考えて、上乗せして援助する、

支援するということができないかどうかです。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 今のところはこの国からの

支援でもって支援を行っていきたいというふう

に思っております。今、議員がおっしゃった所
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得制限というのは、私も必要かなというふうに

思っております。今回は国のほうから子供たち

２万円の給付はもう決まっておりますけれども、

それ以外に子供だけに限らず、村民全体を考え

て所得制限を持ちながらいろんな支援を、どこ

の年代が困っているのかということを考えなが

ら、各課それぞれいろんな困っている人たちが

各課によっても違ってまいりますので、そうい

った全庁的に考えて支援をしていきたいという

ふうに思っております。ありがとうございます。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 フードバンクは今ど

ういう状況ですか。どのぐらいのフードが集ま

りますか。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 社協が行っているフードバンクは、募金事業

からの配分金、あと、企業からの提供によるも

ので運営されていると聞いております。 

 すみません、ちょっと詳しいデータが手元に

ないんですけども、この前、社協といろいろ話

合いを持ったときに、支援対象者になっている

人たちは結構増えているんだけども、フードバ

ンクのこの寄贈というものはそんなに多くは増

えていないというような状況があるというのは

お聞きしております。量的にどれくらいなのか

というのはちょっと具体的には把握しておりま

せん。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 フードバンクについ

て村民に対してのＰＲが行き届いていないとは

考えていないですか。十分に村民にフードバン

クのことは周知されていると思いますか。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 フードバンクをやっているということは社協

のホームページ等で一応は、社協の広報紙等で

も周知はされているというのは認識しておりま

すが、村として社会福祉協議会でこれが行われ

ているよというのを例えば広報紙であったりと

かホームページであったりとかというところを

積極的に今までやれていなかったので、今後そ

ういった部分をもう少し社協とお話を詰めて展

開できればいいかなとは考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 ひとつ十分考えて、

村民にもっと周知徹底するように。そうしたら

もっと増えると思います。 

 それで、私はいつも思うことは、政治の役割

とは何かです。村長は何だと思っていますか、

どう考えていますか、政治の役割について。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 政治とは何かという御質問

でございますけれども、政治とは、一般的に言

わせれば、村民、住民の皆様からお預かりした、

この税金をどう還元するかというのが一般的だ

と思うんですけれども、私から言わせれば、先

ほど申し上げましたように、困っている方への

支援、一言でいえば弱者支援ではないかなとい

うふうに思っております。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 村長の考えに同感で

すけれども。私も、政治の道に入る前に、やは

り貧しい人たちをどう救い上げていくかが政治

の役割だと思っています。今もそう思っていま

す。社会的に弱者を救い上げていくのが政治の

大きな責務だと考えております。ひとつ社会的

弱者を助けるという考えで行政執行をしていた

だきたいと思います。 

 最後になりますが、この祭りをさ、護佐丸ま

つりというのを変更できないかどうか。なぜか

というと、武将護佐丸については読谷、恩納村、

伊平屋等、ゆかりがあるんです。護佐丸と言っ

たらすぐ中城と浮かぶかどうかですよ。例えば

宜野湾市だったら、はごろも祭りだったら、す

ぐ宜野湾市ということになります。武将護佐丸
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については、もうあちこちでゆかりがある武将

ですので、それを変えて、しいて中城の代名詞

というのであれば、私は吉の浦というのが中城

の代名詞にふさわしいんではないかと思います。 

 ひとつこれも庁議でかけて、みんなで議論し

て、名称も改め、場所も。そして年に１回でき

るように、そして予算編成についても、予算が

ないということかもしれませんが、予算につい

てはいろんな方法があると思うんです。クラウ

ドファンディングと、寄附を募ったりして、そ

ういうことでひとつ考えて、祭りを盛り上げて

いただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で新垣善功議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１４時１３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時２５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、11番 仲松正敏議員の一般質問

を許します。 

 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 皆さん、こんにちは。

本日の一般質問ラストとなっておりますので、

よろしくお願いします。 

 それと先月、11月30日、文化協会の護佐丸の

響きに村長をはじめ多くの皆さんが足を運んで

いただき、大変ありがたく思っております。会

員の皆さんも大変喜んでおりました。これから

も中城村の文化の継承・発展にしっかりと文化

協会、頑張っていきますので、皆さんの御支援、

よろしくお願いします。 

 それでは、議長のお許しが出ましたので、こ

れより一般質問をいたします。 

 まず、大枠１、ＡＥＤの設置について。 

 ①ＡＥＤ、これは自動体外式除細動器と言っ

ておりますけど、それを村予算で村内各自治会

の公民館に設置する考えはないか。 

 ②現在、村内自治会の公民館にＡＥＤを設置

されている自治会は何自治会か。 

 大枠２、自治会活動活性化補助金事業につい

て。 

 ①現在、自治会活動活性化補助事業は６月末

からとなっていると思うが、４月当初からが望

ましいと思うが、どのように考えるか。 

 ②自治会活動活性化補助事業は、ハード面25

万円、ソフト面25万、合わせて50万円となって

いるが、その50万円を一括してハード面かソフ

ト面に活用できるようにしてはと思うが、その

考えを伺います。よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、仲松正敏議員の

御質問にお答えいたします。 

 まず大枠１、ＡＥＤ設置についてでございま

すが、現在、村内に設置されているＡＥＤは23

か所、役場や村民体育館などの公共施設及び村

内の学校施設などに設置しております。 

 現在、自治会公民館に村予算でＡＥＤを設置

する計画はございません。 

 続きまして、②の現在、村内の自治会の公民

館にＡＥＤを設置されている自治会は、南上原

自治会とサンヒルズ自治会の２か所ということ

で認識をしております。 

 続きまして、大枠２の自治会活動活性化補助

事業についてお答えいたします。 

 まず、①補助事業について、予算が議決され

た後、速やかに作業を行っておりますが、交付

決定までの流れとして、申請書の提出、書類に

不備がないかの審査と、審査会の開催を経て、

補助金の支給が決定されます。その後の振込み

までの期間を考えますと、現在のスケジュール

から早めるのは難しいと思われます。 

 続きまして、②の自治会活動活性化補助事業

につきましては、備品購入に対して上限が25万

円という制限がございますが、備品購入以外の
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内容、例えば納涼祭りですとか、あと運動会の

開催、または伝統文化の保存などといったソフ

ト面、また維持管理に伴う工事等のハード面等

についても50万円を一括で活用することは可能

となっております。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 それでは、再質問し

ていきたいと思います。 

 ＡＥＤの公民館への設置は、救命率の向上の

ために全国の自治体でも議会において、一般質

問として取り上げられております。中城村は21

自治会あって、安全安心の地域づくりのために、

日々、自治会活動に取り組んでおります。先ほ

ど村長がＡＥＤの設置は今のところ厳しいと。

ですが、やはり自治会活動は行政が行う公助だ

けではなく、住民同士が連携し助け合う共助の

取組を推進する上で、大変重要な活動であると

考えます。 

 そのためにも地域に住んでいる住民が自分た

ちが住む地域の安全安心の地域づくりを進める

ため、救命率の向上のためのＡＥＤを21自治会

の公民館に設置するというのは大変重要だと考

えます。 

 総務課長にお聞きします。 

 このＡＥＤ、村で自治会公民館に設置する考

えはないか、総務課長のほうからお聞きします。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、仲松正敏議

員の質問にお答えをいたします。 

 先ほど村長から答弁ございましたけれども、

現在のところＡＥＤの各自治公民館への設置と

いうことにつきましては計画はございませんが、

これまで自治会に対する自治会活性化補助金で

あったり、防災組織の中にもいろいろな補助金

がありますので、その部分について活用ができ

ればと考えております。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 今おっしゃったよう

に、自治会活動にいろいろ補助金は出されてい

ると思うんですけど、その出されている補助金

というのは、ほかの事業等でもういっぱいいっ

ぱいでありますので、ぜひＡＥＤの単独での補

助金を出して、地域住民の生命を、もう１人の

命を救えるようなＡＥＤ器具ですので。これは

自治会長会の中でも話がありまして、ぜひ行政

でやってほしいと。自治会の予算では大変厳し

いということで。先ほど設置されている自治会、

南上原、サンヒルズ、２か所はあるんですけど、

そこの自治会長に聞いても、ＡＥＤは最初購入

しても、自治会でね、また維持管理というのが

あって、メンテナンス、大変厳しいという話は

聞いております。だから、せめてこのＡＥＤを

行政で出してもらって、この地域の安全のため

に出してほしいと思いますので、もう一度、課

長、前向きに検討するという話を。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、御質問にお

答えをいたします。 

 ＡＥＤの必要性、重要性というものは理解を

しているところでございます。これまで一括交

付金、沖縄振興特別推進交付金を活用して住民

向けではございませんが、観光振興に資するも

のということで各コンビニに設置していたとき

もありますけれども、現在、財政的な部分で、

こちらの部分については今置いていない状況と

なっております。ＡＥＤ単体で購入する場合は、

その後のメンテがかなりの予算がかかる部分が

ございます。現在、本村としても公共施設に置

いているＡＥＤにつきましては、全てリースを

しているところで、月額が7,000円未満のもの

になっておりますので、その辺も考えながら、

自治会予算も厳しいところだと思うんですが、

重要性を鑑みて、その辺の優先順位、活性化交

付金であったり、自主防災組織の補助金であっ

たり。その辺の活用をお願いしたいところでご

ざいます。 
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○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 先ほども話したよう

に、心肺停止に陥り、心肺蘇生が10分遅れれば

救命率はほぼゼロになると言われております。

村内の自治会で10分以内にＡＥＤによる除細動

が行える自治会はどのくらいあるのか、私も把

握はしていないけど、課長がどのくらいの自治

会が10分以内で、要するにこれはＡＥＤの設置

されている場所まで行って取ってくる、戻って

くる時間、村内どのくらいの自治会があると思

いますか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 お答えをいたします。 

 ＡＥＤの設置場所については公共施設となっ

ておりますので、学校、役場本庁舎、吉の浦公

園、吉の浦会館の部分になります。あと、救急

処置が７分から10分の間ということで話がござ

いましたけれども、消防の救急車を呼ぶ中でも

７分から10分の間が重要な部分だと話しており

ますので、まず消防に連絡をされて、その処置

としてＡＥＤを使用しない部分でできるものが

あるのか、その辺の部分も考えていただければ

と思います。 

 あと、ＡＥＤ設置場所からの距離については

把握しておりません。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 ＡＥＤの設置場所、

学校、また公共施設ですね。そこに設置されて

いるのは分かりますけど、今、コンビニでもほ

ぼ全店舗、ＡＥＤがあると思うんですけど、そ

の辺は御存じですか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 先ほど申し上げましたけども、村内のコンビ

ニに以前は置いておりましたけれども、現在置

かれているかどうかは確認はしておりません。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 例えばコンビニにあ

ると。例えば自分たち、北浜、南浜地区からは

コンビニ、一番近いところで伊集の西原、ゴル

フ場近くのコンビニ。それでもやはり往復とな

ると10分以上かかります。 

 次に、マップについて、このＡＥＤのマップ

場所について、村ではそういうマップというの

は作られておりますか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 防災ハザードマップの中に公共施設を示すも

のがありまして、その中にＡＥＤを設置をして

いる施設を表示しております。以前、広報紙等

で周知はしておりますが、常時周知をしている

ことはないです。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 やはりこのＡＥＤに

関しては、本当に人の生命に関わることですの

で、ぜひマップを常に村民が見られるような状

況で作っていってもらいたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 次に、このＡＥＤに関して調べたところ、沖

縄県内ですけど、自治体によっては平成21年頃

から役場で自治会の公民館にＡＥＤを設置して、

地域住民を守る、本当に行政としての仕事をさ

れております。先ほどＡＥＤには予算もかかる

し、21自治会に、残り19自治会ですか、大きな

お金もかかると思うんですけど、よその自治体

で平成21年から設置を進めております。その間、

中城村では、このＡＥＤを設置するという、そ

ういう話合いはなかったんですか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 ＡＥＤの設置に関しましては、役場の公共施

設の考えは庁内で話合いがありました。それ以

外については、いろいろな補助金のメニューの



─ 139 ─ 

中で話し合われたことはあります。 

 あと１点だけ、先ほどの答弁の中でハザード

マップにＡＥＤの表示があるかということです

けど、今確認しましたら、ハザードマップの中

にＡＥＤの設置場所が記載されております。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 いろいろ調べたとこ

ろ、ある公民館において、行事参加者の１人が

具合が悪くなり、倒れるという自体が起こりま

して、しかし、公民館にＡＥＤが設置していな

くて、公民館に一番近くにあるＡＥＤは、小学

校が設置場所だったようですが、一緒にいた人

たちがパニックになってですね、どこにあるの

か全く誰も設置場所を把握していなくて、先ほ

どはマップと言いましたけど、ホームページに

もＡＥＤの設置場所はされておりますか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 お答えをいたします。 

 ホームページにハザードマップが掲載されて

いますので、その中に表示をしているところで

ございます。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 実際にそういうこと

が置きましたら、時間との勝負となります。心

肺停止というのはいつ起きるか分かりません。

特に夜中の対応というのは大変厳しいものがあ

ると思います。公民館は生涯学習における地域

活動の拠点の一つであり、地域住民の日常生活

に最も身近な生涯学習施設として、その役割を

担っており、公民館は避難場所に指定されてい

ることもあり、緊急事態に備え、やはりＡＥＤ

につきましては公民館を利用される方々の安全

安心の確保の観点から、早急に設置しなければ

ならないと考えておりますので、これについて

村長の見解。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 先ほどから議員がおっしゃ

るように、救命率向上のためには非常に必要な

ものだとは思っておりますけれども、今後は検

討していくとしか今は言えませんが、よろしく

お願いします。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 もうね、本当に近年、

村の財政も厳しい状況にはあると思いますが、

やはり一番は村民の命を守ると。先ほども貧困

の話がありましたけども、村長にはぜひ前向き

にこのＡＥＤの設置を考えてほしいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 次に、大枠２です。 

 これも総務課長にお聞きしますけど、まず最

初に、自治会活性化補助事業実施要綱について

の内容を総務課長、お聞きします。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 お答えをいたします。 

 村の自治会活動活性化補助事業実施要綱とい

うものを平成25年４月に制定をしております。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 最初の質問の答弁の

中で、村長のなかなか４月からその補助金を出

すというのは、審議やら予算の事前の審査やい

ろいろあって厳しいという話でしたけど、自治

会によっては、６月前にやる行事等もあるんで

すよ。だから、その行事にこの活性化補助事業

を利用しようと思っても、６月末から補助金の

確定が出ると。自治会によっては、今言ったよ

うに４月、５月で事業をやる。その４月、５月

にやる事業というのは、もう夏場でやっていた、

十数年前から、例えば20年前とか、夏場にやっ

ていた事業が、暑くてだんだん住民が参加者が

少なくなって、盛り上がりがいま一つという事

態になっております。それで事態になりまして、

５月の一斉清掃、そのときに合わせてやったら

たくさんの住民が参加して、もう本当に盛り上

がって、住民同士のコミュニケーションもしっ

かり取れて、みんな喜んでおりました。 

 しかし、この補助事業が使えないわけですよ。
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どうにかして４月から、もう補助事業は50万出

すのは決まっていますので、いろいろやり方を

変えて、４月下旬でもいいし、５月初めからで

もいいから、この補助金を出すような方向で考

えてもらえないか。その辺どうですか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 自治会活動活性化補助事業につきましては、

要望に基づいて、各地域の社会形成をつくるこ

とを目的としたものであると考えています。実

施時期につきましては、先ほども答弁ございま

したとおり、３月の新年度予算の議決後になり

ますので、４月、それから各自治会への募集を

かけて、その中で審査会がございます。実施要

綱に基づく地域活性化の事業なのか、その内容

の精査も必要になりますので、今までの交付時

期ということでなっておりますけれども、その

辺の内容について、早められないかという声が

出てきておりますが、各21自治会から提出され

た内容を確認し、実施計画に基づいた決定をす

るわけですから、時間はかかるところはありま

すけれども、早めに交付できるように検討して

まいります。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 例えば課長、６月に

その事業、自治会で事業をやった場合、この事

業内容とそれから領収書、いろいろ提出する書

類、これが６月以降じゃなくても、もう別にや

っても、そういう申請書類、いろいろなもろも

ろがあれば、５月に使ったやつでも６月の入っ

てでもこの事業を認めるようなことはできない

か。その辺はどうですか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 やはり決定通知、どこの自治会が決定される

か、審査をしなければ分かりませんので、その

後になります。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 先ほども言いました

けど、この自治会活性化補助金、ある自治会に

よっては、もう本当に５月に使ってでもいいか

ら認めてほしい、その辺も検討をお願いします。 

 それと、次にこの補助金のソフト面、ハード

面、一括して使えないか。これ先ほど村長は可

能だとおっしゃったんですよね。ソフト面は、

毎年の行事で決まっているからいいんですけれ

ども、このハード面です。これはいつ何が起き

るか。急に何々が必要とか、行事によってはそ

ういうのが出てきます。言わば備品等です。本

当に今、自治会長は役場に来るなり、それから

自治会での仕事、行事等ですね、そのときも自

治会長個人の車、軽トラ使っているわけです、

ほぼ。自治会によっては、自治会で軽トラ所有

している自治会もあると思うんですけれども、

予算が少ない自治会は、この補助事業の助成金

を50万、ハード面１つのほうに使って、軽トラ

というのは自治会長必需品ですので。今使える

というようにおっしゃっていたんです、この補

助金をあと３割、４割程度増やす考えはないで

すか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、仲松議員の

質問にお答えをいたします。 

 切実な思いであるということは十分承知して

いるところでございますが、現在の自治会活性

化補助事業につきましては、25年に要綱を設定

しまして、30年に備品の上限を設けた次第でご

ざいます。そこの内容につきましては、備品以

外の地域活性化に基づくものが必要ではないか

という声が自治会からあり、庁内からもござい

ましたので、見直しをかけております。その中

で、25年度の時期につきましては、５年の周期

でしたけれども、現在は３年の周期で補助金の

交付がされているところですので、その部分に
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ついて、補助金についてはプラスになっている

のかなというふうに考えてはおりますけれども、

今後、財政的な部分についての自治会の運営補

助金であったり、その他の補助金の部分につい

ても考えながら、その辺で増やせるのか、活性

化の部分に持っていけるのかというものは考え

ていきたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 補助金を増やすこと

によって、自治会のそういう軽トラがないとこ

ろは、今の50万からお話しして、例えば70万と

か80万ぐらいになれば、それを活用してまた自

治会の予算も合わせれば、自治会で軽トラ所有

することができるんですよ。その辺は、この補

助金を増やしてもらわないと、自治会ではもう

なかなか軽トラを購入するというのは諮れない

ですので。本当に自治会長、大変なんですよ。

燃料代から何かいろいろもろもろ。全部、自分

持ちなんですよ。はっきりいえば、もうこの自

治会長になったときには大変厳しいものがある。

これはよく自治会長同士、区長同士でよく話を

します。今持っているところと持っていないと

ころ、事情があって持てないとか、予算があっ

て持てるとか、これ私は格差になっていると思

うんです、同じ自治会長で。本当に自分の車使

って、いろんな仕事、全部自己負担ですよ。だ

から、せめて、この補助金を増やして、プラス

自治会からの予算をやれば、自治会の軽トラが

持てると思うんです。 

 いつも、前村長もそうですけど、麻乃村長も、

地域が元気であれば村も元気になる。挨拶の中

でよく話をしますね。これもひとつですね、自

治会の元気になるためのことですから。補助金

を毎年出すとか、取りあえず増額してもらいた

い。そうすれば、もっと行事を、自治会の行事、

事業を充実することができますので。そうすれ

ば住民も喜ぶし、活性化にもなる。もういつま

でこの自治会長本人の負担でやっていくと、

後々自治会長になる人もいなくなりますよ。そ

のこともしっかり考えて、補助事業をぜひ充実

してほしい。そのように願います。 

 これで私の一般質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で仲松正敏議員の一般

質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

散 会（１５時０２分） 
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令和７年第７回中城村議会定例会（第７日目） 

招 集 年 月 日 令和７年12月12日（金） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  議 令和７年12月18日  （午前10時00分） 

閉  会 令和７年12月18日  （午後０時07分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 小橋川 恵 美 ９ 番 大 城 常 良 

２ 番 玉那覇   登 10 番 欠   員 

３ 番 欠   員 11 番 仲 松 正 敏 

４ 番 桃 原   清 12 番 金 城   章 

５ 番 新 垣 貞 則 13 番 新 垣 博 正 

６ 番 安 里 清 市 14 番 新 垣 善 功 

７ 番 新 垣   修 15 番 石 原 昌 雄 

８ 番 屋 良 照 枝 16 番 伊 佐 則 勝 

欠 席 議 員     

会議録署名議員 14 番 新 垣 善 功 15 番 石 原 昌 雄 

職務のため本会議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 比 嘉   保 議 事 係 長 辰   さおり 

地方自治法第121

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 比 嘉 麻 乃 こ ど も 課 長 比 嘉 昌 子 

副 村 長 新 垣   正 企 画 課 長 金 城   勉 

教 育 長 比 嘉 良 治 都市建設課長 呉 屋 克 行 

総 務 課 長 大 湾 朝 也 
産 業 振 興 課 長 兼 
農業委員会事務局長 仲 村 武 宏 

住民生活課長 新 垣   忍 上下水道課長 下 地 良 和 

会 計 管 理 者 照 屋 郁 子 教育総務課長 我 謝 慎太郎 

税 務 課 長 比 嘉   聡 生涯学習課長 渡久地   真 

福 祉 課 長 照 屋   淳 教育総務課主幹 永 川 幸 徳 

健康保険課長 島 袋 かおり   
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議 事 日 程 第 ５ 号 

日  程 件              名 

第 １ 一般質問 

第 ２ 請願第１号 津覇駐在所の運用再開を早期に求める陳情書に関する請願書 

第 ３ 陳情第12号 「健康管理室」設置、並びに給特法施行に伴う業務量管理措置、並びに健 

       康確保措置計画策定を求める陳情 

第 ４ 陳情第13号 「義務教育費国庫負担堅持及び２分の１復元」のための意見書採択を求め 

       る陳情 

第 ５ 意見書第７号 「義務教育費国庫拡充」及び教育条件整備のための意見書 

第 ６ 陳情第15号 最高裁判所判決に基づく生活保護行政の改善と対応を国に求める陳情書 

第 ７ 陳情第16号 有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）による汚染源の特定と根本解決を求める陳 

       情書 

第 ８ 意見書第８号 有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）による汚染源の特定と根本解決を求める 

        意見書 

議 事 日 程 第 ５ 号 の 追 加 

日  程 件              名 

第 １ 議案第74号 令和７年度中城村一般会計補正予算（第６号） 
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○議長 伊佐則勝 おはようございます。これ

から本日の会議を開催いたします。 

（１０時００分） 

 本日、中城村長より、議案第74号 令和７年

度中城村一般会計補正予算（第６号）が提出さ

れました。 

 これを日程に追加し、追加日程第１として議

案第74号を議題にしたいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認め、追加

日程第１として議案第74号 令和７年度中城村

一般会計補正予算（第６号）を日程に追加し、

議題とします。 

 追加日程第１ 議案第74号 令和７年度中城

村一般会計補正予算（第６号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 改めまして、おはようござ

います。 

 それでは、議案第74号 令和７年度中城村一

般会計補正予算（第６号）について御提案申し

上げます。 

 

 

 

議案第74号 

 

   令和７年度中城村一般会計補正予算（第６号） 

 

 令和７年度中城村一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ101,660千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ16,422,542千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和７年12月18日 提出 

中城村長 比 嘉 麻 乃 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

15 国庫支出金  6,036,442 101,660 6,138,102 

 ２ 国庫補助金 4,003,350 101,660 4,105,010 

歳  入  合  計 16,320,882 101,660 16,422,542 
    

 

 

（歳 出）                                  （単位：千円） 
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款 項 補正前の額 補正額 計 

３ 民生費  4,931,829 101,660 5,033,489 

 ２ 児童福祉費 2,697,496 101,660 2,799,156 

歳  出  合  計 16,320,882 101,660 16,422,542 
    

 

 本案補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

166万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ164億2,254万2,000円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によ

る。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、議案第74号

 令和７年度中城村一般会計補正予算（第６

号）について質疑をいたします。 

 まず、４ページのほうですね。 

 これ昨日も担当課より説明を受けて、一定程

度の納得はしているんですけれども、それにつ

いて、昨日も言ったんですけれども、これはゼ

ロ歳から高校３年相当の人数ということで、大

体何名ぐらいの予定ですかということで昨日聞

きまして、それを改めてもう一度ここでお聞き

したいと思います。 

 あと２点目が、これ対象児童が昨日の説明資

料の中にあるんですけれども、これ見てみます

と、令和７年10月１日から令和８年３月31日ま

でに出生した児童ということで、これは申請が

必要ということであるんですけれども、これに

ついて、対象児童が３月31日までに出生した児

童というところではあるんですけれども、その

中で私が今心配しているのは、４月以降出産予

定の母子手帳を持っている方々がいるんですけ

れども、その方々は対象外になっているはずな

んです、今は。これ何でかというと、４月以降

に出産予定がある方々が相当数いらっしゃると

思いますけれども、その方々に対しての手当は

もう全くやらないのかどうかですね。 

 国が年度末ということで３月31日で区切って

いるんですけれども、その後に、今も妊婦さん

でいらっしゃる方々、そういう方がある程度い

ると私は思っているんですけれども、この方に

対しての手当は、これは村単費でもやるべきで

はないかというふうに思っているんですけれど

も、そのあたりどういうお考えでいらっしゃる

のかお聞きしたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 お答えいたします。 

 基準日が９月30日、現在の児童手当の受給者

が4,169名です。これに加えて、10月１日から

３月31日まで生まれるであろうという見込みは

118名ということで、おおよそ4,743名というふ

うに見込んでいますが、それにプラスちょっと

余力を持たせて、もっと余力を持たせて5,000

人分ということで、１億円の扶助費を今回予算

計上しております。 

 ４月１日以降に生まれる予定のお子さんにつ

きましては、今のところはこの子育て応援手当

は該当しませんので、今後のことはちょっと考

えておりません。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 高校３年生相当が

4,169名、トータルで4,743名分の今、手当はし

っかりやっていくということなんですけれども、

やっぱり、例えば３月31日まで、31日に出生し

た子供がいると。４月１日に生まれた子供はも
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うこれ対象外と。これは国のやり方ではあるん

ですけれども、国は年度末、年度末ということ

でよく話はされているんですけれども、やっぱ

りその落ちこぼれた方々、今、現に子供、母子

手帳を持っている方々が、何で私は１か月しか

違わないのにこれもらえないのというようなこ

とになっては、ちょっと村としてはどうなのか

なというふうな私は考えであるものですから、

そのあたりは、現に今、国は２万円を児童手当、

あるいはその出生した方々、３月31日までに生

まれた方には支給するということなんですけれ

ども、村としてもある程度の知恵を絞って、幾

らかの救済ができないのかどうか、そのあたり

をちょっと考えてほしいなと思いますので、そ

のあたり、村長の見解をちょっと伺いたいなと

いうふうに思っています。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１０時０７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０８分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、大城常良議員の

質疑にお答えいたします。 

 今回、対象が令和８年３月31日までというこ

とで、確かにおなかにいる子も一人の人だとは

思うんですけれども、今後、これにつきまして

は検討して、しっかりと担当課と協議をしてい

きたいというふうに思っております。以上でご

ざいます。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これ国の施策で進めて

いる事業ではあるんですけれども、やっぱり誰

一人取り残さないという本村のこともよく考え

て、ぜひ不公平感が出ないような、１日違って

もらえる、もらえないというようなことがちょ

っと、村は何やっているのかねと言われるよう

なことのないように、しっかりその辺は協議し

て、担当課、あるいはまた村長も含めてしっか

りとみんなで協議してもらって、いい方向に行

けるように私は期待していますので、ぜひ進め

ていってください。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 おはようございます。 

 それでは、議案第74号、質疑を行います。 

 昨日の説明の中で、中には二重支給となるケ

ースの可能性があるという説明がありました。

なかなか見抜けない部分があるから発生するだ

ろうという予測はしていて、起こり得るだろう

なという理解はしております。 

 しかしながら、明らかにこれが二重支給であ

るというのが早期に分かったケースの場合に、

返還手続等の対策とかもやらないといけないと

思うんですけれども、どのような手順でそれに

対処するのかをお答えください。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 想定されるのはかな

りまれなレアなケースを想定しておりまして、

避難などをされている方で、基準日のときは受

給者のところに支給されたけれども、その後に

避難など、ＤＶ等の理由で避難などをした方に

対しても支給の対象となりますので、それは二

重支給になる可能性はありますが、訪問やうち

の相談員などが実際お会いして、本当に必要か

というのをちゃんと精査して、やむを得ない場

合はその二重支給もあり得るということのお話

でございます。 

○議長 伊佐則勝 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 これ原則、対象者、

子供１人につき２万円というのが原則になって

いますよね。しかしながら、二重支給になると

いうことは、もちろんレアなケースというふう

に理解しながらの質問ですので、何らかの形で

やっぱり返還をするとか、そういう手続は必要

に応じてやらないといけないんではないかなと
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思います。不平等感が生じてしまうというケー

スは、基本的にはあってはならないと思います

けれども、起こらないことを願いながらも、一

応は起こり得る可能性の話をしておりますので、

返還請求するということもあり得るのかお答え

ください。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 あり得ると思います。

状況に応じてですので、それぞれのケースにち

ゃんと相談を受けたり調査をしたりして、二重

支給をとにかくならないようにこちらとしても

努めていきたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 今後も類似するよう

な手当の支給とか出てくるケースがあるかと思

いますけれども、しっかりとマニュアルを作成

して、そういったときの対処法というのをぜひ

実行していただきたいというのと、今後も議員

に対しても対処方法等についてもしっかりと説

明を求めたいと思いますので、これは答弁要り

ませんので、よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第74号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第74号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第74号 令和７年度中城村一般

会計補正予算（第６号）を採決します。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定

することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第74号 令和７年度中城村一

般会計補正予算（第６号）は原案のとおり可決

されました。 

 続きまして、日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は、答弁を含めず30分以内とします。 

 それでは、通告書の順番に従って発言を許し

ます。 

 最初に、５番 新垣貞則議員の一般質問を許

します。 

 ５番 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 ただいま議長の許可を

得ましたので、５番 新垣貞則の一般質問を行

います。 

 大枠１番、学校の人材育成。 

 ①津覇小学校体育館のバレーボール支柱が故

障して使用できない。生徒たちが練習するのに

困っているが、支柱設置の取組は。 

 ②中城中の部活動生徒たちが九州大会に出場

し、学校の活性化になっている。トップアスリ

ート基金設置して、生徒たちをトップアスリー

トに導く考えはないでしょうか。 

 大枠２番、一般質問を通して施設整備。 

 ①中城モールから屋宜地区まで約５キロメー

トルを行政・村民・護岸周辺の企業と連携して

整備し、村民の健康づくりを図るには。 

 ②登又の普天間川沿いの道路は、転落防止柵

が10メートルほど倒壊し危険である。区民の安

全を守るために、転落防止柵を設置する考えは

ないでしょうか。 

 大枠３、中城村手話を普及する取組。 

 手話を交えながら説明したいと思っています。

忘れている部分があると思うんですが、その辺

は御了承ください。 

 私の名前は、新垣貞則と申します。よろしく
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お願いします。 

 中城村の手話を普及するために一般質問を行

います。 

 ①令和７年度手話奉仕養成講座、修了しまし

た。中城村のろう者と健常者の手話通訳者は何

名いますか。手話通訳者を増やす取組について。 

 東京で11月にデフリンピック、ろう者の国際

総合スポーツ大会を開催して手話を普及してい

るが、中城村の手話を普及を図るためにろう者

と健常者が交流をする取組について伺います。 

 次、４番、スポーツキャンプを通して人材育

成の強化を図る。 

 ①サッカーキャンプを誘致して、平成24年度

から令和６年度までの歳入の施設使用料と歳出

の水道料、芝生管理委託料、備品費の説明、及

び中城中学校サッカー部や村体協サッカー部は、

中頭大会で優勝した経験がありますか。 

 ②サッカーキャンプ以外のスポーツキャンプ

を誘致して人材育成の強化を図る取組について

伺う。以上、簡潔な答弁お願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 それでは、新垣貞則議員の

御質問にお答えいたします。 

 質問を手話でということで、非常にこれまで

いろいろと講習を受けて修了されたということ

で、これが本当に不自由な方への意思疎通にな

っているのかなというふうに思います。非常に

ありがとうございます。感動いたしました。 

 それでは、御質問にお答えいたします。 

 大枠１と大枠４につきましては、教育委員会

がお答えいたします。 

 私のほうからは、大枠２の一般質問を通し施

設整備についてお答えいたします。 

 年に２回の一斉清掃をはじめ、日頃より村民

の皆様、そして村内外のボランティアの団体、

事業所の皆様に村内の清掃活動に御協力いただ

いております。 

 本村といたしましては、引き続き清掃活動で

使用するごみ袋の提供ですとか、あとごみの回

収等を行っていきたいと思います。 

 続きまして、②の登又の普天間川沿いの転落

防止柵を設置する考えはないかという御質問で

ございますけれども、普天間川を管理している

中部土木事務所、河川都市班に確認をいたしま

したところ、今年度設計を行う予定で、次年度

以降、予算化して工事を行っていくというふう

に伺っております。 

 続きまして、大枠３の中城村手話を普及する

取組についての①ろう者の人数についての御質

問でございますが、聾とは耳が聞こえないこと

を指すため、身体障害者手帳保有者で聴覚障害

の障害区分を有する方についてお答えさせてい

ただきます。本村の令和７年11月末時点での聴

覚障害の障害区分を有する方は、94名となって

おります。 

 また、本村の意思疎通支援事業は、沖縄県身

体障害者福祉協会に委託をしておりますので、

現在、本村の登録台帳には手話通訳者等の登録

は０人となっております。委託先の沖身協には、

令和７年３月末現在、手話通訳士34名、手話通

訳者が75名の登録でございます。 

 手話通訳者を増やす取組についてでございま

すが、村独自で手話通訳者を養成する取組はご

ざいませんが、手話奉仕員養成講座を令和４年

度から再開しております。 

 続きまして、②でございます。 

 中城村の手話普及を図るためにろう者と健常

者と交流する独自の取組はございませんが、今

回、沖縄県が実施する手話の普及推進事業の地

域運動企画へ参加の呼びかけがありました。 

 内容といたしましては、市町村のホームペー

ジ、ＳＮＳ等で、ゆるキャラによる手で話そう

運動への参加となっております。沖縄県が定め

る手話推進の日である第３水曜日の昨日、12月

17日に村ホームページへ、護佐丸くんによる

「こんにちは」の手話画像が掲載されておりま
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す。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 おはようございます。 

 新垣貞則議員の御質問にお答えします。 

 ①、津覇小学校体育館のバレーボール支柱に

ついては、県内の中学校で廃棄して余っている

支柱を津覇小学校に２組４本、先週の金曜日12

日に配置しました。 

 ②、現在のところ、基金を設置する考えはご

ざいません。 

 大枠４についてお答えします。 

 ①、平成24年度から令和６年度の13年間での

歳入は、約363万円となっております。13年間

の歳出も約でお答えしますけれども、水道料が

2,110万円、ただし、これは体育館等も含めて

公園全体のものとなっています。芝管理委託料

に関しては１億1,064万円、備品は1,415万円と

なっています。 

 それから、中学校のサッカー部や体協のサッ

カーが中頭地区の大会で優勝した実績は、私が

調べた範囲ではありませんでした。 

 もちろん勝負の世界は優勝するのがよいので

すけども、生徒が一生懸命練習に励み努力して

いる姿が何より大事で、学習面とも両立できる

ようにしたいと思っています。 

 ②、今のところ、サッカーキャンプ以外の誘

致をして人材育成を図る考えはございません。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 それじゃ、大枠１番の

学校の人材育成について質問します。 

 ①の先ほど教育長から答弁がありましたよう

に、他の学校からバレーボール支柱を持ってや

っているということですので、村長さん、それ

から教育長さんに津覇小の父母会からバレーボ

ール支柱の要請がありまして、その要請を受け

ていろいろやっていますので、父母会のほうか

らもありがとうございましたという連絡があり

ました。早速の対応、どうもありがとうござい

ました。 

 それじゃ、②の生徒たちをトップアスリート

に導く考えはないですかという②のほうから質

問します。 

 中城中学校の部活動の活躍は、令和７年度の

成績は、中城中学校女子バスケットボールが沖

縄１位、それから駅伝男子２位、ソフトテニス

部も団体で九州大会に出場し、女子バレー部、

男子バスケットボール、沖縄県で３位になり個

人でもたくさんの生徒たちが全国大会や九州大

会に生徒たちを導いています。中城中学校の活

躍が目立って、先輩たちは非常にうれしく思っ

ています。教育長や先生方に感謝します。 

 これを教育長にお伺いします。令和８年度、

中城中学校の部活動活性化を図るためにはどう

いう取組を考えていますか。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 部活動の活性化というこ

とですけども、私も長い間、中体連関係、部活

動に関わってきました。一番大事なのは、私は

指導者の指導力だと思っています。常に中頭教

育事務所には人事異動で指導力のある先生をと

いうことで、毎年のようにお願いして、今年度

も事務所へ行ったり、先日所長がいらしたとき

にお願いをしたところです。 

 もう一点は、生徒の素質と、それから努力で

すね、やる気の問題。そして、保護者の協力等

の環境の整備ではないのかなと思っています。 

 ただ、現在、国のほうは部活動を地域展開の

方向に進めていて、素質のある生徒がクラブの

ほうに流れていって、学校で部活動をするとい

う生徒が少なくなっているのが現状です。です

から、そういった意味でも、素質の面で、指導

者がよくてもトップのアスリートを育てるとい

うのが難しいのではないかなと、難しくなって

いるのではないのかなというふうな考えを持っ

ているところです。 

 あとは、中体連関係はまだ種目によっては学
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校の部活動でやっている、学校しか出られない

という種目もありますので、そこら辺で、中体

連に関しては優勝したりということができるの

ではないかなと、そういうふうに考えています。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 さっき中城中学校の生

徒たちの活躍で非常にすばらしいものがありま

す。これはやっぱり人事の面で教育長があちこ

ちやっているおかげだと思っている。人は人が

つくるという観点、非常にいいことだなと思っ

ています。 

 それで、中城中学校が中頭大会、地区陸上大

会で、30年前の話ですけれども、０点と聞いて、

中城中学校に陸上部をつくりました。30年前は

部活動で県中学校体育大会に出場するチーム問

題も結構多い学校でした。教育長をはじめ若い

情熱のある先生方の部活動の指導のおかげで学

校もよくなり、県大会に出場する競技も増えて、

平成12年には中頭中学校駅伝大会で中城中学校

が初優勝し、県の駅伝大会で優勝目指して練習

しましたが、１位、２位同着で、胸の差で２位

になり、生徒たちは悔しい涙を流し、１メート

ル、１秒頑張ることの大切さを学び、それから、

中城中学校駅伝部のモットー、１本のたすきに

優勝の思いを込めてチームワークを大切に、１

分１秒１メートル頑張るという合言葉に練習に

取り組みました。その結果、中頭大会では令和

７年度までに、男子７回優勝、女子５回優勝し、

伝統を引き継いでいます。 

 生徒たちが部活で沖縄１位トップアスリート

になったら、学校においてどういう効果が得ら

れると思いますか、伺います。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 永川幸徳。 

○教育総務課主幹 永川幸徳 お答えいたしま

す。 

 部活動の活性化の結果、そういったトップア

スリートが誕生するということは、非常に望ま

しいことだと思います。そういった活躍する選

手が村から生まれるということは、教育現場へ

の影響もすごく大きいものがあると思います。

子供たちの夢を育むという視点で、すばらしい

ものがあると思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 今回、このトップアス

リートの基金設置の目的は、中城中学校の子供

たちに勇気を与え、夢に向かって挑戦して、沖

縄県・全国大会で活躍できるという子供たちの

夢をかなえるために導きというんですけれども、

それをやりたいために、ぜひ僕はトップアスリ

ートの基金が必要です。 

 例えば、今年、教育長のおかげで指導者の上

手な中城中学校に配置され、部活動の生徒達が

活躍し女子バスケット優勝、県駅伝では男子２

位になり、九州大会に出場しました。それで、

後輩たちの１・２年生のレギュラー、例えば10

名を、トップアスリート基金を設置して、トッ

プアスリートを応援する個人、企業から寄附を

集めて、その県内外に合宿して、それで、トッ

プアスリートの学校と練習環境を学び、トップ

の人たちは挨拶、マナー、掃除、全てできてい

ます。それができないと、なかなかトップアス

リートとかできません。そういったそういう集

団の中に子供たちを、そこで学んだものを後輩

たちに教えることによって、そういう連携機能、

ぜひ必要じゃないかなと思う。 

 それで私は、そのためにどうするかと、やっ

ぱり育成じゃなくて、これから導きですよね。

トップアスリートを育成するために、伝統をつ

くるために、ぜひトップアスリート基金を、再

度聞きますけど、トップアスリート応援基金を

設置したら学校経営によくなると思います。学

校をよくするためにトップアスリート基金を設

置する、そういう考えがないんでしょうかね。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１０時３５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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再 開（１０時３６分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 では、お答えい

たします。 

 貞則議員からの御提案、こちらも賛同すると

ころはあります。 

 中城村では、今、人材育成基金であったり、

チバリヨー中城ごさまる応援基金でも、教育関

係に使ってほしいという項目もあります。企業

がもしそういうトップアスリートを育てたいと

いうことで寄附をしていただけるのであれば、

その名目でもって寄附していただければ、その

活用はできると思います。 

 ただし、学校での運営としては、今、中城中

学校のほうでトップアスリートを育成するとい

うまだ狙いのほうは定まっていません。なので、

こちらで予算の収入はいただいても、支出する

予算項目がまだ不確定でありますので、この部

分については学校長とも相談しながら、可能な

ものには金も使っていきたいと思います。 

 ただし、公立の学校については、学力も体力

も平等に扱っていかないといけませんので、そ

こはその状況を踏まえながら、検討を踏まえな

がら、どうしていくかというのは今後検討して

いきます。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 平成17年度には、中城

中学校校長室には優勝旗が12本ありました。野

球とかバレーとかで優勝。そういったこの中城

中の生徒たちは、英語とか、それから主張大会

とか全部中頭代表で活躍しましたので、スポー

ツが活性化したら文化面も非常によくなる、学

校がよくなると思いますので。 

 それで、私、中城中学校の生徒たちを陸上競

技をコーチで24年間指導し、原点から沖縄１位

の選手に導きました。指導者が生徒たちに目標、

夢を与えその目標を与えたら、生徒たちはそれ

に向けて努力するんですよ。その努力した後に

結果がある、これ達成感なんですね。だから、

ＡＢを分けて、陸上でＡチームはトップ、Ｂチ

ームは少し弱いです。そのワンステップを指導

とは導きなりという言葉が非常に好きです。指

も５本。この指も違うように、指です。その指、

子供たちですね。その子供たちを導いてあげる。

これが僕の仕事だと思っていますので、ぜひト

ップアスリート応援基金を、設置して育てると

いう感覚でぜひやってもらいたいなと思ってい

ますので、ぜひ私も一緒に取り組んでいきたい

なと思っていますので、よろしくお願いします。 

 それでは、次に大枠２番のほうですね、一般

質問を通し施設整備について、中城モールから

５キロの護岸整備の件です。 

 これ資料あると思います。見ながら質問しよ

うと思います。資料を御覧になってください。 

 中城モールから屋宜地区まで約５キロメート

ル。村民の健康づくりを図る目的で約10年間整

備しました。久場のボランティアの皆さんが中

城モールから吉の浦発電所入口まで約２キロ、

毎月第１日曜日に草刈り作業をして、きれいに

しています。屋宜地区まで５キロあります。約

１か月かかり、終わったらまた護岸からスター

トです。これの繰り返しですので、組織を図っ

て、行政、村民、企業と連携して役割分担した

ら早く終わるんですよね。 

 資料御覧になって、１のほうですね。赤の地

域は久場ボランティア、青は企業ですね、これ

はその組織化を図ったら、より具体的に不法投

棄も少なくなり、非常にいい環境になるなと思

っている。 

 それで、村民の健康づくりを図るために、今、

サークル団体を結成しようと思っている。そう

いう行政も一緒にサークル団体を結成する考え

はないでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 新垣 忍。 

○住民生活課長 新垣 忍 御質問にお答えい
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たします。 

 村のほうで直接サークルの立ち上げというと

ころまでは今のところ考えていませんけれども、

ボランティア、そういったサークル、ボランテ

ィアの活動、そういったものを行う皆さんと今

後も連携していきながら、今までどおりボラン

ティア袋の提供であったり、ごみの収集処理の

支援ということで行っていきたいと考えており

ます。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 今、課長がおっしゃっ

たように、企業は今言ったことをやればいいと

思うんですよね。ごめんなさい、行政は。それ

で、村民と企業が組織化でやって、バラバラな

ものだから、そこを組織化してやったら、より

具体的にいついつしましょうという連携が取れ

るものだから、だからサークル結成できないん

ですかと質問です。行政がやれじゃなくて、今

やっていることを連携が取れていないものだか

ら、バラバラなんですよ。そうじゃなくて、組

織化することによってスムーズに事が運ぶなと

思う。これは今年やろうと思っているので協力

お願いします。 

 では、⑤を御覧になってください。 

 拓南製作所の護岸は、モクモウの木が大きく

なって、木の枝や葉っぱが散らばって、村民が

ウォーキングするのに非常に支障をきたしてい

ます。ボランティアの皆さんが清掃するが、風

の強いときは、翌日は葉っぱが散乱します。 

 モクモウの木を、剪定したらウォーキングす

る人も増えて、村民の健康づくりを図るために

役に立ちます、ここは県の管轄ですけど、県に

要請する考えはないでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 新垣 忍。 

○住民生活課長 新垣 忍 お答えいたします。 

 写真を見て、物すごくいつもきれいにしてい

ただいて、とてもありがたく思っております。

先日、私もこの護岸、この辺ちょっと歩いてみ

たんですけれども、この写真のようにとてもき

れいに清掃されていました。 

 今、貞則議員のおっしゃっている葉っぱの散

乱している状況とか、その辺が全然、いつもき

れいにされているので、この辺がちょっと分か

らない、状況が把握できないところもあります

ので、その辺の状況も把握しながら、また必要

に応じて、沖縄県、中部土木事務所になるかと

思いますけれども、何か対応ができないものか

お問合せしてみたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 風が強い日はモクモウ

の木のそこで葉っぱが落ちて、そこ散らかるも

のだから、ブロワーで入ってやっていますので、

せっかくきれいにしたのにまた散らかって、こ

れの繰り返しです。剪定したらもっと観光にも

非常にいい景観が保てるなと思って、ぜひそれ

をやられたい。 

 これ村長にお伺いしますので、中城モールか

ら屋宜地区まで護岸５キロを整備しています。

中城モール、スタートして屋宜地区の協同商会

折り返しの吉の浦ウォーキング交流大会を、計

画しています。それで、今、村民、企業、行政、

３者のサークルを結成し、村民の吉の浦ウォー

キング交流大会を３者で連携して取り組めば、

すばらしい大会になると思います。 

 村長、これちょっと資料御覧になって、中城

モールから屋宜地区の護岸を５キロ整備した。

村民の健康づくりを図ることにより、健康、観

光振興の役に立つためにやっています。 

 この資料を見て、村長の何か仕掛けとかアイ

ディアとか、そういうアイディアがあったらち

ょっとお聞かせください。 

○議長 伊佐則勝 村長 比嘉麻乃。 

○村長 比嘉麻乃 まず、貞則議員が本当に毎

月たくさんの方に声をかけてボランティア清掃

していることに、本当に心から感謝を申し上げ

たいと思います。写真を見たら、お正月にはた
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くさんの人が集まっておりますし、清掃後には

このコミュニケーションを取りながら皆さんと

笑顔で話している写真もあります。 

 今年８月頃でしょうか、企業と、あと村民の

皆さん、あと議員も一緒に、行政も職員も多く

集まりまして、戦後引揚げ上陸の碑周辺を皆さ

ん一緒に清掃をいたしました。本当に定期的に

できるわけではないんですけれども、職員も土

日は休ませたいというのもありますし、あと子

供たちとの家族団らんもありますので、定期的

にということはできないとは思うんですけれど

も、その時その時でできるときがあれば、職員

も、もちろん私も協力はしていきたいなという

ふうに思っております。 

 あと健康づくりについてでございますけれど

も、よく海岸線を散歩しているよということで、

老人クラブの方から聞くこともあります。本当

に健康づくりはやっぱり場所があってからこそ

だと思いますけれども、今後は皆さんと協力し

ながらやっていきたいというふうには思ってお

りますけれども、ここで定期的にとかサークル

を組んだりとか、それはちょっと難しいと思い

ます。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 この５キロの護岸整備

の目的は、村民の健康づくりと中城村の観光振

興を図る目的で毎月やっています。それで、毎

月しないと草が生えて余計大変なものだから、

それで毎月やって、草がこれくらいだったらぱ

っといけます。これがもう２か月たったら草も

大きくなり、余計に倍の時間かかりますので、

できたらそういったサークル化してやれば、村

民も増えていますので、あと２年後には多分も

っと増えると思います。職員の皆さんもぜひ護

岸に行って、どういうものかというのを歩いて

みて感想を、こここうしたほうがいいんじゃな

いのという提案があればよろしくお願いします。 

 それじゃ、次、②のほうですね。 

 先ほど村長から普天間転落防止の答弁があり

ました、ちょっともう一回、都市建設課長です

ね、具体的に転落防止対策の県のほうがやると

いう話ですけれども、もうちょっと具体的なそ

ういった方法とかあったら再度答弁をお願いし

ます。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 新垣貞則議員の質

問にお答えいたします。 

 現在、普天間川、御質問のある箇所について

は、普天間川の管理道路として県により管理さ

れている道路であります。現在、崩落している

のも県も把握していまして、今、設計中という、

転落防止柵の復旧に対するものの設計中で、来

年度工事するということを伺っておりますので、

今どういうふうな設計をしているかというのは、

都市建設課としては詳細には把握しておりませ

ん。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 この中城村の民生・児

童委員が地域の危険箇所を調査したところ、登

又の普天間川沿いの道路は転落防止柵が10メー

トルほど倒壊し、危険である。道路周辺にはア

パート企業などがあり、車の往来も多く、早め

の対策が必要ですと。令和８年度に転落防止対

策を沖縄県でやると答弁がありましたので、多

分、登又区民の安全に役立ちますので、区民の

方々も喜んでいると思います。お疲れさまでし

た。 

 次、大枠３の中城村の手話を図る取組につい

て質問。 

 県の手話通訳者の登録は、2022年で102名で

す。2026年は122名、20人増員を目指している

が、中城村は手話通訳の登録は何名でしょうか。

2026年の手話通訳者の目標人数は何名でしょう

か、お伺いします。 

 手話通訳者を増やす取組として、手話通訳者

養成講座、１、２、３、手話を普及するために



─ 155 ─ 

中城村で講座を開催する考えはないでしょうか、

お伺いします。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 先ほど村長答弁にもありましたように、今現

在、手話通訳者に関しては、まず手話奉仕員の

ほうは国が進める地域生活支援事業という事業

の中で必須事業となっております。市町村にお

いて。意思疎通支援事業という手話通訳者の派

遣事業と手話奉仕員の養成講座については必須

事業という扱いがされておりますので、これは

令和４年度から再開して今取り組んでいるとこ

ろです。 

 手話通訳者とか、また通訳士というのがある

んですけれども、こちらは県のほうで養成をす

る講座をやっておりますので、村が直接やるも

のではないと認識しております。 

 その中で、先ほど議員がおっしゃっていた

2022年で102名、2026年は122名の20人増員とか

という話は、これ調べたところ、沖縄県の手話

推進計画というのが、沖縄県の手話条例が定め

られていますので、その条例に基づく計画とし

て、その中の数値目標として上げられておりま

す。その部分は市町村には特に縛りがないもの

ですから、今回、議員のこの御質問があったと

きまではちょっとあまり詳しく把握はしていな

かったというのが現状でございます。 

 その中で、今、委託をしています沖身協のほ

うに問合せをしますと、一応、沖身協のほうで

は全体として登録をしているということで、中

城に住んでいらっしゃる方の登録人数は、登録

人数とか市町村ごとの人数は一応あるというこ

とですが、今、中城村において手話通訳者、通

訳士に関しての資格を持った方が住まわれてい

るという方はいらっしゃらないというのが現状

でございます。過去にはお一人いたらしいんで

すが、転出でほかの市町村に移られたというこ

とを聞いております。 

 あとは、講座については先ほどお話しした内

容になりますし、手話通訳者の目標人数という

のが、市町村が定める障害福祉計画の中では、

その目標設定する部分がありませんので、そこ

の人数については村のほうでは特段設定はない

というのが現状でございます。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 やはり手話通訳、手話

を普及するためには、村と専門的な方がいたら

増えるなと思っています。これどうやって増や

すかというのを考えたときに、新聞とか見て私

もちょっと調査やっていますので、本当はお互

い中城村の手話を普及するために一緒に連携を

取りながら勉強していきましょう。 

 それで、手話を普及するには、手話サークル

団体を育成する必要があります。手話サークル

団体とよむが毎月第１土曜日に活動していまし

たが、現在、サークル活動をしていますか。福

祉課として、サークル団体を育成する必要があ

るが、サークル団体を育成する考えはないでし

ょうか、お伺いします。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 とよむのほうは、過去、村が初めて手話奉仕

員養成講座を実施したのが平成20年となってお

ります。それから26年まで継続しておりました。

その継続で育成された方々が立ち上げたサーク

ルがとよむとなっております。そのとよむは、

今、月１回は一応活動はしているとはお聞きし

ておりますが、何名いらっしゃるのか、今現在

というのはちょっとそこまで詳しくは今、把握

はできておりません。 

 今、講座を受けていらっしゃる、この４年度

から再開して講座を受けていらっしゃる方々が

もしサークル化したいというようなお話が出て

くるのであれば、また社協を通じてそういった

サークル支援という福祉団体の支援をやってお

りますので、社協を主として支援は関わってい
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くのかなと考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 僕、教室を開いたら、

サークル結成するということで、社会体育担当

のときにそういう目的がありましたので、バス

ケットとかいろいろサークル団体も活動をやっ

ている。教室開いたら、行政が主体的にサーク

ル結成という目標を持たないと、なかなかうま

くいかないと。サークル任せじゃなかなか普及

しないなと。一緒に取り組まないと、サークル

結成というのは非常に難しい。好きだからやる

というんじゃなくて、サークル、手話は必要だ

から広めようという感覚。社会体育担当者のと

きは、スポーツを広めて村民の健康づくりと競

技力を強化するためにサークル団体を育成しま

したので、そういうことで、ぜひ講座、教室開

いたらサークル結成して自立させるまで支援を

行政がやってもらいたいなと。そうしたら必ず

自立して、自分たちで活動できる。今、自分た

ちが活動できないから、行政が共にやらないと

なかなか厳しい現状ですので、そこら辺をぜひ

取り入れて、サークル任せじゃなくて、一緒に

やろうねという、行政も一緒にやろうねという

主体的な行政が広めるという感覚で広めてもら

いたいと思う。 

 次、デフのほうでいきます。 

 私は、手話を普及する目的は、50歳のときに

医者から甲状腺に腫瘍があるので手術をしたほ

うがと言われた。左声帯神経を傷つけて声帯が

開いてしまい、日常生活に支障をきたした。仕

事も休みがちが多くなり、声が出ないせいで、

人を避けるようになり、ひきこもりの生活を体

験。２回目の左声帯麻痺の手術をして声が出る

ようになった。声が出なくなった体験したもの

を手話を学んで聾唖者と話をしたい。友達にな

り、健常者や聾唖者とコミュニケーションを図

り、人生を楽しく生きる力を養う目的で学んで

います。 

 中城村の手話を普及するためには、スポーツ

交流会、聾唖者と健常者と交流を通して、グラ

ウンドゴルフ、それからボッチャ交流、吉の浦

ウォーキング交流などの様々なスポーツ交流が

できます。そういう手話を普及するにはスポー

ツ交流を通しながらそういったスポーツ交流と

か考えられないでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 今、議員おっしゃっているこのスポーツ交流

というのが、ちょっとイメージしづらいんです

ね。なぜかといいますと、聾者と健常者と交流

ということには、かなり丁寧なイベント設定を

していかないといけないというのがございます。

なので、村が今すぐ何かをというのは今、考え

ておりません。 

 基本的には、今、沖縄県のほうで障害者スポ

ーツの育成ということで、市町村は負担金も出

し合って障害者スポーツ大会を盛り上げていこ

うということはやっております。その中で、う

ちの村民である聾唖の方々ですね、身体障害者

福祉協会のほうにも加盟されて、こういったス

ポーツ大会には積極的に今参加されております。 

 また、過去の手話奉仕員の養成講座を受けら

れた方々に、社協から声かけをしてボランティ

アを募集して、その養成講座を受けられた方々

を中心としてではありますが、そのボランティ

アとして一緒に入って交流をして、また手話を、

実際の手話を学んでいるという現状は今あると

いうことはお伝えしておきます。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 介護予防事業・ふれあ

い事業とかありますけれども、ちょっと手話の

ほうが非常に難しいものだから、手話ソングで

すね、ソングを入れたら楽しみながら手話を学

ぶことができるなと思っています。そして、学

んだものを村老人クラブの発表会や地域の敬老

会などで発表等に役立ちます。あと小学校を対
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象に手話教室を開催して、手話ソングを学校の

発表会に出る。 

 そういった社協任せでなく、福祉課としてそ

ういう手話を何かソングとかで普及とかという

捉え方とかできないものでしょうかね。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 議員も御存じのように、手話というのは取得

するまでかなりな年数がかかります。まず、手

話奉仕員の養成講座を２年間受けられて、その

後、通訳者の講座も３年あります。ある程度の

実務経験を重ねて、やっと士の資格が取れる、

試験が受けられると。どんなにスムーズに行っ

ても７、８年ぐらいはかかるという状況でござ

います。そういう部分での人材が今、村にいな

いというのがまず一つですね。 

 手話を学びたいというのであれば、基本的に

手話講座等は沖縄県のほうで委託している事業

所がありますので、そういったところを御紹介

しながら今学んでいただくとか、また、各地域

のいろんな講座を受けられた方々が老人施設と

かそういったデイサービスの中で手話ソングを

やったり、認知症予防の一環としてそういった

ものを取り入れているというのをお聞きしたこ

とがございます。 

 でも、今現在、福祉課が何かをすぐこれをと

いうためには、その手話をしっかり理解して伝

え切れる、表現として伝え切れる人材が今いま

せんので、その人材確保からしていかないとい

けないというのが課題でございます。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 今、課長がおっしゃっ

たように、手話の資格の５級、４級、３級、２

級、１級がある。それで５級が基本的な半年に

１回となって、２級は３か年とか、やっぱり10

年ぐらいかかります。１級まで行くまでにはそ

ういう資格養成というのをやらないというのは

分かっています。 

 だから、難しいからそういった福祉とかでや

ったほうがいいなと思っています。どうしたら

手話を普及するかというのを一緒にやらないと

なかなか普及しないなと思っていますので、そ

こら辺をやっていく。 

 それで、福祉とは、ある本から、よく生きよ

う、よく生きたいという欲求があるはずです。

そうした願望や欲求の中にこそ、一人一人の具

体的な幸せがあり、障害者の有無に関わらず、

支え合って生きる共に暮らす社会、共生社会に

なってもらいたいとあります。そういうことで、

ぜひ障害者の方々も、手話とか普及したら健常

者と交流が図れますので、ぜひみんなで普及し

ていきましょう。 

 それじゃ、スポーツキャンプを通して、大枠

４番のほうですね。 

 スポーツキャンプを通して人材育成、１、２

を一括でやります。 

 令和７年度、芝生管理委託料は1,200万円計

上されているが、その芝管理は何名ですか。そ

れで、芝管理の範囲ですね。どこまでその一人

の、業者ですね、どこまでですか。 

 それと、今、公園の吉の浦公園のトイレとか

清掃人がいます。それは何名で清掃をやってい

ますか。それで、その令和７年度のその清掃人

の予算は幾らでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 新垣貞則議員の

御質問にお答えいたします。 

 まず、芝管理は何人かということに関しまし

ては、常駐しているのはお一人で、芝の張り替

えとか、あと養生に入るときは委託業者のほう

から応援が来て、４名とか増えることもござい

ます。 

 あとは管理範囲に関しましては、グラウンド

の中の芝が主な範囲となっております。 

 あとは、公園内の清掃の方の人数に関しまし

ては、今４名いらっしゃいます。 
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 あと、すみません、ちょっと聞き漏らしてい

るかもしれないんですけれども、令和８年度の

清掃の予算でしたか。もう一つは。 

（「令和７年度の……」と言う声あり） 

○生涯学習課長 渡久地 真 すみません、そ

ちらに関しましてはちょっと資料ないので、覚

えておりません。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 令和７年度の任用公園

清掃人700、539万円ですね。今、３名ぐらいの

雇用をやっていると思います。それで、一人当

たり25万円ぐらいの予算を支払っている。 

 それで、今、疑問というのは、この芝管理委

託料に1,200万円払っていますよね。それで、

１人常駐でやっています。それで何かあった場

合には２、３名来ています。もし中城村の例え

ば1,200万だったら、大体300万払って４名雇い

ますよね。それで、そのほうがいいんじゃない

かなと思っている。 

 皆さんは、芝管理は上等と言うけれども、何

が上等かはっきり分からない。西原町は、西原

町の人を雇用をして、東浜グランド陸上競技を

整備し、きれいですよね。だから、中城村の雇

用を連動してできないのか。 

 それで、サッカーキャンプを誘致して何がメ

リットか、デメリット、分かるんだったら説明

できますか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 まず、メリットとしては、やっぱり全国的に

キャンプで誘致しているサッカーチームを誘致

することによって、全国的に中城村の名が知れ

るということもございます。芝管理をプロ仕様

でしていることによっての利用者、そのキャン

プ期間以外の大学生であったり小中学生などの

利用者が増えるということがメリットだと思い

ます。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 前の浜田村長は、メリ

ットはあるけど、デメリットはないと言ってい

ました。私は、デメリットのほうが大きいと思

います。なぜかといったら、やっぱり中城村の

子供たちとか、11月からこの陸上競技場を使い

にくい環境になる、11月２月まではそれで、サ

ッカーの芝のところは使用禁止ですね。芝養生

期間ということで。11月から２月まで村民が使

えない、使いにくい環境にある。僕はデメリッ

トのほうが大きい、子供たちが使いにくい。 

 それから、ごさまるトリムマラソン大会が変

更になっていますよね。いつも第３日曜日にや

っている。今年は第２になっていますよね。サ

ッカーキャンプを誘致したまでに、行事日程を

変更しないといけない。これ前もありましたけ

どね。そういった大会運営に支障がきたすんで

すね。これは僕もデメリットと思います。 

 それから、ホテルがないでしょう。ホテルが

ないので、ほかのところで泊まってる。そうい

うデメリットがあるんです。それで雇用の問題。 

 それで、このサッカーキャンプをもう15年ぐ

らいやって、２億か３億円もお金を投じていま

すよね。そのメリットって、そんなにお金を使

って、人材育成は先ほど教育長おっしゃったよ

うに、中学校も優勝していない、村体協も優勝

してない全然、人材育成に機能していない。 

 能代工業は、バスケットの伝統ということで

誘致して、バスケットの村ってことでやってい

ます。そういうことをぜひ今回、僕、サッカー

キャンプでももうちょっと15年も過ぎたから新

たな誘致で、例えば、教育長の教え子の伊佐 

勉さん、琉球キングスでコーチやっている。そ

ういったバスケットも強いですよね。そういっ

たバスケットの実力者を呼んで、子供たちをや

ったほうがより具体的に人材育成になる。  

 沖縄チャンピオンだけれども、このキャンプ

誘致することによって相違を図る。それで、も
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う一回、そういったバスケットとか野球とかそ

ういったチームをキャンプは誘致する考えなん

でしょうか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えします。 

 いろんなスポーツの誘致に関しまして、環境、

施設も含めていろいろ必要になってきますので、

どういったものが誘致できるかというのもよく

分かんないですが、今のところそういったプロ

スポーツのキャンプを誘致してというのは特に

今考えてはいません。ただ単発的に、例えば直

近で今年の３月、時計のあのセイコーグループ

のほうが、世界大会とかに出ている田中選手を

招いて陸上の子たちを集めての陸上教室を開い

たりとか、あと、過去にもプロ野球選手に来て

いただいての単発的な教室だったりとかそうい

うのがございますので、そういったものに関し

ましては、もし来ましたら取り入れていきたい

と思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員、時間ですの

で、まとめてください。 

○５番 新垣貞則議員 キャンプ誘致を通して

人材育成を図るということがテーマですので、

誘致したら子供たちの強化になるようなキャン

プをぜひ誘致してください。 

 それで、令和７年度も議員の皆さんは行政の

皆さんが村民の福祉向上を図ったおかげで住み

よい中城村になりました。非常にお疲れさまで

す。 

 それで、令和８年度も村民の福祉向上、それ

から村民の御健康と御多幸をお祈り申し上げま

して、私の一般質問とします。ありがとうござ

いました。 

○議長 伊佐則勝 以上で新垣貞則議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１１時１１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２８分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 日程第２ 請願第１号 津覇駐在所の運用再

開を早期に求める陳情書に関する請願書を議題

とします。 

 本件について、委員長報告を求めます。 

 総務常任委員長 新垣博正委員長。 

○総務常任委員長 新垣博正議員  

 

 

令和７年12月18日 

 

中城村議会議長 伊佐 則勝 殿 

 

総務常任委員会 

委員長 新 垣 博 正 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された請願を審査しましたので、会議規則第94条第１項の規定により報告しま

す。 

 

記 
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番  号 
付 託 

年月日 
件     名 審査の結果 

請願第１号 
令和７年 

12月12日 

津覇駐在所の運用再開を早期に求め

る陳情書に関する請願書 
採択 

     
 

 

 令和７年12月18日。 

 中城村議会議長 伊佐則勝殿。 

 総務常任委員会委員長 新垣博正。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された陳情を審査しましたの

で、会議規則第94条第１項の規定により報告し

ます。 

 記。 

 請願第１号。 

 付託年月日、令和７年12月12日。 

 件名、津覇駐在所の運用再開を早期に求める

陳情書に関する請願書。 

 審査の結果、採択です。 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告を終わり

ます。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 請願第１号について、

委員会ではどのような内容の意見が出たでしょ

うか。 

○議長 伊佐則勝 委員長 新垣博正。 

○総務常任委員長 新垣博正議員 お答えしま

す。 

 津覇駐在所は、これまでも地域に密着した防

犯活動、あるいは交通安全指導等を行ってきて

おります。それが今、運用が停止されていると

いう現状を鑑みると、小学校の特に交通安全指

導等においては、駐在員が、警察が不在の状態

が続いている、あまり望ましくないんじゃない

かなという意見がありましたので、ぜひこの津

覇を中心とした国道沿いには、警察の何らかの

施設が常に必要ではないかというような意見が

ありましたので、賛成意見のほうが多数を占め

て採択になりました。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 これから委員長報告に対する討論を行います。

討論ありませんか。 

 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 請願第１号 津覇駐

在所の運用再開を早期に求める陳情書に関する

請願書に賛成の立場で討論いたします。 

 陳情書にも記されているとおり、津覇駐在所

は村民の安全安心で生活していく上に必要不可

欠と考えます。これまで津覇駐在所の警察官は、

職務として交通安全指導、防犯活動、事件、事

故の迅速な対応をしていただいたと思っており

ます。 

 今後も中城下地区の南地区の安全安心のため

にもなくてはならないと考えております。津覇

駐在所の閉鎖にて、事件、事故への対応が遅く

ならないためにも早期運用再開を望み、賛成で

あります。 

○議長 伊佐則勝 反対の討論はありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 反対の討論がありませんの

で、これから請願第１号…… 

（「議長」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 請願第１号について、
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賛成の立場で討論をいたします。 

 これまで津覇駐在所は、長きにわたり周辺地

域の安心安全を担い、地域住民のみならず、児

童生徒からも親しまれ、地域に密着した駐在所

としてなくてはならない場所に立地しています。

条文にもある交通安全指導、防犯活動、事件、

事故への迅速な対応など、これまでの経緯、実

績を振り返れば、地域住民との信頼関係は非常

に大きいものがあります。 

 地域住民の願いでもある早期に運用再開を求

める請願書に賛成をするところであります。以

上です。 

○議長 伊佐則勝 次に、討論ございませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 この採決は起立によって行

います。 

 この請願は委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長 伊佐則勝 着席してください。 

 起立全員で全会一致でございます。したがっ

て、請願第１号 津覇駐在所の運用再開を早期

に求める陳情書に関する請願書は、委員長報告

のとおり採択することに決定しました。 

 日程第３ 陳情第12号 「健康管理室」設置、

並びに給特法施行に伴う業務量管理措置、並び

に健康確保措置計画策定を求める陳情を議題と

します。 

 文教社会常任委員会委員長から、お手元に配

付しました別紙のとおり、委員会において審査

中の事件について、会議規則第75条の規定によ

って継続審議の申出がありますので、申出書の

とおり閉会中の継続審査とすることに決定いた

しました。 

 日程第４ 陳情第13号 「義務教育費国庫負

担堅持及び２分の１復元」のための意見書採択

を求める陳情及び日程第５ 意見書第７号 

「義務教育費国庫拡充」及び教育条件整備のた

めの意見書については関連しますので、一括議

題にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、日程第４及び日程第５については

一括議題といたします。 

 本件について、委員長報告及び趣旨説明を求

めます。 

 文教社会常任委員会 安里清市委員長。 

○文教社会常任委員長 安里清市議員 報告を

行います。 

 

 

 

令和７年12月18日 

 

中城村議会議長 伊佐 則勝 殿 

 

文教社会常任委員会 

委員長 安 里 清 市 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された陳情を審査しましたので、会議規則第94条第１項の規定により報告しま

す。 
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記 

 

番  号 
付 託 

年月日 
件     名 審査の結果 

陳情第13号 
令和７年 

12月12日 

「義務教育費国庫負担堅持及び２分

の１復元」のための意見書採択を求

める陳情 

採択 

     
 

 

 令和７年12月18日。 

 中城村議会議長 伊佐則勝殿。 

 文教社会常任委員会委員長 安里清市。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された陳情を審査しましたの

で、会議規則第94条第１項の規定により報告し

ます。 

 記。 

 番号、陳情第13号。 

 付託年月日、令和７年12月12日。 

 件名、「義務教育費国庫負担堅持及び２分の

１復元」のための意見書採択を求める陳情。 

 審査の結果、採択。 

 次のページをお開きください。 

 続きまして、意見書第７号。 

 

 

 

意見書第７号 

 

令和７年12月18日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝  殿 

 

文教社会常任委員会 

委員長 安 里 清 市 

 

「義務教育費国庫拡充」及び教育条件整備のための意見書 

 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第３項の規定により提出します。 

 

提案理由 

 陳情第13号における委員会審査の結果、採択となり別紙意見書を提出する。 
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「義務教育費国庫拡充」及び教育条件整備のための意見書（案） 

 

 今日の教育の抱えている課題を解決するためには、地域や子どもの状況を踏まえ多様な教育活動

が推進できるよう、「当事者」である学校や市町村教育委員会が主体的に運営できる仕組みを改善

することが喫緊の課題です。そのための財政的な保障は、国の絶対的な責務です。 

 義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を図る制度として完全に定着

しており、現行教育制度の重要な根幹をなしています。 

 しかしながら政府は、昭和60年度以降、義務教育費国庫負担制度の見直しを断続的に行い、これ

まで旅費、教材費、恩給費、共済費、公務災害補償基金、退職手当及び児童手当等義務教育に係る

経費を相次いで一般財源化した経過があります。さらに、2006年の三位一体改革により、義務教育

費国庫負担制度の国負担割合は「２分の１」から「３分の１」に引き下げられました。教育予算に

ついて、ＧＤＰに占める教育費の割合は、ＯＥＣＤ加盟国の中で日本は最下位となっているのが現

状です。 

 現在、教職員給与費のさらなる一般財源化ばかりか義務教育費国庫負担金全額の一般財源化を推

し進めようとするなどの動きがあります。もし、義務教育費国庫負担が無くなれば、自主財源の厳

しい地方公共団体では、義務教育に十分な予算を回すことができなくなり、地方公共団体間での教

育条件に大きな格差が生じます。特に、多くの離島僻地校を抱える本県は非常に深刻な状況に置か

れることが予想されます。 

 子どもたちの教育に、地域による格差があってはなりません。憲法に保障された義務教育におい

ては、全国均質の教育条件を国の責任で保障すべきです。 

 そこで、貴職におかれましては、このような状況を認識していただき、すべての子どもたちの教

育条件の整備のため、下記事項の実現に向けて最大限の努力を払われますよう要望いたします。 

 

記 

 

一、教育の機会均等とその水準の維持向上を図るため、その根幹となる義務教育費国庫負担制度を

堅持し、早急に国の負担を(２分の１以上に)拡充すること。 

一、教職員定数改善を速やかに実施するとともに、学校現場に必要な教職員を確保し、スクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門職の配置を正規職として拡充できるようにす

ること。 

一、意欲と情熱を持って教育に取り組む優れた教員を確保するため、人材確保法を堅持し、勤務実

態を踏まえた教員の処遇改善に努めること。 

一、教育関係予算を増額し、充実させること。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 

令和７年12月18日 

沖縄県中城村議会 
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宛先 

内閣総理大臣  文部科学大臣 
 

 

 提案理由。 

 陳情第13号における委員会審査の結果、採択

となり、別紙意見書を提出する。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告及び趣旨

説明を終わります。 

 これから陳情第13号及び意見書第７号の委員

長報告及び趣旨説明に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これから陳情第13号に対する討論を行います。

討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから陳情第13号 「義務教育費国庫負担

堅持及び２分の１復元」のための意見書採択を

求める陳情を採決します。 

 この陳情に対する委員長報告は採択です。こ

の陳情は委員長報告のとおり決定することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、陳情第13号 「義務教育費国庫負

担堅持及び２分の１復元」のための意見書採択

を求める陳情は委員長報告のとおり採択するこ

とに決定しました。 

 続きまして、ただいま議題となっております

意見書第７号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、意見書第７号は委員会付託を省略

します。 

 これから意見書第７号に対する討論を行いま

す。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから意見書第７号 「義務教育費国庫拡

充」及び教育条件整備のための意見書を採決い

たします。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、意見書第７号 「義務教育費国庫

拡充」及び教育条件整備のための意見書は原案

のとおり可決されました。 

 日程第６ 陳情第15号 最高裁判所判決に基

づく生活保護行政の改善と対応を国に求める陳

情書を議題とします。 

 本件について、委員長報告を求めます。 

 総務常任委員長 新垣博正議員。 

○総務常任委員長 新垣博正議員  

 

 

令和７年12月18日 

 

中城村議会議長 伊佐 則勝 殿 
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総務常任委員会 

委員長 新 垣 博 正 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された陳情を審査しましたので、会議規則第94条第１項の規定により報告しま

す。 

 

記 

 

番  号 
付 託 

年月日 
件     名 審査の結果 

陳情第15号 
令和７年 

12月12日 

最高裁判所判決に基づく生活保護行

政の改善と対応を国に求める陳情書 
採択 

     
 

 

 令和７年12月18日。 

 中城村議会議長 伊佐則勝殿。 

 総務常任委員会委員長 新垣博正。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された陳情を審査しましたの

で、会議規則第94条第１項の規定により報告し

ます。 

 記。 

 番号、陳情第15号。 

 付託年月日、令和７年12月12日。 

 件名、最高裁判所判決に基づく生活保護行政

の改善と対応を国に求める陳情書。 

 審査の結果、採択です。 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告を終わり

ます。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これから委員長報告に対する討論を行います。

討論ありませんか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、陳情第15号

 最高裁判所判決に基づく生活保護行政の改善

と対応を国に求める陳情書に賛成の立場で討論

します。 

 憲法第25条第１項では、全て国民は健康で文

化的な最低限度の生活を営む権利を有する、２

項では、国は全て生活部面において、社会福祉、

社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めな

ければならないと規定しています。これは、国

民には生存権があり、国家には生活保障の義務

がある。生活保護基準引下げを最高裁判所では

違法との判決を言い渡した。 

 2024年度に県内で生活保護を受給したのは３

万9,870人、３万2,486世帯で過去最多になりま

した。本村においても、令和７年10月で193世

帯、227人が受給をしています。都道府県別で

は、全国で３番目に高い割合になっております。

その中でも、65歳以上の高齢者が過半数を占め

ています。 

 生活保護の申請は、国民の権利であり、利用

者の生存権を一刻も早く回復するよう求めるこ
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の陳情に対して賛成をいたします。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 この採決は起立によって行

います。 

 この陳情に対する委員長報告は採択です。こ

の陳情は委員長報告のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長 伊佐則勝 着席してください。 

 陳情第15号 最高裁判所判決に基づく生活保

護行政の改善と対応を国に求める陳情書は委員

長報告のとおり全会一致で採択することに決定

しました。 

 日程第７ 陳情第16号 有機フッ素化合物

（ＰＦＡＳ）による汚染源の特定と根本解決を

求める陳情書及び日程第８ 意見書第８号 有

機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）による汚染源の特

定と根本解決を求める意見書については関連し

ますので、一括議題にしたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、日程第７及び日程第８については

一括議題といたします。 

 本件について、委員長報告及び趣旨説明を求

めます。 

 建設常任委員会 新垣貞則議員。 

○建設常任委員長 新垣貞則議員  

 

 

 

令和７年12月18日 

 

中城村議会議長 伊佐 則勝 殿 

 

建設常任委員会 

委員長 新 垣 貞 則 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された陳情を審査しましたので、会議規則第94条第１項の規定により報告しま

す。 

 

記 

 

番  号 
付 託 

年月日 
件     名 審査の結果 

陳情第16号 
令和７年 

12月12日 

有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）によ

る汚染源の特定と根本解決を求める

陳情書 

採択 

     
 

 

 それでは、令和７年12月18日。  中城村議会議長 伊佐則勝殿。 



─ 167 ─ 

 建設常任委員会委員長 新垣貞則。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された陳情を審査しましたの

で、会議規則第94条第１項の規定により報告し

ます。 

 記。 

 番号、陳情第16号。 

 付託年月日、令和７年12月12日。 

 件名、有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）による

汚染源の特定と根本解決を求める陳情書は、審

査の結果、採択です。 

 それでは、意見書第８号。 

 

 

意見書第８号 

 

令和７年12月18日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝  殿 

 

建設常任委員会 

委員長 新 垣 貞 則 

 

有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）による汚染源の特定と根本解決を求める意見書 

 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第３項の規定により提出します。 

 

提案理由 

 陳情第16号における委員会審査の結果、採択となり別紙意見書を提出する。 
 

 

 

有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）による汚染源の特定と根本解決を求める意見書（案） 

 

 沖縄県が2016年１月、７市町村45万人に供給される北谷浄水場の取水源がＰＦＡＳに汚染されて

いることを明らかにしてから９年が経過した現在も、米軍基地内の立入調査は実現していない。

2025年２月、沖縄県が公表した「米軍基地（普天間飛行場）とＰＦＯＳ等の問題について」では、

専門家会議が「汚染メカニズムがおおむね把握されたことから、ＰＦＯＳ等の汚染源は普天間飛行

場である蓋然性がさらに高まった」と総括しており、嘉手納基地についても汚染源である蓋然性が

高くなった。 

 環境汚染の問題解決の原則は、汚染源を特定することと、それに基づいて汚染者負担を適用する

ことであるが、沖縄県や軍転協（沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会）、地元自治体が幾度も

基地内立入調査を要請してきたにもかかわらず、許可が得られないばかりか国の答弁は「米側に対

し、様々な機会を捉えて伝達している」に留まっている。国が「政府として、日米合同委員会合意
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等の枠組みが地元の方々の関心に応えられるよう運用されていくことが重要である」と言っている

ことから、環境補足協定だけではなく1973年の環境に関する協力についての日米合同委員会合意に

も基づき、地元自治体が求める米軍基地内への立入調査は、合理的な理由が十分あり早急に実現す

べきものである。 

 また、国はＰＦＡＳの健康への影響について「国内では健康被害はない」と言っているが、エコ

チル調査による研究をはじめ、国内でも健康への影響を懸念する研究報告が相次いで発表されてい

ることから、予防原則に則って、汚染源である蓋然性が高い米軍基地のＰＦＡＳの除去ができるま

での間も、北谷浄水場の高性能粒状活性炭をはじめとするＰＦＡＳの低減や除去等にかかる費用

を、物価高騰に苦しむ県民に負担させるのではなく国の責任において負担するべきである。 

 よって、本村議会は、村民の健康、生命、安全を守る立場から関係機関に対し、国の責任におい

て下記事項を速やかに実現するよう強く要求する。 

 

記 

 

１ 米軍基地内立入調査を沖縄県や地元自治体と早急に行うこと。 

２ 汚染源を特定し、速やかに根本解決に向け取り組むこと。 

３ 予防原則に則って、汚染源の特定から根本解決までの間、ＰＦＡＳの低減や除去等に関して国

による恒常的な費用負担をすること。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

令和７年12月18日 

沖縄県中城村議会 

 

あて先 

衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  外務大臣  環境大臣  防衛大臣 

厚生労働大臣  沖縄及び北方対策担当大臣  外務省特命全権大使（沖縄担当） 

沖縄防衛局長 
 

 

 提案理由。 

 陳情第16号における委員会審査の結果、採択

となり、別紙意見書を提出する。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告及び趣旨

説明を終わります。 

 これから陳情第16号及び意見書第８号の委員

長報告及び趣旨説明に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これから陳情第16号に対する討論を行います。

討論ありませんか。 

 １番 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 陳情第16号について

賛成の立場で討論いたします。 

 北谷浄水場で導入されたＰＦＡＳ低減のため
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の高機能活性炭、その費用16億円が県民負担と

なる現状は、到底納得できません。汚染源の蓋

然性が高い米軍基地に起因する問題を県民に二

重の負担として押しつけるのは不合理です。 

 ＰＦＡＳは永遠の化学物質と呼ばれ、健康や

環境への影響が長期に及びます。化学的因果関

係の完全な証明を待つのではなく、予防原則に

基づき、国が責任を持って対応すべきです。 

 水は命です。その命を守るための費用を県民

だけに背負わせるのではなく、国の責任で解決

するよう強く求め、賛成討論といたします。 

○議長 伊佐則勝 ほかに討論ありませんか。 

 ６番 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 有機フッ素化合物（Ｐ

ＦＡＳ）による汚染源の特定と根本解決を求め

る陳情書に賛成の討論をいたします。 

 このＰＦＡＳの問題について、米軍が県の企

業局に給水を求めたという記事がございました。

自らが汚染をした北谷浄水場から給水されてい

る水を、米軍は自分たちの基地内で使っている

水が汚染されているということで、安全が幾分

か担保されている、高機能活性炭を用いること

で幾分か担保されている県企業局給水の水を使

わせてくれというふうなことがあったというこ

とが報道されました。 

 非常に本末転倒というか、自ら汚染源をつく

りながら、今回はまた県のほうにそういった浄

水された水を求めるということは非常に許し難

いことでありますし、さらに今回、北谷浄水場

における高機能活性炭の取替えに係る費用につ

いて、国が助成をしない、補助をしないという

動きが出ております。こういったことは、また

水道料金の値上げ等に絡んでくる問題もあるの

かと思われます。 

 汚した米軍が負担すべき除去費用について、

県民一人一人が水道料金に加算されるような状

況があってはならないと思います。そういった

ことから、今回の意見書については賛成をいた

します。 

○議長 伊佐則勝 ほかに討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 この採決は起立によって行

います。 

 この陳情に対する委員長報告は採択です。こ

の陳情は委員長報告のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長 伊佐則勝 着席ください。 

 全会一致で賛成です。したがって、陳情第13

号 有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）による汚染

源の特定と根本解決を求める陳情書は委員長報

告のとおり採択することに決定しました。 

 続きまして、ただいま議題となっております

意見書第８号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、意見書第８号は委員会付託を省略

します。 

 これから意見書第８号に対する討論を行いま

す。討論ありませんか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 意見書第８号について

賛成の立場で討論をいたします。 

 ７市町村、45万人に供給される北谷浄水場の

取水源がＰＦＡＳに汚染されていることを明ら

かにしてから９年が経過しました。沖縄県や地

元自治体が基地内立入調査を幾度も要請しまし

たが、いまだ実現をしていません。 

 専門家会議でも、普天間飛行場や嘉手納基地

が汚染源である蓋然性が極めて高いと総括をし

ております。さらに、ＰＦＡＳの低減に有効な

高機能粒状活性炭の費用16億円に国の補助が使

えないのは、強い憤りを禁じ得ません。 

 被害を受けている県民に費用まで負担させる
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のは、言語道断であります。主権国家としての

役割を果たし、早期に基地内立入調査と活性炭

に係る費用16億円は国が負担するよう求める本

意見書に賛成をいたします。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 この採決は起立によって行

います。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（起立全員） 

○議長 伊佐則勝 着席ください。 

 全会一致で賛成です。したがって、意見書第

８号 有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）による汚

染源の特定と根本解決を求める意見書は原案の

とおり可決されました。 

 お諮りします。会議規則第45条の規定により、

本定例会において議決の結果生じた条項、字句、

数字、その他の整理を要するものについては、

その整理を議長に一任してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、条項、字句、数字、その他の整理

を要するものについては、議長に一任すること

に決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで本定例会を閉会いたします。御苦労さ

までした。 

閉 会（１２時０７分） 

 

 地方自治法第123条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

      中城村議会議長 伊 佐 則 勝 

 

      中城村議会議員 新 垣 善 功 

 

      中城村議会議員 石 原 昌 雄 

 

 


